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平成２１年第３回吉岡町議会定例会会議録第１号
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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（報告・質疑）

日程第 ４ 議案第４５号 公益法人等への吉岡町職員の派遣等に関する条例の制定
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て
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日程第３１ 同意第 ２号 吉岡町教育委員会委員の任命について

（提案・質疑・討論・表決）

日程第３２ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について

（提案・質疑・討論・表決）

日程第３３ 議長報告 請願・陳情の委員会付託について

請願第 １号 義務教育費国庫負担制度の国負担率２分の１復元と教育予算の拡充を求

める意見書の採択に関する請願書

陳情第 ２号 核も戦争もない平和な２１世紀を築くための２００９年非核平和行進要

請書

陳情第 ３号 ＪＲ上越線に吉岡駅「仮称」設置構想実現に向けての陳情書

陳情第 ４号 地区要望

日程第３４ 陳情第 ５号 駒寄ＰＡに大型車まで乗り入れのできるＥＴＣ専用インターチェンジの

早期実現に向けての陳情書

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１５人）

１番 坂 田 一 広 君 ２番 小 池 春 雄 君

３番 岸 祐 次 君 ４番 長 光 子 君

５番 近 藤 保 君 ６番 田 中 俊 之 君

７番 小 林 一 喜 君 ８番 神 宮 隆 君

９番 齋 木 輝 彦 君 １１番 福 田 敏 夫 君

１２番 宿 谷 忍 君 １３番 栗 原 近 儀 君

１４番 栗 田 政 行 君 １５番 南 雲 吉 雄 君

１６番 岩  幸 夫 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 石 関 昭 君 副 町 長 堤 壽 登 君

教 育 長 佐 藤 武 男 君 総 務 政 策 課 長 大 沢 清 君

財 務 課 長 堤 辰 巳 君 町 民 生 活 課 長 斉 木 静 夫 君

健 康 福 祉 課 長 大 友 幾 男 君 産 業 建 設 課 長 栗 田 一 俊 君

会 計 課 長 高 橋 和 雄 君 上 下 水 道 課 長 岸 幸 一 君

教育委員会事務局長 森 田 潔 君 代 表 監 査 委 員 羽 鳥 善 保 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

事 務 局 長 樺 澤 秋 信 主 任 廣 橋 美 和
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議長あいさつ

議 長（岩幸夫君） 皆さん、おはようございます。

平成２１年第３回吉岡町議会定例会の開会に当たり、一言あいさつを申し上げます。

本日ここに、９月定例会が招集されたところ、議員各位におかれましてはご多忙にもか

かわらずご参集いただき、厚く御礼申し上げます。

本定例会は、既にご案内のとおり、一般に言う「決算議会」であり、補正予算や請負契

約の締結、条例や人事案件等も審議する極めて重要な定例議会と言えます。

議員各位には、慎重な審議と適正な判断をお願いいたします。

天候が不順なことしの夏でしたが、盆も過ぎ朝晩は秋めいてきたとはいえ、まだまだ暑

さも残る折、十分ご自愛され、議会運営に特段のご協力を賜りますようお願い申し上げ、

開会のあいさつといたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

町長あいさつ

議 長（岩幸夫君） 町長の発言を許可します。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 皆さん、おはようございます。

平成２１年度第３回定例会に当たりまして、一言あいさつを申し上げます。

心配されました台風１１号も北上し、季節は夏が去り、秋の気配が朝夕感じられます。

議員各位におかれましては、大変お忙しい中、全員の議員の出席のもと開会できますこと

に対しまして、厚く御礼を申し上げます。

さて、第３回定例会におきましては、平成２０年度の一般会計を初めといたしまして、

特別会計を含めまして、決算の認定、平成２１年度の一般会計と補正予算、報告１件、議

案２７件、同意１件、諮問１件、合計で３０件を上程させていただくものであります。

今回の定例会は、決算議会とも言われております。補正につきましても、少ない財源の

中から算出したところでもあります。慎重審議をしていただき、いずれも原案のとおり認

定、可決及び同意の議決を賜りますようお願い申し上げまして、あいさつとさせていただ

きます。よろしくお願いを申し上げます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

開会・開議

午前９時開会・開議

議 長（岩幸夫君） ただいまの出席議員は１５名で、定足数に達しておりますので、これより

平成２１年第３回吉岡町議会定例会を開会いたします。
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直ちに本日の会議を開きます。

議事日程第１号により、会議を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

諸般の報告

議 長（岩幸夫君） 日程に先立ち、この際、諸般の報告をいたします。

１．請願・陳情文書表、２．例月出納検査結果報告、３．定期監査結果報告、４．委員

会研修報告、５．視察報告、以上お手元に配付しましたとおり、諸般の報告をいたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 会議録署名議員の指名

議 長（岩幸夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１２条の規定により議長において１３番栗原近儀議員、

１４番栗田政行議員を指名します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 会期の決定

議 長（岩幸夫君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。

会期の決定につきましては、議会運営委員会に付託してあります。議会運営委員長より

委員会報告を求めます。

１４番栗田議員。

〔議会運営委員長 栗田政行君登壇〕

議会運営委員長（栗田政行君） 議会運営委員会の協議結果を報告いたします。

去る８月２７日午後１時４５分より議会運営委員会を開催し、平成２１年第３回定例会

の会期日程について協議を行いました。

会期については本日９月２日より１４日までの１３日間とし、再開日時は９月１１日午

前９時から一般質問のみを行い、最終日時は９月１４日午前９時からと決定いたしました。

以上、報告とさせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 議会運営委員長の報告が終わりました。

お諮りします。

ただいまの報告のとおり、会期は本日から１４日までの１３日間としたいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、会期は本日から１４日までの１３日間と決定しました。

なお、日程はお手元に配付したとおりであります。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 報告第５号 健全化判断比率及び資金不足比率報告書

議 長（岩幸夫君） 日程第３、報告第５号 健全化判断比率及び資金不足比率報告書を議題と

いたします。

石関町長より報告を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 報告させていただきます。報告第５号 健全化判断比率及び資金不足比率

報告書について、ご報告を申し上げます。

町では、平成２０年度の決算に基づき、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費

比率、将来負担比率及び公営企業会計ごとの資金不足比率を算定し、監査委員の審査を受

けましたので、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定によって、議会に報告す

るものであります。

実質公債費比率は９．９％、将来負担比率は３３．５％で、いずれの数値も早期健全化

基準等を下回っております。

詳細につきましては、財務課長より報告をさせます。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） それでは、報告第５号 健全化判断比率及び資金不足比率報告書につきま

して、町長の補足説明をさせていただきます。

これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により、監査委員の意見をつけて、議会に報告するものでございます。いずれも平成

２０年度の決算に基づき算定した数値でございます。

１健全化判断比率のうちの実質赤字比率でございますが、これは一般会計、学校給食事

業等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率でございますが、実質赤字額はあ

りません。

次に、連結実質赤字比率でございますが、これは一般会計、特別会計のすべてを対象と

した実質赤字の標準財政規模に対する比率でございます。すべての会計の黒字や赤字を合

算したもので、これについても実質赤字額はありませんでした。

次に、実質公債費比率でございますが、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償

還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率で、９．９％となりました。前年度は１

０．５％でございます。０．６ポイント率が改善された要因といたしましては、実質公債

費比率の計算式の分子である公債費に充てた金額の減少と、分母に当たる普通交付税等の
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金額の増加でございます。借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金

繰りの危険度を示すものですが、早期健全化基準は２５％です。

次に、将来負担比率でございますが、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準

財政規模を基本とした額に対する比率で、３３．５％になりました。前年度は２４．８％

であり８．７ポイント悪くなりましたが、主な要因といたしましては、将来負担額の算出

式の分子に当たる公営企業債等繰り入れ見込み額の増及び公営企業職員の退職負担金見込

み額の増で、これは県の指導により、今年度から公営企業職員の分を加えたためでござい

ます。一般会計等の借入金や、将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の

程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものですが、早期健全

化基準は３５０％です。

次に、２の資金不足比率でございますが、公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規

模に対する比率でございますが、水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、いずれ

も資金の不足額はありません。

なお、監査委員さんには、平成２１年８月１１日審査をお願いし、平成２１年８月２０

日付で審査結果報告をいただいております。審査した結果、計数的に整合しているとの確

認をいただきました。本町の比率につきましては、いずれも早期健全化基準等を下回って

おりますが、さらに財政の健全化に努める必要があると考えております。

以上、雑駁でございますが、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。

議 長（岩幸夫君） 報告が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

１番坂田議員。

〔１番 坂田一広君発言〕

１ 番（坂田一広君） 将来負担比率の割合が増加したということでございますけれども、この増

加理由といたしまして、この退職金に対する負担見込み額が、県の指導によって分子の部

分がふえたというのはよく理解できるところでございますけれども、公営企業債と繰り入

れ見込み額の２億５，６６２万４，０００円増というものの内容というか、内訳を教えて

いただけたらと存じます。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） 将来負担額の算出の分子に当たる公営企業債と繰り入れ見込み額の増とい

うことの理由は何かということでございますけれども、これにつきましては、農業集落事

業で上野田に炭化施設ができましたけれども、その辺の起債の増ということでございます。
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以上です。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

５番近藤議員。

〔５番 近藤 保君発言〕

５ 番（近藤 保君） ５番近藤です。

ただいまいろいろな指標が公表されまして、まことに結構だと思いますけれども、財政

の硬直化について１、２お伺いさせていただきます。

経常収支比率については、昨年の１２月議会で一般質問で多少当たらせていただきまし

たけれども、今年度突如として９３．６％、プラス４．２％ということで、大分硬直化が

進んでいると思いますけれども、まずその中身についてご説明お願いします。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） 今ちょっと書類を出します。少し時間をいただけますでしょうか。

議 長（岩幸夫君） よろしいでしょうか。（「その辺は後でお願いするとして、もう一問いい

ですか」の声あり）近藤議員。

〔５番 近藤 保君発言〕

５ 番（近藤 保君） ただいまのは余り細かくなくも結構ですけれども、かいつまんだところで

説明いただければ結構だと思います。

その次に、経常一般財源比率というのがございますが、やはりそちらの方もこれに比例

して、１００を割り込んで９７というふうになっています。大分硬直化が進んでいると思

いますけれども。

次に、費目別のシェアの割合なのですが、これが進んだのは、私としては民生費が大分

膨らんでおる結果でないかというふうに感じております。１０年ぐらい前は民生費につい

いては２０％、平成２０年度は３０．５％というふうに、七、八年の間に民生費の割合が

１０％増加していると。ほかの教育、総務以下、すべてのものが今年度の指標が前年度に

対して下回っておるということで、民生費が毎年１、２％コンスタントに上がっておると

いうことは、やはり硬直化が進んでいる土壌は既にあったのではなかろうかというふうに

思います。これの解決策に向けて、何か案がございましたら説明をいただきたいと思いま

す。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） 民生費等が毎年伸びているというようなことでございますけれども、民生

費につきましては、社会福祉、生活扶助、そういうものが、吉岡は人口もふえております
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ので、その辺が影響しているのかなということで考えておりますけれども、この辺につき

ましても、なるべくよく精査をして、扶助費は当然出るものなのですけれども、なるべく

節減をしていきたい、このようなことも考えております。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ５番近藤議員。

〔５番 近藤 保君発言〕

５ 番（近藤 保君） そのとおりだと思います。やはり、これを解決するのに今、課長さんがお

っしゃいましたように、民生費については着実にパーセントとして伸びておりますし、シ

ェアとして伸びておりますので、やはり母数になる税収、あるいは調定額と実質収入額と

の差、そういうものを今後詰めていただければ、少しでも改善できるかなというふうに思

いますので、今後の努力をお願いしたいと思います。

以上です。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認めます。

本件は報告でございますので、これにて終結いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 議案第４５号 公益法人等への吉岡町職員の派遣等に関する条例の制定

議 長（岩幸夫君） 日程第４、議案第４５号 公益法人等への吉岡町職員の派遣等に関する条

例の制定を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第４５号 公益法人等への吉岡町職員の派

遣等に関する条例の制定について提案説明を申し上げます。

本議案は、平成２２年４月に全県で設立される群馬県農業共済組合に職員を派遣するた

めに条例の整備を行うものであります。

現在、農業共済事業に関する事務は渋川広域市町村圏振興整備組合が行っていますが、

４月から設立される新組合に移行されます。そこへ職員を派遣するために、公益法人等へ

の一般職の地方公務員等の派遣等に関する法律の規定によって、本条例の制定をお願いす

るものであります。

詳細につきましては総務政策課長より補足させますので、ご審議の上議決いただきます

よう、よろしくお願いを申し上げます。
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議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） それでは、議案第４５号 公益法人等への吉岡町職員の派遣等に関す

る条例の制定につきまして、町長の補足説明を申し上げさせていただきます。

農業災害補償法の規定に基づく農業共済事業に関する事務につきましては、先ほど町長

が申し上げましたように、現在は渋川広域市町村圏振興整備組合で共同で処理をしており

ますけれども、平成２２年４月に全県を一つにする群馬県農業共済組合が設立されます。

新組合に、当分の間は関係市町村から職員を派遣するということになっております。町が

その組合に職員を派遣するために、給与あるいは福祉厚生等に関する事項を条例で定める

とするものでございます。

なお、農業共済事業が渋川広域組合の共同処理する事務から除外されることに伴いまし

て、組合の規約、それから組合行政組織規則の改正、それと農業共済関係の条例や規則の

廃止等の手続が発生しますけれども、これにつきましては、来年の３月までに完了するも

のと考えております。

それでは、条文の朗読は省かせていただきまして、内容についてご説明を申し上げます。

まず、第１条は条例制定の趣旨を示すものでございます。公益法人等への一般職の地方

公務員の派遣等に関する法律に定められた必要な事項を、第２条以下で規定するものでご

ざいます。

第２条は職員の派遣についてで、第１項につきましては派遣することのできる法人等の

規定、それから第２項は派遣することのできない職員の規定、第３項は派遣先団体と福利

厚生等に関する事項の取り決めを定める規定でございます。

第３条は派遣職員の職務への復帰を規定するものでございます。ここで第４号でござい

ますけれども、地方公務員法第２８条第１項第２号とは、心身等の故障で職務に支障があ

るとき、それから第３号はその職に適格性を欠くときは復職をさせるとする規定でござい

ます。それから第５号は心身等の故障などにより休職したとき、それから第６号は地方公

務員法の第２９条第１項第５号、または第３号に該当するとありますのは、これは法令違

反あるいは非行のあった場合を規定しているものでございます。

次の第４条でございますが、これは派遣職員の給与を規定するものでございまして、派

遣期間中は給料、ほかの諸手当等につきまして１００分の１００以内を支給するとするも

のでございます。

それから、第５条は職務に復帰した職員に関する吉岡町職員の給与に関する条例の特例

を定めるものでございまして、派遣先の団体で勤務していた業務も公務とみなすとする規

定でございます。
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第６条は派遣された職員の復帰時における処遇の規定で、他の職員と均衡上必要が認め

られたときは調整ができるとするもので、派遣された職員が復帰後に不利益を受けないよ

う規定するものでございます。

第７条は企業職員または単純労務職員である派遣職員の給与の種類を規定したものでご

ざいまして、法第６条第２項に規定する業務に従事するという、これは地方公共団体の委

託を受けて業務を行う団体に派遣された職員、あるいは地方公共団体と共同して業務を行

うために設立された団体等に派遣された職員などに対する給与の種類を規定するもので

ございます。

次の第８条は派遣先団体に派遣職員の処遇の状況等を報告させるとする規定でございま

す。

第９条につきましては、規則への委任を定める規定でございます。

附則としまして、施行日は組合が設立される予定の平成２２年４月１日とするものでご

ざいます。

以上、まことに雑駁ではございますけれども、町長の補足説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

１番坂田議員。

〔１番 坂田一広君発言〕

１ 番（坂田一広君） お聞きしたいのですけれども、この組合に対する職員の派遣というものは

恒常的になるのかどうかということと、現在、吉岡町の職員は大変少ない状況でございま

すけれども、町の業務に対して支障はないのかという点をお伺いしたいと存じます。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） ２点ほど坂田議員からご質問いただきましたけれども、まず恒常的に

派遣するかという質問第１点でございますけれども、１人の職員については派遣期間を３

年、特別の事情があった場合には５年まで延長できるという法律の規定に基づいてやらせ

ていただきます。

それから、少ない職員の中で派遣しても大丈夫かという大変ご心配された質問でござい

ますけれども、現在も農業共済課になりますけれども、そこに１人派遣しておりますので、

今後も一応１名を派遣ということになりますので、特に今の職員の中から削減されるとい

うことではございませんので、少ない中で大変ではございますけれども、今までどおりと

いうことになるかというふうに考えております。
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以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

８番神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 何点かこの派遣の関係でお伺いいたします。

一つはこの公益法人、これは去年の１２月に新公益法人の三法が改正されたわけですよ

ね。５年以内に公益法人かどうかということで、それを今それぞれの一般法人、社団法人、

財団法人、検討しているわけなのでしょうけれども、一つは農業共済組合、これについて

は公益法人の認可を県からもう既に受けているのかどうかということです。

それから、派遣ということになりますと、これはやはり先ほどこの条例の中にあります

ように、給与については町から出るということなのですけれども、これは難しいのですけ

れども、出向ということになれば、給与、その他、相手の派遣先がみんな支払うわけなの

ですけれども、そういう手段、派遣でなくて出向というような方法、こういうものはとれ

ないかどうかということ。

それから、この派遣先の農業共済組合、これについて派遣されているものについての監

督権、いわゆる懲戒処分その他、こういうものはやっぱり任命権者である町長がやるのか、

組合の方でもできるのか。

また、４条の関係について、給与１００分の１００支給ということになりますけれども、

この中で、超過勤務、それから出張旅費、こういうものは入っていないわけでありますけ

れども、それは派遣先で考えるのか、その点についてお伺いいたします。

以上です。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） 神宮議員さんから４点ほど、今ご質問いただいたかというふうに思い

ますけれども、まず公益法人に関して、昨年度認可法人の関係で法改正できたというふう

に思いますけれども、この農業共済組合については別に がございます。農業災害補償

法というのがございまして、これでできている組合でございますので、昨年度改正された

法は全く関係ございません。

それから、二つ目の出向についてのお伺いですけれども、職員を派遣する場合は二通り

ございます。在職派遣とそれから退職派遣がございますけれども、在職のまま派遣という

ことで、このような条例をつくらせていただいております。

それから、分限懲戒等に関するご質問でございますけれども、これにつきましては、こ

こにもございますように、派遣の状況等を報告させるということがございますので、あく
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までも身分につきましては、町長部局の職員を派遣するわけでございますけれども、その

処分等に当たりましては、当然町長ということになるかというふうに思いますので、その

勤務状況あるいはそれらにつきましては、当然毎年報告させるということでございますの

で、その中で、それを聞いた上でやるということになるかというふうに思っております。

それから、超過勤務の関係でございますけれども、これはあくまでも派遣先で業務をや

るわけですから、そちらの方で支出していただくということでございます。以上でよろし

いでしょうか。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ８番神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） わかりました。だいぶいろいろ難しい面があろうかと思いますけれども、

この派遣について、これは公益法人等への派遣ということなのですけれども、町としては

県なり、省庁へのそういう派遣、こういうものは過去にあったのでしょうか、それともそ

ういう場合についての条例の制定というのは、過去はあったとすれば、そういう条例の制

定はやっていなかったのでしょうか、この点についてお伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） この派遣につきましては、この条例で見ていただければわかりますよ

うに、どこに派遣できるかということを２条で定めておるわけでございますけれども、今

までは町が、ここに２条にございますように、基本金その他に準ずる出資をしているとい

うふうな団体に派遣しているということはございません。県とは人事交流等でやっており

ますけれども、これはまた別でございます。派遣ではございません。そういうことでござ

います。

それで、２条を見ていただければわかりますように、吉岡町が基本金その他これに準ず

るものを出資しているもので規則に定めるそのほか、ということで、今度は、農業共済に

派遣する場合については別法令、先ほど申し上げましたとおり、農業災害補償法に基づい

た組合、そこに派遣するということでございますので、今までそういった団体に職員を派

遣はしておりませんので、今回そこに派遣をするためにこの条例の整備をさせていただく

というものでございます。

以上でございます。（「了解しました」の声あり）

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。
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お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４５号は、総務常任委員会に付託したいと思いま

す。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４５号は総務常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第４６号 吉岡町情報公開条例の全部を改正する条例

議 長（岩幸夫君） 日程第５、議案第４６号 吉岡町情報公開条例の全部を改正する条例を議

題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明を申し上げます。議案第４６号 吉岡町情報公開条例の全部を改正す

る条例について、提案説明を申し上げます。

本議案は、平成１７年度に施行される国の個人情報保護関連五法並びに平成１６年の行

政事件訴訟法の一部改正に伴い、法律の規定内容に準じた見直しと実施機関の職員の明確

化等を図るために全部改正を行うものであります。

詳細につきましては、総務政策課長より補足させますので、ご審議の上議決いただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） それでは、議案第４６号 吉岡町情報公開条例の全部を改正する条例

につきまして、町長の補足説明を申し上げます。

現行の吉岡町情報公開条例は平成１２年３月に成立し、平成１３年４月から、間一度の

改正を経て施行されております。情報公開制度と個人情報保護制度はそれぞれが相互の制

度を補完する制度と位置づけられ、両制度を一体的に運用するため吉岡町個人情報保護条

例も同年に成立し、同時に施行されております。その後、平成１５年５月に国の個人情報

保護関連五法が成立しまして、２年後の平成１７年４月から施行されております。

二つの町の条例は法律施行以前の平成１３年４月から運用されておりまして、現行の規

定内容全般について、関連五法の規定内容に準じた内容へと見直すことが必要となったも

のでございます。今回、個人情報保護条例は関連五法と整合を図るために全部改正を行う

必要があり、補完関係にある吉岡町情報公開条例も同時に全部改正を行うものでございま
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す。

また、平成１６年には行政事件訴訟法が改正されておりまして、抗告訴訟における被告

適格の原則が行政庁から行政主体に変更されておりますので、議会あるいは農業委員会、

教育委員会等、各委員会へあらかじめ意見の照会をさせていただいております。特に、ご

意見等はいただいた委員会はございませんでした。

それでは、条文の朗読は省略させていただきまして、要点のみをご説明申し上げます。

現行条例につきましては、１７条から成るものでございますが、改正によって全２７条

の構成となるものでございます。

まず、第１条は条例を制定する目的となるものでございます。

第２条につきましては、定義で用語の意義を定めるもので、第１号は実施機関を定義す

るものでございます。２号につきましては、公文書の定義を統一化しまして、情報から公

文書へ変更するものでございます。

第３条は前条の第１号で定めた実施機関の責務と情報の管理についての規定でございま

す。

第４条につきましては、利用者の責務についてを規定するものでございます。

次、第５条でございますが、第１項は開示請求権ができるものについての規定でござい

まして、次のページになりますけれども、裏になりますけれども、第１号から第５号に該

当するもの、それから第２項につきましては、第１項以外からの請求者に対して、実施機

関に努力義務を課す規定でございます。

次の第６条は開示請求の手続についてでございまして、第１項は請求に要する書面につ

いてでございます。第２項は請求に不備があるときの実施機関の対応方法についてを規定

するものでございます。

次に、第７条でございますが、実施機関の開示義務についてを規定するものでございま

して、不開示とするものについての規定で、第１号は個人に関する情報でア、イ、ウでご

ざいます、これを除くもの。それから第２号は法人等に関する情報で、ア、イに関する情

報でございます。それから、第３号になりますけれども、第３号は捜査機関等の犯罪情報

等の開示についてでございます。それから、第４号でございますけれども、これは町の機

関や国、独立行政法人、それから他の行政機関等の審査、検討あるいは協議に関する情報

で、開示によって中立性等が不当に損なわれる情報をいっております。それから、次の第

５号でございますけれども、町の機関あるいは国、独立行政法人、他の行政機関等の事務

や事業に遂行に支障がある情報開示でございまして、アからオに関する情報をいっており

ます。それから、第６号は法律に定めのある情報ということになっております。

次のページでございます。
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第８条になります。第８条は部分開示についてでございまして、第１項は不開示情報が

記録されている場合について、第２項につきましては特定の個人が識別される場合につい

ての開示に関する規定でございます。

それから、次に第９条でございますが、これは公益上の理由による裁量的開示について

の規定でございまして、不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要が

ある場合は開示できる場合があるとする規定でございます。

それから、第１０条でございますが、公文書の存否に関する情報についてでございまし

て、その係る公文書の存在のみに関する開示については請求を拒否することができるとす

る規定でございます。

それから、第１１条についてでございますが、開示請求に対する措置で、第１項につき

ましては全部開示あるいは一部開示を請求者に通知をするとする規定でございます。それ

から、第２項は開示しないときまたは係る公文書を保有していないときは、その旨を請求

者に対して通知をするという規定でございます。

次の第１２条でございますが、開示決定等の期限でございまして、第１項は通常でござ

いますけれども、これは１５日以内、それから第２項につきましては、事務処理上困難な

場合に対する規定でございまして、これは４５日とするものでございます。

それから、第１３条は開示決定等の期限の特例を定めるものでございまして、大量に開

示請求があったとき、４５日以内にすべて開示することが決定できない、そういう場合に

は別に期限を定めることができるとするものでございます。

次のページでございます。

第１４条でございますが、これは事案の移送についてで、第１項につきましては、他の

機関が作成した公文書の開示について、事案を作成した機関に移送することができるとす

るものでございます。第２項につきましては、事案が移送されたとき、移送を受けた機関

が開示をするとする規定でございます。それから第３項は事案を移送したときにおける協

力義務を規定したものでございます。

それから、第１５条でございますが、これは第三者に対する意見提出の機会の付与等に

関する規定でございまして、第１項は開示請求者以外の第三者の情報が記載されていると

きに、第三者に対して意見を提出する機会を与えるとする規定でございます。第２項につ

きましては、該当する事項でございます。それから第３項は第三者が開示に反対した場合

の第三者に対する措置についてを規定するものでございます。

その次の第１６条でございますが、１６条は開示の実施方法についてを規定するもので

ございます。

次のページでございます。
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第１７条でございますが、他の法令等による開示の実施とその調整に関する規定をする

ものでございます。

それから、第１８条でございますが、費用負担に対する規定でございまして、手数料は

徴収しないとしますけれども、作成に要する実費について、例えばコピー代等については

負担していただくというものでございます。

それから、第１９条でございますが、以下は不服申し立てに関する規定でございまして、

第１９条につきましては、行政不服審査法に基づく不服申し立てに対しては、審査委員会

に諮問しなければならないとした規定でございます。

第２０条でございますが、２０条は前条によって申し立てがあったとき、審査委員会に

諮問した旨の通知をするとする規定でございます。

それから、次の第２１条でございますが、第三者からの不服申し立てを棄却する場合等

における手続に関する規定でございまして、開示請求者以外の第三者に関する情報開示を

することに関しての不服申し立ての手続を定める規定でございます。

次のページになりますけれども、２２ページですが、以下は補足条項となっておりまし

て、２２条は他の制度等との調整を規定するものでございます。

それから、２３条は情報公開の総合的な推進で、町が保有している情報は迅速かつ適切

な方法で、町民に明らかにするよう努力するとする規定をするものでございます。

次の第２４条でございますが、これは公文書の管理等を適正に行うよう規定するもので

ございます。

それから、次の第２５条は運用状況の公表に関する規定でございまして、年１回公表す

るということを規定するものでございます。

それから、第２６条は出資法人等への要請についての規定でございまして、町が出資や

財政的に援助している法人等に、この条例に準じた措置をするよう要請する規定でござい

ます。

それから、２７条につきましては、規則への委任を定める規定でございます。

次に、附則でございますが、附則につきましては、第１項から第４項となっておりまし

て、まず第１項は施行期日を規定するものでございまして、間違いでございます。申しわ

けありません。平成２２年１月１日でございますのでご訂正のほうをお願いできればと思

います。第２項につきましては、現行条例を廃止する規定でございます。それから第３項

は適用区分について規定するものでございまして、現行条例施行の日から適用させ、施行

期日前については永年保存または１０年保存の文書についてを適用させるものでございま

す。それから、第４項につきましては、経過措置に関する定めでございまして、旧条例の

規定でなされている処分につきましては、この条例の規定がある場合の扱いについて定め
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るものでございます。

以上、まことに雑駁ではございますけれども、町長の補足説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

１番坂田議員。

〔１番 坂田一広君発言〕

１ 番（坂田一広君） まず、この吉岡町情報公開条例の改正案、全部改正するというものでござ

いますけれども、国の情報公開法にほぼ基づいておって、大変な前進であるというふうに

考えます。

そこで、５条の関係でございますけれども、情報公開法におきまして何人においてもと

いうことでございますけれども、本町の条例案におきましては５条の各号に掲げるものと

いうことで、請求権者が限られているわけでございますけれども、この規定を設けた理由

についてご説明いただけたらと思います。

もう１点は２４条の関係でございますけれども、特に２４条第１項「実施機関は、この

条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。」という

ことでございますけれども、この目録の作成等については、またその目録はどのような形

で置かれるのかという点についてお伺いしたいと存じます。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） ２点ほどご質問いただいておりますけれども、まず５条の第２項に関

する部分かというふうに思いますけれども、町が規定した努力義務ということで、なぜ町

民以外も、利害関係者以外も全部開示しないかという、そういった趣旨のご質問かという

ふうに思いますけれども、多分坂田議員さんご存じかというふうに思いますけれども、町

はちょっとした暴力団体から攻撃を受けておりまして、そういったことも想定をしたと。

当然このつくる情報については町の財産でございますので、利害関係人あるいは町民に対

しては可能な限り開示するというのは、これは当然の義務でございますけれども、それ以

外のものについて、例えば混乱を起こすために多量な情報開示を請求してくるとか、この

部分の多少の歯どめの部分も必要かなということで、この部分については努力義務とさせ

ていただくというような、そんな規定をさせていただいたものでございます。

それから、第２４条に関してのご質問でございますけれども、公文書の作成の目録につ

いてでございますけれども、これにつきましては現在、同時にこの条例施行以前から、多

分ご存じかというふうに思いますけれども、事務の保存方法についての統一化といいます
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か、それにつきまして全職員でやっておりますから、分類方法についてはそれぞれの課を

越えて全部同じような分類方法にする、大分類にするとか、一応分類方法は全部規定の方

法を決めております。

それと、再度ことし事務のそれぞれの見直しといいますか、そういう研修を全部職員に

やることを予定しておりまして、当然先ほど申し上げましたとおり、職員がつくったある

いは持っている情報については町民の財産でございますので、これはもう可能な限り開示

するというのが当然のことでございますので、職員がかわったら書類がどこにあるのかわ

からないということでは絶対困るわけでございますので、その辺のところをきちっとやる

ということで現在進めておりまして、くどいようでございますけれども、職員の異動があ

って前任者がつくった書類であっても必ず開示できる、そういうふうな方法で今取り組ん

でいるところでございます。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

８番神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） １点は、この条例について前は条例施行規則ができていたと思うのですけ

れども、この点についての改正はしないのかどうかということ。

それから、いろいろ請求の書式がありますけれども、当然これは施行規則に基づいて出

ているのだと思うのですけれども、この辺の改正があるのかどうか。

それから、手数料。これはコピーだとかそういう写しの作成の場合には手数料を徴収す

るということになっておりますけれども、この送付に要する費用、こういうものは当然費

用徴収するのでしょうけれども、パソコンから打ち出す場合もあろうと思いますけれども、

この辺の手数料の額などについてはどのように考えておられますか。

それから、もう一つ、こういう大量に請求されると大変業務に支障が出てくるおそれが

多分にあると思います。かなりの量をコピーするにも大変だというようなことが出てくる

と。その辺の判断をどの辺のところにもっているのか、その３点についてお伺いいたしま

す。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） まず、規則についてでございますけれども、規則につきましては、こ

こで来年の１月１日まで条例の施行日をやっておりますのは、規則の改正がまだちょっと

間に合わないというような事情がございまして、こちら側の事務的な事情で申しわけない

のですけれども、そういったことがございましたものですから、施行期日をちょっと後ろ



21

に延ばさせていただいておりまして、当然規則改正についても同時に行う予定でございま

す。

それから、手数料についてでございますけれども、細かい部分につきましては、当然こ

の規則の方に委任するという形になるかというふうに思いますので、その辺のところでき

ちっとしていきたいというふうに考えております。

それから、大量に請求される情報についてでございますけれども、先ほどもちょっと申

し上げましたとおり、行政に対する攻撃をしようという趣旨があるとすると、そういった

大量に請求するということも当然想定されるかというふうに思います。そういったところ

で一応期限につきまして、１０日、４５日、場合によってはそれ以上というような形でさ

せていただくと、その中で十分精査させていただくという、そんな考え方を持っています。

以上でございます。（「了解しました」の声あり）

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４６号は、総務常任委員会に付託したいと思いま

す。これに異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４６号は総務常任委員会に付託します。

ここで、休憩をとりたいと思います。

１０時１５分までよろしくお願いいたします。

午前 ９時５８分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午前１０時１５分再開

議 長（岩幸夫君） 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 議案第４７号 吉岡町個人情報保護条例の全部を改正する条例

議 長（岩幸夫君） 日程第６、議案第４７号 吉岡町個人情報保護条例の全部を改正する条例

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕
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町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第４７号 吉岡町個人情報保護条例の全部

を改正する条例について、提案説明を申し上げます。

本議案で上程した吉岡町個人情報保護条例は、前議案の吉岡町情報公開条例と相互に制

度を補完する位置づけとなっており、この二つの条例を一体的に運用しております。

今回、吉岡町情報公開条例の全部を改正するに当たり、整合性を図るべく全部改正を行

うものでございます。

詳細につきましては、総務政策課長より補足させますので、ご審議の上議決いただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） それでは、議案第４７号 吉岡町個人情報保護条例の全部を改正する

条例につきまして、町長の補足説明を申し上げます。

本議案につきましても全部改正をお願いするものでございまして、目的あるいは背景等

につきましては、議案第４６号でご説明しておりますように、説明等は同様でございます。

現行の吉岡町個人情報保護条例につきましては平成１２年３月に成立して、平成１３年

４月から施行されております。平成１７年４月の個人情報保護関連五法の施行以前から適

用されておるものでございます。関連五法の施行に伴いまして、法律の規定内容に準じた

内容へと条例を見直すことが必要となったものでございまして、前議案でもご説明してお

りますけれども、情報公開制度と個人情報の保護制度は相互の制度を補完する位置づけと

なっておりまして、一体的な運用が必要となっておりますので、同時に改正をお願いする

ものでございます。

また、本議案につきましても行政事件訴訟法の改正によりまして、抗告訴訟における被

告適格の原則が行政庁から行政主体に変更されておりますので、議会あるいは農業委員会

あるいは教育委員会等へ意見の照会をさせていただいております。特にご意見をいただい

ている委員会等はございませんでした。

現行の条例につきましては、５章、全３３条で構成をされておりましたけれども、改正

条例につきましては６章、５５条からの構成となるものでございます。

説明につきましては、条文の朗読は省略させていただきまして、主要な条項あるいは改

正点等につきましてご説明を申し上げます。

まず、第２条でございますけれども、定義では第３号で実施機関の職員の定義を追加し

ております。これを明文化することによりまして、罰則の適用範囲となる実施機関の職員

の範囲を明確化したものでございます。行政事件、訴訟法の改正に合わせたものでござい

ます。また、第５号に保有個人情報の定義を明文化することで、開示それから訂正、利用
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停止請求の対象を公文書に記録された個人情報に限定することを明確化したものでござい

ます。なお、公文書の定義を情報から公文書へ統一しまして、吉岡町情報公開条例と両制

度の整合を図ったものでございます。

それから、ちょっと飛ばさせていただきまして、第６条をごらんになっていただきたい

というふうに思います。第６条は収集の制限でございまして、第２項では思想や信条、信

教に関する情報、それから社会的差別の原因となる個人情報の収集につきましては、法令

等の定めがある場合を除いて原則収集してはならないとする規定でございまして、第３項

は適法性を一層確保するために、必要に応じ第三者機関である審査会へ意見聴取をするこ

とができるとする規定を追加したものでございます。

それから、またちょっと飛ばさせていただきまして、第９条でございますけれども、正

確性及び安全性の確保についての規定でございまして、第３項は保有する必要のない個人

情報の破棄または消去に関する規定をするものでございます。

それから、次のページ、また飛ばさせていただきまして、第１４条でございますが、第

１４条は電子計算組織の結合による提供の制限を規定するものでございまして、電子計算

組織に結合すること、オンライン化ということになるかというふうに思いますけれども、

実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合については、提供の適法性を一層確保

するために、必要に応じて第三者機関である審査会へ意見聴取をすることができるとする

規定を追加するものでございます。

それから、その次の第１５条でございますが、これは開示請求権に関するもので、だれ

でも自己を本人とする個人情報の開示はできるものとする規定でございます。

それから、飛ばさせていただきまして、次のページになりますけれども、１９条でござ

いますが、１９条は裁量的開示についてを追加したものでございまして、不開示情報が含

まれている場合であっても、個人の利益保護のために裁量的判断ができることとしたもの

でございます。改正情報公開条例第９号との整合を図るものでございます。

次のページになりますが、第２０条でございます。第２０条は保有個人情報の存否に関

する情報について追加したものでございまして、開示請求情報が存在しているか否かを答

えるのみの開示請求は拒否することができるとしたものでございまして、改正情報公開条

例第１０条と整合を図るものでございます。

それから、またちょっと飛ばさせていただきまして、２９条の方をごらんになっていた

だきたいというふうに思います。２９条は訂正請求権に関する規定でございまして、自己

を本人とする個人情報の内容が事実でないと認める場合は、開示を受けた日から９０日以

内に訂正を請求できるとしたものでございます。

それから、またちょっと飛ばさせていただきまして、ページをめくっていただきまして、
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第３７条でございますが、３７条は利用停止請求権に関する規定でございまして、第６条

で定めておるわけですけれども、収集の制限に違反して収集したとき、あるいは第１２条

の利用及び提供の制限に違反し情報の提供を受けたものについて、利用停止の請求ができ

るとした規定を追加したものでございます。

それから、またちょっと飛ばさせていただきまして、第４６条でございます。第４６条

につきましては適用除外に関する規定でございまして、これにつきましては、平成１９年

に公的統計の体系的整備を目的とした統計法が全部改正されております。それに伴いまし

て、統計報告調整法が廃止されたことから規定内容の改正をするものでございます。

その次の第４８条でございますが、これは出資法人等への要請に関する規定でございま

して、町が出資や財政的に援助している法人等に対しまして、この条例に準じた措置を要

請するものとなっております。これは改正情報公開条例第２６条と整合を図るものでござ

います。

次に、第６章につきましては罰則の規定でございまして、第５１条から第５５条まで、

各条項に違反した場合について、懲役を含めた罰則規定を定めるとするものでございます。

次に、附則でございますが、附則につきましては第１項から第４項となっておりまして、

第１項は施行期日の規定でございまして、平成２２年１月１日とするものでございます。

それから第２項につきましては現行条例を廃止する規定でございます。それから第３項、

それから第４項につきましては経過措置を設けるものでございまして、まず第３項は改正

条例の読みかえ等によって適用させるもの。第４項は現行条例によって保有している個人

情報については、改正条例によるものとみなすことを規定するものでございます。

以上、まことに雑駁ではございますけれども、補足説明とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

１番坂田議員。

〔１番 坂田一広君発言〕

１ 番（坂田一広君） まず、２９条の第３項についてお伺いいたします。

この２９条の訂正請求権というのはプライバシーの権利における情報コントロールの関

係であろうかと思いますけれども、この９０日という制限がございます、自己の情報で誤

ったものを訂正させる期間というものは。明白な誤りの場合であれば、そんなに時間がか

からないと思うのですけれども、この９０日というのは適正な期間なのかどうか、他市町

村等の例などがありましたら教えていただきたい。まずこのような制限をすることが適正

なのかということと、他市町村の事例ということをお伺いしたいというのがまず第１点で
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ございます。

第２点といたしまして、罰則に関してお伺いしますけれども、これは確認の意味で質問

をするわけでございますけれども、５１条ないし５４条に関しましては、いわゆる刑罰で

ありまして、刑法総則及び刑事訴訟法の適用を受けるものであり、５５条に関しては行政

刑罰における秩序罰というふうに考えればよろしいのかどうかということをお答えいただ

きたい。

第３点といたしまして、これら罰則の量刑というか、罰則の程度ですが、政令で地方自

治体が定められるところの罰則の範囲というのは決められていると思うのですけれども、

もちろんそこは越えていないと思うのですけれども、やはり人の財産権を剥奪する、ある

いは自由を拘束するような重い罰則を設けるわけでございますから、これは慎重になされ

ないといけないというふうに考えるところでございます。そこで、処罰の範囲と重いもの

軽いものの量刑ですが、多少その例も踏まえながら、これがこのような範囲になった理由

をお聞かせいただければと存じます。

以上、３点よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） ３点ほどご質問いただいておりますけれども、まず第２９条の第３項

に関して、訂正請求権の期限を９０日以内に設定したのはどういうことかということでご

ざいますけれども、これにつきましては、他市町村等にも当然その条例を作成する上では

参考にさせていただきまして、ほとんどの市町村が９０日ということでございまして、３

カ月間あれば足りるのではないかなということ。他市町村がそうだからということでは決

してございませんで、それだけあれば足りるのかなという判断のもとで、９０日というこ

とでさせていただいたものでございます。

それから、罰則に関してのご質問でございますけれども、５４条の罰則につきましては、

当然これは行政罰でございまして、坂田議員さんご指摘のとおりの考え方でございます。

それから、量刑についてどうかというご質問でございますけれども、これに関しまして

は、当然その刑事罰を伴うものでございます。この部分につきましては、当然検察と事前

協議をするということになっておりまして、前橋地方検察庁の方に量刑協議の協議をさせ

ていただいております。そのことで、条例案の配付がおくれた理由のこともございまして、

前橋地方検察庁の検事から、この量刑でどうだということで、協議を当然行っておりまし

て、この量刑に関しては適正であろうということをいただいた上で、このような条例案と

させていただいたものでございます。

以上でございます。
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議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

坂田議員。

〔１番 坂田一広君発言〕

１ 番（坂田一広君） ２９条３項の関係なのですけれども、例えば９０日以降に新たな証拠を明

確に実施機関が保有する個人情報であって、それが過ちであるというような明らかな証拠

を入手できた場合には、もう一切改正の余地はないというふうに考えてよろしいのかどう

かと、量刑に関する同様の罰則を設けている他市町村の例などを教えていただけたらと存

じます。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） 訂正請求権についての９０日に関してでございますけれども、原則９

０日ということでございますので、当然その間にやってもらうということが原則でござい

ますけれども、明らかに違っているということがわかるとすれば、これはできないという

ことではないかというように判断をしております。

それから、量刑についてでございますけれども、他町村についてはどうかということで

ございますが、改正前につきましても多分ごらんなっているかというふうに思いますけれ

ども、全部改正でございますので、改正前の罰則にほぼ同じような形をとらしていただい

ております。当然他町村につきましても参考とさせていただいておりますけれども、その

判断の中で、重過ぎるとかあるいは軽過ぎるというような判断はしておりませんで、これ

が適正だろうということで条例案とさせていただいたものでございます。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４７号は、総務常任委員会に付託したいと思いま

す。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４７号は総務常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 議案第４８号 吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例
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議 長（岩幸夫君） 日程第７、議案第４８号 吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案説明を申し上げます。議案第４８号 吉岡町特別職の職員の非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上

げます。

本議案は、防災会議委員としてその報酬を別表に追加すること並びに選挙における投開

票管理者、立会人等に支払う報酬を日単位から勤務１回当たりに改める等の改正を行うも

のであります。

詳細につきましては、総務政策課長より補足させますので、ご審議の上議決いただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） 議案第４８号 吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、町長の補足説明をさせていただきま

す。

今回の改正につきましては、町長が申し上げたとおりでございまして、防災会議委員を

別表に追加すること、次に選挙における報酬を日単位から勤務１回に改める等の改正を行

うものでございます。

それでは、新旧対照表の方をごらんになっていただきたいと思います。

まず、役職名の欄でございますけれども、そこの選挙長、それから開票管理者、それと

選挙立会人の報酬月額の欄のところ、日を勤務１回に改めるものでございます。

次に、改正案一番左の下でございますけれども、ここに防災会議委員、それと報酬月額

９，８００円を追加するものでございます。

以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

２番小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） これで見ますと、新旧対照表を見れば確かにわかるのですけれども、この

中で最初は、「日 １２，０００円」を「勤務１回」とあるのですけれども、その次には
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「〃 １４，０００円」を「日 １４，０００」、「〃 ９，８００円」を「勤務１回」、

これを見てくればわかるのですけれども、防災会議も「〃 ９，８００円」という、案を

見ればわかるのですけれども、こんなこと「〃」にしなくても、これは日を入れたり勤務

を入れた方がいいのではないですか。こっちの表で見ればそれはそうかもしれませんけれ

ども、条例の中で、「防災会議 〃９，８００円」と、表で見ればそうなのですけれども、

こっちの条例の方では、ちょっとこれ変なのではないですか。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） 小池議員さんご指摘の書き方の問題かというふうに思いますけれども、

確かに別表で行けば、前が日だったから、そのまま「〃」という、同じという意味で追加

させていただいておるのですけれども、同じような形でここにやらしていただいてしまっ

たのですが、場合によっては、ここを確かに「日」というふうに書いておいた方がよかっ

たかなというふうに思っておりますけれども。（「こっちが条文でしょう」の声あり）そ

うですね。議案の方に同じという記号を入れるのはどうかなというご指摘でございますの

で、この辺は考え方によっては、ちょっとまずかったかなというようなことを思っており

ますけれども、日を「日」として入れればよかったのかなというふうに思っております。

そういうことで。（「これは条例としておかしい」の声あり）記載上ちょっとまずかった

かなという指摘をされれば、確かにそういうことかというように思っておりますので、も

しご訂正がいただけるようであれば、ここに「日」ということで改めさせていただくとい

うことでご了解いただけるというふうに思うのですけれども、その辺のところを議長、お

諮りをお願いしたいと思います。

議 長（岩幸夫君） ただいま総務政策課長の方から「〃」をかえたいという提案がありますが、

そのようにしてよろしいでしょうか。

２番小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） これはどう見ても裏はそういうことはいいのでしょうけれども、こっちの

４８号は、これが正式な議案ですから、これがこういうふうにかわるのだということには、

「〃 ９，８００円」ではなくて、これはやっぱり「勤務 ９，８００円」と。

それで、逆のもあるのですけれども、それはやっぱりちゃんとここで正式なものに差し

かえた方がいいと思うのです。そうじゃないと今度はこれがそっくり条例になるわけです

から。これはやっぱりうまくないと思いますので、ちゃんと正式にすれば、それについて

とがめるものではありませんから、それはやっぱり誤ったところは取り下げて出し直しを

するという方が、私はちゃんとしたやり方だと思いますので。
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議 長（岩幸夫君） この点をちょっと諮りたいと思いますが、字で自分で書きかえる方法、（「そ

ういうのはないんですよ」という声あり）また差しかえるということ、ということは、提

出のし直しということですか。

町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 大変申しわけございません。今小池議員の方からご指摘されたということ

で、そのとおりだなというようにも思っておりますので、時間をいただければ今、差しか

えますので、よろしくお願いしたいと思います。

議 長（岩幸夫君） ということでありますので、暫時休憩いたします。

午前１０時４１分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後 １時００分再開

議 長（岩幸夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

議案第４８号の四角で囲まれております防災会議委員「〃」を「日」に改め、字句を改

めて提出していただきました。

この案件を修正手続とみなして、審議を再開いたします。

意見がありましたら、よろしくお願いします。

質疑ありますか。（「わからない」の声あり）

これは先ほど「〃」が「日」にかわって差しかえていただきましたということで、これ

を最初に提出されたあれとかえて審議をしていただく、そういうことでありますが。

１４番栗田議員。

〔１４番 栗田政行君発言〕

１ ４ 番（栗田政行君） ４８号の提案説明をもう一度してもらったらと思うのですが。

議 長（岩幸夫君） そうですか。それでは、４８号の提案説明をもう一度町長によろしくお願

いします。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） それでは、もう一度提案説明を申し上げます。議案第４８号 吉岡町特別

職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、

提案説明を申し上げます。

本議案は、防災会議委員としてその報酬を別表に追加すること並びに選挙における投開

票管理者、立会人等に支払う報酬を日単価から勤務１回当たりに改める等の改正を行うも

のであります。
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詳細につきましては、総務政策課長より補足させますので、ご審議の上議決いただきま

すよう、よろしくお願いを申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） それでは、議案第４８号 吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、町長の補足説明をさせて

いただきます。

先ほど提出した議案に不手際がありまして、まことに申しわけございませんでした。差

しかえということで、差しかえ部分の説明をさせていただきます。

まず、表の四角で囲まれている中の「防災会議委員」、ここを符号であらわしているも

のを「日」というふうに差しかえをさせていただきました。まことに申しわけございませ

んでした。

それでは、中身の説明をさせていただきます。

今回の修正につきましては、先ほど町長が申し上げましたように、防災会議委員を別表

に追加すること。次に、選挙における報酬を「日」から「勤務１回」に改める改正を行う

ものでございます。

新旧対照表をごらんになっていただきたいというふうに思います。

改正する部分でございます。役職名でいきますと、選挙長、それから開票管理者、それ

から開票立会人、それから選挙立会人の報酬額の欄、「日」を「勤務１回」に改めること

でございます。

次に、防災会議委員と報酬額をここに追加させていただくわけでございますが、報酬額

「９，８００円」を追加するものでございます。ここでは、先ほど符号で表記させていた

だいておりますけれども、後日また「日」という形で、この部分につきましても差しかえ

させていただきたいというふうに思っております。

以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 差しかえ後の提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４８号は、総務常任委員会に付託したいと思いま

す。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕
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議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４８号は総務常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 議案第４９号 吉岡町国民健康保険条例の一部を改正する条例

議 長（岩幸夫君） 日程第８、議案第４９号 吉岡町国民健康保険条例の一部を改正する条例

を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明を申し上げます。議案第４９号 吉岡町国民健康保険条例の一部を改

正する条例について、提案説明を申し上げます。

健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成２１年５月２２日に交付され、吉岡町

国民健康保険条例の一部を速やかに改正する必要が生じました。

なお、詳細につきましては健康福祉策課長をして説明させますので、ご審議の上可決い

ただきますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） それでは、議案第４９号 吉岡町国民健康保険条例の一部を改正する

条例について、町長の補足説明をさせていただきます。

吉岡町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、新旧対照表で説明させていた

だきますので、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。

附則に加えるものでございます。被保険者が平成２１年１０月１日から平成２３年３月

３１日までの間に出産したときの出産育児一時金について、第６条に「３８万円」とあり

ますが、これを「４２万円」とするものでございます。

この条例は、平成２１年１０月１日から施行するものでございます。

以上、雑駁な説明でございますが、議案第４９号にかかわる町長の補足説明とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

２番小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） ちょっと確認ですけれども、これは正式に吉岡町国民健康保険税条例では

なくて、保険条例。
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議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） これは、吉岡町国民健康保険条例でありまして、税条例とは別な条例

でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第４９号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４９号は文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 議案第５０号 群馬県市町村会館管理組合規約の変更に関する協議について

議 長（岩幸夫君） 日程第９、議案第５０号 群馬県市町村会館管理組合規約の変更に関する

協議についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明を申し上げます。議案第５０号 群馬県市町村会館管理組合規約の変

更に関する協議について、提案説明を申し上げます。

本議案は、富士見村、吉井町がそれぞれ前橋市、高崎市に編入合併したことによって、

組合規約の改正が必要となったため、地方自治法の規定によって議決をお願いするもので

あります。

詳細につきましては総務政策課長より補足させますので、ご審議の上議決いただきます

よう、よろしくお願いを申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） それでは、議案第５０号 群馬県市町村会館管理組合の規約変更に関

する協議につきまして、町長の補足説明をいたします。

ただいま町長が説明を申し上げたとおり、本年５月５日に富士見村が前橋市に、それか

ら同じく６月１日に吉井町が高崎市に編入合併し組合から脱退したため、組合規約の改正
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が必要となったものでございます。

それでは、新旧対照表の方を、一番最後のページについておりますけれども、こちらの

方をごらんになっていただきたいというふうに思います。

右側が旧でございます。別表の市、それから郡名の欄の中から勢多郡を、それから市町

村の欄から富士見村とそれから吉井町を削除するものでございます。

以上でございます。補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５０号は、吉岡町議会会議規則第３７条第２項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認め、そのとおり決します。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより、採決に入ります。

お諮りします。

議案第５０号を原案のとおり可決することにご異議ございせんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１０ 議案第５１号 平成２０年度榛名興産市町村組合歳入歳出決算認定につい

て

議 長（岩幸夫君） 日程第１０、議案第５１号 平成２０年度榛名興産市町村組合歳入歳出決

算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第５１号 平成２０年度榛名興産市町村組



34

合歳入歳出決算認定について、提案理由の説明を申し上げます。

榛名興産市町村組合は平成２１年３月３１日に解散となりました。一部事務組合の解散

に伴う決算は、地方自治法施行令第５条第３項の規定により、旧組合の管理者が行い、こ

れを構成団体の長に送付し、構成団体の監査委員がこれを監査し、構成団体の議会がこれ

を認定することとなっておりますので、平成２０年度榛名興産市町村組合歳入歳出決算を

別紙監査委員の意見をつけて議会に認定を付するものでございます。

詳細につきましては財務課長をして説明させますので、よろしくご審議の上認定くださ

いますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） それでは、議案第５１号 平成２０年度榛名興産市町村組合歳入歳出決算

認定について、町長の補足説明をさせていただきます。

榛名興産市町村組合歳入歳出決算書及び附属書類の１、２ページをごらんください。

歳入歳出決算書の歳入でございます。初めに、歳入の収入済額の構成比を申し上げます。

１款分担金及び負担金が６３％、２款県支出金が３．５％、３款財産収入が９．９％、４

款繰越金が１２．０％、５款諸収入が６．６％、６款繰入金が５．０％です。

次に、１款分担金及び負担金１項負担金ですが、予算現額、調定額、収入済額同額の４

９２万６，０００円です。

２款県支出金１項県補助金は、予算現額２０６万２，０００円、調定額、収入済額同額

の２７万５１０円です。

３款財産収入１項財産運用収入は、予算現額２０万５，０００円、調定額、収入済額同

額の２３万３，１１８円です。２項財産売払収入は予算現額３７万７，０００円、調定額、

収入済額同額の５４万１，９１０円です。

４款繰越金１項繰越金は、予算現額９３万６，０００円、調定額、収入済額同額の９３

万６，７０２円です。

５款諸収入１項雑入は、予算現額１０万１，０００円、調定額、収入済額同額の５１万

６，３５１円です。

６款繰入金１項基金繰入金は、予算現額２８万８，０００円、調定額、収入済額同額の

３８万８，５８９円です。

歳入合計は、予算現額８８９万５，０００円、調定額、収入済額同額の７８１万３，１

８０円で、予算現額に対する執行率は８７．８％でございます。

次に、３ページ、４ページ、歳出でございます。初めに、歳出の支出済額の構成比を申

し上げます。１款議会費が１４．２％、２款総務費が１８．８％、３款農林水産業費が６
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７．０％、４款公債費、５款予備費はありません。

次に、１款１項議会費ですが、予算現額１２３万７，０００円、支出済額１１０万９，

５７８円です。

２款総務費１項総務管理費は、予算現額１６３万５，０００円、支出済額１４４万９，

６６８円です。２項監査委員費は、予算現額３万７，０００円、支出済額１万９，７５２

円です。

３款農林水産業費１項林業費は、予算現額５８８万４，０００円、支出済額５２３万１

８２円です。

４款公債費１項公債費は、予算現額２，０００円、支出済額はありません。

５款予備費１項予備費は、予算現額１０万、支出済額はありません。

歳出合計は、予算現額８８９万５，０００円、支出済額７８０万９，１８０円で、予算

現額に対する執行率は８７．８％で、不用額１０８万５，８２０円でございます。

次に、附属書類の５、６ページ、歳入歳出決算事項別明細書（歳入）の主なものを説明

させていただきます。

１款分担金及び負担金１項負担金１目市町村負担金ですが、吉岡町は１６万２，０００

円です。

７ページ、８ページの５款諸収入１項１目２節雑入５１万６，３５１円は、国の治山工

事により生じた立木伐採の補償金でございます。

次に、９ページ、１０ページ、歳入歳出決算事項別明細書（歳出）の主なものを説明さ

せていただきます。

１款議会費１項１目１節の報酬９７万８００円は、議員２０名の報酬でございます。

２款総務費１項１目一般管理費の主なものは、備考に記載があります県総合事務組合精

算負担金、これは解散に伴う退職手当の精算でございます。

１１ページ、１２ページ、３款農林水産業費１項１目林業振興費の主なものは、備考に

記載があります役務費で、これは火災保険料で１３２万６，６７９円。烏川流域森林組合

に山林管理事業の委託料として３９０万３，５０３円でございます。

１３ページ、実質収支に関する調書、歳入歳出額、実質収支額同額の４，０００円でご

ざいます。この４，０００円につきましては、解散に伴う財政調整基金の分配額等にあわ

せて１０月中に分配される予定でございます。

１４ページ以降は、財産に関する調書及び主要施策の成果等に関する説明書でございま

す。

以上、雑駁でございますが、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。
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議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５１号は、吉岡町議会会議規則第３７条第２項の

規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認め、そのとおり決します。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

議案第５１号を原案のとおり可決することにご異議ございせんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１１ 議案第５２号 平成２０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１１、議案第５２号 平成２０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認

定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第５２号 平成２０年度吉岡町一般会計歳

入歳出決算認定についての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上認定

くださいますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 高橋会計課長。

〔会計課長 高橋和雄君発言〕
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会計課長（高橋和雄君） それでは、お手元の平成２０年度決算書１ページをお願いいたします。

議案第５２号 平成２０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について、町長の補足説

明をさせていただきます。なお、事前に配付しました参考資料を活用していただければ、

大変ありがたいと思います。よろしくお願いいたします。

次の３ページをお願いいたします。

３ページ、実質収支に関する調書、歳入総額５５億３，１８２万９，１７８円、歳出総

額５３億６，１８６万５，８９０円、歳入歳出差引額１億６，９９６万３，２８８円、翌

年度へ繰り越すべき財源３，５６７万７，０００円、この財源につきましては、定額給付

金給付事業、子育て応援特別手当事業、まちづくり交付金事業、それと地域活性化・生活

対策臨時交付金事業でございます。そのうちの一般財源、既収入特定財源を繰り越すもの

でございます。実質収支額１億３，４２８万６，２８８円につきましては、前年対比で５

５．３％、１億８５９万５，４９４円の減となっております。

次の４ページ、５ページをお願いいたします。

まず、歳入の構成比を申し上げます。１款の町税につきましては４０．８％、２款の地

方譲与税２％、３款の利子割交付金０．２％、４款配当割交付金０．１％、６款地方消費

税交付金が２．５％、８款自動車取得税交付金０．９％、９款地方特例交付金０．８％、

１０款地方交付税１９．６％、１１款交通安全対策特別交付金０．１％、１２款分担金及

び負担金２．６％、１３款使用料及び手数料０．６％。

次のページ、６ページをお願いいたします。

１４款国庫支出金１１．９％、１５款県支出金６％、１６款財産収入０．３％、１８款

繰入金が１．２％、１９款繰越金４．６％、２０款諸収入０．８％、２１款町債５．１％

となっております。

前のページ、４ページ、５ページに戻っていただきまして、町税の項の内訳について構

成比を申し上げます。１項町民税４９．３％、２項固定資産税４２．７％、３項軽自動車

税１．６％、４項町たばこ税５．９％、５項入湯税０．５％となっております。

それでは、１款町税、予算現額が２１億９，２６９万２，０００円、調定額が２４億３，

４５８万２，３９０円、収入済額が２２億５，７９１万１，５４１円で、前年対比にしま

すと１０４．７％、１億３９万６，８９４円の増となっております。不納欠損額が２３２

万６，８１５円、前年対比にしますと４８．１％、２５１万１，４９５円の減となってお

ります。収入未済額は１億７，４３４万４，０３４円、前年対比で１１６．６％、２，４

８２万４，００９円の増となっております。１項の町民税につきましては、収入済額が１

１億１，２１５万８，５１４円、前年対比で１０５．８％、６，０７２万１，９５４円の

増となっております。この増につきましては個人の給与所得者の増、また法人は収益増に



38

よるものでございます。不納欠損額が８９万２，６１５円、前年対比で７６．８％、２６

万９，３９５円の減となっております。収入未済額につきましては６，１７８万８，１０

５円、前年対比で１０８．６％、４８６万８，９５４円の増となっております。２項の固

定資産税、９億６，３１９万６，９８５円、前年対比で１０３．３％、３，１１０万９，

８９６円の増となっております。この増につきましては、課税標準額の増並びに開発等に

よる増となっております。不納欠損額が１３２万１，４００円、前年対比にしますと３８．

１％、２１４万５，１００円の減でございます。収入未済額につきましては１億１，０７

８万１５１円、前年対比で１２２．２％、２，０１８万８，０１５円の増となっておりま

す。３項の軽自動車税、３，７１８万３，７６０円、前年対比で１１２％、３９９万３，

８９８円の増でございます。これは、登録台数の増によるものでございます。不納欠損額

が１１万２，８００円、前年対比にしますと５３．８％、９万７，０００円の減でござい

ます。収入未済額は１７７万５，７７８円、前年対比で９１．６％、１６万２，９６０円

の減となっております。４項の町たばこ税、１億３，３５８万３，２１２円、前年対比で

１０４．１％、５２３万６，７８６円の増となっております。５項の入湯税、１，１７８

万９，０７０円、前年対比で９４．７％、６６万５，６４０円の減でございます。

続きまして、２款地方譲与税、予算現額１億６２７万７，０００円、調定額、収入済額

同額の１億１，１３２万９，０００円、前年対比にしますと９６．２％、４４３万９，０

００円の減となっております。１項自動車重量譲与税につきましては、８，４２５万５，

０００円、前年対比で９７．９％、１７８万８，０００円の減でございます。２項地方道

路譲与税２，７０７万４，０００円、前年対比９１．１％、２６５万１，０００円の減と

なっております。

続きまして、３款利子割交付金、予算現額１，０５１万８，０００円、調定額、収入済

額同額の１，０６８万円、前年対比で１０３．２％、３３万６，０００円の増となってお

ります。

続きまして、４款配当割交付金、予算現額、調定額、収入済額同額の３０９万７，００

０円、前年対比で３１．５％、６７２万５，０００円の減となっております。

続きまして、５款株式等譲渡所得割交付金、予算現額１７７万４，０００円、調定額、

収入済額同額の１５１万９，０００円、前年対比で３４．５％、２８８万３，０００円の

減となっております。

６款地方消費税交付金、予算現額１億３，０５１万２，０００円、調定額、収入済額同

額の１億４，０４２万４，０００円、前年対比にしますと９８．６％、２０２万５，００

０円の減となっております

続きまして、７款ゴルフ場利用税交付金、予算現額１５０万９，０００円、調定額、収
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入済額同額の１７９万１，１７４円、前年対比にしますと９２．８％、１３万９，１８４

円の減となっております。

８款自動車取得税交付金、予算現額５，２２６万９，０００円、調定額、収入済額同額

の５，０６９万円、前年対比にしますと８３．６％、９９４万４，０００円の減となって

おります。

続きまして、９款地方特例交付金、予算現額、調定額、収入済額同額の４，２６６万９，

０００円、前年対比にしますと２９４．７％、２，８１９万円の増となっております。１

項の地方特例交付金が３，６１７万９，０００円、前年対比で３５８．７％、２，６０９

万３，０００円の増となっております。この増につきましては、平成１９年度に行われた

所得税から個人住民税の税源移譲により、所得税で控除し切れなかった住宅ローン減税が

個人住民税から控除されることに伴う地方の減収見込み額を国が補てんしたものでござい

ます。続きまして、２項の特別交付金４３９万３，０００円、前年と同額でございます。

続きまして、新規で３項地方税等減収補てん臨時交付金２０９万７，０００円、これにつ

きましては、暫定税率の執行により自動車取得税減収補てん分が１６４万８，０００円、

地方道路譲与税の減収補てん分が４４万９，０００円となっております。

続きまして、１０款地方交付税、予算現額が１０億４，５６２万８，０００円、調定額、

収入済額同額の１０億８，２７４万２，０００円、前年対比にしますと１０５．９％、６，

００２万２，０００円の増となっております。

続きまして、１１款交通安全対策特別交付金、予算現額が４３０万円、調定額、収入済

額同額の４７４万円、前年対比で９５％、２４万７，０００円の減となっております。

続きまして、１２款分担金及び負担金、予算現額が１億４，６６７万８，０００円、調

定額が１億４，８４７万７，５２０円、収入済額が１億４，２９９万８，７１０円、前年

対比で１０４．４％、５９９万５，１６４円の増となっております。不納欠損額が１１万

３，１００円、それから収入未済額につきましては５３６万５，７１０円、前年対比で１

２９．６％、１２２万６，４００円の増となっております。なお、この負担金の増につき

ましては、保育園入所児童、それから学童保育児童の利用者増によるものでございます。

続きまして、１３款使用料及び手数料、予算現額３，３３８万７，０００円、調定額、

３，６７２万９，４８６円、収入済額３，３００万９，２１１円、前年対比にしますと９

６％、１３６万９，１０５円の減となっております。不納欠損額が１４万１，６００円で、

前年対比にしますと１７．８％、６５万３，８３８円の減となっております。収入未済額

につきましては３５７万８，６７５円、前年対比で１１３．６％、４２万９，３１２円の

増となっております。それで、１項の使用料が２，１９１万８，６８６円、前年対比で９

６．５％、７８万５，０３０円の減となっております。この減につきましては、道路占有
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土地単価下落に伴う見直しによるもの、それと通学バスの料金改定による減額となってお

ります。２項の手数料１，１０９万５２５円、前年対比にしますと９５％、５８万４，０

７５円の減となっております。

次のページ、６ページ、７ページをお願いいたします。

１４款国庫支出金、予算現額１０億４，６８６万４，０００円、調定額１０億２，６４

６万１，４８７円、収入済額６億５，９４４万７，４８７円、前年対比にしますと１２９．

７％、１億５，１０２万２，６３７円の増となっております。収入未済額３億６，７０１

万４，０００円、これにつきましては、繰越明許費に伴う未収入の国庫補助金でございま

す。１項の国庫負担金２億４，４５２万７０円、前年対比にしますと１００．２％、５６

万９，１６７円の増となっております。続きまして、２項の国庫補助金４億９４２万４，

５００円、前年対比で１５７．８％、１億５，０００万４，３２３円の増となっておりま

す。これは、まちづくり交付金、あるいは中学校費、補助金の増でございます。続きまし

て、３項の国庫委託金５５０万２，９１７円、前年対比で１０９．１％、４５万９，１４

７円の増となっております。

続きまして、１５款県支出金、予算現額３億５，６２５万５，０００円、調定額、収入

済額同額の３億２，９７１万６，１６２円、前年対比にしますと１０６．１％、１，８９

５万８，０５０円の増となっております。１項の県負担金１億４，４８２万６，５９９円、

前年対比で１１１．３％、１，４６８万９，９８８円の増でございます。続きまして、２

項の県補助金１億３，７５４万１，９５７円、前年対比で１１３．８％、１，６７１万８，

７６０円の増となっております。これにつきましては、保険基盤安定制度負担金、それか

ら国庫基盤安定補助金の増によるものでございます。続きまして、３項の県委託金４，７

３４万７，６０６円、前年対比にしますと７９．２％、１，２４５万６９８円の減でござ

います。

続きまして、１６款財産収入、予算現額１，４５３万１，０００円、調定額、収入済額

同額の１，５２９万２，３５４円、前年対比で１１９．８％、２５２万７，１７０円の増

となっております。１項の財産運用収入１，５１８万７，３５４円、前年対比で１３９．

８％、４３２万２，０３４円の増となっております。続きまして、２項の財産売払収入１

０万５，０００円、前年対比にしますと５．５％、１７９万５，５６４円の減でございま

す。

続きまして、１７款寄附金、予算現額１７９万９，０００円、調定額、収入済額同額の

１８９万９，０００円、前年対比にしますと１８９９％、１７９万９，０００円の増とな

っております。この寄附金につきましては、下水道公社解散に伴う財産処分、これが１０

４万９，０００円、それとふるさと納税、東京在住の方１名が７５万円、町内の１企業か
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ら毎年１０万円となっております。

続きまして、１８款繰入金、予算現額２億２，８０９万２，０００円、調定額６，５０

２万１，３７８円、収入済額も同額でございます。前年対比にしますと２７７．５％、４，

１５８万７，５４８円の増となっております。１項の特別会計繰入金２，２００万６，３

７８円、前年対比で３５１．７％、１，５７４万８，５４８円の増となっております。こ

の増につきましては、老人保健事業特別会計繰入金の増、それと基金の繰入金、これが４，

３０１万５，０００円、前年対比で２５０．４％、２，５８３万９，０００円の増となっ

ております。この増につきましては、渇水対策施設維持管理費、工事費の増によるもので

ございます。

続きまして、１９款繰越金、予算現額２億５，４９９万８，０００円、調定額、収入済

額同額２億５，４９９万７，７８２円、前年対比で９６．３％、９８５万５，６０９円の

減となっております。

続きまして、２０款諸収入、予算現額４，３８４万４，０００円、調定額、収入済額同

額４，２２５万４，３７９円、前年対比で８７．８％、５８５万９，８６５円の減となっ

ております。１項の延滞金加算金過料につきましては１６９万９，７１２円、前年対比で

１３８％、４６万８，１９０円の増となっております。飛んで３項の貸付金元利収入につ

きましては１，０００万円でございます。続きまして、４項受託事業収入６００万円、前

年対比で８５％、１０５万５，７３１円の減となっております。５項雑入２，４５５万４，

６６７円、前年対比で８２．４％、５２３万４，３２１円の減でございます。

２１款町債、予算現額３億４，６３０万円、調定額、収入済額同額２億７，９６０万円、

前年対比にしますと６１．３％、１億７，６７０万円の減額となっております。

それで平成２０年度末現在高につきましては、４４億７，３１７万２，８３１円でござ

います。歳入合計としまして、予算現額が６０億６，３９７万５，０００円、前年対比に

しますと１１３．９％、７億４，１７６万３，０００円の増となっております。調定額に

つきましては６０億８，４７１万３，１１２円、前年対比で１１０．６％、５億８，１０

９万９，１８８円の増でございます。収入済額につきましては５５億３，１８２万９，１

７８円で、前年対比１０３．６％、１億９，０６５万７，７００円の増でございます。不

納欠損額が２５８万１，５１５円で、前年対比４５．８％、３０５万２，２３３円の減と

なっております。

次のページをお願いいたします。

歳出、まず、歳出の構成比を申し上げます。１款議会費１．６％、２款総務費１５．６％、

３款民生費２５．８％、４款衛生費１１．８％、５款労働費０．４％、６款農林水産業費

５．１％、７款商工費０．４％、８款土木費１４．８％、９款消防費５．２％、１０款教
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育費１２．１％、次のページ、１０ページをお願いします。飛んで１２款公債費７．２％

となっております。また元に戻って、８、９ページをお願いいたします。

１款議会費、予算現額８，６６７万円、支出済額８，６５２万１，４５６円、前年対比

で１０３．３％、２７２万８，４０３円の増となっております。増につきましては、議員

期末手当の増となっております。

続きまして、２款総務費、予算現額１１億６，３７０万９，０００円、支出済額８億３，

７２８万２，２３０円、前年対比にしますと１０２．４％、１，９３６万３９５円の増と

なっております。翌年度繰越金が２億９，７７４万５，０００円でございます。これにつ

きましては、定額給付金事業でございます。１項総務管理費６億９，２９８万３，５６８

円で、前年対比１０２．９％、１，９４８万６，５２５円の増となっております。この増

につきましては、自治会移行に伴って集会所交付金補助金の増でございます。続きまして、

２項町税費１億９０７万８，０１０円で、前年対比にしますと１５１．２％で３，６９４

万１，７５６円、固定資産基礎資料の業務委託あるいは過年度分の還付金の増でございま

す。続きまして、３項戸籍住民基本台帳費２，７５２万７，５６２円、前年対比で７５．

６％、８８６万３，９５４円の減となっております。４項選挙費３５万６，７３２円、前

年対比で１．４％、２，５０６万８，４０１円の減。５項統計調査費６９４万７，９１８

円、前年対比にしますと６８．９％、３１３万２，４２１円の減となっております。６項

の監査委員会費が３８万８，４４０円で、前年対比９９％、４，０２０円の減でございま

す。

３款民生費、予算現額１４億５，６６２万円、支出済額１３億８，１２６万７，６６６

円、前年対比で１１１．７％、１億４，４１３万７，６０７円の増となっております。翌

年度繰越額１，５００万４，０００円につきましては、子育て応援特別手当事業の分でご

ざいます。１項社会福祉費７億１，６７０万５，０５５円で、前年対比１１８．３％、１

億１，０６２万６，１６２円の増となっております。老人福祉費の介護保険事業特別会計

の繰出金、後期高齢者医療費の負担金、繰出金の増によるものでございます。続きまして、

２項児童福祉費６億６，４５５万３，１６１円、前年対比１０５．３％で３，３５０万６，

１９５円の増となっております。これは、児童手当、児童保育費の増によるものでござい

ます。４項生活保護費９，４５０円、前年から見ますと５，２５０円の増となっておりま

す。

４款衛生費、予算現額６億５，２１０万１，０００円、支出済額６億３，５０９万９，

４０５円、前年対比で９６．９％、２，００３万３，７４６円の減となっております。１

項保健衛生費４億６，９５８万４，０５７円、前年対比９５．９％、１，９９０万４，３

０４円の減でございます。この保健衛生費につきましては、大きく国民健康保険事業特別
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会計繰出金の増、それからまちづくり交付金、老人保健事業特別会計繰出金の方は減とな

っております。２項清掃費１億６，５５１万５，３４８円、前年対比にしますと９９．９％、

１２万９，４４２円の減でございます。

続きまして、５款労働費、予算現額２，４０７万３，０００円、支出済額２，１９８万

６，１７８円、前年対比にしますと１００．９％、１８万８，４２８円の増となっており

ます。

６款農林水産業費、予算現額２億８，７３８万４，０００円、支出済額２億７，１７２

万２，２６６円、前年対比にしますと１２４．１％、５，２６９万５，１９６円の増とな

っております。１項農業費２億５，４７２万２，０２０円、前年対比にしますと１２４．

４％、４，９９３万３，２９４円の増となっております。この増につきましては、農業振

興費の道の駅関係、それから渇水対策施設維持管理費の揚水ポンプの交換工事費分が増と

なっております。２項林業費１，７００万２４６円、前年対比にしますと１１９．４％、

２７６万１，９０２円の増となっております。

続きまして、７款商工費、予算現額２，５１０万２，０００円、支出済額１，９０８万

９３９円、前年対比にしますと８５．７％、３１９万３，９９２円の減となっております。

続きまして、８款土木費、予算現額９億７，７０８万２，０００円、支出済額７億９，

２２６万９，８５９円、前年対比にしますと１１０．４％、７，４５２万５，８３４円の

増となっております。翌年度繰越額５，４１４万２，０００円、これにつきましては、ま

ちづくり交付金事業、それと地域活性化の生活対策臨時交付金事業でございます。１項土

木管理費２，２２３万５，１６２円、前年対比１２５％、４４４万２，６５７円の増とな

っております。２項道路橋梁費３億９，０７３万４，４７６円、前年対比にしますと１３

５．６％で１億２５８万８，８４９円の増となっております。この増につきましては、道

路改良費の工事請負費、公有財産購入費、補償費のそれぞれ増によるものでございます。

３項河川費１８２万１，３３８円、前年対比で１６０．８％、６８万９，０１０円の増と

なっております。４項都市計画費３億７，４１６万８，３１７円、前年対比で９１．９％、

３，２９２万１，６５３円の減となっております。５項住宅費３３１万５６６円、前年対

比で９２．４％、２７万３，０２９円の減でございます。

続きまして、９款消防費、予算現額２億８，２４２万２，０００円、支出済額２億８，

０８９万１，５００円、前年対比にしますと９５．１％、１，４４９万８，１１０円の減

となっております。

続きまして、１０款教育費、予算現額７億１，３２４万８，０００円、支出済額６億５，

０２２万４，９６０円、前年対比で９８．９％、７１３万３５９円の減でございます。翌

年度繰越額につきましては３，５８０万円、これも地域活性化・生活対策臨時交付金事業
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でございます。１項教育総務費９，０６１万５，９８８円、前年対比１１８．６％、１，

４２１万１，２１１円の増でございます。この増につきましては、事務局の人事異動に伴

う人件費、それと幼稚園の奨励費の増によるものでございます。２項小学校費１億１，１

１２万５，０４０円、前年対比にしますと１１３．５％、１，３１７万５，０５７円の増

でございます。これは、学校管理費、建設費の増に伴うものでございます。次の１０ペー

ジ、１１ページをお願いいたします。３項中学校費１億６，１０１万８，３５０円、前年

対比にしますと７５．１％、５，３３２万８，８３０円の減となっております。４項社会

教育費１億３，０１８万６，９３５円、前年対比９２％、１，２３０万７，９６２円の減

でございます。５項保健体育費５，８０７万２，６６４円、前年対比で１７８．４％、２，

５５２万７，２７９円の増となっております。この増につきましては、体育施設の補修工

事費でございます。６項給食センター費９，９２０万５，９８３円、前年対比で１０４．

９％、４５９万２，８８６円の増となっております。

それから、１２款公債費、予算現額３億８，５５３万６，０００円、支出済額３億８，

５５１万９，４３１円、前年対比にしますと１０７．５％、２，６９１万２，５３８円の

増となっております。

歳出合計、予算現額６０億６，３９７万５，０００円、前年対比で１１３．５％、７億

２，３４６万３，０００円の増。支出済額５３億６，１８６万５，８９０円、前年対比で

１０５．４％、２億７，５６９万２，１９４円の増となっております。歳入歳出差引残額

につきましては１億６，９９６万３，２８８円で、前年対比にしますと６６．７％、８，

５０３万４，４９４円の減となっております。

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） 監査委員としてご報告申し上げます。

平成２０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算につきまして、平成２１年８月７日、監査委

員、岸 祐次さんと私の２名で監査をいたしましたので、ご報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された一般会計の歳入歳出決算書、

歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに関係諸伝票、

書類により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的に

は正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料を

ごらんください。
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以上です。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

５番近藤議員。

〔５番 近藤 保君発言〕

５ 番（近藤 保君） １項目だけ質問をします。

今、一般会計集約表で確認させていただいたところ、調定額と収入済額とのギャップが

１億７，６００万円、昨年よりは２，７００万円ほどふえているようです。この辺につい

ては、こういう情勢からして大分収入済額をふやすのは大変かと思うのですが、その下の

地方譲与税以下は、調定額、収入済額は、ほぼ同じものが当然事柄の性質上並んでおると

思います。ここに出てくるのは、町税そのものが主に調定額と収入済額の差に出てくると

思われます。予算額の立て方が甘いのか、収入を上げる努力が少ないのか、ちょっとその

辺はわかりませんけれども、このままこのギャップが去年よりことしの方がふえているよ

うです、２千何百万円。この辺について財務課長のどういう状況であったか説明を求めた

いと思います。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） 調定額と収入済額に差があると、このようなご指摘でございますけれども、

この決算書の３７４ページに町税の税目別の収納割合ということで、現年度分と滞納分を

足したものがあるわけですけれども、今年度町民税個人、一番左ですけれども、これは９

３．７％、前年度は９４％、町民税法人、これは９８．４％ですけれども、前年度が９８．

７％、固定資産税８９．６％、前年度９０．８％、軽自動車税９５．２％、前年度９３．

９％、たばこ税、入湯税は１００％ということで、町税全体が９２．７％ということで、

前年度９３．３％ですから０．６ポイントばかり収納率が下がったわけでございますけれ

ども、調定額につきましては予算額と違いまして、当然あるものを全部調定するというこ

とですので、あれなのですが、いかにして収入済額を上げるかということで、財務課とし

ては収納努力を上げておるわけでございますけれども、督促状から県との合同催告、また

なかなかとれないものについては、平成２０年度は預金の差し押さえ等もして、預金の差

し押さえなんかにつきましては、金額等は小さいのですけれども、ある程度上がるかなと

いうことで、いずれにしても徴収努力しておりますけれども、前年度より０．６％下がっ

たということでございます。

全般的な景気悪化といいましょうか、その辺も多少影響しているかと思いますけれども、
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いずれにいたしましても、徴収努力によっていかに幾らかでも上げるような努力をしてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

１５番南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） 収入未済額について、ひとつお聞きをしたいと思います。

今年度の調定額が２４億３，４５８万２，３９０円、収入済額が２２億５，７９１万１，

５４１円ということで、１０４．７％ほど伸びておるわけですけれども、問題は収入未済

額の１億７，４３４万４，０３４円ということで、１１６．６％ほど伸びておるわけです

けれども、現在では徴収員を雇って徴収をお願いしておるわけですけれども、この１億７，

４３４万４，０３４円を回収するのに職員と、また回収されている人たちの収集割合とい

うのですか、努力がどの程度あるのかお聞かせを願いたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） 収入未済額が非常にふえているというようなことでございますけれども、

税務室も徴収専門職員が１人、嘱託職員が１人、随時税務室の職員も担当地区を決めて回

ってはおるわけですけれども、また暮れ１１月１２月には、管理職員等でも回っておるわ

けでございますけれども、なかなか実態的に上がっていないのが実情でございます。

嘱託職員につきましては、年間徴収金額が３，０００万円弱というようなことでござい

ます。また、管理職員も１１月、１２月にするのですけれども、実際、そのときに行って

徴収してくる額はなかなか少ないもので、その行った家に対しても年度末までにどのくら

いというか、３００万くらいというか、なかなか悪質といいましょうか、納められない方

のところに行ってもなかなか実績が上がらないのが実情でございますけれども、納められ

る人からは強力に徴収していきたい、このようなことで考えております。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

１５番南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） そのうちの固定資産税が１億１，０７８万１５１円、こういった固定資産

税の金額が多いわけですけれども、この固定資産税の関係でもう少し収納率を上げる、ま

た場合によっては差し押さえという厳しい形かもしれないけれども、何かの方法でこの固

定資産税の滞納をもう少し徴収をしていくような方法はとれるのかどうか、その点につい
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てもお伺いをしたいと思います。

特に、滞納繰越分についても、毎年繰越分が多くなっているというようなこの推移から

も見ておりますので、この点についての指導を、徴収員がいるのですけれども、指導方法

というのですか、そういうものに何かうまい方法があるのか、その点についてもお聞かせ

願いたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） 固定資産税につきまして、収入未済額が１億１，０００万円ということで、

非常に大きいわけでございますけれども、この辺につきましては、金額が大きい要因とい

たしましては、１件の会社で大きい額があるというようなことでございますけれども、１

件で１，０００万円以上というようなことでもございます。

それで、この辺につきましては、大きいものに対しては全部差し押さえ等してあるわけ

ですけれども、それと公売してそれを換価できればいいわけですけれども、ほかにも差し

押さえ、抵当等入っておりまして、なかなか徴収実績が上がっていない状況でございます

けれども、前年度大口の滞納といいましょうか、担当の方も努力いたしまして、固定資産

税１，５００万円ぐらい入った実績がございます。

これからも差し押さえ等をして、当然幾らかでも少なくするように努力はしていきたい

と思っておりますけれども、また去年あたりも大口が１，５００万円入った件もあるので

すけれども、また新しい固定資産税の納税義務者という、その辺もまたふえてきておりま

すので、なかなか減らないのが実情でございますが、いずれにしても徴収努力をして幾ら

かでも少なくしたいと、このように考えております。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

１２番宿谷議員。

〔１２番 宿谷 忍君発言〕

１ ２ 番（宿谷 忍君） 先ほど健全化判断比率から見た実質赤字比率、これは赤字額がないという

ことでありましたけれども、私はこの決算を見まして先行不安を感じることがありますの

で、ひとつお聞きしたいと思います。

この平成２０年度の実質収支額というのは、１億３，４２８万６，０００円でしたけれ

ども、この数年来この単年度収支というのがどう変わってきたか考えてみますと、この実

質収支額が、平成１７年度が３億９，０００万円、平成１８年度が２億５，８００万円、

平成１９年度が２億４，２００万円、そしてこの平成２０年度が１億３，４２８万６，０

００円と、だんだん単年度収支が減ってまいりまして、毎年のように赤字になってきてい

るわけです。もちろんこれをもって直ちに赤字財政だということは言われませんけれども、
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財政事情というものが年々悪化しているということにとれるわけであります。

この実質収支額においては、この１億３，４００万円、これは黒字であるわけですけれ

ども、赤字的要素である基金、私はこの基金が一番問題だと思うのですけれども、基金の

取り崩しというのが、平成２０年度は１億５，７００万円でしたけれども、さらに今年度

来年度決算になりますけれども、今年度は１０億から取り崩すわけです。このことという

のは実質収支額においては黒字であるわけですけれども、これは見せかけの黒字であると、

そう理解できると思うのです。

ですから、もうそろそろこういう見せかけ的な黒字はできるだけしないようにして、こ

こで財政の引き締め、それにかかる時期に来ているのではないかと思うわけですけれども、

この辺について、今後の町長の考え方をお聞きしたいと思うわけであります。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 宿谷議員にお答えいたします。

大変厳しいお言葉をいただいたのですけれども、実質的に言われたとおり、最近基金を

取り崩しての事業ということで、今ここ二、三年にかけて大分あると思います。そういっ

た中におきまして、本当に大変だなというようにも思っておるのですけれども、それはそ

れとして、基金というと２３億幾らあったのが、ことし取り崩しますと約１３億ぐらいに

なるのかなというようにも思っております。

だがしかし、今いろいろな面において事業をやるということに相成りますと、やはりこ

の基金を取り崩す以外に、それがなくては借金をしなくてはならないというような現状が

実際ではないのかと思っております。そういった中におきましては、今皆様方からご指摘

をいただいている税金の取り立てにおいても、十二分に不納欠損にならないようにしなく

てはならないというようには思っております。そういったことで、この二、三年が一番の

お金の要る時期かなというようにも思っておりますが、それでもいろいろな面において引

き締めていかなくてはならないとは思っております。

そういったことで、ここ二、三年基金は取り崩す一方ということではありまするが、現

状はいろいろな事業をやっていくというようなことに相成りますと、やっぱり基金をここ

のところで使わなくてはならないというようにも私は思っております。

議 長（岩幸夫君） ほかにありますか。

９番齋木議員。

〔９番 齋木輝彦君発言〕

９ 番（齋木輝彦君） 全体的なことをまずお伺いしておきます。

経費の削減はもちろんなのですけれども、先ほどからお話に出ております税の収納率の
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向上を図り、例えば企業誘致など増税策のアイデア、いわゆる自主財源の確保をいかにし

ていくかということが大事なことだと思います。全体的には指標を示すバランスはいいと

いうことなのですけれども、これから将来を担う子供たち、あるいは高齢者に温かい手を

と、そういうまちづくりが必要かと思います。

本年度決算に当たり、これを契機に今後の予算案も考えながら、来年度にいわゆる先年

度に事業送りは見直す、あるいは一時凍結とか、その辺のことも必要なものを必要なとき

に予算づけをしてよりよい町をつくっていくことと思いますけれども、その辺の将来的な

見通しについて、まず方向性についてお伺いをしておきます。町長にお伺いします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 先ほども宿谷議員の方にお答えしたとおり、ここのところ二、三年大分基

金を取り崩しているということであります。そういった中におきまして、今齋木議員が申

されたとおり、仕事を先送りできるものは先送りし、そしてまた自主財源のもととなるこ

とが取り入れられればというようにも思っております。

ですから、先送りできるものは先送りするということは考えていかなければならないな

と思っております。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

９番齋木議員。

〔９番 齋木輝彦君発言〕

９ 番（齋木輝彦君） 町長はそういう方向だということなのですけれども、少し自主財源の向上

についてということで、このまま行けば、国からの地方交付税等はかなり政府も変わって

どうなるかわかりません。見通しが立たない部分があるかと思います。仮に交付税等が少

なくなりますと、いわゆる自主財源の確保と。これから企業誘致などを含めたそういうト

ップセールスなんかも必要なのだと思いますけれども、その辺そういう予算について、あ

るいはよりよい決算をするについての回答をお願いしたいと思いますが。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） もちろん今言った自主財源が入るような努力はしなくてはならないという

ように思っております。そういった中におきましても、先日行われました衆議院の選挙に

おいては、いろいろな意味でどうなっていくのかなというようにも思って心配をしている

ところですけれども、町は町として自主財源が出てくるような考えを持って施策に励んで

いきたいと思っております。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。
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３番岸議員。

〔３番 岸 祐次君発言〕

３ 番（岸 祐次君） １点だけ質問させていただきます。

先ほど近藤議員から質問が出たところでございますけれども、経常収支比率、すなわち

ページ数では３５５ページに財政の指標が載っておりまして、下から３行目に経常収支比

率。例えば本年が９３．６％、例えば前年が８９．４％ですよと。そういうことで４．２

ポイントほど、経常収支比率が増加しておるところでございます。

それで、この増加原因については、前に町政地域別座談会の中でも非常に一般の住民か

ら質問が出ておるところでございます。８０％が相当ではないかと、超えてくるというと、

やはり財政構造の弾力化がなかなか図れないのではないかということでございまして、一

応４．２％ほど増加しておるところでございますけれども、この４．２％の増加の要因に

ついて、財務課長にお伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） それでは、経常収支比率の関係でございますけれども、先ほどは近藤議員

には申しわけございませんでした。

今また岸議員の方からありました関係ですけれども、経常収支比率につきましては、人

件費、扶助費、公債費のように毎年度継続的に支出される経常的経費に流動された一般財

源の額が地方税、普通交付税などを中心とする一般財源に総額占める割合で、平成１９年

度が８９．４、平成２０年度が９３．６ということでございますけれども、この辺の要因

でございますが、平成２０年度決算では普通交付税が５．９％ふえております。そして人

件費は１．６％の減でございました。しかしながら、繰出金が５．２％の増となったため

に全体で４．２％の増となったということでございます。

この繰出金増の要因といたしましては、国民健康保険事業への繰出金が１億７，１７０

万５，０００円の増額となったことが考えられます。これがなかったと仮定しますと、前

年度並みの経常収支比率であったかなということでは感じております。

今後は経常収支比率の改善対策として、扶助費、補助費等の見直しをまた十分精査して

義務的経費の抑制には努めていきたいと考えておりますし、また公債費等は削減したり、

先送りしたりできないものですから、起債するときには十分検討しながら経常収支比率の

改善に努めていきたいとこのようなことを考えております。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ３番岸議員。

〔３番 岸 祐次君発言〕
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３ 番（岸 祐次君） 今財務課長から申されましたように、ポイントが上がった理由については、

「繰出金でありますよ」というお話でございます。ちょっと参考に今、経常収支比率をど

ういう数字で出しているのかなというのをお話し申し上げたいと思うのです。

ページ数で３５６ページ、３５７ページに、今の率を出す参考資料がついております。

例えば、今の率は歳入欄では平成２０年度の真ん中に経常的なもの、その差のうち、例え

ば一般財源等で一番下に来ますと、３５億８，４６４万２，０００円という数字がござい

ますけれども、この数字が分母になります。その数字に、左側に１億９，０８０万円、こ

れを足した金額が分母になります。それから、分子につきましては、右側の歳出の金額、

すなわち一般財源の一番下の数字、３５億３，４５５万円、これを割りますと９３．６％

が出るわけですね。

それで、今の一般財源の中で、例えば当然人件費、物件費いろいろありますけれども、

先ほど財務課長が申しましたように、繰出金の率がたまたまこの欄を見ますと、６億９，

６００万円、前年では４億８，０００万円ということで、すなわち経常収支比率が上がっ

たのは、繰出金がウエート的には随分占めていますよと。当然人件費やいろいろあるので

すけれども、意味的には、繰出金の中の国保に対する繰出金が非常に上がったということ

でございますので、先ほど財務課長の方から「繰出金が原因しているのですよ」というこ

とをお聞きすればいいわけでございまして、たまたま座談会では、当然経常的な人件費、

扶助費、厚生費等が増加しているというような回答があるもので、現実的にはこの繰出金

に問題があるということを確認させていただきました。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

１１番福田議員。

〔１１番 福田敏夫君発言〕

１ １ 番（福田敏夫君） １点お伺いをさせていただきます。

ただいま平成２０年度の決算について質問させてもらっておるわけでございますが、私

は、この平成２０年度よりむしろ平成２１年度に入ってもう既に５カ月経過するわけでご

ざいますが、今年度の方が税収も、あるいはまたその収納率もむしろ悪いのじゃないのか

とう見方をしているのですが、今現在の状況のことがわかりましたら大ざっぱで結構です

けれども、財務課長の見方を聞かせていただきたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） 平成２１年度の税収、また収納率はどうかということでございますけれど

も、福田議員さんが申されるとおり、予算ぐらいは収入は確保できると思っておりますけ
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れども、いずれにいたしましても景気悪化によりまして、当然今現在も収納率が前年から

は落ちておるのが実情でございます。そしてまた、法人税につきましては、平成１９年度

１億７，０００万円ぐらいだったのが、平成２０年度は２億２，０００万円ぐらいの法人

税収が上がったわけでございますけれども、平成２１年度に入りまして、景気悪化による

中間申告、確定申告した分が還付というようなことが出ておりますので、いずれにしても

今後は厳しいかなということで、まゆ毛を湿してかからないと、ということで考えており

ます。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５２号は、決算特別委員会に付託したいと思いま

す。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５２号は、決算特別委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１２ 議案第５３号 平成２０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認

定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１２、議案第５３号 平成２０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第５３号 平成２０年度吉岡町学校給食事

業特別会計歳入歳出決算認定についての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度吉岡町学校給食事業特別会計

歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては、会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上認

定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 高橋会計課長。

〔会計課長 高橋和雄君発言〕
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会計課長（高橋和雄君） それでは、決算書１５７ページをお願いいたします。

議案第５３号 平成２０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について、

町長の補足説明をさせていただきます。

次の１５９ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額９，７７６万３，３３８円、歳出総額９，７４１万１，

９９８円、歳入歳出差引額、実質収支額同額の３５万１，３４０円でございます。

次のページ、１６０、１６１ページをお願いいたします。

歳入、１款給食費納入金、予算現額につきましては９，２０９万４，０００円、調定額

９，２２９万４，９１０円、収入済額９，２００万２，１５０円、前年対比にしますと１

０２．２％、１９５万６，４５０円の増でございます。児童生徒の増によるものでござい

ます。収入未済額につきましては２９万４，７６０円、前年対比にしますと４４．６％の

４５万６，１３０円の減となっております。

続きまして、２款繰入金、予算現額が５１８万円、調定額、収入済額同額の５１７万８，

７５０円、前年対比にしますと１２７．５％、１１１万５，７５０円の増となっておりま

す。増については、ミルク給食補助、単価の見直しと児童生徒数の増によるものでござい

ます。

３款繰越金、予算現額が３２万２，０００円、調定額、収入済額同額の３２万１，８５

５円、前年対比にしますと９６％、１万３，５２８円の減となっております。

４款諸収入、予算現額が２６万円、調定額、収入済額同額の２６万５８３円、前年対比

にしますと１１８．７％、４万１，０６３円の増となっております。

歳入合計で、予算現額が９，７８５万６，０００円、前年対比１０３．３％、３１１万

４，０００円の増、調定額が９，８０５万８，０９８円、前年対比１０２．８％、２６７

万５，１５５円の増でございます。収入済額、歳入合計が９，７７６万３，３３８円で、

前年対比１０３．３％、３０９万９，７３５円の増となっております。

次のページ、１６２、１６３ページをお願いいたします。

歳出、１款学校給食費でございます。予算現額が９，７８５万６，０００円、支出済額

が９，７４１万１，９９８円でございます。歳出合計、予算現額９，７８５万６，０００

円は前年対比で１０３．３％、３１１万４，０００円の増、支出済額９，７４１万１，９

９８円は前年対比で１０３．３％、３０７万２５０円の増となっております。歳入歳出差

引残額は３５万１，３４０円、前年度に比べますと１０９．２％、２万９，４８５円の増

となっております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。
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ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２１年８月

１０日、監査委員、岸 祐次さんと私の２名で監査をいたしましたのでご報告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された学校給食事業特別会計の歳

入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに関係諸伝票、書

類により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的には

正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料をご

らんください。

以上です。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。

質疑ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５３号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５３号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１３ 議案第５４号 平成２０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１３、議案第５４号 平成２０年度吉岡町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第５４号 平成２０年度吉岡町公共下水道

事業特別会計歳入歳出決算認定についての提案理由を申し上げます。
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地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度吉岡町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては、会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上認

定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 高橋会計課長。

〔会計課長 高橋和雄君発言〕

会計課長（高橋和雄君） それでは、決算書１７３ページをお願いいたします。

議案第５４号 平成２０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、

町長の補足説明をさせていただきます。

次の１７５ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額７億４，４７０万５，７０９円、歳出総額７億４，２

０８万１，３３２円、歳入歳出差引額２６２万４，３７７円、翌年度へ繰り越すべき財源

が２１０万円ということで、これは汚水処理施設整備交付金事業の既収入特定財源分、受

益者負担金分となっております。実質収支額が５２万４，３７７円、前年対比しますと４

０．７％、５５万２，２５７円の減となっております。

次の１７６、１７７ページをお願いいたします。

歳入、１款分担金及び負担金、予算現額が１，３３７万７，０００円、調定額が１，９

７０万３，５２０円、収入済額が１，４５８万３，８００円、前年対比しますと７５．９％、

４６３万８１０円の減となっております。収入未済額が５１１万９，７２０円、前年対比

で１１２．３％、５６万２，５３０円の増となっております。

次に、２款使用料及び手数料、予算現額が９，６９０万８，０００円、調定額、１億６

２３万９，３６８円、収入済額が１億７２万２，９９０円、前年対比しますと１０２．９％、

２８３万３，３２５円の増ということで、使用料については、接続戸数の増に伴うもので

ございます。収入未済額につきましては５５１万６，３７８円で、前年対比１０２．６％、

１４万５８０円の増となっております。

３款国庫支出金、予算現額が５，０００万円、調定額も同額の５，０００万円、収入済

額が２，９００万円、前年対比にしますと５３．７％、２，５００万円の減となっており

ます。収入未済額が２，１００万円で、これにつきましては繰越明許費の未収入の国庫補

助金、国庫支出金となっております。

続きまして、５款繰入金でございます。予算現額が２億１，７９２万８，０００円、調

定額、収入済額が同額の２億６１万４，５４７円、前年対比しますと９８．３％、３３８

万５，４５３円の減となっております。

６款繰越金、予算現額１０７万７，０００円、調定額、収入済額同額の１０７万６，６
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３４円、前年対比にしますと１６５．２％、４２万４，９８０円の増となっております。

次に、７款諸収入、予算現額１万８，０００円、調定額、収入済額同額の２０万７，７

３８円で、２項の雑入で前年対比しますと３．７％、５３４万１，６００円ほどの減とな

っております。

続きまして、８款町債、予算現額４億１，７４０万円、調定額も同額となっております。

収入済額につきましては３億９，８５０万円、前年対比で４１４．２％、３億２３０万円

ほどの増となっております。それから、平成２０年度末現在高の町債でございますけれど

も、２６億８，８７７万９，８８９円でございます。収入未済額１，８９０万円につきま

しては、繰越明許費に係る地方債部分となっております。それと、この町債部分が３億か

らの増につきましては、補償金免除繰上償還借換債による増となっております。

歳入合計につきましては、予算現額が３億９，６７０万９，０００円、前年対比にしま

すと１６６．９％、３億１，９３２万６００円の増、調定額が７億９，５２４万１，８０

７円で、前年対比１６３．１％、３億７８０万３，５５２円の増となっております。収入

済額につきましては７億４，４７０万５７０９円で前年対比１５６％、２億６，７２０万

４４２円の増となっております。

次のページをお願いいたします。１７８、１７９ページでございます。

歳出、１款下水道費でございます。予算現額２億４，３８６万８，０００円、支出済額

１億８，９４４万６，４７７円、前年対比しますと７４．２％、６，５９９万２，９６５

円の減となっております。翌年度繰越額４，２００万円につきましては、汚水処理施設整

備交付金事業によるものでございます。

それと、２款公債費でございます。予算現額が５億５，２６４万１，０００円、支出済

額が５億５，２６３万４，８５５円で、前年対比しますと２５０．１％、３億３，１６４

万５，６６４円の増となっております。この増につきましては、補償金免除繰上げ償還に

よる元金部分の増となっております。

歳出合計につきましては、予算現額７億９，６７０万９，０００円、前年対比で１６６．

９％、３億１，９３２万６，０００円の増、支出済額７億４，２０８万１，３３２円で、

前年対比で１５５．８％、２億６，５６５万２，６９５円の増となっております。歳入歳

出差引残額につきましては２６２万４，３７７円で、前年対比２４３．６％、１５４万７，

７４３円の増となっております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。
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〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２１年８

月１０日、監査委員、岸 祐次さんと私の２名で監査をいたしましたのでご報告いたしま

す。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された公共下水道事業特別会計の

歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに関係諸伝票、

書類により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的に

は正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料を

ごらんください。

以上です。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。

質疑ございませんか。

８番神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 公共下水道の接続について、それから未収金についてお伺いします。

接続世帯が２８９．１ヘクタール、４７８ページにありますけれども、接続世帯２，５

６３戸、未接続が５９１戸になっています、大変高い率で設置したけれども接続しない、

この対応はどのように指導しているのかお伺いいたします。

それから、未接続で滞納しているものが４１１万７２０円ということで、それから下水

使用料のこちらの方の滞納者も３９５万円余りということで、大分増額になっております。

こちらの対応をお伺いします。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） それでは今神宮議員からご指摘ございました公共下水道関係の接続の

関係についてお答えいたします。

神宮議員おっしゃいましたように、ページ数で４７８ページ、そこのところに特記事項

といたしまして、公共下水道の整備面積で２８９．１ヘクタール、整備世帯が３，１５４

戸、接続世帯が２，５６３戸ということでございます。この差額分の５９１世帯、これが

平成２０年度末の公共下水道のエリアの中で未接続の世帯ということで、表示してあるわ

けでございます。

なお、この５９１世帯についての今後の接続の状況ということでございますけれども、
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町におきましては、公共下水道と農業集落排水ということで、大きな二つの処理でやって

いるわけでございますけれども、何せ公共下水、農業集落につきましてもおおむね現在、

８割が接続してございます。おおむね８割接続ということでございますので、あと残りの

２割につきましても、公共下水につきましてはもう２０年近く経過しているわけでござい

ますけれども、なお農集排につきましても長いところで１０年、７年ということで、もう

１０年以上経過していても、現在ではまだ２割の方が接続していないということでござい

ます。この関係につきましても、機会あるごとに業者等にお話しして接続を呼びかけてい

るわけでございますけれども、何せ費用等がかかるものですから、若干の補助制度もある

わけでございますけれども、実態的にはなかなか個人の持ち出しが相当な金額になるもの

で、実際には啓蒙等が行き届かないという、多々反省しているわけでございますけれども、

何せ個人の持ち出しが大きいということで、経済的にこういう事情でございますので、伸

びないというところでございます。

それと未納の関係でございますけれども、一応この未接続世帯につきましては、料金等

はいただいていないわけでございますけれども、この未納につきましても、受益者負担金

並びに使用料につきましては前年から見ますと、トータル的には１０７．０７％、７０万

円ぐらいふえているわけでございますけれども、これにつきましても未収金の関係でござ

いますけれども、こういう景気状態でございますので、未納については若干昨年から見ま

すと約７％、金額では７０万３，１１０円というものが、平成１９年度に対しましてふえ

ているということでございます。

この関係につきましても現在、料金徴収につきましては、水道、下水につきましては一

括で徴収するシステムになってございますので、水道に便乗するわけではないのですけれ

ども、給水停止という方法もございますので、それに乗じて下水の方も一括徴収の方にし

ているところでございます。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５４号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５４号は、産業建設常任委員会に付託します。
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議 長（岩幸夫君） ここで、休憩をとりたいと思います。

３時１０分に始めたいと思います。よろしくお願いします。

午後２時５５分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後３時１０分再開

議 長（岩幸夫君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１４ 議案第５５号 平成２０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について

議 長（岩幸夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

日程第１４、議案第５５号 平成２０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） ご説明を申し上げます。議案第５５号 平成２０年度吉岡町国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算認定についての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度吉岡町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては、会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上認

定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 高橋会計課長。

日が短くなっておりますので、早目に説明のほど、よろしくお願いします。

〔会計課長 高橋和雄君発言〕

会計課長（高橋和雄君） それでは、決算書１９５ページをお願いいたします。

議案第５５号 平成２０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、町長の補足説明をさせていただきます。

次の１９７ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額１８億３，７９４万２，２９９円、歳出総額１７億７，

７９３万２，７７０円、歳入歳出差引額、実質収支額同額の６，０００万９，５２９円で

ございます。なお、この実質収支額につきましては、地方財政法第７条により、２分の１

を基金に積み立てる予定となっております。

次のページ１９８、１９９ページをお願いいたします。
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歳入、１款国民健康保険税、予算現額５億３，６１２万１，０００円、調定額７億１，

４５６万６，８７７円、収入済額５億３，３４２万３５０円、前年対比で８７．７％、７，

４５０万５，７３６円の減となっております。不納欠損額４８５万５円、前年対比２１６．

８％、２６１万３，２０５円の増でございます。収入未済額につきましては１億７，６２

９万６，５２２円、前年対比で１０８．６％、１，４００万１，７４５円の増となってお

ります。

続きまして、３款使用料及び手数料、予算現額２８万円、調定額、収入済額同額の３５

万１，２６２円、前年対比で９５．６％、１万６，０３８円の減となっております。

続きまして、４款国庫支出金、予算現額４億６，６４７万４，０００円、調定額、収入

済額同額の４億５，５０２万１，９８４円、前年対比１０２．３％、１，０２０万６，５

７２円の増となっております。１項国庫負担金につきましては３億７，６５６万１，９８

４円、前年対比１００．４％で１６７万４，５７２円の増、それから２項国庫補助金７，

８４６万円、前年対比で１１２．２％、８５３万２，０００円の増となっております。

次に、５款療養給付費等交付金、予算現額９，９７７万４，０００円、調定額、収入済

額同額の１億３８６万８，０００円、前年対比で３５．６％、１億８，８１１万１４１円

の減となっております。この減につきましては、退職医療制度対象者の６５歳以上７４歳

未満の前期高齢者が一般被保険者に移行したためとなっております。

それから続きまして、新規で高齢者医療費の平準化のために新設ということで、６款前

期高齢者交付金、予算現額１億８，７８１万８，０００円、調定額、収入済額同額の１億

８，７８１万８，７８２円となっております。

続きまして、７款県支出金、予算現額７，８１２万２，０００円、調定額、収入済額同

額の８，１３０万９，６０４円、前年対比で９６．４％、３０５万３，３８１円の増とな

っております。１項県負担金１，０５０万５，６０４円、前年対比で８４．３％、１９４

万９，３８１円の減となっております。２項県補助金につきましては７，０８０万４，０

００円、前年対比で９８．５％、１１０万４，０００円の減でございます。

続きまして、８款共同事業交付金、予算現額２億２，０６９万５，０００円、調定額、

収入済額が同額の２億２，１５７万７，５３７円、前年対比で１１９．８％、３，６６５

万９５４円の増となっております。

続きまして、１０款繰入金、予算現額２億５，５００万１，０００円、調定額、収入済

額が同額の２億５，３６９万１，９２３円、前年対比で２４８．５％、１億５，１５８万

８，９２３円の増となっております。１項他会計繰入金、２億５，３６９万１，９２３円

で、前年から見ますと３０９％、１億７，１５８万８，９２３円の増となっております。

この増につきましては、法定額繰入金による増でございます。
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続きまして、１２款諸収入でございます。予算現額１１０万５，０００円、調定額、収

入済額同額の８８万２，８５７円、前年対比で４１．３％、１２５万２，７１６円の減と

なっております。１項延滞金及び過料、４８万５，２２４円、前年から見ますと２３６．

１％、２７万９，６７８円の増です。４項雑入につきましては３９万７，６３３円、前年

対比で２０．６％、１５３万２，３９３円の減となっております。

歳入合計につきまして、予算現額１８億４，５３５万５，０００円、前年対比で１０２．

５％、４，５４０万６，０００円、調定額２０億１，９０８万８，８２６円で、前年対比

１０５．２％、１億２７万１，５３９円の増。収入済額につきましては１８億３，７９４

万２，２９９円、前年対比１０４．８％、８，３６５万６，５８９円の増となっておりま

す。

次のページ、２００、２０１ページをお願いいたします。

歳出でございます。１款総務費、予算現額１，０６９万９，０００円、支出済額１，０

２５万９，４７１円、前年対比５２．８％、９１６万２，９２２円の減となっております。

１項総務管理費、８８１万７，１３２円、前年対比にしますと４９．１％、９１２万７，

０２８円の減となっております。２項町税費、１２５万７４９円、前年対比で１１６．５％、

１７万９７６円の増となっております。３項運営協議会費、１万９，６００円、それから

４項趣旨普及費１７万１，９００円。

２款保険給付費、予算現額１１億４，４９９万３，０００円、支出済額１１億１，６６

１万９，０４８円でございます。前年対比で１０１．６％、１，７１９万１，９０５円の

増となっております。１項療養諸費、９億９，４３５万１，８６５円、前年対比１００．

８％、７５０万２，８０４円の増となっております。２項高額療養費、１億１，０６７万

７，１８３円、前年対比１１３．６％、１，３２４万９，１０１円でございます。４項出

産育児諸費、１，０２４万円、前年対比１０４．５％、４４万円の増。５項葬祭費、１３

５万円、前年対比２５．２％、４００万円の減となっております。

それから、新たに設けられた後期高齢者医療を支えるために、この３款後期高齢者支援

金等ができました。予算現額２億５，０６６万６，０００円、支出済額２億５，０６３万

３，９００円でございます。

同じく新規ゆえ、４款前期高齢者納付金、予算現額３７万５，０００円、支出済額３３

万７，４７９円でございます。

続きまして、５款老人保健拠出金、予算現額６，８０３万７，０００円、支出済額６，

７７５万８２円、前年対比２１．１％、２億５，３４５万６，２３６円の減となっており

ます。これにつきましては、後期高齢者支援金、前期高齢者納付金に移行したことによる

減でございます。
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続きまして、６款介護納付金、予算現額９，４０７万５，０００円、支出済額９，４０

７万４，９８８円、前年対比にしますと９０．９％、９４２万１，８２３円の減となって

おります。

７款共同事業拠出金、予算現額２億４４８万８，０００円、支出済額２億４４８万２，

９３３円、前年対比にしますと９８．５％、３１９万７，１２３円の減となっております。

続きまして、８款保健事業費、予算現額１，８２２万７，０００円、支出済額１，３２

１万７，０５０円、前年対比で３５９．２％、９５３万８，０２４円の増となっておりま

す。続きまして、１項特定健康診査等事業費につきましては新規でございます。これは、

国・県の補助事業でございます。２項保健事業費、３５１万７，２４８円で、前年対比９

５．６％、１６万１，７７８円の減となっております。

１１款諸支出金、予算現額１，０１５万７，０００円、支出済額９５５万７０４円、前

年対比で９２％、８３万３７４円の減となっております。

続きまして、１３款で前年度赤字決算による前年度繰上充用金でございます。予算現額

１，１００万８，０００円、支出済額１，１００万７，１１５円でございます。

歳出合計につきましては、予算現額１８億４，５３９万５，０００円、前年対比で１０

２．５％、４，５４０万６，０００円の増、支出済額の合計につきましては、１７億７，

７９３万２，７７０円、前年対比１００．７％、１，２６３万９，９４５円の増となって

おります。歳入歳出差引残額は６，０００万９，５２９円となっております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） 監査報告を申し上げる前に１文字訂正していただきたいのですけれど

も、国民健康保険事業特別会計の決算審査意見の国民健康保険（４）の、この項目の下か

ら５行目からいきますと、「国庫支出金は」というところがあるのですけれども、その次

の行です。「２億５，３６９万８，９２３円」とあるのですけれども、これを「１，９２

３円」に書き直してください。申しわけありません。私の数字の打ち違いなものですから、

これを数字の１、「１，９２３円」にしていただかないと、決算書と不符合になってしま

いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

それでは、ご報告を申し上げます。

平成２０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２１年

８月１０日、監査委員、岸 祐次さんと私の２名で監査をいたしましたので、ご報告いた
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します。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された国民健康保険事業特別会計

の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに関係諸伝票、

書類により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的に

は正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料を

ごらんください。

以上です。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。

質疑ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５５号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５５号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１５ 議案第５６号 平成２０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１５、議案第５６号 平成２０年度吉岡町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明を申し上げます。議案第５６号 平成２０年度吉岡町農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算認定についての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度吉岡町農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては、会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上認

定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 高橋会計課長。
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〔会計課長 高橋和雄君発言〕

会計課長（高橋和雄君） それでは、決算書２３１ページをお願いいたします。

議案第５６号 平成２０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、町長の補足説明をさせていただきます。

次の２３３ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額６億６，８８０万７，８９１円、歳出総額６億６，８

６８万７，７９１円、歳入歳出差引額、実質収支額同額の１２万１００円でございます。

次のページ、２３４、２３５ページをお願いいたします。

歳入、１款使用料及び手数料、予算現額２，３９７万７，０００円、調定額２，５４３

万７，３４９円、収入済額２，４９７万４，３３０円、前年対比にしますと１００．８％、

２０万４，８１１円の増となっております。収入未済額につきましては４６万３，０１９

円、前年対比で１７１．２％、２０万７５１円の増となっております。

続きまして、２款繰入金、予算現額が９，１３６万５，０００円、調定額、収入済額が

同額の８，５８７万８，２２５円、前年対比で１３５．２％、２，２３７万８，２２５円

の増となっております。

続きまして、３款繰越金でございます。予算現額が１２万円、調定額、収入済額同額の

１２万４２６円、前年対比にしますと１２９．２％、２万７，１８９円の増となっており

ます。

４款諸収入、予算現額１２２万８，０００円、調定額、収入済額同額の１２２万８，９

１０円でございます。前年対比にしますと５４．８％、１０１万２，１８２円の減となっ

ております。

続きまして、５款分担金及び負担金、予算現額２，８７８万９，０００円、調定額、収

入済額同額の２，９９４万９，０００円、前年対比にしますと３４４．３％、２，１２５

万６００円の増となっております。これは小倉地区、処理場の工事費の約５％相当額とな

っております。

続きまして、６款国庫支出金でございます。予算現額、調定額、収入済額が同額の２億

６，８６９万１，０００円、前年対比にしますと４．５３％、２億９３８万２，０００円

の増となっております。これにつきましては、処理場ということで工事費の増。補助金に

つきましては事業費の２分の１が来ております。

７款県支出金、予算現額、調定額、収入済額の同額で１，０８６万６，０００円、前年

対比にしますと５０４．７％、８７１万３，０００円の増でございます。これも処理場建

設に伴う工事費の増で、補助金につきましては事業費の０．０１８％となっております。

８款町債でございます。予算現額、調定額、収入済額が同額の２億４，７１０万円、前
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年対比にしますと４５７．６％、１億９，３１０万円の増となっております。また、町債

につきましては、平成２０年度末現在高で１４億２，１６０万８，１４４円となっており

ます。

歳入合計につきましては、予算現額６億７，２１３万６，０００円、前年対比で３１１．

４％、４億５，６２６万３，０００円の増、調定額につきましては６億６，９２７万９１

０円、前年対比３１０．９％、４億５，４０２万３，９３３円の増となっております。収

入済額６億６，８８０万７，８９１円で前年対比３１１．４％、４億５，４０４万３，６

４３円の増でございます。

次のページ、２３６、２３７ページをお開き願いたいと思います。

歳出で１款農業集落排水事業費でございます。予算現額５億９，７６１万６，０００円、

支出済額５億９，４２６万８，５５９円、前年対比にしますと４２２％、４億５，３４４

万３，３２２円の増となっております。これは、処理施設工事による大幅な増となってお

ります。

２款公債費、予算現額７，４４２万円、支出済額７，４４１万９，２３２円、前年対比

にしますと１００．８％、６０万６４７円の増でございます。

歳出合計につきまして、予算現額６億７，２１３万６，０００円、前年対比で１１１．

４％、４億５，６２６万３，０００円、支出済額６億６，８６８万７，７９１円で、前年

対比で３１１．５％、４億５，４０４万３，９６９円の増となっております。歳入歳出差

引残額につきましては１２万１００円で、前年度から見ますと９９．７％、３２６円の減

額となっております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２１年

８月１０日、監査委員、岸 祐次さんと私の２名で監査をいたしましたので、ご報告いた

します。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された農業集落排水事業特別会計

の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに関係諸伝票、

書類により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的に

は正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料を
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ごらんください。

以上です。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。

質疑ございませんか。

７番小林議員。

〔７番 小林一喜君発言〕

７ 番（小林一喜君） 先ほどの説明ですと、大分金額が張っておりますけれども、これは小倉の

集落排水施設のうちの炭化施設の関係だと、こういうふうに承知しておりますけれども、

小倉の今の分担金の収納率はどのくらいになっていますでしょうか、お願いしたいと思い

ます。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） では小林議員の方に現在小倉の方の分担金ということで、どのくらい

の徴収状況になっているかという質問でございます。この関係につきましては、議員さん

ご承知のとおり、平成２０年度につきましては約２，０００万円を超える、全体では分担

金につきましては２，０００万円が入っているわけでございますけれども、このうち、事

業費の５％部分ということで、高額な分担金でございます。なお、平成２０年につきまし

ては、現在に積み立てしてございます中ではちょっと不足を生じるということで、実行委

員長を初めとして、農協の方から借り入れを起こしまして町の方へ納入していただいたと

いう経緯でございます。そうした関係でございますけれども、実際にはまだ発足当時約２

４万円ということで積み立てを行っているわけでございますけれども、約５０名近くの方

が２４万円については事務局の方の督促とか、そういう事務手続の関係がございますけれ

ども、約５０名の方がまだ納めていただいていないというのが実態でございます。

今後、早急に実行委員会等開きまして、その辺の対応をということでございます。なお、

小倉につきましては、平成２２年の４月に供用開始を予定してございますので、それまで

には相当の納入を促進していくというような計画でございますので、ご理解をお願いした

いと思います。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

９番齋木議員。

〔９番 齋木輝彦君発言〕

９ 番（齋木輝彦君） この農集について、県の方では補助を１．８％から５年間に限って５％補
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助を拡充すると、３．２％県の補助が余計上げますよということなのですけれども、これ

についてはどうなっているのか。

それともう一つ、接続率。何度もこれはもう毎年こういう話が出てくるわけなのですけ

れども、それともう１点、炭化施設のテスト運転というか、それについてお伺いをしてお

きます。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） それでは齋木議員にお答えします。

まず、５％の関係でございますけれども、これは平成２０年度までは１．８％というこ

とで、県の事業費に対しまして１．８％交付いただいているわけでございますけれども、

５％につきましては平成２２年度からということで、これにつきましても現在大澤知事の

方が群馬県でも平成２９年度までに普及率を９０％に上げたいというような、大幅な大き

な目標を立ててございますので、それに伴うところの補助の方も現在１．８％を平成２２

年度から５％に引き上げたいということでございます。この県の補助につきましては、ち

ょっと前には１０％いただいたわけでございますけれども、県の財政等でだんだん補助率

が下がりまして、５％から２．２％、それから１．８％ということでございましたけれど

も、またここへ来て、群馬県につきましては全国的にも汚水処理がおくれているという関

係がございますので、平成２２年度から若干でございますけれども、３．２％上げまして

５％の補助をいただきたいということでございます。

それと、炭化施設の関係でございますけれども、この関係につきましては、一応昨年の

１１月に完成いたしまして、引き渡しを受けたわけでございますけれども、何せ群馬県で

も初めての施設ということでございますので、炭化についてのデータも相当必要だと、最

終的には、その炭化した品物を肥料登録をいたしまして、農地その他に還元する計画でご

ざいますので、試験運転をこの７月からお盆明けには実際稼働してございます。それにつ

いても現在契約をいたしまして、処理をしてございます会社の方に委託をいたしまして、

そちらの方で水分の５％から３０％の許容範囲内で、どれが肥料並びに効果的に一番よい

ものであるかということを現在試験中でございます。一応１１月ごろまでに結果を出した

いというところでございます。

それから、接続の関係でございますけれども、先ほど公共下水道のお話ししたのですけ

れども、上野田地区につきましても、北下地区も南下地区も公共下水道ということで、一

応８割は接続しているのですけれども、残り２割については、上野田地区については年間

２件ぐらい、それから北下も南下につきましては、新規等ございますけれども、８件から

１０件。それで、公共下水道につきましては、月に約七、八件、年間七、八十件というの
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が実態でございます。公共下水道につきましても、面積がふえるとそれに伴って接続をす

るというところでございますけれども、全体的にはもう８割前後で推移しているのではな

かろうかと、こういうことでございますので、これからこれだけの莫大な費用をかけて整

備しても接続はままならないということは費用対効果等に相当影響ございますので、機あ

るごとに接続については推進していきたいという考えでございます。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

９番齋木議員。

〔９番 齋木輝彦君発言〕

９ 番（齋木輝彦君） この接続率の向上は、前々から言っているのですけれども、このまま進め

ば要するに進展しないような気がするのですけれども、前にも私、質問したことがあるの

ですけれども、何か時限立法みたいなものをつくって、何年以内に接続しなければその権

利がなくなるような、そしてまた新しい宅地を地域の中につくるとなると、もういっぱい

だから農集には入れませんよと、浄化槽で対応するのですよと、非常につないでいい人が

つながなくて、つなぎたい人が、新しい新住宅をつくってもつなげないという、こういう

矛盾が生じてきているわけなので、この辺、町等も時限立法も加味しながら考えていただ

けないかと思います。

それからもう１点。テスト運転をしているとのことですけれども、仮にそれが肥料と認

定されれば引き取り手もいるでしょうけれども、仮にそれが肥料として使えない場合には、

後の処理が問題になるわけなので、それこそ、お宅が出したんだから、全戸に処理してく

れとか、業者でも引き取り手があればいいけれども、その辺をどうしていくのか、２点だ

けお願いします。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） それでは、先ほどの接続の関係でございますけれども、これも前に齋

木議員さんの方から過日、一般質問で農集の接続の関係について、既に権利を持っている

方が相当１０年以上にわたって接続しない場合に、権利も移譲できるのでなかろうかと、

してはどうかというような質問を受けたわけでございますけれども、これも県の方に確認

しました結果、既に桝を設置している当事者の承諾をいただければ、そういうことも可能

ではなかろうかなということで、私どもも理解してございます。そういった関係でござい

ますので、あくまでも現在桝を設置している方が、この関係については、次の欲しい人に

譲り渡しができるという承諾がいただければ、そういうことも可能ではなかろうかなとい

うことでございます。
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それと、先ほどの処理施設の関係の処理の方向なのでございますけれども、肥料登録は

平成１３年に改正されまして、平成１６年に町でも一応登録はしてございます。その関係

につきましては、あくまでも自然発酵したものを肥料登録する形でやったのですけれども、

農集排の関係の汚泥の肥料登録した場合に、一応成分的には窒素、燐酸、マンガンが多く

てカリが少ないということでございますので、最終的には葉物類には使えるのではなかろ

うかと、水田には恐らくこの農集でできる肥料は使えなくて、畑作の葉物類についてはあ

る程度効果があるのではなかろうかということで、過去の水分成績の中でもそういうよう

な傾向がございますので、若干民地を借りましてやったのですけれども、とにかく葉物類

については相当生育がいいということでございます。田んぼ等にした場合には、相当青草

になって倒れてしまうというような肥料の構成でございますので、畑作地帯では若干でも

利用できるのではなかろうかというようなことで、現在は掌握してございます。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５６号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５６号は、産業建設常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１６ 議案第５７号 平成２０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算認定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１６、議案第５７号 平成２０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業

特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第５７号 平成２０年度吉岡町住宅新築資

金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定についての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事

業特別会計歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでござ
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います。

以下、詳細につきましては、会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上認

定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 高橋会計課長。

〔会計課長 高橋和雄君発言〕

会計課長（高橋和雄君） それでは、決算書２４９ページをお願いいたします。

議案第５７号 平成２０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について、町長の補足説明をさせていただきます。

次の２５１ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額１，３４０万７，１２４円、歳出総額同額の１，３４

０万７，１２４円でございます。

次のページ、２５２、２５３ページをお願いいたします。

歳入、１款貸付事業収入、予算現額１，０３３万５，０００円、調定額１億５，４８２

万６，８４９円、収入済額１，０７７万７，３１５円、前年対比にしますと１７２．３％、

４５２万３，６６５円の増でございます。この増につきましては、貸付事業収入の貸付元

金回収金繰上償還による増となっております。収入未済額につきましては１億４，４０４

万９，５３４円、前年対比で１００．９％、１２７万７，６１０円となっております。

２款県支出金、予算現額、調定額、収入済額同額の１１２万４，０００円、前年対比で

８０．２％、２７万８，０００円の減となっております。

３款繰入金、予算現額１９７万円、調定額、収入済額同額の１５０万５，８０９円で、

前年対比にしますと４８．２％、１６１万６，５５８円の減となっております。

歳入合計で、予算現額１，３４２万９，０００円、前年対比１２４．３％、２６２万９，

０００円の増となっております。調定額につきましては１億５，７４５万６，６５８円、

前年対比１０１．９％、２８９万３，７８７円の増となっております。収入済額１，３４

０万７，１２４円で前年対比１２４．４％、２６２万９，１０７円の増でございます。

次のページ、２５４、２５５ページをお願いいたします。

歳出、１款総務費、予算現額１２万１，０００円、支出済額１０万１，１２５円、前年

対比で９９．６％、３６８万円の減額でございます。

２款公債費、予算現額１，３３０万７，０００円、支出済額１，３３０万５，９９９円、

前年対比で１２４．６％、２６２万９，４７５円の増となっております。この増につきま

しては、繰上償還による元金償還金の増となっております。町債の平成２０年度末現在に

つきましては、２，３７８万５，９３１円であります。

歳出合計、予算現額１，３４２万９，０００円、前年対比で１２４．３％、２６２万９，
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０００円、支出済額１，３４０万７，１２４円、前年対比で１２４．４％、２６２万９，

１０７円となっております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成

２１年８月１０日、監査委員、岸 祐次さんと私の２名で監査をいたしましたので、ご報

告いたします。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された住宅新築資金等貸付事業特

別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに関係

諸伝票、書類により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、

計数的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元

の資料をごらんください。

以上です。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。

質疑ございませんか。

２番小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） まず、代表監査委員さんにお尋ねしますけれども、今回の監査報告の中で

収入未済額が１億４，４０４万円、もうちょっとありますけれども、これについての回収

金の整理に特段の努力を望むとともに、対策の確立を切望しますというふうにありますけ

れども、その考えられる方法としてどんな方法があるというふうにお考えですか。

これはいつまでもほうっておけるものではないと思いますので、これについて、町も同

じことなのですけれども、どんな方法があるか、いずれにしても解決しなくちゃならない

ものだと思いますので、その辺についての見解をお尋ねしたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 羽鳥監査委員

〔代表監査委員 羽鳥善保君発言〕

代表監査委員（羽鳥善保君） お答えいたします。この問題につきましては、当初の貸付事業の発生

のところに戻らないというと、根本的な解決はないと思います。貸し付けを受けた人が、
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どういう説明を受けて貸し付けを受けたかですよ。はっきり言うと、「返さなくてもいい

んだよ」と、「借りっぱなしでいいんだよ」というような説明を受けているか、「必ず返

さなくちゃいけないんだ」というような説明を受けているか、その辺でまずは原点に戻っ

て、私はよく調べるべきだと思うのです。それで、はっきり借りたものは返すんだという

ふうな認識を、借りた人に持ってもらって、それで返していただくという方法しかないと

思います。

私にしてみれば、７０を超えていますけれども、この事業が始まってどういう形で貸し

付けをしたんだよということは一切わかりません。ただ、貸し付けを受けた人は、私の考

えで言えば、「返さなくちゃいけねえよな」というふうな気持ちは持っています。しかし、

貸し付けを受けるときに、これは「借りっぱなしでいいんだよ」というふうな説明を受け

ているとすれば、これはもう既得権益として「返さないよ」というふうに思うのも、これ

は事実だと。ですから、その原点を、どういうふうなものであったかということをまず調

べてもらわないことには始まらないと思います。

その辺に踏み込まないで、幾ら「返してくれ、返してくれ」と言っても、本当に空論で

終わってしまうと思いますので、これは監査委員、私の個人的な見解です。

以上、わかっていただけたでしょうか。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） ほかに意見ありますか。（「同じことを町に」の声あり）

斉木町民生活課長。

〔町民生活課長 斉木静夫君発言〕

町民生活課長（斉木静夫君） それでは、事務局の方としてお答えさせていただきます。

まず、先ほど羽鳥監査委員さんからの答弁のとおりだと思いますけれども、この事業の

場合につきましては、昭和４８年から同和地区におきまして、住環境の環境整備を図るた

めに住宅の新築、改修、そして土地取得のための貸付事業として実施されてきております。

それで、この事業は、平成８年度をもって国の制度としては終了しております。

そういった中におきまして、現在につきましては、改修事業の改修という部分ですね、

そして貸付金の回収を町の償還として行っている事業でございますけれども、先ほどの内

容につきましては、いわゆる昭和６２年以前に貸し付けによって、償還率が非常に悪いと

いうのが状況でございます。いわゆる貸付事業に対する理解、あるいは認識等が希薄なた

めに督促等をしても効果がないというのが実態でございます。

そういった中におきまして、今後この事業の滞納額を減らしていくという部分につきま

しては、不納欠損処分というのが考えられるわけでございますけれども、この内容につき

ましても平成１９年にも群馬県の同和対策問題協議会の中で、また市町村の担当が会議等

も行っております。そういった中におきまして、他の市町村におきましても債権回収、い
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わゆる滞納状況が報告されておりますけれども、大変貸付金の解消に苦労しているという

ような報告が出されております。そして、この会議では、滞納者は固定化されている状況

でありますけれども、住民への公正・公平の立場から分納、あるいは督促等を積極的に行

うというのが全体的な意見だったと報告がされております。

それから、平成２０年３月におきましては、不納欠損対策対象の標準等が示されており

ます。これについては、群馬県と関係市町村代表であります代表者が、５回によるワーキ

ンググループで検討したものでございますけれども、その住宅新築資金等の貸付事業にお

ける不納欠損の対象というのがございます。それについては、「借入金及び連帯保証人か

らの償還が著しく困難な場合、または借受人からの償還が著しく困難で、かつ保証人から

償還が困難と認める場合には該当する」というような状況になっております。そういった

中に、住民への公正・公平の立場というような形の中で、現在分納、あるいは督促等を積

極的に行っているのが実情でございます。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ２番小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） 先ほど、監査委員さんから意見が述べられましたけれども、私も確かにこ

れはもう１億４，４００万円を超す多額な収入未済があるという中で、今課長が言われた

ことは、それは十分にわかるのですけれども、それでもなかなかこれがまだ解決し得ない。

だからどこかで、しっかりとここにありますよね、対策の確立というふうにありますけれ

ども、これはもうそういうふうにしてやらないと、いつまでもこの決算書にこの額という

のは残ったままなのですよ。まだ回収できるあてがあるのなら、それは回収ということも

考えられるのですけれども、もうこの辺で、客観的に見てこれは「もうだめなものはだめ」

と言ったら、それはやっぱり不納欠損かなんかにしておくべきじゃないですか。いつかそ

うなるときが来ると思うのです。

でも、これはいつまでこういうふうに引きずっておくのがいいのか、可能性としてある

のならいいと思うのです。でも、可能性がない、打つ手もないというようであれば、それ

はもう事態がそうですから、それに合ったやっぱりもう処置をするというのが大事なよう

な気がしますけれども、もう一度課長であったり、または町長の決意をお伺いしたいと思

うのですが、いかがですか。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 小池議員にお答えいたします。

いろいろな面で、公平・平等、そしてまた公正ということに相成れば、長年かけて早く
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言えば一月幾らでもいただければ、こういったことはしていかなくてはならないかなと、

私は思っております。そういうことで、公平かつ平等に扱っていただくということで、私

は考えております。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

２番小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） それはそれでいいのですけれども、私が言っているのは、それでも回収で

きるという可能性があるのだったら、それはそれでいいと思うのです、可能性があるので

あれば。でも、可能性がもうなくなってくると、会計の中で１年じゅうこれが町の決算の

中でつきまわっているというと、なかなか健全な決算にもなっていかないと思うのです。

そういう中で、枠からもう一歩出ていく必要があると思うのです。お気持ちは、それはわ

かるのです。それは貸したものだから返してほしいと。でも客観的に見て、じゃあそれで

これは本当に何とかなるのかというのであれば、それは待ってもいいけれども、待ったと

ころで何ともならないと思うのです。

だから、そこでの監査委員さんのここでの指摘というものは、「対策の確立を切望して

いる」と、私もそうだと思うのです。でもこの対策というのは、「ずっと請求していても

いいよ」ということじゃないと思うのです。どこかで幕を引くとは言いませんけれども、

それに近いようなことで、どこかでもうけじめをつけないと、これはずっと引きずったま

まで、わけのわからないような１億何千万円も残ったものがずっといっちゃうと。でも、

どこかでこれはもう切りをつけなきゃならない時期というのがあるわけですから。だから

先にずっと引きずっておけば、後で解決する問題では決してありませんから。だから、そ

の中でやはり時期を見て、それなりの方法、解決策というのを、方法は一つしかありませ

んけれども、もうそろそろ可能性があるのならですけれども、ないのであれば、私はけじ

めをつける時期に来ているというふうに思います。

先ほどの町長の言葉ですと、町長は何とかそれでも幾らかでもというのはわかるのです。

でも、もうほとんどだめですよ、明らかじゃないですか。それがわかった時点でよく相談

をして、いつまでも同じことが決算書に残るということは決して名誉なことではないので、

ぜひよく協議をいただいて、どういう形になるかわかりませんけれども、改善を、私も監

査委員さんと同じように望みたいと思いますので、検討してみてください。

議 長（岩幸夫君） 羽鳥監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君発言〕

代表監査委員（羽鳥善保君） 監査委員会でもこの会計については、時々話題になります。これも監

査委員として私の個人的な見解になりますけれども、一応この貸し付けを受けているとい
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うのは町債ですか、そういったものを発行して貸し付けを受けているわけです。やはり返

してくれるあてがあるかないかはともかくとして、町の借金である限りにおいては、この

お金はやはり帳簿上であっても、監査委員としては残しておかなければいけないものだと

思っております。

小池議員さんの言い分はわかるのですけれども、一応借金なのですよ。そういったこと

でもってこの数字を帳簿上だけと言うと、ちょっと語弊がありますけれども、いずれにし

ても、１年間のうちで返してくれる人もいますし、最近の人は「借りたものは返さなくち

ゃいけない」と思っている人もいるようですし。一応監査委員の私の見解としては、もち

ろん借金である以上は、この会計が消滅するまで、いわゆる国の指導でもって消滅といい

ますか、何か消滅するまではやはり借金として、この会計がある限りは残しておくべきだ

と私は思います。

善処してくれというのは、監査のときに出る話は、どういった形でもってこの貸し付け

を受けている人に返してくれというふうなアプローチをしているか、そういった証拠的な

ものをなるべく残しておくと。こういったことをやっているのだけれども、どうしても返

してもらえないんだよねというふうな形のものを残しておくと。それは先ほど申し上げま

したように、あくまでも返してもらう努力を、やっぱり公金を扱うものとしては続けなけ

ればいけないだろうと、私はそう思っております。

議 長（岩幸夫君） 斉木町民生活課長。

〔町民生活課長 斉木静夫発言〕

町民生活課長（斉木静夫君） 私の考えといたしましては、この住宅新築資金等貸付事業につきまし

ては、税金の滞納とは違いましてあくまでも貸付金というようなことからスタートしてい

るような状況でございます。羽鳥監査委員さんからも話がありましたけれども、ただいた

ずらに不納欠損処理という部分もありますので、その内容については細かい内容になって

おりますけれども、それらについて検討する必要もあるのかなと思っております。今後、

検討していきたいと思っております。

以上です。

議 長（岩幸夫君） ほかにございませんか。

１５番南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） ただいまの問題ですけれども、先ほど町民生活課長からお話がありました

ように、昭和４８年から県の事業として恐らく推進されてきたのではないかなというよう

に考えております。特に、県事業でこれを各群馬県の町村で取り入れたということになり

ますと、やはり各町村においてもまだこういった問題が多く残っているのではないかなと
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いうように考えております。そして、この金額に等しい金額が各町村にも収入未済金とし

て残っているというような関係があるとすれば、県の責任としてこの問題についてよく協

議してもらって各町村にこういう方法で処理をするとか、また今後も続けるとかいうよう

な指導を仰ぐことが大切ではないかなというように考えております。先ほど、小池議員か

らも指摘をされておりますように、毎年毎年、余りに言いづらい話でありますけれども、

やはり時期がもうある程度来ているのかなという気がしておりますので、やはり県の指導

が大切だと思いますので、その点の考えを聞きたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 斉木町民生活課長。

〔町民生活課長 斉木静夫発言〕

町民生活課長（斉木静夫君） それでは、私の方からお答えさせていただきますけれども、これにつ

きましては、国の事業として取り入れたということでございます。そういった中に、昭和

４８年から平成８年度で終わっているわけですが、この間吉岡町におきましては、住宅新

築資金の５５件、住宅改修資金で４４件、宅地取得で２６件、合計１２５件、金額では４

億８，２４０万円の貸し付けを行っているわけでございます。

そういった中におきまして、県下のこの対策として取り入れた市町村におきましては、

先ほどちょっと話をさせていただきましたけれども、やはり同じような状況で貸付金の回

収に苦慮しているというのが実態でございます。そういった中におきまして、県下の市町

村、そして群馬県が一緒になってこの対策を考えたということの中で、先ほど５回にわた

るワーキンググループで検討されたというようなものでございます。

そういった中におきまして、今後の対策としては、この貸付事業に対する不納欠損処理

の対象という部分を改めて示されたというような状況になっております。それから、不納

欠損処理の対象外、あるいはこの適用に際しては、滞納者への法的措置等の対策と連携し

て実施することが望ましいというような報告を受けております。そういった中におきまし

て、町の方としても、この県とそして代表市町村で検討した内容についても取り組んでい

く必要があるのではないかな考えております。

以上です。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

１５番南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） ただいま町民生活課長から説明を受けましたけれども、やはり国・県の事

業として取り入れて平成８年度まで実施したということですので、やはり先ほど申し上げ

ましたように、この収入未済金については県下でもあるということですので、全部を不納

欠損にするのだということではなくて、やはり県からある程度の補助金なりを何かもらっ
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て、残りを不納欠損にするならしてもいいけれども、やはり推進した国・県があるとすれ

ば、そこの考えを十分聞くようなことが必要だと思いますので、その点についてをよく説

明をしていただいたり、また理解を受けていかないと、先ほど監査委員の人から話があり

ましたように、「いつまでもこれは残るんですよ」ということですので、その処理方法を

もう少し検討していただければと思うのですけれども、その辺についてもう一度見解を聞

きたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 斉木町民生活課長。

〔町民生活課長 斉木静夫発言〕

町民生活課長（斉木静夫君） それでは、お答えさせていただきます。

この制度につきましては、国の制度を県と市町村がその内容を受けまして、その事業を

実施してきたということでございます。その結果として、今問題となっております大きな

滞納が残ったという状況でございまして、今後、国・県等において、人権連等がこれに対

する要望等をされておりますけれども、なかなか現実的には難しい状況というようなこと

を把握しているわけでございます。

今後、また県等に照会等を行いながら、町がこれらに対して不合理な負債というんです

すか、償還で税金を充てることになりますので、それについては今後照会等もしていきな

がら対応していきたいと思っております。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

１１番福田議員。

〔１１番 福田敏夫君発言〕

１ １ 番（福田敏夫君） この件については、多分私どもの総務委員会の方に付託されるのではなか

ろうかということでございます。今ここまで踏み込んだ質問をされておりますので、私も

１点だけこの場でちょっと確認をさせていただきたいのですが、収入未済額がある、これ

はつまり貸付残ということになるわけでございます。しかし、財務上から考えますと、こ

の貸付金、相手にしてみれば負債になるわけですけれども、土地を購入したり建物を購入

しているわけですから、いわゆる固定資産になるはずなんですよ。その担保権はどうなっ

ていたのか、その辺わかりましたらお答えいただきたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 斉木町民生活課長。

〔町民生活課長 斉木静夫発言〕

町民生活課長（斉木静夫君） お答えさせていただきます。

平成７年度までにつきましては、抵当権等もなかったわけですけれども、町では平成７

年１２月１日に町の附属機関でありました吉岡町同和対策審議会に貸付金に伴う抵当権設

定についての諮問を行っております。そして平成７年１２月７日付で、「新規貸付につい
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ては抵当権設定を貸し付けの条件とする」との答申に基づきまして、平成７年度より抵当

権設定を行っております。平成７年度につきましては１件、８年度はゼロということで、

それだけが抵当権設定が過去にあったというのが実情でございます。

以上です。

議 長（岩幸夫君） ほかに。

１１番福田議員。

〔１１番 福田敏夫君発言〕

１ １ 番（福田敏夫君） 質問なのですけれども、そうしますと、平成７年度以前については担保設

定はなかったというふうに私はとらえるのですが、そうした場合にもう既に現状そのもの

がそれを担保に入れてほかの金にかえちゃったとか、そういう物件もあるのかないのか。

その辺のところが、先ほど羽鳥監査委員さんがお話をされたように、当初の貸し付けがど

ういう方向であったのか、担保ぐらいとっていないといえば、考えようにしては一般の人

にしたら、これはもらったのと同じだというふうな考えが成り立っちゃうんですよ。です

から、その辺は非常に重要なところだと思うのです。その辺のところはどの程度、所管課

長つかんでおられるかお尋ねいたしたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 斉木町民生活課長。

〔町民生活課長 斉木静夫発言〕

町民生活課長（斉木静夫君） 平成７年以前につきましては、抵当権等がございません。そして、そ

の抵当権の設定した方がいいというようなことの中で答申をいただいたことから、町では

顧問弁護士がございまして、そして代表、代表というのは同和地区の代表でございますけ

れども、相談窓口等を行って抵当権の設定等について、また分割あるいは指導等も行った

経緯がございます。そういった中でありますけれども、実際に抵当権を設定したというの

はないということで、私の方は理解しております。

以上です。

議 長（岩幸夫君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５７号は、総務常任委員会に付託したいと思いま

す。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５７号は、総務常任委員会に付託します。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１７ 議案第５８号 平成２０年度吉岡町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認

定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１７、議案第５８号 平成２０年度吉岡町老人保健事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由の説明を申し上げます。議案第５８号 平成２０年度吉岡町老人

保健事業特別会計歳入歳出決算認定についての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度吉岡町老人保健事業特別会計

歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては、会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上認

定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 高橋会計課長。

〔会計課長 高橋和雄君発言〕

会計課長（高橋和雄君） それでは、決算書２６５ページをお願いいたします。

議案第５８号 平成２０年度吉岡町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について、

町長の補足説明をさせていただきます。

次の２６７ページをお願いいたします。

この老人保健事業特別会計は、平成２０年４月より後期高齢者医療制度が開始されたた

め、平成２０年度については給付費は１カ月分と、その後は月おくれの請求のみでありま

すので、大幅な減額となっております。

実質収支に関する調書、歳入歳出同額の１億４，２０４万７，２５９円となっておりま

す。

次のページをお願いいたします。２６８、２６９ページでございます。

歳入、１款支払基金交付金、予算現額６，６５４万８，０００円、調定額、収入済額同

額の６，６５２万７，９７９円、前年対比にしますと１０％、６億１４９万２，０８３円

の減となっております。

続きまして、２款国庫支出金、予算現額５，３３４万３，０００円、調定額、収入済額

同額の５，３１０万７，７２２円、前年対比にしますと１３．２％、３億４，８８７万５，

１４６円の減となっております。

３款県支出金につきましては、予算現額が１，２０４万２，０００円、調定額、収入済
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額同額の１，２０４万２，７８８円でございます。前年対比にしますと１２％、８，８７

２万６，０３９円の減となっております。

４款繰入金、予算現額１，１９３万３，０００円、調定額、収入済額同額の９６２万６，

８０５円、前年対比で７．７％、１億１，５７２万４，２２０円の減となっております。

６款諸収入、予算現額５７万９，０００円、調定額、収入済額同額の７４万１，９６５

円であります。前年対比にしますと１４２．６％、２２万１，６７３円の増となっており

ます。３項の雑入が７４万１，９６５円でございます。

歳入合計につきましては、予算現額１億４，４４４万５，０００円、前年対比で１０．

７％、１２億１，０７５万３，０００円の減、調定額につきましては１億４，２０４万７，

２５９円で、前年対比１０．９％、１１億５，９４３万５，１７９円の減となっておりま

す。収入済額につきましては１億４，２０４万７，２５９円で前年対比１０．９％、１１

億５，７４３万５，１７９円の減となっております。

次のページ、２７０、２７１ページをお願いいたします。

歳出でございます。１款総務費、予算現額２６万１，０００円、支出済額２１万７，６

２０円、前年対比２５．２％、６４万６，０９７円の減となっております。

２款医療諸費、予算現額１億２，０３７万円、支出済額１億２，００１万７，３６１円

で、前年対比で９．３％、１１億６，９８２万６６円の減でございます。

続きまして、３款諸支出金でございます。予算現額２，１８１万４，０００円、支出済

額２，１８１万２，２７８円で、前年対比２４８．４％、１，３０３万９８４円の増とな

っております。２項の繰出金が２，１８１万２，２７８円で、この繰出金につきましては、

平成１９年度過少交付金に伴う一般会計からの繰出金が過年度分として入りましたので、

一般会計に繰り出すものでございます。

歳出合計につきましては、予算現額１億４，４４４万５，０００円、前年対比で１０．

７％、１２億１，０７５万３，０００円の減、支出済額につきましては１億４，２０４万

７，２５９円、前年対比１０．９％、１１億５，７４３万５，１７９円の減となっており

ます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告申し上げます。

平成２０年度吉岡町老人保健事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２１年８月
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１０日、監査委員、岸 祐次さんと私の２名で監査をいたしましたので、ご報告いたしま

す。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された老人保健事業特別会計の歳

入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに関係諸伝票、書

類により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的には

正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料をご

らんください。

以上です。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。

質疑ございませんか。

１５番南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） 一つだけ聞きたいと思うのですけれども、計算の中で、平成１７年、１８

年、１９年、２０年と、本来国保会計のときに聞けばと思ったのですけれども、この老人

会計が今回で終了になりますので、ここで聞きたいと思います。平成１７年の国保税、老

人保健、介護保険で３４億６，３６６万４０４円、平成１８年度が３６億２，７７２万６

３３円、平成１９年度が３７億９，３２３万８９円、そして平成２０年度を計算しました

ところ、今年度は国保、老人保健、後期高齢者と三つの、それに介護保険があるわけです

けれども、２９億１，３９８万９，９５２円と、前年から見ますとかなり減額になってい

るのですけれども、ここのところを少し説明していただけたらありがたいなと思っており

ますけれども。

やはり、全体の国保から介護保険までの総体の金額がかなり下がっておりますので、私

はよく地元の集会のときに話をするのですけれども、町の総体の事業費の１００億ほど、

一般会計、特別会計あるわけですけれども、それの４０％が医療費にかかってしまうので

すよというような話しをしたのですけれども、今回この４年間を見ますと、かなり下がっ

ておるというのを見ましたので、ここのところの説明をしていただければと思います。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） 南雲議員さんのご質問の関係なのですが、私もちょっと勉強不足でご

質問の内容がちょっと理解できないのですが、成果表の関係でご質問ですか。今の数字は

どちらの数字ですか。

議 長（岩幸夫君） 南雲議員。
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〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） もう一度します。

平成２０年度の国保税、老人保健、後期高齢者が今度新しく入りますね、それに介護保

険とで、この総額を足しますと、国保税が１８億３，７９４万２，２９２円で、先ほどの

国保会計のが支出済額だと思うのですけれども、老人保健が今上程されております１億４，

２０４万７，２５９円です。そして、これから上程されます後期高齢者が１億２，０５０

万２，８２７円、それに介護保険が８億１，３４７万７，５６９円ということで、総額で

いきますと、今年度のこの医療関係のが２９億１，３９８万９，９５２円という形になっ

ておりますので、前の年度から見ますとかなり下がっているものをちょっと計算したもの

ですから、その不足するものに対してどういう状況で下がったのかちょっと聞きたいと思

って、今話をしました。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） 質問の内容がなかなか理解できなくて、大変南雲議員さんには申しわ

けないのですが、ただいまの説明の吉岡町の老人保健事業の関係の医療費の関係と、国保

の方の医療費の合計そういったことのご質問なのですか。（「全体の」の声あり）後期高

齢者からすべての医療費の合計のご質問ですか。

議 長（岩幸夫君） 暫時休憩いたします。

午後４時３１分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後４時３４分再開

議 長（岩幸夫君） それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） 勉強不足で南雲議員さんのご質問に直ちに答えられなくて、大変申し

わけなく思っております。

大きく平成２０年度が医療費が下がった関係は、後期高齢者医療ができまして、その後

期高齢者医療は群馬県の連合会で運営をしておりまして、町の後期高齢の会計は、税金を

徴収するだけの会計になっております。だから、税の徴収の方は余り変わっていないと思

うのですが、医療費の支出の方は県の広域連合の方で支出しておりますので、南雲議員さ

んの大きく数字が下がったという関係は、県の広域連合で支払っている医療費を足し上げ

ますと、それほど大きな移動はないのかなという、そんなように理解しております。

よろしくお願いいたします。



83

議 長（岩幸夫君） １５番南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） 今の説明で大体わかりましたけれども、たまたま国保税だけを計算をしま

すと、やはり平成１７年度が６億７，６８３万６，６４２円、平成１８年度が７億１，４

３１万４，３１３円、平成１９年度が７億５，４３１万９，８８６円、今年度が７億６，

８９９万８，４５０円ということで、この国保税の入った数字は変わらないのですけれど

も、ただ総体の金額が余り大きく差がついておりましたので、今質問させていただいたの

ですけれども、後期高齢者が広域連合に変わったので、そちらの方からの金が入ってくる

のだということであれば理解をするのですけれども、そこまでちょっと勉強が足らなかっ

たので、金額が余り差があったので、お聞きしました。

以上です。

議 長（岩幸夫君） ほかにありますか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５８号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５８号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１８ 議案第５９号 平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１８、議案第５９号 平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） ご説明を申し上げます。議案第５９号 平成２０年度吉岡町介護保険事業

特別会計歳入歳出決算認定についての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

以下、詳細につきましては、会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上認
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定くださいますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 高橋会計課長。

〔会計課長 高橋和雄君発言〕

会計課長（高橋和雄君） それでは、決算書２８３ページをお願いいたします。

議案第５９号 平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

町長の補足説明をさせていただきます。

次の２８５ページをお願いいたします。

実質収支に関する調書、歳入総額８億１，３４９万７，５６７円、歳出総額８億９７８

万８，８３７円、歳入歳出差引額、実質収支額同額の３７０万８，７３０円でございます。

なお、この収支額３７０万８，７３０円につきましては、国庫負担金の受入超過部分が１

２５万１，０５６円、支払基金交付金の受入超過部分が１４５万７，６７４円で、次年度

で返還するものでございます。

次のページ２８６、２８７ページをお願いいたします。

歳入、１款保険料、予算現額１億５，０３８万８，０００円、調定額１億５，２４９万

４，３００円、収入済額１億４，９９９万９，５００円、前年対比にしますと１０２．５％、

３６０万５，７００円の増となっております。不納欠損額につきましては４８万１，９０

０円、前年対比で８９．１％、５万８，８００円の減となっております。収入未済額が２

０１万２，９００円、前年対比で１１５．９％、２７万６，３００円の増でございます。

２款使用料及び手数料でございます。予算現額が４万７，０００円、調定額、収入済額

同額の３万５，２００円、前年対比にしますと９９．７％、１００円の減となっておりま

す。

続きまして、３款国庫支出金、予算現額１億７，０５３万２，０００円、調定額、収入

済額同額の１億７，０５９万６，９１６円、前年対比で１０８．９％、１，４１３万６，

４４５円の増となっております。給付費の増に伴うものでございます。１項国庫負担金で

収入済額が１億２，１８０万２，７４０円、前年対比で９３．４％、７４万１，９０９円

の減となっております。２項国庫補助金につきましては、５，２７９万４，１７６円で、

前年対比１４０．３％、１，４８７万８，３５４円の増となっております。

４款支払基金交付金、予算現額２億３，９４５万円、調定額、収入済額同額の２億３，

９４４万８，０００円でございます。前年対比にしますと１１２．２％、２，５９６万６，

７３８円の増でございます。やはり、給付費増に伴うものでございます。

５款県支出金、予算現額１億１，５５５万９，０００円、調定額、収入済額同額の１億

１，２３５万５，３１８円、前年対比で１１１．５％、１，１５６万４，３６７円の増で

す。同じく給付費の増に伴うものです。１項県負担金につきましては１億８８０万６，０
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１３円、前年対比で１１１．１％、１，０８２万６，７３１円の増。２項県補助金につき

ましては３５４万９，３０５円、前年対比で１２６．２％、７３万７，６３６円の増とな

っております。

続きまして、７款繰入金、予算現額につきましては１億５，４０６万９，０００円、調

定額、収入済額同額の１億３，１８３万８，０６９円、前年対比で１３１％、３，１２３

万６，４４３円の増となっております。１項一般会計繰入金につきましては１億１，４１

０万３９３円で、前年対比にしますと１１３．４％、１，３４９万８，７６７円の増とな

っております。それから、２項の基金の繰入金、収入済額につきましては１，７７３万７，

６７６円を繰り入れしております。

８款繰越金、予算現額６０３万１，０００円、調定額、収入済額同額の６０３万５６４

円、前年対比にしますと３９％、９４４万８，９６７円の減となっております。このうち

過大交付分として２８９万３，５９２円があります。

次に、９款諸収入でございます。予算現額１９万４，０００円、調定額、収入済額同額

となっております。前年対比で６１．８％、１２万円の減となっております。

歳入合計につきまして、予算現額８億３，６２７万１，０００円、前年対比で１１１．

８％、８，７９３万１，０００円の増、調定額につきましては８億１，５９９万２，３６

７円で、前年対比１１０．４％、７，７１５万８，１２６円の増となっております。収入

済額につきましては８億１，３４９万７，５６７円、前年対比１１０．４％、７，６９４

万６２６円の増となっております。

次のページを見ていただきまして、２８８、２８９ページでございます。

歳出、１款総務費、予算現額１，７６７万３，０００円、支出済額１，７２９万３，８

５１円、前年対比１２９．６％、３９４万５，９３９円の増となっております。１項総務

管理費につきましては１，１０２万９，１８０円、前年対比２６．６％、２８４万６，６

０２円の増。２項徴収費、５７万７，２４６円、前年対比で１０６．９％、３万７，１９

９円の増。３項介護認定審査会費、１，１５８万９，８６０円、前年対比で１３２．７％、

２８５万６，７５２円の増でございます。４項趣旨普及費２４万６，４３５円で、４万７，

４６０円の増となっております。それから５項につきましては、新規で計画策定委員会費

ということで、３８５万１，１３０円となっております。

２款保険給付費、予算現額７億７，８８６万２，０００円、支出済額７億５，６７０万

７，５０５円で、前年対比１１２．７％、８，５０４万２，２２２円の増となっておりま

す。１項介護サービス等諸費につきましては６億９，８７１万４，５７２円で、前年対比

１１２．５％、７，７８７万９，５００円の増となっております。認定者、利用者の増で

ございます。次に、２項介護予防サービス等諸費で３，１７７万５，９００円、前年対比
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にしますと１１７．５％、４７２万５，０７７円の増でございます。３項その他諸費、１

０７万４，８３０円、前年に比べますと１２万１，４１０円の増。４項高額介護サービス

等費につきましては８４２万２，６７３円、前年対比１２０％、１４０万６，４８５円の

増となっております。５項特定入所者介護サービス等費１，６７１万９，５３０円につき

ましては、前年対比で１０５．８％、９０万９，７５０円の増となっております。

次に、４款地域支援事業費、予算現額２，３５３万７，０００円、支出済額２，０６６

万４，６５５円、前年対比１１５．３％、２７４万３，７５７円の増でございます。１項

介護予防事業費８１９万７，２３８円、前年対比１６１．３％、３１１万５，０８４円の

増となっております。続きまして、２項包括的支援事業・任意事業費１，２４６万７，４

１７円、前年対比で９７．１％、３７万１，３２７円の減となっております。

５款基金積立金、予算現額１，２０５万９，０００円、支出済額１，２０３万５，２３

４円、前年対比にしますと６５．９％、６２２万９，７６６円の増となっております。こ

の基金の積立金につきましては、内訳としまして前年度繰越金を含む３８５万８，９７２

円、それと新たに介護従事者処遇改善特例交付金を基金にしたものが８１７万６，２６２

円を積み立てております。

６款諸支出金、予算現額３１３万９，０００円、支出済額３０８万７，５９２円、前年

対比にしますと３５．９％、５５０万７，６９２円の減でございます。１項償還金及び還

付金につきましては２８９万３，４９２円で、３４．９％、５３８万５，８９２円の減で

ございます。２項繰出金１９万４，１００円につきましては、１２万１，８００円の減で

ございます。

歳出合計につきましては、予算現額８億３，６２７万１，０００円、前年対比で１１１．

７％、８，７４０万１，０００円、支出済額につきましては、８億９７８万８，８３７円、

前年対比１１０．９％、７，９２６万２，４６０円の増となっております。歳入歳出差引

残額につきましては、３７０万８，７３０円で、前年対比６１．５％、２３２万１，８３

４円の減となっております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告を申し上げます。

平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２１年８月

１０日、監査委員、岸 祐次さんと私の２名で監査をいたしましたので、ご報告いたしま
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す。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された介護保険事業特別会計の歳

入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに関係諸伝票、書

類により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的には

正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料をご

らんください。

以上です。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。

質疑ございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５９号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５９号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１９ 議案第６０号 平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算認定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１９、議案第６０号 平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） ご説明を申し上げます。議案第６０号 平成２０年度吉岡町後期高齢者医

療事業特別会計歳入歳出決算認定についての提案理由を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございま

す。

以下、詳細につきましては、会計課長をして説明させますので、よろしくご審議の上認

定くださいますようお願い申し上げます。
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議 長（岩幸夫君） 高橋会計課長。

〔会計課長 高橋和雄君発言〕

会計課長（高橋和雄君） それでは、決算書３１５ページをお願いいたします。

議案第６０号 平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、町長の補足説明をさせていただきます。

次のページ、３１７ページをお願いいたします。

なお、この事業につきましては、平成２０年度より国の医療制度の一つとして、今まで

の老人保健制度を改め、後期高齢者医療制度が始まりました。この制度は、県内すべての

市町村で構成される広域連合により運営され、市町村国民健康保険や健康保険組合等と同

じ独立した医療保険制度ということでございます。町が行う事務に対応する特別会計等設

置され、主な事務は保険料の徴収及び窓口における被保険者からの諸届出や申請の受理で

あります。この医療費については、一般会計から療養給付費負担金として、町の負担割合、

１２分の１、９，５６１万６，６５３円を一般会計、３款１項１５目１９節の後期高齢者

医療費から負担をしております。先ほどの南雲議員からの質問のものでございます。

それでは、３１７ページの実質収支に関する調書、歳入総額１億２，０５０万２，８２

７円、歳出総額１億１，９７２万４，３２７円、歳入歳出差引額、実質収支額が同額の７

７万８，５００円でございます。

次のページ、３１８、３１９ページをお願いいたします。

歳入、１款後期高齢者医療保険料、予算現額８，４７６万１，０００円、調定額８，６

８６万３，０００円、収入済額８，５５７万８，６００円、収入未済額が１２８万４，４

００円でございます。

続きまして、２款使用料及び手数料、予算現額が１０万円、調定額、収入済額同額の３

万９００円。

それから、３款繰入金、予算現額が３，３１２万１，０００円、調定額、収入済額同額

の３，０６７万４８８円でございます。これは、事務費繰入金と保険基盤安定繰入金でご

ざいます。４分の３は県から来ております。

続きまして、４款諸収入、予算現額６６５万８，０００円、調定額、収入済額同額の２

９１万３３９円でございます。このうち、４項受託事業収入、これが２７７万６，９２９

円、これは制度改正に伴うシステム改修費、それから５項雑入でございます。１３万３，

４１０円。

５款国庫支出金につきましては、予算現額１３１万円、調定額、収入済額同額の１３１

万２，５００円でございます。

歳入合計につきまして、予算現額１億２，５９５万円、調定額１億２，１７８万７，２
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２７円、収入済額１億２，０５０万２，８２７円となっております。

次のページを見ていただきまして、３２０、３２１ページでございます。

歳出、１款総務費、予算現額１，０１８万円、支出済額６３２万９，４６７円。１項総

務管理費５９７万９，５３０円でございます。これは、事務業務委託料、システム改修費

でございます。２項徴収費につきましては３４万９，９３７円。

続きまして、２款後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額１億１，３６９万２，００

０円、支出済額１億１，３３９万４，８６０円でございます。これにつきましては、一般

会計繰入金、広域連合事務費等負担金、保険料の負担金でございます。

歳出合計につきましては、予算現額１億２，５９５万円、支出済額は、１億１，９７２

万４，３２７円でございます。歳入歳出差引残額は、７７万８，５００円となります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告を申し上げます。

平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につきまして、平成２１

年８月１０日、監査委員、岸 祐次さんと私の２名で監査をいたしましたので、ご報告い

たします。

地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された後期高齢者医療事業特別会

計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに関係諸伝

票、書類により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数

的には正確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資

料並びに、先日お配りいたしました中にあると思うのですが、７月２２日に監査した定期

監査、この結果報告書に後期高齢者のことについてちょっと書いてありますので、目を通

してください。

先ほど南雲議員から質問がありましたうちの後期高齢者特別会計、これは全部の費用の

うちの９％しかこの特別会計には載らないのです。全体１００円以上低かったとすれば、

９円だけしか載らないものですから、後の９１％はこの会計に載らないで支払っていると

いうことで理解していただきたいと思います。

今まで説明してきましたけれども、一般会計並びに特別会計の歳入歳出全体の数字につ

きましては、例月でもって６月２９日に実施した監査の報告書に歳入歳出の年間の数字が

記録してあるのですが、そことすべて合致しておりますので、くどいようですけれども、
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計数的には正確であるということを改めて申し上げて、報告にさせていただきます。あり

がとうございました。

議 長（岩幸夫君） ただいま時間が５時になろうとしております。会議を１時間延長していた

だき、６時までといたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。（「異議なし」の声あ

り）途中ではありますが、１０分休憩をとりたいと思います。よろしくお願いいたします。

午後５時００分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後５時１０分再開

議 長（岩幸夫君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。

質疑ございませんか。

１番坂田議員。

〔１番 坂田一広君発言〕

１ 番（坂田一広君） 後期高齢者医療の定期監査結果報告書の収納率一覧表を見ますと吉岡町の

収納率は県内で下から３番目というようなことでございます。どのような理由があるのか

お答えいただければと思います。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） 坂田議員さんのおっしゃられたとおり、群馬県で徴収率は下位から３

位でございます。理由の一部には、制度を理解していただけないというようなことで、か

なりの資産家なのですが納めていただけなかったという、そういう経過があります。そう

いったことで、吉岡町の徴収率が極めて悪いという中で、いろいろ調査、研究しまして、

税はもちろん差し押さえ等も過去やってきたわけなのですが、保険料についても差し押さ

えができるというようなことで、多額な収入がある方ですから、それなりに保険料の滞納

分の３分の１くらいすぐいく方ですから、その人については預金の差し押さえをしてもう

既に徴収しております。

そのほかの原因については内容を見てみますと、税金の滞納者が、また重なって保険料

の滞納になっているということも事実であります。そういった中でも、こまめに催告等を

して、少しでも徴収率を上げていきたいと思っております。

以上です。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６０号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６０号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２０ 議案第６１号 平成２０年度吉岡町水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て

議 長（岩幸夫君） 日程第２０、議案第６１号 平成２０年度吉岡町水道事業会計歳入歳出決

算認定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） ご説明を申し上げます。議案第６１号 平成２０年度吉岡町水道事業会計

歳入歳出決算認定について提案理由を申し上げます。

水道事業では、水道利用のお客様に対し、安全で安定した水を供給することを使命に事

業運営を行ってきました。その結果、平成２０年度決算において、経営活動に伴う収支で

ある収益的収入及び支出では、収入の根幹を成す給水収益で前年度比５．８％の増となり

ましたが、営業収益全体では、０．２％の減収となりました。

一方、費用につきましては、第４次拡張事業による施設の更新により、減価償却費や支

払利益の増加、不況による料金収入の減少と施設の管理体制の変更による委託料の増加等

により、前年度比７．７％増となり、営業利益では２，９３１万４，８３１円でした。ま

た、営業外収益を加えても、経営損失６８２万２，４５０円の赤字となり、さらに特別損

失として、過年度損益修正損として１３２万４，１６０円と、前年度繰越利益過剰金９万

４，４８９円を加えた結果、当年度末処理欠損金８０５万２，１２１円の赤字の決算でし

た。

投資的費用である資本的収入及び支出においては、安定した給水の確保と給水人口の伸

びに伴う給水の増加等に対応するため、継続事業である石綿セメント管の布設替え工事等、

新設工事を実施しました。この費用につきましては、企業債、一般会計から補助金、工事

費などを充てたほか、不足する額１億３，６１７万３，９２５円は損益勘定留保資金と消

費税及び地方消費税、資本的収支、調整額並びに建設改良積立金などで補てんさせていた
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だきました。

詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、ご審議の上可決されますよう

お願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） それでは、議案第６１号 平成２０年度吉岡町水道事業会計歳入歳出

決算認定について、町長の補足説明をさせていただきます。

ページ数は５１１ページで、一番最後のページになってございます。

平成２０年度決算につきましては、損益計算書によりまして８０５万２，１２１円の欠

損金、つまり赤字でございます。理由といたしましては、給水人口は増加しておりますが、

水道使用料といいますのは、有水使用でございます。前年度に対しまして１５万９，００

０立方減少しておることと、施設管理体制の変更によりまして、委託料の増加と第４次拡

張事業により移設の交渉をしたことにより、減価償却費や起債の関係の支払利息の増加を

招いていることが主な赤字の原因と考えております。

それでは、決算書のご説明に入らせていただきますけれども、１ページ、収益的収入及

び支出について説明いたします。説明につきましては款のみの説明とさせていただきます。

第１款水道事業収益３億６，３９３万８，０６２円、前年度対比９７．７２％、金額で

は８４９万８，３８８円の減額でございます。

次に、支出、第１款水道事業費用、決算額３億６，０４０万７，６４３円、前年度対比

１０７．６８％、金額では２，５９８万１，８２７円の増額でございます。

次に、２ページ、資本的収入及び支出について説明いたします。

この資本的収入支出につきましては平成１９年度から見ますと、第２次第２配水池等が

平成１９年度に実施したわけでございますけれども、平成２０年度につきましては大きな

事業等は実施してございませんので、大幅な減額となってございます。

それでは、第１款資本的収入決算額７，５７３万３，５００円、前年度対比で２０．６

１％でございます。金額では２億９，１７６万９，０００円の減額でございます。

支出につきましては、第１款資本的支出、決算額２億１，１９０万７，４２５円、前年

度対比３８．６９％、金額では３億３，５７６万６，１１３円の減額でございます。なお、

不足する１億３，６１７万３，９２５円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税、

資本的収支調整額７５８万３，２８５円と、当年度分損益勘定留保資金１億２２７万４，

９７９円と、建設改良積立金といたしまして８４万９，６６１円で補てんして穴埋めをし

てございます。

次に、３ページ、損益計算書についてご説明いたします。
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１といたしまして、営業収益３億４，３４７万１，９２７円から、営業費用でございま

す３億１，４１５万７，０９６円を差し引いた営業利益２，９３１万４，８３１円は、前

年度対比で５９．９８％、金額では１，９５５万６，３５７円の減額でございます。営業

外収益３３０万１，７１８円から、営業外費用３，９４３万８，９９９円を差し引いたこ

とによりまして、マイナスの３，６１３万７，２８１円、営業利益から営業外費用を差し

引いた結果、営業損失といたしまして６８２万２，４５０円に過年度損益修正損、これに

つきましては平成１２年度以降に不納欠損してございます１３２万４，１６０円を加算い

たしまして、さらに前年度繰越利益剰余金、これは平成１９年度で繰り越しされている利

益でございますけれども、加算した金額は９万４，４８９円、最終的には８０５万２，１

２１円の欠損金というものでございます。

次に、４ページの剰余金計算書につきましては、利益の剰余金の部では、未処分利益剰

余金といたしまして、この関係につきまして本年度は利益が出てございませんので、未処

分欠損金といたしまして８０５万２，１２１円でございます。

次に、５ページの資本剰余金の部につきましては、６ページの関係でございますけれど

も、総額では１３億６，５７８万７，４６７円、前年度対比で１０３．４６％、金額では

４，５７３万３，５００円の増額になってございます。

次に、７ページの関係でございますけれども、平成２０年度の欠損金処理計算の案でご

ざいます。この７ページの欠損金８０５万２，１２１円の処理についてでございますけれ

ども、この関係につきましては、地方公営企業法施行令第２４条の３の規定によりまして、

資本の分を利益剰余金に繰入処理したいというものでございます。

次に、最後になりますけれども、８ページから９ページにかけまして、貸借対照表につ

いてご説明いたします。

８ページ、資産の部でございますけれども、１、固定資産、合計で３５億５，４００万

４，１２３円、前年度対比では１００．９７％、金額では３，４２１万８，７７５円の増

額でございます。次に、２、流動資産の合計でございますけれども、４億８，６４３万５，

０６９円、前年度対比で７２．５７％、金額では１億８，３８４万４，８６０円の減額で

ございます。次に、資産合計では、全体では４０億４，０４３万９，１２２円、前年度対

比で９６．４３％、金額では１億４，９６２万６，０８６円の減額でございます。

次に、９ページの関係でございますけれども、９ページの負債の部でございます。流動

負債の負債合計３億６，４７９万７，０３１円、前年度対比で６７．６０％、金額では１

億７，４８４万８，５９０円の減額でございます。次に、資本の部でございますけれども、

資本の合計でございます。３６億７，５６４万２，１１６円、前年度対比で１００．６９％、

金額では２，５２２万２，５０４円の増額になってございます。最後に、負債資本合計で
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ございますけれども、４０億４，０４３万９，１９２円、前年度対比で９６．４３％、金

額では、１億４，９６２万６，０８６円の減額でございます。

ページ数戻っていただきまして、８ページの流動資産の関係の未収金でございます。未

収金につきましては、８，２２１万３，８４４円でございます。この関係の内訳につきま

しては、８，２２１万３，８４４円の内訳でございますけれども、水道パイプ、給油パイ

プの場合は３月３１日が決算でございますので、それ以降を繰り越しできなくて、翌年度

にずれ込んだものが２，１９１万４，１９７円、工事負担金といたしまして、一般会計の

方からの工事費の関係でございますけれども、合計金額が３５５万９，５００円、それと

口座振替、株の返戻金といたしまして３万３，１１７円、使用料の未納金と、一般に言わ

れます未納でございますけれども、件数では全部で５３０件ございまして、５，６７０万

７，０３０円でございます。前年度対比で１０８．６８％、金額では４５９万６，７６６

円の増というものでございます。

以上、雑駁でございますけれども、町長の補足説明とさせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、監査委員報告を求めます。

羽鳥代表監査委員。

〔代表監査委員 羽鳥善保君登壇〕

代表監査委員（羽鳥善保君） ご報告を申し上げます。

平成２０年度吉岡町水道事業会計歳入歳出決算につきまして、平成２１年８月１０日、

監査委員、岸 祐次さんと私の２名で監査をいたしましたので、ご報告いたします。

地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された水道事業会計の決算報告

書について予算額及び収益的収支、資本的収支並びに日計伝票、歳入歳出伝票、振替伝票

により出納書類を余すことなく照合し、その内容を検討いたしました結果、計数的には正

確であることを認めました。なお、審査の個別意見につきましては、お手元の資料をごら

んください。

以上です。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） ただいま提案理由の説明と監査委員の報告がありました。

これより質疑に入ります。

質疑ございませんか。

１１番福田議員。

〔１１番 福田敏夫君発言〕

１ １ 番（福田敏夫君） １ページの収益的収入及び支出の方の数値と、３ページの損益計算書の営

業収益、これは１ページでいくと、第１款の水道事業収益の中の営業収益という金額で対
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応しているわけですよね。それで数字はちょっと違うけれども、要するに収入支出の方は

消費税対応しているのですよね。その辺ちょっと何か違うんですかね。端数が。今ちょっ

と私暗算でやってみたのだけれども、あれ大丈夫なのかなとちょっと思ったので。監査し

てもらっているからあれかなと思うのですけれども。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） 福田議員さんの関係でございますけれども、先ほども説明いたしまし

た１ページの収益的収入の関係の決算額３億６，３９３万８，０６２円、この数字と３ペ

ージにございます営業収益の３億４，３４７万１，９２７円、この関係についてでござい

ますけれども、これは消費税の関係が、要するに１ページの方は全部含んでございます。

それで、損益計算書につきましては消費税を抜くという計算をしてございます。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） １１番福田議員。

〔１１番 福田敏夫君発言〕

１ １ 番（福田敏夫君） 私はそれはわかるのですよ。損益計算書の方でいう営業収益といいますと、

１ページの項のところで営業収益の３億６，０５６万９，７６７円から消費税をつけない

金額だからこれを引けばいいのね。そうすると、ちょっと計算機がないからあれなんです

けれども。大した金額ではないとは思うんですけれどもね。（「ちょっとよろしいですか」

の声あり）

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） 第１項の営業収益ありますけれども、この３億６，５６９万９，７６

７円、これから１，７９７万８４０円を差し引きますと、３億４，３４７万１，９２７円

これになるかと思うのですけれども。

議 長（岩幸夫君） ほかにございますか。

８番神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） １点だけちょっと教えてください

１３ページに業務量というのがあるのですけれども、これを見ると給水戸数が１３０戸

ふえているのです。６万３，０８７戸になってふえているのですけれども、一般用がふえ

ているわけですけれども、実質年間配水量を見ると、２万９，０００立方メートル少なく

なっておりますし、減少の原因。

それから、有水率が平成２０年度と平成１９年度を比べると、これもかなり減少してい
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るようなのですけれども、この辺のところの減少はどういう理由かお答え願いたいと思い

ます。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） それでは先ほどの質問でございますけれども、まず年間有収水量でご

ざいます。平成１９年度に３３２万６，３４６立方、平成２０年度は３１６万７，３３２、

比較いたしますと、１５万９，０１４立方というものが減少しているわけでございます。

減少ということはあくまでも、この年間有収水量というものは実際に配水管を通しまして

家庭の方に配った水でございますけれども、お金になるそのものが前年度に対しまして、

約１５万９，０００立方減少しているということでございます。これはあくまでも先ほど

申しましたように、こういう不景気の時代ということでございますので、エコ生活といい

ますか、節水に徹底していると。平成２０年度の中で約１５万９，０００、これを単純に

計算いたしますと、１立方とるのに約９９円かかってございますので、９９円かけますと

約１，７００万円ぐらい、この時点で減少しているという関係で、多分節水ではなかろう

かなということしか想像できないのですけれども、そういうことで昨年から見て約１５万

９，０００立方が減少しているということでございます。

それから、年間配水量につきましても、約２万９，０００ということでございますけれ

ども、これにつきましては、若干の、２万９，０００ですからたいしたあれじゃないので

すけれども、配水量が数字的には若干落ちてきているということでございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

５番近藤議員。

〔５番 近藤 保君発言〕

５ 番（近藤 保君） 時間の関係で１点だけ確認、お伺いさせていただきます。

３ページの損益計算書の中で、減価償却費、これ先ほど１億２，６００万円ほど計上さ

れていますけれども、昨年度に対して、今年度ある程度の設備を加えていますので、その

数字としての増加分をお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） それでは今の近藤議員からの３ページの関係の営業費用の中の３番の

減価償却費でございます。１億２，６０８万３，７０９円、これについてでございますけ

れども、これは平成１９年度に対しまして、１１１．９２％、金額では１，３４２万７，

８４７円の増というものでございます。一応設備等をしてございますので、約１１．９２％、

金額では１，３４２万７，８４７円の増というものでございます。
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以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６１号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６１号は、産業建設常任委員会に付託します。

以上をもちまして、本日の日程のうち、平成２０年度決算認定議題が終了いたしました。

羽鳥代表監査委員には、監査報告ご苦労さまでした。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２１ 議案第６２号 平成２１年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２１、議案第６２号 平成２１年度吉岡町一般会計補正予算（第２

号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第６２号 平成２１年度吉岡町一般会計補

正予算（第２号）について提案理由の説明を申し上げます。

本補正は、歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ３億３，９４３万５，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６６億１，４６４万３，０００円とするもの

です。

今回の補正の主な内容を申し上げますと、まず歳入では、普通交付税が当初予算９億４，

０００万円に対して、国の決定額は９億１，４５６万５，０００円となったことにより、

２，５４３万５，０００円の減額、子育て応援特別手当交付金２，５９４万２，０００円

の追加、また前年度の実質収支額は１億３，４２８万７，０００円となったことにより、

繰越金１億１，４２８万７，０００円の増額などでございます。

今回の補正で財政調整基金から繰り入れは１億９，５２１万３，０００円増額して、９

億８，８１８万９，０００円といたします。これにより平成２１年度９月補正後の財政調

整基金の残高見込額は１３億４，５２１万１，０００円となります。

次に、歳出ですが、前年度の実質収支額が１億３，４２８万７，０００円の２分の１以
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上を財政調整基金に積み立てるため、積立金を５，７１４万４，０００円増額いたしまし

た。また、増額の大きなものとしては、国民健康保険事業特別会計へ繰出金として６，８

５４万９，０００円、宮田大藪線の用地買収費及び補償金として１億３０５万９，０００

円などでございます。

詳細につきましては、財務課長をして説明させますので、よろしくご審議の上可決いた

だきますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） それでは、議案第６２号 平成２１年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

について、町長の補足説明をさせていただきます。

歳入歳出予算の補正額でございますが、ただいま町長が提案理由の中で申し上げたとお

りでございます。

第２項の歳入歳出予算の補正の款項の区分でございますが、当該区分ごとの金額等によ

るということで、第１表歳入歳出予算補正によるものでございます。これにつきましては、

２ページから６ページまででございますが、説明につきましては、補正の款項の区分等を

含めて事項別明細書で説明させていただきます。

第２条の地方債の変更につきましては、第２表地方債補正によるということで、７ペー

ジをごらんください。臨時財政対策債ですが、１０万円を減額し２億９，６２０万円とす

るものでございます。これは、普通交付税の決定に伴う起債額の変更でございます。

それでは、１１ページをごらんください。事項別明細書により説明を申し上げます。ま

ず、歳入でございますが、９款１項地方特例交付金につきましては、５９万８，０００円

を減額、２項特別交付金は１５万３，０００円を増額するもので、交付金の決定によるも

のでございます。

次に、１０款１項地方交付税で、２，５４３万５，０００円を減額するもので、これは

普通交付税で補正後は９億１，４５６万５，０００円となり、前年度決算額の９５．７％

でございます。

次に、１４款国庫支出金１項国庫負担金で５９０万８，０００円の増額をするもので、

保育運営費、過年度分でございます。次に１２ページ、２項国庫補助金は２，５３６万円

を増額するもので、主なものは、１目１節の子育て応援特別手当交付金２，５９４万２，

０００円でございます。次に、３項国庫委託金は１，０００円の増額補正をするものでご

ざいます。

次に、１５款県支出金１項県負担金で、２９５万３，０００円を増額するもので、保育

運営費、過年度分でございます。次に１３ページ、２項県補助金は、１，９５９万３，０
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００円を増額するもので、主なものは、１目１節の総務費県補助金の緊急雇用創出基金事

業６４５万円、自治会に対する２分の１補助で、地域力向上事業県補助金２６５万３，０

００円の追加及び２目８節の医療福祉費県補助金１，０２１万３，０００円の増額でござ

います。次に１３ページから１４ページにかけて、３項県委託金で９万１，０００円を減

額するものでございます。

次に、１８款繰入金１項特別会計繰入金で、１目２節の介護保険事業特別会計繰入金２

７万９，０００円を追加するものでございます。次に、２項基金繰入金は２目１節の財政

調整基金繰入金を１億９，５２１万３，０００円増額するものでございます。

次に、１９款１項繰越金は決算に基づき、１億１，４２８万７，０００円を増額するも

のでございます。

次に１５ページ、２０款諸収入５項雑入で１９１万２，０００円の増額補正をするもの

で、主なものは自治会に対する補助で、魅力あるコミュニティづくり支援事業補助金１９

０万円の追加、これは１０割補助でございます。

次に、２１款１項町債は、第２表地方債補正で説明しましたとおり、１目１節の臨時財

政対策債を１０万円減額するものでございます。

次に、歳出でございますが。、人件費は全款を通して人事異動による増減でございます

が、職員手当等では期末勤勉手当の支給月数の減による減額、共済組合負担金につきまし

ては、掛け金率の引き上げにより増額をさせていただくものでございます。

では、１６ページをごらんいただきたいと思います。１款１項の議会費は５６万３，０

００円の減額でございます。

次に、２款総務費１項総務管理費全体の補正額でございますが、１８ページをごらんい

ただきたいと思いますが、補正額の計７，２０８万７，０００円の増額でございます。１

７ページに戻っていただきまして、１目一般管理費の主なものは、１９節の集会施設と整

備事業補助金３７７万８，０００円の増額は、自治会に施設等修理費の２分の１の額を補

助するものでございます。次に、６目企画費でございますが、１８節ＬＧＷＡＮ関連機器

購入費１２９万２，０００円は、ウイルスチェックの強化対策等の費用の追加でございま

す。９目基金費は２５節で財政調整基金へ５，７１４万４，０００円を積み立てるもので

ございます。次に１８ページ、１５目温泉事業費１４節１３１万９，０００円の追加は、

道の駅新設工事関連で、クラブハウスの改修期間中、クラブハウスが使用できませんので、

事務所、休憩所、トイレのレンタル用品の借り上げ料でございます。１５節温泉施設改修

工事１，６８１万９，０００円を減額し、１８節でリバートピア吉岡増改築等のいす、テ

ーブル、ソファーなどの施設用備品に１，５５０万円を振り替えるものでございます。次

に、２項町税費は１，３５４万３，０００円の増額、主なものは２目賦課徴収費２３節の
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過年度分町税還付金１，５７６万円の増額で、景気悪化等による法人町民税の確定申告に

伴う還付金でございます。１９ページ、３項戸籍住民基本台帳費は１７万８，０００円の

増額、５項統計調査費は１目統計総務費で８万８，０００円の増額、２目各種統計調査費

で８万８，０００円の減額であり、全体での補正額の増減はありません。

２０、２１ページ、３款民生費１項社会福祉費の全体の補正額は、計のところの２０７

万９，０００円の減額でございます。主なものは、８目隣保館費で隣保館長退職による１

節報酬１５１万２，０００円の減額及びそれに伴う７節賃金で臨時賃金８９万２，０００

円の増額、９目老人福祉センター費１５節の屋根補修工事１２１万５，０００円の追加で

ございます。２１ページから２２ページ、２項の児童福祉費の全体の補正額は、２２ペー

ジ計のところの２，７３６万７，０００円の増額でございます。主なものは、２２ページ

５目子育て応援特別手当で１９節の子育て応援特別手当２，４１２万円の追加でございま

す。これは、小学校就学前３年間に属する子供１人当たり、基準日は１０月１日でござい

ますが、３万６，０００円を支給するものでございます。

次に、２２ページから２３ページ、４款衛生費１項保健衛生費の全体の補正額は、７，

１２０万５，０００円の増額でございます。主なものは、１目保健衛生総務費の２８節繰

出金であり、国民健康保険事業特別会計繰出金で６，８５４万９，０００円の増額でござ

います。２項清掃費は４０万円の増額で、２目塵芥処理費の１９節資源ごみ保管施設補助

金でございます。これは二つの自治会に施設建設のための原材料費に対する補助金でござ

います。

次に、２４ページから２５ページ、６款農林水産業費１項農業費の補正額の計、１，３

８３万７，０００円の増額が全体の補正額でございます。主なものは、３目農業振興費で

１４節道の駅工事期間中の臨時駐車場の借地料４２万８，０００円、１５節臨時駐車場造

成費１００万円、１９節負担金補助及び交付金６２万３，０００円の増額で貸し手に補助

する奨励補助金と借り手に補助する推進助成金です。７目農業集落排水事業費では、２８

節で農業集落排水事業特別会計へ繰出金として４５３万２，０００円の増額でございます。

次に、２５ページから２６ページ、２項林業費は、補正額の計１１３万３，０００円の

増額が全体の補正額でございます。

次に、７款１項商工費は３１５万２，０００円の減額でございます。

次に、８款土木費１項土木管理費は２７ページの補正額の計２０６万９，０００円の増

額でございます。主なものは、１３節委託料で分筆所有権移転登記等の登記委託料１７５

万円の増額でございます。次に、２７ページから２８ページ、２項道路橋梁費の全体の補

正額は、２８ページ、補正額の計２，６２０万７，０００円の増額でございます。主なも

のは、２７ページに戻っていただきまして、２目道路維持費の７節で道路、耕作放棄地等
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の除草、樹木伐採等の臨時賃金４０４万円。これは緊急雇用創出基金事業県補助金を充当

するものでございます。２８ページ、３目道路新設改良費の１５節工事請負費で１，１０

０万円の増額、１７節公有財産購入費で８５３万３，０００円の増額、補助事業では町道

駒小・半田線交差点改良工事等でございます。次に、２８ページから２９ページ、４項都

市計画費全体の補正額は１億７３２万８，０００円の増額でございます。主なものは、２

目都市施設費の１７節公有財産購入費５，３１３万６，０００円、２２節補償補てん及び

賠償金４，９９２万３，０００円、ともに宮田・大藪線でございます。平成２０年度に関

係者と用地及び補償関係の交渉を進めてまいりましたが、契約に至らなかったことによる

ものでございます。３目下水道費の２８節繰出金で、公共下水道特別会計の繰出金を３３

３万４，０００円減額させるものでございます。経済危機対策臨時交付金で県に支払いを

予定しておりました２５２万９，０００円の減額は、県が予算計上できなかったことによ

るものでございます。次に５項住宅費でございますが、７４万円の増額とするものでござ

います。

次に、３０ページ、９款１項消防費で２２万９，０００円の増額でございます。

次に、１０款教育費１項教育総務費２１２万１，０００円の増額でございます。主なも

のは、７節賃金で小学校に見守り指導員を配置するため２１２万８，０００円、緊急雇用

創出基金事業県補助金を充当するものでございます。次に３１ページ、２項小学校費１２

６万２，０００円の増額でございます。主なものは、１１節新型インフルエンザ対策用消

毒液等の医薬材料費で、２項８９万１，０００円の追加でございます。次に３項中学校費

でございますが、３９万８，０００円を増額するものでございます。これも小学校費と同

じく１１節新型インフルエンザ対策用消毒液等の医薬材料費でございます。次に、３１ペ

ージから３２ページ、４項社会教育費全体の補正額は、３２ページ補正額の計、３８９万

８，０００円の増額でございます。主なものは、４目文化センター費１１節施設の修繕料

６４万円の増額でございます。次に３３ページ、５項保健体育費は、４２万８，０００円

を増額するものでございます。次に６項給食センター費は、７９万９，０００円の増額を

お願いするものでございます。

３４ページ以降は、給与費明細書でございます。

以上、雑駁ではございますが、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

ここで、先ほど６時まで延長いたしましたが、さらに１時間延長して７時までといたし

ます。よろしいでしょうか。(｢はい」の声あり）

これより質疑に入ります。
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質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６２号は、総務常任委員会に付託したいと思いま

す。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６２号は、総務常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２２ 議案第６３号 平成２１年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２２、議案第６３号 平成２１年度吉岡町学校給食事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明を申し上げます。議案第６３号 平成２１年度吉岡町学校給食事業特

別会計補正予算（第１号）の提案説明を申し上げます。

平成２１年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

より、上程するものです。

歳入歳出予算総額、それぞれ５万１，０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１億１３４万７，０００円とするものであります。

以下、詳細につきましては、教育委員会事務局長をして補足説明をさせます。

議 長（岩幸夫君） 森田教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 森田 潔君発言〕

教育委員会事務局長（森田 潔君） それでは、議案第６３号 平成２１年度吉岡町学校給食事業特

別会計補正予算（第１号）につきまして、町長の補足説明を申し上げます。

今回、お願いをしております補正額につきましては、町長が申し上げたとおりでござい

ますが、私の方からは、次のページ、第１表で説明を申し上げたいと思います。

まず、歳入の繰越金５万１，０００円をお願いしているわけでございますが、先ほどの

議案第５３号の平成２０年度の給食事業特別会計の決算において、実質収支額が３５万１，

３４０円ございます。これを平成２１年度の繰越金として歳入に補正するもので、既決予
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算が３０万円でございますので、５万１，０００円の補正をお願いするものでございます。

歳出についても歳入と同額の補正をお願いし、歳出の学校給食費食材料費に充当させて

いただくものでございます。

以上を町長の補足説明とさせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６３号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６３号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２３ 議案第６４号 平成２１年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２３、議案第６４号 平成２１年度吉岡町公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案を申し上げます。議案第６４号 平成２１年度吉岡町公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）について提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，８４９万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７億１，６６３万７，０００円としたいものです。補正の主なもの

は、追加分として建設費の工事請負費です。減額につきましては、管渠管理費の流域下水

道維持管理負担金です。

詳細につきましては、上下水道課長をして説明をさせますので、よろしくご審議の上可

決いただきますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕
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上下水道課長（岸 幸一君） それでは、議案第６４号 平成２１年度吉岡町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）につきまして、町長の補足説明を申し上げます。

歳入歳出それぞれ６，８４９万円を追加いたしまして、７億１，６６３万７，０００円

としたいものでございます。

最初に歳入についてご説明いたします。２ページの１表でございます。まず３款といた

しまして、国庫支出金１，２００万円の追加につきましては、事業費の追加要望によりま

して１，２００万円の追加をお願いするものでございます。５項繰入金３３３万４，００

０円の減額につきましては、これは歳入歳出の相殺によりまして減額するものでございま

す。主なものといたしましては、後ほど説明いたしますけれども、経済危機対策交付金事

業でございます。２５２万９，０００円、これが６月補正のときに６月にのっけたわけで

ございますけれども、県の方の流域事務所の査定で、今回につきましては認められなかっ

たということで、減額というものでございます。それに伴うところの３３３万の主なもの

でございます。

次に繰越金についてでございますけれども、これにつきましては、平成２０年度決算に

よるものでございます。

次に８款町債につきまして５，９６０万円の追加をお願いしたいというものでございま

す。なお、この５，９６０万円の追加につきましては、内訳といたしまして４，５６０万

円が単独分でございます。残りの１，４００万円につきましては、交付金関係の追加をお

願いしたいというものでございます。歳入では６，８４９万円の追加をお願いしたいとい

うものでございます。

次に歳出の関係でございますけれども、歳出関係につきましては、先ほどちょっと申し

上げたのですけれども、６月補正時に緊急対策臨時交付金といたしまして、２５２万９，

０００円の増額を議決していただいたわけですございますけれども、先ほど申しましたよ

うに、県の流域下水道事務所の方で県の査定で認められなかったということで、町村の方

の負担につきましても減額をお願いしたいと思います。まず、建設費につきましては、７，

０２０万６，０００円の追加をお願いしたいというものでございますが、これにつきまし

ては、単独工事分といたしまして、下水道区域でありながら管路が整備されていない箇所

について、急遽住宅を建設されたいという案件ございまして、急遽工事を施工したいとい

うものでございます。主にそのものといたしまして、３，３０８万７，０００円でござい

ます。また平成２０年度管路工事に実施してございます下八幡地区及び大下地区につきま

しても事業費等の見直しによりまして、精査により追加をお願いしたいというものでござ

います。なお、工事費に充当する財源につきましては国庫補助金と起債でございます。

以上、雑駁でございますけれども、議案の説明とさせていただきます。よろしくお願い
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いたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

２番小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） ８ページの工事請負費、金額はわかったのですけれども、場所の指定とど

ういう工事なのか、ちゃんと示せるものがあるでしょう、俺たちにはどこの話か全然わか

らないから。どこをどんな長さでどれだけをどうするかというその７，０００万の中身を。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） それでは、８ページにございます工事請負費でございます、７，１５

０万３，０００円についてでございます。この関係につきましては、説明でもございます

ように、公共下水道の単独分といたしまして３，３８７万円、合計といたしまして３、８

４１万６，０００円でございます。まず内訳でございますけれども、追加でございますけ

れども、場所につきましては、単独につきましては、先ほど申しました公共のエリアであ

りながら管路が整備されていないという場所でございますけれども、この場所につきまし

て一応３カ所ございます。まず、大久保甲地区の側道でございます。関越自動車道の側道

のところといたしまして、１，５４３万５，０００円、それと大久保の旧町長の前のとこ

ろでございますけれども、そこもエリアでございましたけれども、現在管路等は整備され

ていないという関係で、宅地造成が始まるものですから、そこのところに４３０万５，０

００円。それと北下のパチンコＰ－ＭＡＸの南でございます。ここにつきましても９５０

万円と、それと北下の中学校の関係でございますけれども、中学校の関係のところが５５

０万円と、それと従来からございます南下地区、全部で５工区ございますけれども、その

関係が全部で６，０８７万円でございます。それと当初の関係を差し引いた中で３，３８

７万円の補正額をお願いしたいというところでございます。

それと、交付金の関係でございますけれども、３，８４１万６，０００円、これにつき

ましては、現在すべて大久保地区が５工区、それと南下地区が１工区、その南下につきま

しては、マンホールポンプの設置ということでございます。金額的には６，９５１万５，

５００円で、これが総体の工事でございまして、差額分の３，８４１万６，０００円をお

願いしたいというところでございます。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６４号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６４号は、産業建設常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２４ 議案第６５号 平成２１年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２４、議案第６５号 平成２１年度吉岡町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明を申し上げます。議案第６５号 平成２１年度吉岡町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１，０

９９万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億２，１３６

万４，０００円とするものです。今回の補正の主な増減内容を申し上げますと、本算定に

よる国保税の減額、国庫支出金の確定通知による減額、前期高齢者交付金の増額、そして

繰入金の増額及び繰越金の増額等が主なものであります。

次に、歳出ですが、保険給付費の増額及び老人保健拠出金の減額等でございます。

なお、詳細につきましては、健康福祉課長をして説明をさせますので、ご審議の上可決

いただけますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） それでは、議案第６５号 平成２１年度吉岡町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）について、町長の補足説明をさせていただきます。

今回、お願いしております補正につきましては、１億１，０９９万９，０００円を追加

いたしまして、１８億２，１３６万４，０００円、当初予算比１０６．５％とするもので

ございます。内容につきましては２ページ、第１表、歳入歳出予算の補正で、概略を説明
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申し上げます。２ページをお開きください。

まず、歳入ですが、第１款国民健康保険税につきましては、本算定に伴いまして２，６

００万１，０００円を減額いたしまして、５億１，１７４万円にさせていただくものでご

ざいます。未曾有の不況によりまして、調定額徴収率の減少によるものでございます。

第４款国庫支出金につきましては、２億３，９９８万９，０００円の減額補正をお願い

しておりますが、主なものは第１項国庫負担金の内訳といたしまして、療養給付費負担金

現年度分で１億５，６４９万８，０００円を減額。老人保健拠出金負担金で１，９４５万

７，０００円の減額。介護納付金負担金３５６万７，０００円の減額。後期高齢者医療費

支給金負担金７７７万３，０００円の減額ですが、いずれも国庫補助金確定通知によるも

のでございます。第２項国庫補助金につきましては、４，６０２万５，０００円の減額補

正ですが、主なものは、財政調整交付金の減額でございます。

第５款療養給付費交付金につきましては、２，９９８万２，０００円の減額でございま

すが、支払基金からの交付決定額通知によるものでございます。

第６款前期高齢者交付金につきましては、２億５，９８１万９，０００円の増額であり

ますが、支払基金からの交付決定額通知によるものでございます。

第７款県支出金につきましては、第１項県負担金は特定健康診査等の６６６万９，００

０円の減額でございます。第２項県補助金は県財政調整支援交付金の４７４万１，０００

円の減額でございます。

第１０款繰入金につきましては、第１項他会計繰入金６，８５４万９，０００円の主な

ものは、保険税や国庫支出金の減額を補うものでございます。第２項基金繰入金３，００

０万５，０００円については今年度積み立てたものを取り崩すような形になっております。

第１１款繰越金６，０００万８，０００円の増額は、平成２０年度の繰越金でございま

す。

次に、４ページ、歳出でございますが、第１款総務費につきましては、２９８万３，

０００円の増額をお願いするものでございます。内訳といたしましては、レセプトの電子

化移行に伴う臨時職員の増と被保険者カード更新等によるものでございます。

第２款保険給付費につきましては、療養給付費等の増加により７，１７１万６，０００

円の増額をお願いするものでございます。内訳といたしましては、第１項療養諸費で６，

０４０万６，０００円をお願いするものでございます。第２項高額療養費では８２８万円

を、第４項出産育児諸費では３０３万円をそれぞれお願いするものでございます。

第３款後期高齢者支援金等につきましては、支払基金の決定通知により２，４５９万７，

０００円の増額をお願いするものでございます。

第４款前期高齢者納付金等も支払基金の決定通知により３７万９，０００円の増額をお
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願いするものでございます。

第５款老人保健拠出金も支払基金の決定通知により５，０３４万６，０００円の減額を

お願いするものでございます。

第６款介護納付金も支払基金の決定通知により１１８万８，０００円の減額をお願いす

るものでございます。

第８款保健事業費につきましては、人間ドックの受診者の増加を見込むもので、３２万

円の増額をお願いするものでございます。

第９款基金積立金につきましては、３，０００万５，０００円の増額をお願いするもの

でございます。

第１１款諸支出金につきましては、高額療養費特別支給金が主なもので、２１２万円の

増額をお願いするものでございます。

第１２款予備費につきましては、３，０４１万３，０００円の増額をお願いするもので

ございます。

以上、大変雑駁な説明ですが、議案第６５号にかかわる町長の補足説明とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６５号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６５号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２５ 議案第６６号 平成２１年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２５、議案第６６号 平成２１年度吉岡町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。
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〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第６６号 平成２１年度吉岡町農業集落排

水事業特別会計補正予算（第１号）について提案理由を申し上げます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，２６３万２，０００円を追加して、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６，７２５万９，０００円としたいものです。補

正の主なものは、バイパス工事に伴う既設管管路布設替工事です。

詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、よろしくご審議の上可決いた

だけますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） それでは、議案第６６号 平成２１年度吉岡町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号）について、町長の補足説明を申し上げます。

第１条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２６３万２，００

０円を追加いたしまして、２億６，７２５万９，０００円としたいものでございます。な

お、この金額につきましては、当初予算に対しましては１０４．９６％の増額でございま

す。

補正の主なものでございますが、歳入では繰入金といたしまして、４５３万２，０００

円、平成２０年度決算確定によりまして繰越金２万円の追加、諸収入といたしましてバイ

パス、これは西部バイパスの関係でございますけれども、バイパス工事に伴う既設の農集

の管路を移設補償費といたしまして８０８万８，０００円の収入を見込んでございます。

合わせまして歳入では１，２６３万２，０００円でございます。

次に歳出の関係につきましては、７ページの方でご説明させていただきます。２目施設

管理費といたしまして、委託料といたしまして２１１万円でございます。この関係につき

ましては、施設の移設補償業務委託といたしまして２１１万円。これはバイパス工事に伴

う管路等の移設の業務委託でございます。次に１５節の工事請負費といたしまして８０８

万円でございます。この関係につきましては、既設のバイパス工事に伴いまして管路等移

設の布設替え工事でございます。次の３目でございますけれども、建設費の主なものとい

たしましては、１３節の委託料の確定と見直しによりまして９８万６，０００円の追加を

お願いしたいというものでございます。１５節の工事請負費につきましては、処理施設工

事及び管路工事を相殺いたしまして１２７万６，０００円の追加をお願いしたいというも

のでございます。

以上、雑駁ですが、町長の補足説明とさせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。
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これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６６号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６６号は、産業建設常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２６ 議案第６７号 平成２１年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２６、議案第６７号 平成２１年度吉岡町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案を申し上げます。議案第６７号 平成２１年度吉岡町介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）の提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０３万２，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億９，１０４万６，０００

円とするものです。内容につきましては、平成２０年度決算による繰越金と過大交付金の

償還金が主な補正であります。

なお、詳細につきましては、健康福祉課長をして説明をさせますので、ご審議の上可決

いただけますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） 議案第６７号 平成２１年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、町長の補足説明を申し上げます。

今回、お願いをしております補正額につきましては、４０３万２，０００円を追加いた

しまして、当初予算比１００．５％とするものでございます。内容につきましては２ペー

ジ、第１表歳入歳出予算補正で概略を説明申し上げます。
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まず、歳入でございますが、第７款繰入金につきましては、一般会計繰入金の組みかえ

をお願いするものでございます。

８款繰越金につきましては、３７０万８，０００円の増額をお願いしておりますが、平

成２０年度決算によります国庫支出金と支払基金交付金の過大交付金の繰越金であります。

９款諸収入につきましては、２７万９，０００円の増額をお願いしておりますが、平成

２０年度介護認定審査会共同設置負担金の精算金であります。

次に３ページ、歳出でございますが、６款諸支出金につきましては、４０３万２，００

０円の増額をお願いしておりますが、内訳といたしましては、平成２０年度の過大交付に

なっております国庫負担金支払基金交付金等の償還のため、３７５万３，０００円と介護

保険認定審査会共同設置負担金の精算金を町の一般会計に繰り出します２７万９，０００

円を計上させていただきました。

大変雑駁な説明でございますが、議案第６７号にかかわる町長の補足説明にかえさせて

いただきます。よろしくお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６７号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６７号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２７ 議案第６８号 平成２１年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２７、議案第６８号 平成２１年度吉岡町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第６８号 平成２１年度吉岡町水道事業会

計補正予算（第１号）について提案理由を申し上げます。
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収益的収入及び支出においては、支出で２３６万７，０００円の追加をお願いするもの

です。主なものとしては、配水管及び給水費の減額、減価償却費及び資産減耗費の追加で

資本的収入及び支出においては、支出で１７万６，０００円の追加をお願いするものです。

主なものとしては、人件費に伴うものです。

詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、ご審議の上可決いただけます

ようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 岸上下水道課長。

〔上下水道課長 岸 幸一君発言〕

上下水道課長（岸 幸一君） それでは、議案第６８号 平成２１年度吉岡町水道事業会計補正予算

（第１号）について、町長の補足説明を申し上げます。

最初に、第２条、収益的収入及び支出についてご説明いたします。補正の予定額といた

しまして、１項営業費用２３６万７，０００円の追加をお願いするものでございます。内

容につきましては、１目配水及び給水費といたしまして、職員２名分の人件費で１５万２，

０００円の減額、２目総係費といたしまして、職員３名分の１２万５，０００円の追加、

３目といたしまして減価償却費１７６万４，０００円、これにつきましては、構築物機械

及び装置工具類備品、量水器の精査により、平成１９年度に取得したものについての減価

償却を５７万６，０００円の追加をお願いしたいというものでございます。４でございま

す。資産減耗費につきましても精査によるところで、これは主に配水管の関係でございま

すけれども、２００万円の資産減耗費として追加をお願いしたいというものでございます。

３条、資本的収入及び支出につきましては、補正額でございます１７万６，０００円、

これは主に職員１名分の人件費の追加というものでございます。

雑駁でございますけれども、町長の補足説明とさせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６８号は、産業建設常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６８号は、産業建設常任委員会に付託します。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２８ 議案第７４号 平成２１年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２８、議案第７４号 平成２１年度吉岡町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第７４号 平成２１年度吉岡町後期高齢者

医療事業特別会計補正予算（第１号）の提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９５５万

３，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３，９７７万円とす

るものです。内容につきましては、歳入ですが、平成２０年度決算により繰越金を減額す

るものであります。歳出におきましては、予備費を増額減額するものです。

なお、詳細につきましては、健康福祉課長をして説明をさせますので、ご審議の上可決

いただけますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） 議案第７４号 平成２１年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第１号）につきまして、町長の補足説明を申し上げます。

今回、お願いをしております補正につきましては、９５５万３，０００円を減額いたし

まして、当初予算比９３．６％とするものでございます。内容につきましては２ページ、

第１表歳入歳出予算補正で概略を説明申し上げます。

まず、歳入でございますが、第４款繰越金につきまして、平成２０年度決算により当初

予算１，０３３万２，０００円から９５５万３，０００円を減額し、繰越金額を７７万９，

０００円とするものでございます。

次に、３ページ、歳出でございますが、第４款予備費を同額の９５５万３，０００円

を減額するものでございます。

大変雑駁な説明でございますが、議案第７４号にかかわる町長の補足説明にかえさせて

いただきます。よろしくお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第７４号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第７４号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２９ 議案第７５号 平成２１年度まちづくり交付金事業吉岡町立明治小学校プ

ール新築工事請負契約の締結について

議 長（岩幸夫君） 日程第２９、議案第７５号 平成２１年度まちづくり交付金事業吉岡町立

明治小学校プール新築工事請負契約の締結についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第７５号 平成２１年度まちづくり交付金

事業吉岡町立明治小学校プール新築工事請負契約の締結について、提案理由を申し上げま

す。

平成２１年度まちづくり交付金事業吉岡町立明治小学校プール新築工事の請負契約をし

たいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

１、契約の目的ですが、平成２１年度まちづくり交付金事業吉岡町立明治小学校プール

新築工事であります。２、契約の方法は、条件付き一般競争入札で実施。その他契約金額、

契約の相手方等の詳細につきましては、教育委員会事務局長をして説明させますので、よ

ろしくご審議の上可決いただきますよう、お願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 森田教育委員会事務局長。

〔教育委員会事務局長 森田 潔君発言〕

教育委員会事務局長（森田 潔君） それでは、議案第７５号 平成２１年度まちづくり交付金事業

吉岡町立明治小学校プール新築工事請負契約の締結について、町長の補足説明をいたしま

す。

本件の入札につきましては、平成２１年７月２１日、吉岡町告示第１１９号により告示

し、入札執行日は８月２０日９時より、条件付き一般競争入札により予定価格を事前公表
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のもとに入札参加業者５社で入札が執行されました。参加した業者名につきましては、お

手元の資料、別紙入札執行調書のとおりでございます。ごらんください。

入札の結果につきましては、落札金額８，８４０万円で佐田建設株式会社が落札をいた

しました。これに消費税５％の４４２万円を加えた９，２８２万円で、前橋市元総社町１

丁目１番地の７、佐田建設株式会社代表取締役社長荒木徹と仮契約を締結したところでご

ざいます。お手元の資料に仮契約書を添付しておりますので、ごらんください。仮契約書

においては、契約に基づいて本契約について吉岡町議会の議決があったときは、この契約

書は、地方自治法第２３４条第５項に規定する契約書とみなし、信義に従って誠実にこれ

を履行するものとなっております。

工事の内容についてご説明を申し上げます。お手元の資料の位置図並びに計画の平面図

をごらんください。場所につきましては、明治小学校の西側の用地取得したところに計画

をしております。工事の内容につきましては、プール工ステンレス鋼板製の２５メートル

掛ける１５メートルの大プール、これは７コースでございます。水深は１メートルから１．

２メートルでございます。それから、小プール、１２メートル掛ける５メートル、水深が

０．７メートルから０．７５メートルの小プールを１基建設する予定でございます。その

ほか管理棟工、これは鉄筋コンクリート構造の１２３平方メートルの管理棟でございます

が、この中には機械室、更衣室、シャワー、トイレ、管理室、倉庫等を計画しております。

それから屋外階段工一式、機械設備工一式、電気設備工一式、その他外構工事一式となっ

ております。工期につきましては、議決の日から平成２２年３月１０日を予定しておりま

す。

以上、大変雑駁な説明でありますが、町長の補足説明といたします。よろしくお願いを

いたします。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第７５号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第７５号は、文教厚生常任委員会に付託します。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３０ 議案第７７号 平成２１年度吉岡町老人保健事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（岩幸夫君） 日程第３０、議案第７７号 平成２１年度吉岡町老人保健事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。議案第７７号 平成２１年度吉岡町老人保健事

業特別会計補正予算（第１号）の提案理由の説明を申し上げます。

歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５００万

円を減額し、歳入歳出予算の総額を１２４万６，０００円とするものであります。

内容につきましては、歳入ですが、平成２０年度決算により繰越金がありませんでした

ので、当初予算の繰越金５００万円を減額するものであります。歳出ですが、諸支出金等

を同額減額するものであります。

なお、詳細につきましては健康福祉課長をして説明させますので、ご審議の上可決いた

だきますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） 議案第７７号 平成２１年度吉岡町老人保健事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、町長の補足説明を申し上げます。

今回、お願いしております補正額につきましては、歳入歳出予算総額から５００万円を

減額いたしまして、当初予算比１９．９％とするものでございます。内容につきましては、

２ページ、第１表、歳入歳出予算補正で概略を説明申し上げます。

まず、歳入でございますが、第５款繰越金につきましては、平成２０年度決算により当

初予算５００万円を全額減額し、繰越金額をゼロとするものでございます。

次に、３ページ、歳出ですが、第２款医療諸費６７万２，０００円を減額し、第３款諸

支出金を４３２万８，０００円を合わせて５００万円を減額するものでございます。

大変雑駁な説明ですが、議案第７７号にかかわる町長の補足説明にかえさせていただき

ます。よろしくお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第７７号は、文教厚生常任委員会に付託したいと思

います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第７７号は、文教厚生常任委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３１ 同意第２号 吉岡町教育委員会委員の任命について

議 長（岩幸夫君） 日程第３１、同意第２号 吉岡町教育委員会委員の任命についてを議題と

します。

提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 同意第２号 吉岡町教育委員会委員の任命について、同意をお願いするも

のでございます。

教育委員会の委員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、規定によって５人の

委員で組織されております。今回、瀬下忠夫氏が９月３０日をもって任期が満了となるた

め、後任に井久美子氏を選任したいので、ご同意をお願いするものでございます。

同氏は吉岡町大字大久保甲１０７９番地、生年月日は昭和３２年７月１７日生まれ５２

歳であります。人格、見識ともに申し分ない方でございます。よろしくご審議の上同意い

ただきますようお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております同意第２号につきましては、吉岡町会議規則第３７条第

２項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認め、そのとおり決します。
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これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

１２番宿谷議員。

〔１２番 宿谷 忍君発言〕

１ ２ 番（宿谷 忍君） 町長より同意第２号 吉岡町教育委員会委員に井久美子さんを任命した

いとの提案に対しまして、賛成の立場から討論させていただきます。

町長の説明と重複する部分がありますけれども、住所は、吉岡町大字大久保甲１０７９

番地、昭和３２年７月１７日生まれの５２歳であります。富士見村の田島、関口家の長女

として生まれ、富士見村原小学校、富士見村中学校を卒業、昭和５１年３月前橋市立女子

高等学校を卒業されました。同年の４月、群馬県経済連に入会し電算室に勤務されており

ましたが、この間結婚され昭和５４年６月出産のために退職をされました。子供２人を養

育されたのであります。昭和５９年からは通販のフレンドリー株式会社に入社、現在はパ

ートで勤務しております。

久美子さんは地域の子供育成会などには積極的に参加し、平成９年度は吉岡中学校ＰＴ

Ａ副会長として活躍されました。教育に対する理解、認識も深く、教育委員として最適任

であると思います。ここに議員皆様方のご賛同を心からお願い申し上げまして、討論とい

たします。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより、同意第２号の採決に入ります。

お諮りします。

本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、同意２号は原案のとおり同意することに決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３２ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

議 長（岩幸夫君） 日程第３２、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とし

ます。

提案説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕
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町 長（石関 昭君） 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてご説明申し上げます。

下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求めます。氏名

は、小林明久様、住所は、群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保９２８番地２、生年月日は、

昭和１９年１１月３日生まれでございます。もう一方は、杉山良三様、住所は、群馬県北

群馬郡吉岡町大字上野田３４８０番地３、生年月日は、昭和１８年２月１０日生まれでご

ざいます。以上、２名の方は、１期の任期満了に伴い、再度推薦をするものであります。

もう一方、石井洋子様、住所は、群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保５３番地３、生年月

日は、昭和２３年３月１０日生まれでございます。石井様におかれましては、吉岡町の人

権擁護委員の定数が５名から６名、１名増員になりますので、推薦をするものでございま

す。よろしくお願いを申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 提案説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております諮問第１号につきましては、吉岡町議会会議規則第３７

条第２項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございません

か。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認め、これより討論に入ります。

討論ありませんか。

１５番南雲議員。

〔１５番 南雲吉雄君発言〕

１ ５ 番（南雲吉雄君） 先ほど石関町長から人権擁護委員の任期満了に伴い、２名の方が再任をさ

れました。ただいま町長から話がありましたように、５名から今回６名に、１名増員とな

り、私は地元から石井洋子さんが推薦を受けましたので、賛成の立場から討論を行います。

石井洋子さんの住所は、群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保５３番地３、生年月日は、昭

和２３年３月１０日生まれであります。経歴は、昭和４１年３月県立渋川高等学校を卒業、

同年４月群馬県交通安全協会連合会に就職、昭和４４年９月群馬県交通安全協会連合会を

退職、同年９月に群馬県警察事務職に採用されました。平成２０年３月定年退職をされま

した。平成２１年４月母子保健推進委員として、現在活躍をされております。

家庭においては、昭和４６年群馬県警察事務職をされていた石井敏夫さんと結婚、１男
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１女を授かり、子供達は既に独立をされておると聞きます。現在は９０歳になる両親と生

活をされている、ともに健在で父親は毎日田畑の見回りをし、母親は隣近所の人たちと週

１回行われる筋肉トレーニングに参加、保健センターまで歩くのが楽しみのようです。

洋子さんは家庭環境にも恵まれているとともに、長年警察事務職として培われた職業柄、

人との接し方もうまく、人権擁護委員という仕事は最適任者であると思います。

議員皆様方の賛同をいただきますよう、お願いし賛成討論といたします。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） なしと認め、討論を終結します。

これより、諮問第１号の採決に入ります。

本諮問では３名についての議会の意見を求めております。

１名ずつ採決します。

お諮りします。

諮問のとおり、小林明久氏とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、小林明久氏を人権擁護委員候補者として答申することに決定しました。

議 長（岩幸夫君） 諮問のとおり、杉山良三氏とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、杉山良三氏を人権擁護委員候補者として答申することに決定しました。

議 長（岩幸夫君） 諮問のとおり、石井洋子さんとすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、石井洋子さんを人権擁護委員候補者として答申することに決定しました。

諮問第１号は、原案のとおり３名を人権擁護委員候補者として答申することに決定しま

した。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３３ 議長報告 請願・陳情の委員会付託について

議 長（岩幸夫君） 日程第３３、議長報告を行います。

ただいま、請願１件、陳情４件を受理しています。

ここで、時間が迫っておりますので、７時までということですが、１０分ほど延長して、

７時１０分まで延長したいと思います。よろしくお願いいたします。
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請願第１号 義務教育費国庫負担制度の国負担率２分の１復元と教育予算の拡充を求め

る意見書の採択に関する請願書について、紹介議員である齋木議員より趣旨説明を求めま

す。

９番齋木議員。

〔９番 齋木輝彦君発言〕

９ 番（齋木輝彦君） この請願第１号につきましては、毎年出されているものですが、提案は朗

読をもってかえさせていただきます。

２００９年８月２８日、吉岡町議会議長岩・幸夫様、請願者住所群馬県渋川市石原町１

６２９－１、氏名群馬県教職員組合北群馬支部長望月栄一、紹介議員齋木輝彦、義務教育

費国庫負担制度の国負担率２分の１復元と教育予算の拡充を求める意見書の採択に関する

請願書でございます。

要旨、義務教育費国庫負担制度の負担率２分の１復元と教育予算の拡充に関する意見書

を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣あてに提

出したいものであります。

理由、子供たちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要

なことです。現在の社会経済不安の中で、貧困と格差は世代間に引き継がれている状況が

あり、経済的な理由から高校生の中途退学者もふえています。日本の子供に関する公的支

出は、先進国最低レベルとなっており、諸外国並みに家計基盤の弱い家庭への子供に係る

給付拡充などの施策の実施が必要です。また、家庭の所得の違いによって子供たちの教育

や進路に影響が出ないための就学援助・奨学金制度の抜本的拡充など、公教育の基盤充実

が不可欠です。

しかしながら、義務教育費国庫負担金の負担割合が２分の１から３分の１に縮小された

ことや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体において教育予算

の確保が困難となっており、少人数教育の推進、学校施設、旅費・教材費、就学援助・奨

学金制度など広がる教育条件の自治体間格差の是正が急務です。

また、「子供と向き合う時間の確保」のための施策と文科省による「勤務実態調査」で

現れた極めて厳しい教職員の勤務実態の改善が喫緊課題となっています。

自治体の財政力や保護者の所得の違いによって、子供たちが受ける「教育水準」に格差

があってはなりません。

教育予算を国全体として、しっかりと確保・充実させる必要があることから、次の事項

の実現について、地方自治法第９９条の規定に基づき、国の関係機関へ意見書を提出して

いただきますよう要請いたします。

記、１、教育の自治体間格差を生じさせないために、義務教育費国庫負担制度について、
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国負担率を２分の１に復元することを含め制度を堅持すること。２、学校施設整備費、教

材費、図書費、旅費、学校・通学路の安全対策など、教育予算の充実のため、地方交付税

を含む国の予算を拡充すること。

以上です。

議 長（岩幸夫君） 紹介議員の趣旨説明が終わりました。

請願第１号は、文教厚生常任委員会へ付託いたします。

陳情第２号 核も戦争もない平和な２１世紀を築くための２００９年非核平和行進要請

書については、総務常任委員会へ付託します。

陳情第３号 ＪＲ上越線に吉岡駅「仮称」設置構想実現に向けての陳情書については、

総務常任委員会へ付託します。

陳情第４号 地区要望については、産業建設常任委員会へ付託いたします。

陳情第５号 駒寄ＰＡに大型車まで乗り入れのできるＥＴＣ専用インターチェンジの早

期実現に向けての陳情書を議題とします。

お諮りします。

ただいま議題となっております陳情第５号は、インター及び周辺整備推進特別委員会に

付託したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、陳情第５号は、インター及び周辺整備推進特別委員会に付託します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

散 会

議 長（岩幸夫君） 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。

これより休会に入ります。休会中は決算審査等の付託案件を審議していただくわけです

が、健康管理には十分留意され、適正な判断をお願いいたしまして散会といたします。

ご苦労さまでした。

午後６時５６分散会
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平成２１年第３回吉岡町議会定例会会議録第２号

平成２１年９月１１日（金曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第２号

平成２１年９月１１日（金曜日）午前９時開議

日程第 １ 一般質問（別紙一般質問表による）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ



124

出席議員（１５人）

１番 坂 田 一 広 君 ２番 小 池 春 雄 君

３番 岸 祐 次 君 ４番 長 光 子 君

５番 近 藤 保 君 ６番 田 中 俊 之 君

７番 小 林 一 喜 君 ８番 神 宮 隆 君

９番 齋 木 輝 彦 君 １１番 福 田 敏 夫 君

１２番 宿 谷 忍 君 １３番 栗 原 近 儀 君

１４番 栗 田 政 行 君 １５番 南 雲 吉 雄 君

１６番 岩  幸 夫 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 石 関 昭 君 副 町 長 堤 壽 登 君

教 育 長 佐 藤 武 男 君 総 務 政 策 課 長 大 沢 清 君

財 務 課 長 堤 辰 巳 君 町 民 生 活 課 長 斉 木 静 夫 君

健 康 福 祉 課 長 大 友 幾 男 君 産 業 建 設 課 長 栗 田 一 俊 君

会 計 課 長 高 橋 和 雄 君 上 下 水 道 課 長 岸 幸 一 君

教育委員会事務局長 森 田 潔 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

事 務 局 長 樺 澤 秋 信 主 任 廣 橋 美 和
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開 議

午前９時開議

議 長（岩幸夫君） 皆さん、おはようございます。去る２日、開会されました平成２１年第３

回吉岡町議会定例会が本日再開されました。

ただいまの出席議員は１５名で、定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

議事日程第２号により会議を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 一般質問

議 長（岩幸夫君） 日程第１、一般質問を行います。

８番神宮 隆議員を指名します。

〔８番 神宮 隆君登壇〕

８ 番（神宮 隆君） ８番神宮です。通告に基づきまして一般質問を行います。お伺いしたいこ

とが大変多いので、答弁の方については簡明にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。

それでは、新設の道の駅「よしおか温泉」のオープンに向けてをお伺いいたします。

新設の道の駅「よしおか温泉」は、平成２２年、来年の４月、前橋渋川バイパス（国道

１７号）の開通に合わせ、オープンに向けて設置工事が進められています。また、道の駅

の開設に合わせ、プール廃止に伴うよしおか温泉リバートピアの温泉施設の大規模のリニ

ューアル工事も行われております。オープンまであと半年となっております。

道の駅「よしおか温泉」は、平成１８年第４次吉岡町総合計画の主要プロジェクトとし

て、まちづくり交付金事業の基幹産業として計画されました。平成１９年には、町長のロ

ーカルマニフェストにもこの道の駅の設置が掲げられ、同年８月、道の駅整備検討委員会

及び道の駅検討部会が設立され、ことし、道の駅オープン実行委員会も組織されておりま

す。これまで多くの委員会、部会、代表者会議などを経て今日に至っております。昨年８

月中旬には、プロポーザル方式で設計業者、東京のプランツアソシエイツに決まり、こと

し夏には工事の基本計画が完了しました。

道の駅は、本来、道路利用者の休憩とその地域の伝統や文化の紹介など、情報の発信源

となる施設であります。道の駅「よしおか温泉」は、本来の目的に合わせ、町で栽培され

る農産物や加工品の販売をする物産館を併設し、道路利用者以外の人たちの利用も考慮し、

温泉旨や各種ゴルフ場のクラブハウスなどの既存建物や施設とバランスを考えて計画され

ております。コンセプトは、用途や年代の異なる建物群が、正面からも、バイパス側から

も、一つの風景をつくるよう 段状のステージと建物の上部に建物をつなぐルーフを設け
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ることとしております。吉岡町の東の玄関口にふさわしい町のランドマークの道の駅にな

ることを町民も期待しております。

道の駅「よしおか温泉」の新設工事、用地買収など、総工事予算総額３億６，０００万

円、うち、新設工事予算２億円、そのほか、よしおか温泉リバートピアの温泉施設改修工

事予算約２億３，０００万円が充てられることになっている大事業であります。しかし、

後発の道の駅の新設は、プール廃止に伴う吉岡温泉リバートピアの大規模なリニューアル

工事で、さらに活性化も期待され、設置運営の失敗は許されない事業であります。この道

の駅の設置、町長の設置、管理、運営について、取り組み姿勢の要点についてまずお伺い

いたします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 皆さん、おはようございます。

本日は、５人の議員さんより質問を受けるわけですけれども、精いっぱいの答弁をさせ

ていただきます。

それでは、神宮議員さんの質問に対しまして答弁をさせていただきます。

新設の道の駅「よしおか温泉」のオープンに向けて、町長の設置、管理、運営について、

取り組み姿勢の要点はとのご質問でございますが、道の駅「よしおか温泉」は、平成２２

年４月、前橋渋川バイパス開通に合わせてオープンする予定でもあります。

ご承知のとおり、８月には工事を発注いたしまして、現在工事が進められているところ

でございますが、運営方法につきましては、道の駅「よしおか温泉」は、公設民営の方針

を進めております。今後、道の駅「よしおか温泉」は、吉岡町民にとって安らぎのある場

所としての設置、管理に関する条例も制定していく予定でもありますが、開設する物産館

につきましては、昨年１２月に、道の駅「よしおか温泉」出荷組合を設立いたしたところ

でもありますが、今後、協定書を取り交わし、運営をしていただく方針を進めているとこ

ろでもあります。

また、リバートピア吉岡につきましては、指定管理者でもあります株式会社吉岡町振興

公社とプール跡地の有効活用について、収支を考え、ただいま協議を進めているところで

もあります。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 本年８月、道の駅「よしおか温泉」の新設工事は、工事費１億４，７００

万円で、請負企業が渋川市の津久井工務店、吉岡町の飯塚組の企業体に決まりました。工

期は平成２２年３月１５日までになっておりますけれども、あと６カ月ということで、施
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設の解体、物産館の新設、こういうことで、終了検査なども含めると思いますけれども、

この辺で間に合うのかどうか。業者に工事を急がせるというようなことにはなっていない

のか、この辺のところをお伺いしたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 道の駅「よしおか温泉」新設工事の工事内容と費用配分ということでござ

いますが、工事内容別につきましては、物産館棟、そしてまた、野外棟などでございます

が、その費用配分等の詳細については、担当課長より補足答弁をさせます。

また、道の駅設置工事費２億円という計画で今年度当初予算１億７，１７０万６，００

０円が計上されているが、残りは何に充てるか。そして、昨年８月の道の駅設置計画での

工事費、用地費、設計委託費の全体事業費は総額３億６，０００万円であったが、現状で

はどうか。さらに、工事期間中のよしおか温泉リバートピア及びゴルフ場の営業、駐車場

の対応、物産館の建設に町有林の使用の可否の検討、足湯についての検討ということであ

りますが、これにつきましては、計画に基づき検討を重ねながら進んでいるところでも認

識しておるところでございます。

詳細につきましては、それぞれの担当課長より補足説明させますので、よろしくお願い

申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 詳細は、担当課長さんからお伺いしたいと思います。

ただ、さっき質問したのは、終了検査などについてその期間も必要なので、この工事が

６カ月で間に合うのか、業者に急がせておろそかな工事になりはしないかと、その辺が心

配でちょっとお伺いしてみたわけでございます。あとの細かい部分については、この問題

と、それから、先ほど町長の答弁にありましたとおり、工事費１億４，７００万円、これ

について、物産館、トイレ、観光センターの建設というようなことで説明を受けておりま

すけれども、この配分はどのようになっているのか。工事内容の配分。それと、今年度当

初予算では１億７，１７０万６，０００円が計上されている。残りが２，５００万円近く

あるわけですけれども、その残りの部分は何に充てるのか。あとは総工費３億６，０００

万円、これについても設置工事費と、それから設計委託、既存施設の撤去など、それから

用地買収があるわけですけれども、こういう点について。またあわせて、１期工事と２期

工事に分かれていますけれども、２期工事分が５，０００万円あるわけです。そういう予

定で組まれておりますけれども、どのような工事で、どんな、いつごろからこの２期工事

をやられるのか。ちょっと質問内容が多くなっておりますけれども、その辺のところをご
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教示いただきたいと思います。

以上です。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、先ほどの町長答弁に対しまして、担当課長としまして補足

答弁の方をさせていただきます。

まず、工期、３月１５日であと６カ月、大丈夫なのかというご質問でございますが、こ

れにつきましては、当初計画で３月１５日ということで粛々と進めておるわけでございま

す。そして、それによって工事が雑にならないかとか、そういった懸念でございますが、

これはしっかりと監督をして、月例、そして週例と打ち合わせをしながら今逐次進めさせ

ていただいているところであります。

続きまして、まず、道の駅「よしおか温泉」新設工事の工事内容についてということで

ございますが、主な建物としましては、物産館、屋外トイレ棟などでございます。その他、

クラブハウスを一部改修しまして、観光情報センターの設置、倉庫棟などでございます。

そして、これらの建物に関する電気設備工事あるいは機械設備工事でございます。これら

は一括して発注しておりますので、それぞれの内容ごとの配分は幾らかという、その配分

について難しい面もございますが、建築物関係の工事費、電気設備工事費、機械設備工事

費と、もし３種類に分けて配分するのであれば、建築物工事費につきましては約６１％を

占めております。電気設備に関しては１２％を占めております。機械設備に関しましては

約２６％となってございます。

続いて、それでは残りの部分は何に充てるのかということでございますが、主に北側に

計画しております臨時駐車場の整備と、北と南を結びます連絡道路の整備を主に予定して

ございます。

また、全体事業費に対しての現状ということでございますが、予算に基づき実施してお

るわけですが、用地買収費、設置工事費など、内容ごとには、予定していた予算に対して

は、多少の増減は今のところございます。ただ、概算総額３億６，０００万円の中にはお

さまっておるものと認識しておるところでございます。

ただし、総額の３億６，０００万円につきましては、あくまでも概算でございますので、

実際の総事業費に幾ら要するのか。また、個々には幾ら要して、実際の総事業費、幾ら要

するのかは今後逐次まとめていきたいと考えておるところでございます。

続きまして、物産館の建設に町有林の使用の可否検討につきまして、平成２０年度美し

い森林づくり基盤整備交付金事業で間伐いたしました……（「まだ質問していないんです

けれども」の声あり）失礼しました。
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議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） その工事費の内容ですけれども、既存の駐車場の借り上げ地、これの買収

がかなりの費用を占めるというようなことで伺っておりますけれども、この駐車場の用地

買収、３，３１３平米、これは既存の今借りているところだと思うんです。この辺のとこ

ろの用地の買収は済んだのでしょうか。この辺いかがでしょうか。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 用地の買収ということでございますが、３筆ございます。１筆につき

ましては、一応地権者の意向によりまして、賃貸となっております。そして、２筆につい

て買収、今後していくわけなんですが、税務協議等を進めまして、今逐次交渉中でござい

ます。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） わかりました。まだこれは進行中ということですね。

それから、新しくできる物産館についてお伺いします。当初の計画では６０坪、２００

平米の建設と説明を受けておりましたけれども、今回の過日だと、６９坪に拡大されたと

いうことで説明を受けました。この辺の拡大した理由については何かございますか。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 当初６０坪の予定が６９坪になったということでございますが、これ

につきましては、その後、またさらに物産館につきましては、出荷組合との検討を重ねま

して、その辺、９坪ほどふえたのかなと、こう認識しておるところでございます。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 広くなることは大変いろいろなあれでいいと思いますけれども、最初ずっ

と６０坪できておりましたものが９坪大きくなったということで、後の使い勝手がよくな

るんじゃないかなと期待しております。

それから、工事期間中のよしおか温泉リバートピアと、それからゴルフ場のクラブハウ

スの営業、これは温泉が休みになるというようなことで聞いておりますけれども、クラブ

ハウスの方の営業、それから駐車場などの対応は、工事が始まると駐車場はかなり狭まる

と思いますけれども、この辺のところの対応はどのような考えでおられますか、お伺いし

ます。
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議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） 工事期間中のよしおか温泉リバートピア及びゴルフ場の営業、駐車場の対

応についてでございますけれども、工事請負業者も決まり、工事の工程と照らし合わせて

調整してきたところでございますが、話し合いの結果、安全管理上などから、１０月１５

日から１２月１９日まで、リバートピア吉岡の休館をお願いし、またゴルフ場のクラブハ

ウスにつきましては、仮設事務所、休憩所等で対応を予定し、営業する予定でございます。

工事期間中の駐車場利用につきましては、温泉利用者の方々に大変ご不便をおかけいたし

ますけれども、既設駐車場の一部と天神東公園駐車場をご利用いただき、温泉の営業再開

後の駐車場はＪＡライスセンターの南方の田んぼを臨時駐車場として、またゴルフ場のお

客様にもご不便をおかけしますけれども、パークゴルフ場西側の舗装部分を当面利用して

いただきたいと考えております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 駐車場、ライスセンターの南側ということで今お話があったんですけれど

も、ライスセンターの北側ではないんですか。南側に新たに臨時駐車場を借りるというこ

とでございますか。

それから、ゴルフのクラブハウスについて、仮設の場所、これちょっとよくわからなか

ったんですけれども、この点についてご説明お願いします。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） 駐車場につきましては、新たに借りるのかということでございますが、ラ

イスセンターの北側につきましては計画しておりますけれども、そのほかに、工事中足り

なくなるということで、ライスセンターの南、１枚あいていたと思いますが、借りる予定

でございます。

それと、ゴルフ場関係につきましては、仮設事務所で営業したいと思っておりますけれ

ども、今のクラブハウスの東にカート置き場があるんですけれども、カート置き場の北に

事務所、南に休憩所を設置したいというようなことで考えています。

以上です。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） わかりました。ぜひ、休業、その他町民もいろいろ期待して利用している
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のですから、最小限度にとどめて、よく町民の便宜を図ってやるようお願いしたいと思い

ます。

それから、先ほど、町有林の関係について、木材の使用について、物産館を建設するに

当たりまして、町有林、これが５０年を経過して大分育っているということ。それから、

高崎市にあります榛名興産市町村組合、この建築用材、杉、ヒノキが立派に育っている。

これら町有林の木材を利用して、物産館等について、本当にこれは町有林の木材を使って

いる物産館であるというような特色ある物産館の建設、こういうことはできないかという

ことで、昨年、議会で、一般質問で町長にお伺いして、使用するところがあるとすればで

きるだけ使用したいということを回答いただきましたけれども、この辺のところについて、

使用できるか、できないか。使うとすればどんなところに使えるかということが一つ。

それから、もう一つ、足湯をつくることになっております。温泉のところですから、足

湯というのは来訪者に大変休憩と安らぎを与えるというため必要と考えられますけれども、

２カ所設置するという考えできておると思いますけれども、設置後の維持管理、ランニン

グコスト、こういうものを考えると、１カ所を充実した方がいいのではないかというふう

に、私は前からいろいろご検討をお願いしているわけですけれども、この計画している足

湯について、２カ所、１カ所でもいいんですけれども、広さだとか構造、使用可能人員、

建設費用、こういうものについて教示願いたいと思います。

以上です。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 先ほどは大変失礼いたしました。

それでは、物産館の建設に伴う町有林の使用の可否検討につきましてどうかというご質

問でございます。平成２０年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業で間伐いたしました

町有林の杉でございますが、渋川広域森林組合の協力を得まして加工しておりまして、そ

れを使用すべく準備してございます。また、使用箇所でございますが、道の駅につきまし

ては、クラブハウス内の道の駅の案内所に使用する予定でございます。また、リバートピ

アよしおかのレストランの内壁にも一部使用するということを聞いてございます。

次に、足湯は２カ所必要かということでございますが、その設置費及び設置後の維持管

理費を考えますと、１カ所にして、その分充実を図った方がよいのではという、そういっ

た神宮議員のご指摘は建設コストの縮減からも理解するものでございます。しかし、足湯

施設は２カ所設置する計画でございまして、１カ所につきましては、屋根つきの落ち着い

た休憩スペースとして、そしてもう１カ所は、子供たちが遊べるようなスペースとして計

画してございます。また、２カ所の足湯からは利根川河川敷の、そして物産館のにぎわい
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というように、二つの異なる風景を楽しむこともできる施設になると期待しておるところ

でございます。

最後に、道の駅物産館から既存の温泉施設の間の通路を挟みまして２カ所設置すること

で、両者の連続性を維持できるものと考えております。そこににぎわいが生じることによ

って、お互いの施設が、物産館、そして温泉施設が相乗効果を生み出すものと期待してお

るところでございます。

さらに、足湯等の規模ということでございますが、足湯には幾らぐらいかかるのかと、

まずご質問に対しまして、これも一括して発注しておりますので、個々に幾らぐらいとい

うちょっと詳しい数字は出せないんですが、足湯の広さにつきましては、２カ所というこ

とで、一つにつきましては９平米、そしてもう一つにつきましては８平米、ほぼ同じぐら

いの規模でございます。構造につきましては、コンクリート製で、外壁に、仕上げに自然

石を使う予定でございます。また、使用可能人員に関しましては、約７人程度が同時に座

れる空間を計画してございます。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 町有林については、大変、利用を検討されておりまして、特色ある建物が

できるのではないかと。レストランというようなことと、それからクラブハウスというこ

とで。ただ、足湯について、計画では８００万円ぐらい計上されておると思いますけれど

も、屋根をつけてということで。たしか、緑地公園の眺める場所については大変適当な場

所とも思われますけれども、レストラン側、これは一体的なあれで、２カ所でそういう一

体性を持たせるというようなことなんですけれども、ルーフで接続されるんですから、温

泉の方との一体感は出てくるんじゃないかと思います。そちらの方について、車両通行路

のところへ１カ所つくっても、冬は寒くて大変というような感じがするんですけれども。

広くして１カ所を充実した方が、またその管理というのも多分振興公社の方でやるんじゃ

ないかと思いますけれども、この辺も大変気になるところであります。契約したというこ

とですから、そういう点も配慮して設置していただきたいと思います。

それから、次に、道の駅について、防災総合利用の基本協定を大澤知事は、道の駅の協

議会、これは藤岡の新井市長が会長なんですけれども、昨年の１１月に防災総合利用の基

本協定を締結した。災害時に避難場所や救助物資の物流拠点化を進めていると。協定は、

道の駅が防災に利用されるのは県対策本部が設置されている大規模災害で、利用方法は、

避難施設、臨時入浴、炊き出し、それから救助物資の提供や保管、現地対策本部などの活

動拠点、道路や被災害情報の発信、広域避難時の中継や休憩などに想定されていると。
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道の駅は、幹線道路に設置されるケースが多くて、広い駐車スペースがあり、トイレな

どを備えていることから、防災拠点としての利用に適していると判断されているというこ

とで、現在、今県内１５市町村、１９カ所ということで大分設置がふえて、また３カ所が

これから設置するということです。また、今回の道の駅のところはサイクリングロードと

しても県の方で計画している。サイクリングロードの道の駅、こういうことで、補助対象

は、物産館の補助対象ということは聞いております。駐車場の取得や情報センター、トイ

レの設置、こういう国または県、そういうような防災施設としての期待を持っているもの

ですから、この辺のところを国、県にもっと補助金の要望をしていってはどうかというこ

とを考えます。

さきに、２００４年に中越地震がありましたけれども、みんな当初車の中で寝泊まりし

ていて体調を崩す人が大変多かったと。しかし、道の駅を利用して大変それで救われたと

いうような話も聞いております。万が一、町としてもそういうふうな事態があれば、大規

模災害時に活用できるのではないかと思います。

こういうことも含めまして、補助金の現在の種別と額、それに対して今後の国、県に強

く要望していけるかどうか、その辺のところについてお伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） それでは、答弁させていただきます。

昨年、県が道の駅を災害発生時の対応拠点とすることなどを目的とした防災総合利用に

関する基本協定を締結したことに伴い、本町でも災害時の避難場所や物資の拠点化や大規

模災害時の活用はできないかとの質問にお答えします。

まず、県が締結した道の駅に関する協定書の目的は、災害基本法に基づく県及び市町村

の地域防災計画に定める災害応急対策、または武力攻撃事態等における国民保護法に基づ

く県及び市町村の国民の保護に関する計画に定める国民の保護のための設置、もしくは緊

急対策保護設置を適正かつ円滑に行うため必要な事項について定めるものでもあります。

つまり、道の駅が防災利用されるのは、県対策本部が設置される大規模災害や国民保護法

に基づく武力攻撃災害が対象となるものでもあります。現在、県内に道の駅は１９カ所登

録されておりますが、この協定書は、県と県道の駅協議会委員である１５の市町村長が

個々に取り交わしている状況でもあります。

本町での大災害の発生時においての対策は、吉岡町地域防災計画に沿って、ことし３月

２６日に新規に調印した災害時における応急物資提供等に関する協定書を株式会社カイン

ズ、株式会社ベイシアの２社とも締結しました。この他の協定では、物資提供に関する協

定書を三国コカ・コーラボトリング株式会社として、災害時農地の使用及び食料等の調達
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に関する協定書を吉岡町認定農業者連絡協議会と締結することなど、これまで緊急時の対

策を講じております。

大規模災害時においては、迅速かつ的確な応急対策等の実施が必要不可欠であり、今後、

道の駅設置に伴い、県との基本協定書の締結や町の防災拠点施設としての有効利用を含め

て前向きに検討していきたいと考えております。

なお、よしおか温泉、現計画に当たりまして、設置工事その他、どのような補助金が利

用できるのかということでございますが、補助金の詳細につきましては、担当課長より補

足答弁をさせます。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 町長の答弁にもございましたが、道の駅、そして併設いたします物産

館を設置するに当たりまして、どのような補助金が使えるのかということにつきましてで

すが、県などにも問い合わせをいたし検討してきた経緯がございます。

その結果、現在の補助金でございますが、物産館につきましては、補助事業名といたし

まして、強い農業づくり交付金事業、これは国庫補助でございます。補助率は５０％でご

ざいまして、補助金２，０００万円を予定しております。また、道の駅の情報センターの

設置に関してでございますが、千客万来支援事業という事業を利用させていただいており

ます。これは県費補助でございまして、補助率は５０％でございます。補助金５００万円

を予定してございます。その他、トイレ棟、倉庫棟、ほかの建築物があるわけなんですけ

れども、その設置に対象となりますような補助事業を検討したところでございますが、該

当する補助事業はなく、今日に至っております。また、今後サイクリング道路の道の駅の

計画もございますが、トイレ棟などのほかの施設を補助対象とすることは県と協議をした

ところ補助対象となる事業はございませんでした。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆発言〕

８ 番（神宮 隆君） 今回のよしおかの道の駅は、国道１７号、国道に沿って一番その拠点にあ

るわけでありますから、いざ、そういうような特別の大災害があれば非常に活用される、

国、県でも活用する場所ということではないかと思います。そういうようなことで、地域

のためもありますけれども、そういうような場合にも活用できるということですから、で

きるだけ町の財政支出を少なく抑えて、国、県に強く要望していって、できるだけ町有施

設を少なくしていただきたいというふうに思います。

それから、次に、お伺いします。
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道の駅のオープンまであと半年ですけれども、この道の駅に出店する、入る正会員、準

会員、正会員は町内ということで一定の額の入会金が必要なものなんですけれども、準会

員というのは、町外者、町内でもそういう出資金を出さない人が準会員になるわけですけ

れども。今現在、これが一番大切だと思うんですけれども、参加会員、現在どのくらいお

られるのか。正・準会員別、また地域別、大まかで結構ですから、業種別、この辺のとこ

ろについてはどのようになっているか、ご回答いただきたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 道の駅吉岡温泉に開設する物産館に参加する総会員数は１５５名と伺って

おります。しかしながら、物産館の運営につきましては、先ほど答弁させていただきまし

たが、昨年１２月に道の駅よしおか温泉出荷組合が設立して、今後の運営にゆだねるとこ

ろでもあります。したがいまして、会員の構成、業種等、また販売手数料、町が求めるも

のではないというようにも認識しております。ただいま会員１５０名のうち、出荷組合を

設立したわけなんですけれども、今のところ私の方に入っておりますのは１５５名という

ことで、どういった人がやっているのかというようなことは今のところわかっておりませ

ん。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆発言〕

８ 番（神宮 隆君） 昨年、議会でもお伺いしたんですけれども、正会員１００名、準会員２０

０名を目標にして募集しているということなんですけれども、現在１５５名。これはやは

り出荷組合に任せるのではなくて、当初の設立については、やっぱりしっかり出荷組合の

方をよく指導していかないと出発から失敗するという可能性もあります。この辺のところ

をどのように。かなり格差があるような感じがいたします。また、特に、町内はもちろん

ですけれども、町外の隣接している渋川、榛東、こういうあれの出荷者が大変少ないとい

うような、お伺いをしたら少ないようなことの回答がありましたけれども、この辺のとこ

ろもいかがでしょうか。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 町内で今、総会員数は１５５名ということなんですけれども、町といたし

ましては、物産館を建設するに当たっては町が責任持って建設すると。その内容につきま

しては、出荷組合が設立しておりますので、その中で物事をやっていただきたいというの

が趣旨でございます。そういったことにおきまして、今言った、町がそこに関与してやっ

ていくというようなことは考えておりません。そういったことで、出荷組合が中心となり



136

まして物産館の中の内容につきましては考えていただきたいというようにも思っておりま

す。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 出荷組合の方もやはり立ち上げ時期で大分意欲に温度差があるというよう

なことを聞いております。町におぶさってしまって自主性が大分まだ出てきていないとい

うようなことをお伺いしておりますので、そういうことでいくと、また将来のあれで町税

をつぎ込むというようなことになる心配があるので、そういう点をよくチェックしていた

だきたいと思います。

それから、販売手数料が、正会員が販売価格の１５％、準会員が２０％、町外者が２

５％、業者が３０％、保冷庫、冷蔵庫の利用者が５％加算というようなことで伺っている

んですけれども、ほかの道の駅から比べると販売手数料は全般的に、特に正会員の販売手

数料が高いというような感じがいたします。実質的には出荷組合が決めるんでしょうけれ

ども、こういうようなところで、やっぱり参加者が少なくなるのではないかというふうに

考えられるんですけれども、その点いかがでしょうか。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 先ほども申し上げているとおり、また議員さんも言っているとおり、中の

内容につきましては組合の方に全部任せてあるというようなことでおります。今言った１

５％が高いか、また２０％が安いか、そういったことは全体を出荷組合にお任せをしてい

るということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 出荷組合の関係ですけれども、負担金が５００万円予算計上になっていま

すけれども、出荷組合の５００万円の負担は可能であるかどうかということで。また、そ

の出されたものについての支出はどのようなところに使うのか。また、町の方の考えとし

ては、採算のとれる売り上げ予定、この辺のところはどんなところに置いているのか、何

億円ぐらいになるのか。

それから、出荷組合の方の物産館の賃貸料、これについてはどのくらいを予定している

かどうか。

それと、うんと出荷組合がもうかった場合、本当にかなり収入があった場合については、

この出荷組合の分のもうけ分について、増収分については町の方への繰り入れというのは

できるのかどうか。ほかの道の駅の視察へ行った場合については、そういうあれをやって
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いるところも伺ったことがあるような感じがしますけれども、この辺のところをお伺いし

ます。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） この件に関しましては、担当課長より答弁をさせます。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） まず、出荷組合から負担金５００万円ということでございます。これ

は物産館で使用します備品代として見込んでのものでございまして、その負担金の収入に

つきましては、町としては見込んでおるところでございます。

また、物産館の使用料ということですが、今、出荷組合の方と調整中でございます。販

売手数料とかという関係でございますが、先ほど、町長答弁にもございましたとおり、物

産館につきましては、よしおか温泉出荷組合の方を設立いたしまして、その中で運営管理

していただくと、そういうことになっておりますので、今は特に販売額が上がったからと

いって、そういった手数料を求めるものではございません。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） ぜひその辺のところも、また販売不振で補助をというようなことのないよ

うに、その辺の指導をよろしくお願いしたいと思います。

次に、ことしの７月に町役場の２階で、吉岡町の商工会主催の後発の「道の駅よしおか

温泉の成功策はこれだ」というセミナーを聴講いたしました。講師は、高崎市在住の中小

企業診断士木部美春氏で、大変その内容は興味あり、参考になりました。

この講演の中で、道の駅の機能のニーズ、これについては、一つは、休憩。快適な休憩

場所、トイレの利用ということ。二つ目は、情報発信。地域の道路情報、歴史、文化、観

光等の情報発信、これが機能とニーズ。それから、三つ目、地域連携。食事、物産館の買

い物、こういうもので地域とともにつくる個性豊かなにぎわいの場と説明がありました。

特にこの三つのうち休憩場所と、それから地域連携については十分図られると思うんで

すけれども、２番目の情報発信ですね。道の駅については、道の駅の案内所ということで、

これは本来なら国交省でつくってもらうべきものが、いろいろな条件でつくってもらえな

かったということで、道の駅の観光センターという名称でも呼んでいますけれども、業務

内容と対応すべき人員の配置、こういうものはどのように考えておられるのか、お伺いい

たします。
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議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 第６問目の質問だと思っております。

道の駅「よしおか温泉」は町の東玄関と位置づけ、観光の拠点、また情報発信、情報集

積の機能を持つ施設でもあります。そして、個性豊かな振る舞いの場所として、それが吉

岡町のさらなる発展につながっていくものと期待しているところでございます。そのため、

準備は怠りなく行うべきであると考えておるところでございますが、お客様を集客する上

で、駐車場の収容能力が足りないのではないかというご指摘を受けております。この件に

関しましては、関係課長より補足答弁をさせます。

また、道の駅温泉レストランとの連携ということでございますが、新規施設と既存施設

と連携し合う相乗効果が生れることが期待されるところでもありますが、その一つの方法

として、物産館を訪れたお客様に温泉レストランを利用していただけるよう、あえて物産

館に食事をするレストランを設けておりません。こういった方法もお互いの施設の連携を

生み出していくものと考えているところでもございます。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 詳細部分については担当課長からお伺いしたいと思うんですが、さっきの

情報発信の道の駅の案内所、この業務内容、それから対応する人員、これは観光センター

と呼べるのかどうか、この辺のところをお伺いしたいということと。

それで、今町長から答弁ありましたけれども、道の駅で売れている商品というのはやっ

ぱり生鮮野菜と並んで弁当と惣菜が多いということを言っていました。弁当と惣菜、これ

を道の駅で販売してしまうと、今度は温泉のレストランの方がやっていけなくなると思う

んですけれども。そういうところの連携、だからやっぱり道の駅でそういう弁当や惣菜を

売らなくて、レストランに行けるように、行きやすい、今の段階ですと入り口は大変狭い。

これは改装すると思うんですけれども、そういうレストランの利用、道の駅の物産館の利

用客が行きやすい、そういう温泉のレストラン、そこで必要な、むすびでも、そういう惣

菜でも、弁当でも、ラーメンでも、何でもいいんですけれども、そういうふうに行きやす

い、買いやすい改装が必要ではないかと思います。その辺のところをお伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） まず、情報センターにつきまして、情報センターの業務内容あるいは

人員の配置をどう考えているのかというご質問でございますが、当然この情報センターは

町の東玄関と位置づけまして、道の駅は東の玄関と位置づけまして、観光の拠点、また情
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報の発信、また情報を受ける、そういった形で位置づけておる中で、当然人員配置の方を

していかなくてはならないんですが、当面、人員配置はしないで、案内板で情報発信をし

ていこうと思います。そして、ここを訪れるお客様との交流によって情報受信の方はとり

あえず考えてございます。

また、道の駅と温泉、物産館がどのようなものを売るかという関係でございますが、運

営方針、先ほど町長答弁、私の方も補足説明させていただいたわけなんですが、恐らく生

鮮食品が中心になろうかと思うんですが、運営方法、営業方法につきましては出荷組合に

ゆだねているということで考えております。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 時間も大分押してきてしまったんですけれども、そういう講演の内容で、

一つ、気になるのは、道の駅「よしおか温泉」は、交通量だとか、そういう立地条件、こ

ういうものは大変いい場所にあると思います。そのデータを分析したあれが、九州の方の

５７カ所の道の駅を分析したんですけれども、それと比較しても大変上回っております。

特に交通量については、九州の方はＡグループ売り上げ平均５億幾らあるというようなこ

とでしていましたけれども、そういう場所より上回っている。ただ、問題なのは、駐車場

がバス８台ということで、その九州の方の平均を上回っているのはバスが１３台確保でき

る場所ということで計画されております。バスの台数８台が少ないのではないかというこ

となんですけれども、一回来て、バスも駐車スペースがなくて苦労すると二度と利用され

ないということの恐れがあると思います。この辺のところはどうお考えでしょうか。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、お客様を集客する上で駐車場の収容数が足りないのではな

いかとのご指摘を受けた中で検討いたしましたところでございますが、ＪＡライスセンタ

ーの南に約２，５００平米でございますが、普通車で約１００台程度であると思うんです

が、確保できたところでございます。今後、また駐車場の配置につきましては、状況を見

ながら対応してまいりたいと考えておるところでございます。

よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） それでは、最後に、ちょっとお伺いしたいことがあるんですけれども、時

間が迫ってきておりますので、道の駅「よしおか温泉」のオープンセレモニー、ＰＲ効果
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は大変大きいと思うんですけれども、やる考えはあるのかということであります。やると

すれば、いつごろ、どのようなものを考えているのか、お伺いしたいと思います。いろい

ろオープンセレモニー、歩行者天国とか、そういうことも考えられるんですけれども、こ

ういうことで、道の駅のオープン実行委員会の検討結果も出ていると思うんですけれども、

その辺のところをどのように考えているのか、お伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 最後の８番目の質問かと思います。

道の駅「よしおか温泉」のオープンにオープンセレモニーのイベントをどういった形で

考えているかということでございますが、前橋渋川バイパスの開通式をあわせて計画をし

ているところでございます。その期日、規模、内容については、ただいま議員さんがおっ

しゃったとおり、オープン実行委員会を立ち上げたところでもありまして、ただいま検討

中ということでございます。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 前橋渋川バイパスの国道工事ですけれども、今度は民主党政権になりま

して、国事業の補正が凍結されるおそれが出てきております。万が一、これのオープン

がおくれた場合、温泉の道の駅のオープン、これはどんなような考えでいるのか、予定

通り開通されない場合でも道の駅はオープンさせるのか、この辺のところもお伺いいた

します。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） もちろん道の駅、道が完成しなければ開通はできないというようにも思っ

ております。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 道の駅のところの橋がそのとき一緒に開通するわけですけれども、橋の名

称を吉岡町の有利になるような名称を考えているのかどうか。また、申し入れしているの

かどうか。第二板東橋なんていうのはさえない名称だと思うので、その辺のところはいか

がでしょうか。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 今、議員さんが言われたように、私もその件に関しては今心配をしている



141

ところでございます。もちろん町民、そしてまた各種団体、議員さん方というようなこと

で、名称についてはこれから考えていかなければならないなと思っております。

議 長（岩幸夫君） 神宮議員。

〔８番 神宮 隆君発言〕

８ 番（神宮 隆君） 道の駅「よしおか温泉」は、吉岡町の東の玄関口、吉岡町の顔、ランドマ

ークの道の駅ということになることは大変期待しているところであります。人々の交流拠

点になることも本当に願っております。そういうことを期待して、質問を終わりたいと思

います。

議 長（岩幸夫君） 以上をもちまして、神宮 隆議員の一般質問が終わりました。

ここで休憩をとります。再開を１０時１５分とします。

午前１０時００分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午前１０時１５分再開

議 長（岩幸夫君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議 長（岩幸夫君） 続きまして、７番小林一喜議員を指名いたします。

〔７番 小林一喜君登壇〕

７ 番（小林一喜君） ７番小林です。通告により一般質問を行います。

私の質問は、去る６月の定例会で齋木議員の一般質問と一部重複する点もあると思いま

すが、別の視点から私の質問をさせていただきます。よろしくお願いします。

まず、地球温暖化の影響でしょうか、近年の異常気象は全国的に、毎年、風水害、それ

に土石流等による災害が発生しておりますが、県内では、まだ記憶に新しいところで、一

昨年、平成１９年９月６日、台風９号による群馬県西部地区南牧村を中心とした地域では、

人命こそ失われなかったものの、豪雨による土石流のため県道、村道はいたるところで寸

断をされまして車の通行が不能になり、大塩沢地区では、最大で２１１世帯４７１人が孤

立状態となりまして、ふだんは穏やかな山村も甚大な被害をこうむりました。そのときの

前橋気象台のデータによりますと、群馬県西・北毛地区の１時間雨量は、最大で４０から

５０ミリを観測しております。まさにバケツをひっくり返したような降水量だと思ってお

ります。それから早くも２年が経過し、改めて局地豪雨の恐ろしさを痛感しておるところ

でございます。

また、ことし８月２１日の新聞紙面によりますと、国内で中国・近畿地方で豪雨災害が

相次いで、特に山口県で１７人、兵庫、岡山、徳島の３県では２０人を超えるとうとい人

命が失われ、まだ行方不明者もおるそうでございます。
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そこで、地元の自治体に対する警戒情報や避難勧告指示のおくれも指摘されておるよう

でございますけれども、政府は全市町村に対し、豪雨に際しどのような状況で住民に避難

を呼びかけるかの基準を決め、避難マニュアルを作成するよう要請するとありますが、地

方自治体の災害に対する危機感は非常に低いようです。平成１７年３月にさかのぼりまし

て、そのときに豪雨時の避難勧告等の判断、伝達マニュアル作成ガイドラインを示した上

で、全市町村にマニュアル作成を求めておりますが、水害と土砂災害のいずれについても、

作成済みは、平成２１年３月調査でありますが、４割程度にとどまっております。そして、

改めて要請をすることになったと、そういう記事が載っておりましたけれども、吉岡町は

どうでしょうか。

吉岡町では洪水ハザードマップ、防災マップ等を発行しておりますが、１級河川沿いの

住宅地帯、また崩落の危険のある住宅地帯等、集中豪雨による災害に対する被害状況の町

としての確認体制は、それから国から要請の避難マニュアル作成の対応はどうでしょうか。

町長のご見解をお伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 小林議員に対しまして答弁させていただきます。

６月定例会において齋木議員より河川を初めとして災害について一般質問が出されたと

ころでもございます。さて、近年の異常気象による大雨の被害は全国各地で被害をもたら

しており、母屋や河川の増水により流出するなど、大きな災害も出ております。幸いにし

て吉岡町におきましては大きな被害は出ておりませんが、いつ何時に起きるかもわからな

いのが災害でございます。被害に対する住民皆様の関心は高いものと思うところでござい

ますが、町も昨年度、利根川洪水ハザードマップを作成いたしまして、被害時に住民の皆

様の避難に役立ちますよう、各戸に配布させていただき、災害に対してさらなる啓発に努

めたところでもございます。災害時においては正確な情報の収集が大切であり、それによ

って的確な対応ができるものと認識しております。そのため、河川の災害に対して、町、

県として、住民皆様が一体となりまして常に危険管理意識を持ち、お互いが情報提供しな

がら取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

詳細につきましては、担当課長より補足答弁させます。

議 長（岩幸夫君） 斉木町民生活課長。

〔町民生活課長 斉木静夫君発言〕

町民生活課長（斉木静夫君） それでは、集中豪雨等による災害に対する被害状況の町としての確認

体制等について、町長の補足答弁を行います。

災害時の対応や予防対策につきましては、災害基本法の規定に基づき、町の地域に係る
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災害対策に関し総合的かつ基本的な事項を網羅した内容で作成されました吉岡町地域防災

計画、また水防法の規定により作成しました吉岡町水防計画によって、対策本部あるいは

災害警戒本部を設置した場合等につきましては、職員の動員計画、また町独自の風水害被

害調査分担表が作成されており、それによって災害時は対応を行います。

ちなみに、地域防災計画では、その中の第３章ということで、災害応急対策計画また防

災組織計画では、災害対策本部について次のように規定されております。災害が発生し、

または発生するおそれがある場合には、町に災害対策本部を設置し、県及び指定地方行政

機関、指定公共機関等と密接な連携及び協力のもとに災害応急対策を実施することになっ

ております。ただし、災害対策本部を設置するに至らない小災害にあっては、平常時にお

ける組織でもって対処するということになっております。

このことから、災害対策本部や災害警戒本部が設置されない場合には、特に災害の関係

が深い町民生活課と産業建設課が中心となりまして現地被害調査や確認作業を行っている

状況でございます。

また、災害の予防確認でございますが、災害に対する情報収集を群馬県衛生系統防災業

際無線による防災情報システムや前橋地方気象台からの気象情報、群馬県土砂災害警戒情

報ホームページ等で、関係機関から提供される情報や地域住民による通報及びみずから収

集する情報等をもとに町内を点検し状況把握を行っております。また、必要な場合には住

民に危険等をお知らせするなど、このようなことが現在町の行っている災害に対する確認

体制でございます。

次に、国からの要請のある避難マニュアル作成についてのお尋ねでございますが、現在、

本町では水害や土砂災害ごとの避難マニュアルはことしの３月に調査されました全国の市

町村でも４割程度がまだ策定という状況にありまして、本町におきましてもまだ残念なが

ら作成されていない状況でございます。

なお、質問にありましたとおり、この作成のきっかけとなりましたのは平成１６年の一

連の水害、土砂災害等では避難勧告等を適切なタイミングで適当な対象地域に発令できて

いなかったこと。住民への迅速な伝達が難しかったこと。そして、避難勧告等が伝わって

も住民が避難しないこと等が課題として挙げられておりました。実際には、本町初め各自

治体がそのような局面を経験することは余りなく、また一般的に各種災害対応に精通して

いるわけではないということだと思っています。

しかし、災害時において適切な避難勧告等の発令により、地域住民の迅速、円滑な避難

を実現することは地方自治体の長の責務となっております。この避難マニュアルの作成は、

町として、避難勧告等の発令、伝達に関し、災害緊急時にどのような状況において、どの

ような対象地域の住民に対して避難勧告を発令すべきか等、具体的な判断基準について取



144

りまとめましたマニュアルを整備していくことは必要不可欠だと考えております。今後早

期に作成に取り組む必要があると考えております。

以上、町長の補足答弁といたします。

議 長（岩幸夫君） 小林議員。

〔７番 小林一喜君発言〕

７ 番（小林一喜君） 課長からの答弁にありますように、避難マニュアルについては作成してい

ないと、そういうことでございますね。この辺を早急に作成をしまして、地域住民隅々ま

でマニュアルを承知していただけるような方策を緊急につくっていただく必要があるかと

思っています。この辺は比較的災害が少ないとは申されても、非常に突発的な災害、いつ

何時何が起きるかわからないというような状況でございますので、ひとつよろしくお願い

します。

次に、町には榛名山系に源を発する北部地域の滝沢から南部地域の榛東境、八幡川まで、

数えて６本の１級河川が大河利根川に合流しております。この河川はすべて国の管理下に

あると思いますが、渋川土木事務所でも管内のすべてを常時監視把握するには不行き届き

の点があろうかと思います。

ことし８月６日深夜から７日未明にかけての榛名山系に雷を伴う集中豪雨がありました。

これは自衛隊の納涼祭の晩から未明にかけてですね。そのとき前橋地方気象台の相馬ケ原

雨量計の１時間当たりのデータによりますと、夜の１０時から１１時までが４５ミリ、１

１時から０時までが４２ミリ、０時から１時までが３３ミリ、１時から２時までが２４ミ

リとなっております。これもまさに集中豪雨ということで記録されております。地方気象

台のこの辺の雨量計ですと、相馬ケ原にあるのみだそうですけれども、一つのデータとな

っております。

１級河川滝沢川では、ふだん上流部にほとんど流量はない状態でありますが、当日は急

激に増水し、濁流は流木とともに一気に流れを変えてしまいました。私ども、濁流がおさ

まるのを待って、地域住民からの情報提供もあり、県道２６号高崎安中渋川線にございま

す橋から県道２５号高崎渋川線にございます滝の沢橋まで約１．５メートルの流域を先輩

と見聞してきましたところ、堤防礎石の根が洗われ、護岸の陥没が２カ所、基礎、根太切

りの露出が１カ所、１カ所概ね３０メートルぐらいにわたりまして計３カ所、いずれも住

宅区域の直近に面しております。以前から少しずつ浸食されていたのでしょうが、今回の

集中豪雨で極めて危険な状態になってしまったと思っております。

陥没の２カ所については、応急措置的な復旧工事でございますけれども、他の箇所につ

いては、既に渋川土木事務所とは協議済みでしょうが、緊急の改修工事が待たれるところ

でございます。その対応をお聞かせください。また、渋川土木事務所と連携した１級河川
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の町としての管理体制はどのようになっておるのか、町長にお伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 集中豪雨による堤防等の被害状況の確認はということでございます。

吉岡町の管轄土木事務所であります渋川土木事務所と連携した１級河川の町としての管

理体制はどのようになっているのかということでございますが、先ほど答弁させていただ

きましたとおり、河川の災害に対して、町、県としても住民皆様と一体となり対応してい

かなければならないと考えておるところでございます。先日の大雨の後、議員さん、そし

てまた先輩と２人で滝沢川を見聞していただいということで、本当にありがたく思ってお

ります。そういったことにつきましても、詳細につきましては関係課長より補足答弁させ

ます。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、町長の補足答弁の方をさせていただきます。

先日、８月６日未明にかけて集中豪雨によります、役場にも雨量計がございまして、１

時間当たりの降雨量をちょっと調査いたしました。そうしたら、６日から７日にかけての

時間帯、２５ミリ前後ということでございました。この大雨によりまして、小林議員さん、

地元であられます１級河川の滝の沢でございますが、それを主としまして、被害状況を議

員さんみずから調査していただき、さらにその被害状況の詳しい情報を提供していただき

まして、ここに改めてお礼を申し上げるものでございます。どうもありがとうございまし

た。

さて、県と連携いたしました１級河川の管理体制の件でございますが、吉岡町の管轄土

木事務所は、ご存じの方もおりますが、県渋川土木事務所でございます。その県渋川土木

事務所で１級河川につきましては日常管理はしていただいておるところでございますが、

町としましても、集中豪雨がありますと河川や道路の被害状況を調査確認しております。

しかしながら、今回、小林議員さんが行っていただいたような細部にわたっての調査とい

うわけにはいかないのが現状でございますので、皆様からの情報というものを頼りにして

いるところでございます。

さて、今回の滝の沢川の被害状況の内容につきましては、町も早速災害箇所の細部を現

地調査いたしましまして、渋川土木事務所へ、小林議員さんの写真等も提供していただい

たわけなんですが、それを持ちまして、早急な対応をお願いしたところでございます。当

日の大雨によりまして、渋川土木管内のほかの地域に多くの被害をもたらしておるとのこ

とでございました。県では、特に緊急を要する箇所については応急措置を施したというこ
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とでありましたが、その他の危険箇所で改修が必要な箇所につきましても順次対応してい

くので、ちょっと待ってくださいということでございました。

今後も河川の災害に当たりましては、県、町、そして住民皆様と一体となりまして対応

して、またその中で情報を交換しながら対応してまいりたいと思います。よろしくお願い

いたします。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 小林議員。

〔７番 小林一喜君発言〕

７ 番（小林一喜君） 監視体制あるいは確認体制の件でるるご説明ございましたけれども、吉岡

町を流れる６本の１級河川、ほかにもそういった災害的なものが確認されたところがござ

いますか。

それともう１点、桃井城址、その北斜面がちょっと土砂くずれがあったように伺ってい

ますけれども、私もちょっと現場は見させてもらったんですけれども、若干、田畑に被害

があったかなというところですけれども、その辺の確認をお願いしたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 今回、集中豪雨によりまして、滝の沢川につきましては、先ほどから

ちょっと繰り返しさせていただいておりますように、地元からの詳しい情報提供があった

と。それについて対応させていただいたところでありますが、ほかの河川については、特

に、先般の８月６日、７日の集中豪雨によります大きな被害というものは、特に情報は入

ってきておりませんし、また町の方でも調査した限りでは把握してございません。

そして、桃井城址のところの土砂崩れの関係でございますが、これもやっぱり情報によ

ってわかったことでございまして、その後、シートなどをかぶせて応急措置をして、今回、

それを補修工事の方をする予定でございます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 小林議員。

〔７番 小林一喜君発言〕

７ 番（小林一喜君） ありがとうございました。

これからの地域の役割、そういうふうな身近なところでの役割、河川に限らず地域の生

活環境の保全は、ふだん目が届かない場所に突如そういうふうに起こる可能性が非常に多

いです。住民の地域を知り尽くした、その住民の目は大きな災害を未然に防ぐ一助になる

かとも考えております。

滝沢川の環境保全につきましてちょっと述べさせていただきますと、個人的に数名の方

が環境管理のためにと言い、営農機械化組合は農家への手助けの傍ら応援協力者と一緒に、
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自治会は約１．５キロメートルを延べ人員１１０名で流域の環境美化活動を、地域の多く

の方々が参加して草刈りとか清掃作業を行っております。町としては、全町的に自治会と、

あと消防団等に協力をいただきまして、行政との連携を図り、管理監視体制づくりをして

いただくのが急務と思いますが、町長のご見解をお伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） ３番目の自治会等身近な地域住民の監視、確認体制の確立が急務であると

思うがという質問ではないかと思います。

地域住民がみずからの考え、それからみずからの手によって地域を快適で住みよい地域

づくりを目指すことを目的に、平成２０年４月に自治会制度が発足し２年目に入っており

ます。自治会の役割は地域の共同、連携を促進しながら安心・安全な地域づくりを行う組

織であり、特に大規模災害時には、住民同士が顔見知りで危険箇所等を知り尽くした方々

の力が災害を未然に防ぎ、また被害を最小限に食いとめる重要な役目を果たしていること

を過去の事例が数多く示しております。

また、平成１９年９月の台風９号で南牧村の被災地のふだんからの住民同士の連携が避

難体制に持つつながり、人的被害を未然に防ぐことがマスコミに大きく取り上げられまし

た。

さて、小倉自治会では、これまでの営農機械化組合との連携により、滝沢川の被害対策

や環境美化活動に積極的に取り組んでいただき、感謝しているところでもあります。

なお、地域住民の監視、確認体制の確立につきましては、担当課長より補足答弁をさせ

ます。

議 長（岩幸夫君） 斉木町民生活課長。

〔町民生活課長 斉木静夫君発言〕

町民生活課長（斉木静夫君） それでは、町長の補足答弁をさせていただきます。

地域のことは地域で考え、守るということから、自治会連合会では８月２７日、開催さ

れました定例会におきまして、群馬県総務部危機管理室から職員２名を招きまして、約１

時間自主防災組織の普及についての講習を受けました。内容は、環境と災害対応、危機管

理体制等の概要、災害時要援護者対策等についてでございました。これは各自治会に地域

で災害への備えを確立しようと。まずは、自主防災組織の結成に向けての研修でした。今

後、自治会のこの組織結成に向けて支援を町ではしていきたいと思っております。

また、町では平成１６年の梅雨前線による豪雨等を契機に、高齢者等の要援護者に対す

る避難支援対策が喫緊の課題として全国に認識されることになり、国より災害時要援護者

避難支援プランの作成ガイドラインが公表されております。そして、全国の自治体に今年
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度、平成２１年度を目途に、このプランを策定するよう要請を受けておりましたが、この

たび災害部局と福祉部局が連携のもとに、吉岡町災害時要援護者避難支援プランを策定い

たしました。なお、この支援プランにつきましては、８月２６日、自治会連合会を初め消

防団、民生児童委員、社会福祉行議会、女性防火クラブなどの関係団体の代表者会議を開

催しまして、内容等を審議していただいた結果、承認されております。

つきましては、今後、避難プランの実施に向けて、９月の自治会連合会の定例会に制度

の説明を行う予定でございます。また、議会にも全員協議会等で支援プランの概要を説明

させていただきたいと思っております。

なお、住民に対しましては、今後、町広報やホームページ等に掲載し、広く周知を図っ

ていきたいと考えております。

以上、町長の補足答弁といたします。

議 長（岩幸夫君） 小林議員。

〔７番 小林一喜君発言〕

７ 番（小林一喜君） 町ではそういった形で徐々に体制を整えつつあると。自治会の方々もそう

いう研修会を受けたりしておるという説明を伺いまして、これは徐々にこの体制が整いつ

つあるのではないかなと、そういうふうに認識をしました。ありがとうございました。

次に、改正農地法についてでございますけれども、これは現在、世界的な食料不足に農

業の重要性が叫ばれておりますが、過去の新聞記事に、２００８年度のカロリーベースで

はありますけれども、食料自給率は前年と比べて１ポイント上昇し４１％になった。そう

いうことに載っております。２年連続の改善で喜ばしいことですが、しかし、重要なこと

は、国内生産そのものの強化だと思います。

昨年は、世界的に穀物相場が高騰し、チーズや大豆油の輸入の減少が自給率を押し上げ

たからだと、そういうふうに言われております。自給率が低いより高い方が望ましいんで

すけれども、それにこだわるのは意味がないとも言っております。

ことし６月、改正農地法が成立し、年内に実行に移されることになりました。同法は、

農地制度を抜本的に見直し、農地の所有から利用促進へと軸足を大幅に移す法改正となっ

ております。改正法案の最大のねらいは、農業への企業参入の道を開くことであります。

改正農地法のポイントとして挙げられますのは、一つに、農地法第１条の目的を見直し、

一つは、農地権利者に適正かつ効率的な利用の責務を創設。３、農地の転用規制の厳格化

と罰則強化。４、農地を利用する者の確保、拡大。５、農地利用集積円滑化事業の創設。

６、農地貸借を促進するための制度見直し。７、遊休農地対策の強化等でありますが、改

正農地法が施行された場合、農業と農業経営者、農村社会のあり方はどうなっていくのか、

大きな懸念を持っておりますが、農地耕作者主義の原則がこの法では維持されたことの意
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味は大変大きく思います。１条の目的で規定されていますけれども、農地についての権利

の取得を促進すベき対象が、農地を効率的に利用する耕作者と明記されました。これまで

どおり、農作業に常時従事する耕作者であるべきだとする原則が定められたことになりま

す。

ここで、改正農地法に対する町長のご見解と、今後の取り組みとしては、同法の年内施

行までの準備期間において新制度の周知徹底等、町としての対応はどうあるべきか、お伺

いいたします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 答弁させていただきます。

改正農地法に対する町長の見解、また今後の取り組み等はということでございますが、

耕作者の地位の安定と食料の安定供給を図るため、重要な生産基盤である農地について、

転用規制の厳格化等による農地の確保を図るとともに、農地の賃貸にかかわる規制の見直

し、農地の局面的な利用集積を図る事業の創設などにより、農地の有効利用を促進すると

いうことで農業の活性化が図られるものと考えておるところでございます。そして、遊休

農地、不耕作地が年々増加し問題となっておりますが、そうした対策を強化することによ

って、基盤的資源である農地が農地として最大限に効率的に利用できる。それが地域の担

い手育成につながることを期待するところでもございます。

また、改正農地法の施行までの準備期間における新制度の周知等の町の対応ということ

でございますが、当然、新制度の周知徹底は図っていかなければならないと考えておると

ころでございます。

詳細につきましては、担当課長より補足答弁させます。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、ただいまの町長の補足答弁をさせていただきます。

今回の改正農地法、その周知はどのように考えておるかということでございますが、当

然、周知の方はやっていかなければならないと思っております。そして、改正農地法につ

きましては、平成２１年、小林議員が言われましたとおり、６月に参議院の本会議で可決

いたしまして成立して、同月に公布されたと新聞でも報道があったところでございます。

公布の日から起算しまして６カ月を超えない範囲で政令で定める日から施行されますので、

遅くとも改正農地法につきましては１２月に施行ということになります。

現在、農業委員会におきましては、今回の改正法に伴いまして新たな役割が当然ふえて

くるわけでございますが、農地制度について研修を重ねておるところでございます。そし
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て、新制度の周知徹底を図るため、今後、活用する媒体としまして広報、全国農業新聞、

農業委員会だより、またポスター、リーフレット等を活用していただくとともに、場合に

よっては農業者を対象にしました研修会の開催も必要であると考えております。

以上、雑駁でありますが、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。

議 長（岩幸夫君） 小林議員。

〔７番 小林一喜君発言〕

７ 番（小林一喜君） やはり非常に新制度でございまして、わかりにくい点等ございます。それ

で、非常に混乱も予想されるようなこともございますけれども、その辺を事務方の方でし

っかりやっていただきたいと思っております。

今回の改正、平成の農地改革とも言われておりますけれども、今出てきました農業委員

会の役割は非常に大きいと思っております。今回の改正で、農業委員会には、貸借の規制

緩和に伴う地域の担い手育成や効率的、総合的な農地利用との整合性の確保、許可後の農

地の適正利用の担保措置の厳正執行など新たな役割が加わるにつき、法令業務を中心に事

務量のかなりの増加が見込まれることから、実務に精通している農業委員会の事務局長が

専任してこれに当たると。そして、さらにそれに伴う予算の拡充が必要と思いますが、町

長のご見解をお伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 小林議員のご指摘のとおり、今回の農地法改正により、農業委員会が果た

す役割、責任は、その新たな活動業務、事務量においてかなりの増加が見込まれるわけで

ございます。そして、新農地制度が円滑に運用されるように専門職員の配置、農業委員会

の体制整備の強化についてご要望でございます。

しかしながら、吉岡町では、平成１９年度より行政改革の一環として組織機構を見直し

たところであり、職員数の削減を図っており、職員は少ない人数で頑張っている状況でも

ございます。農業委員会の体制整備等の強化を早急に対応するわけにはまいりませんが、

今後の状況を見ながら検討してまいりたいと思っております。

議 長（岩幸夫君） 小林議員。

〔７番 小林一喜君発言〕

７ 番（小林一喜君） 吉岡町は少ない職員で最大の仕事をしていると、そういうふうなところで

ございますけれども、担当課には農業委員会事務局長を担当しておりましたり、非常に業

務が今でも多いと思っております。その辺のところで、この制度が円滑に運用されるにつ

きましては、ぜひそういう人的なことも考えていただければありがたいと思って質問した
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次第でございます。

改正法は、一般企業が農地を借りて農業に参入する場合の規制を大幅に緩和した。ただ、

企業の農業参入には、地域の担い手や集落営農組合との摩擦や、さらには違反転用などへ

の懸念や農地の集団化や周辺地域の農業の効率化などに支障が生じるおそれもあります。

それだけに、参入希望者に対する適正な審査や参入後の農地の監視強化の徹底などについ

ては明確な基準を設けることが必要になるのではないでしょうか。そのためには、農業委

員会や町当局の機能を強化し、実効性を確保し、地域農業の将来像についての腰を据えた

話し合いの気運を高めていくことが課題と言えそうですけれども、先ほども一部ご回答い

ただいておりますけれども、改めて町長のご見解をお伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 先ほども申し上げたとおり、この改正がなされますと大分農業委員会の果

たす役割が多くあろうかと思っております。また、いろいろな面で国の方でも騒がれてお

りますけれども、政権が変わったというような中においても、また変わったことが出てく

るのかなというように思っております。その点に関しましても、先ほど申し上げたとおり、

今後の状況を見ながら検討していきたいと考えております。

議 長（岩幸夫君） 小林議員。

〔７番 小林一喜君発言〕

７ 番（小林一喜君） それから、吉岡町２１世紀のまちづくりビジョンとして、第４次吉岡町総

合計画の中で、「人と自然が共生した住みよいまち よしおか」と題して、役場や文化セ

ンターなどの行政文化拠点を中心に市街地ゾーン、新市街地ゾーン、工業系ゾーン、緑地

ゾーン、そして農地集落地ゾーンとして、五つの地域を設定してまちづくりを進めてきた

わけですが、駒寄スマートインター周辺整備、また第４次吉岡町総合計画では、農地集落

地ゾーンとして設定しております地域に二つの路線のバイパス工事が進行中であります。

一つは平成２１年度開通予定の前橋渋川バイパス、一つは平成２４年度開通予定の高崎渋

川バイパスの完成等、地域の環境整備がさらに進んできますと、当然のことながら企業進

出や住宅団地構想も視野に入ってくるのではないでしょうか。

改正農地法では、農地の転用規制の厳格化と罰則強化とありますが、その中で、現行制

度では許可不要の病院など、公共施設を設置する場合でも許可権者の都道府県知事などと

協議する仕組みを創設し、また違反転用に対応するため、行政代執行制度を創設するとと

もに、現行の３００万円以下を１億円以下に大幅に引き上げるなど、罰則を強化しており

ます。

新制度のもとでこれからの企業誘致計画との整合性はどうでしょうか。町長のご見解を
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お伺いいたします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 最後の４番の質問でよろしいでしょうか。（「はい、それともう１点、ち

ょっとお伺いしたいところがございます」の声あり）

それでは、改正農地法と企業誘致計画との整合性はということでございますが、高崎渋

川線バイパス工事、駒寄スマートインター周辺整備を初めとする幹線道路の整備は、企業

が進出する主な要因でもあります。吉岡町は豊かな自然環境に恵まれており、自然的土地

利用と都市的土地利用の調和を図りつつまちづくりを行い、農地の保全にも努めておると

ころでもございます。

そうした中、町では、まちづくりを進めていくために総合計画がございます。そして、

総合計画に基づき、町の都市計画の基本的な指針なり今後の土地利用等の方針を示してい

るところでもあります。都市計画のマスタープランでございます。現在、吉岡町は第４次

総合計画に基づきまちづくりを進めており、土地利用については、マスタープランに基づ

いて進めておるところでもございます。企業誘致計画との整合性は図られているものと考

えているところでもあります。

議 長（岩幸夫君） 小林議員。

〔７番 小林一喜君発言〕

７ 番（小林一喜君） これから第５次総合計画も作成にかかるんだと思うんですけれども、相当

状況が変わってきておりますので、その辺の見直しをする必要もあるのではなかろうかと、

こういうふうに思っております。これは状況、また先ほども出ましたように、政権が交代

いたしますと、その先はまだはっきりは見えてこない状況でございますけれども、その都

度、町の対応をよろしくお願いをしたいと思っております。

もう一つ、最後に１点お願いしたいんですけれども、それは駒寄スマートインター周辺

整備に関連しているんですけれども、これも今の新改正農地法とも関連もするんですけれ

ども、去る８月２７日に岩・町議会議長あてに溝祭自治会、大久保寺上自治会、大久保寺

下自治会の３名の自治会長さんの連名で、駒寄パーキングに大型車まで乗り入れのできる

ＥＴＣインターチェンジの早期実現に向けての陳情書が提出されました。その中で、早期

実現に向けて、地域はもちろん町を挙げて運動を展開されるよう陳情いたしますとありま

すが、このことは、吉岡町の農業、商業、工業にとって、さらには榛名、赤城、広域的な

見地に立って、その経済的な効果は計り知れないものがあると思うんですが、その辺のと

ころを、最後に町長のご見解をいただきまして、終わりにしたいと思っています。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。



153

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 小林議員の方から、今のＥＴＣ周辺をどうするかというとこですけれども、

今までどおり大型車が乗り入れできるよう努力をしていくつもりでございます。今いろい

ろな面におきまして、国の方の施策がどう変わってくるかということはさておきまして、

町は町として、今までどおり、あの地域に大型車が乗り入れできるような施策をとってい

きたいというふうにも考えております。

ぜひとも、議員の皆様方のお力をかりて、どうにか東の玄関は今の状況ではできるとい

うことですけれども、今度は南の玄関をあの地域にということで、町民皆様、そして議員

さんとともども頑張っていければというふうにも思っております。

議 長（岩幸夫君） 小林議員。

〔７番 小林一喜君発言〕

７ 番（小林一喜君） 自治会長さん連名の陳情書、非常に重く受けとめていただきたいと思って

おります。そういう形で、町長の常日ごろからの話も含めまして、私も了解をしておきた

いと思っております。

時間をちょっと残してしまいましたけれども、執行方の本当に簡明なご答弁いただきま

して、早く済みました。これで私の一般質問を終了いたします。

ありがとうございました。

議 長（岩幸夫君） 以上をもちまして、小林一喜議員の一般質問が終わりました。

次に、２番小池春雄議員を指名します。

〔２番 小池春雄君登壇〕

２ 番（小池春雄君） 通告に従いまして、４点ほど質問を行います。

まず、第１点目でありますけれども、緊急雇用創出基金事業、それとふるさと雇用再生

特別基金、これについてお伺いをするわけでありますけれども、質問の段階では、吉岡町

では要望を行っていないけれども、どういう考えかということで予定では出しておきまし

たけれども、９月議会が始まりましたら予算の中にそれが含まれていたということでちょ

っと安心はしているんですけれども、私はこの件について６月議会でも質問しております。

昨年のサブプライムローンに端を発した経済危機によりまして多くの失業者が出ておりま

す。町の企業ではそのような企業はないようだが、吉岡町に住む人たちはその影響を受け

て困っている人たちがいると思うので、緊急雇用創出事業資金３，０００億円に地域活性

化経済対策臨時交付金と一緒に追加されたので、県に申請をすべきとの立場から質問をし

ております。

相談窓口の開設を求めたわけですけれども、「町は商工会に委託推進事業として職業無

料紹介事業を行っております。中でも、商工会の経営士等による会員企業の訪問及び企業
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情報を集めた結果、雇用の拡大に努めて成果を上げてくださっています」という回答があ

ったんですけれども、この時点で、私は、町は何か勘違いしているんだなというふうに思

っていました。今回の雇用創出事業の正しい認識はなかったのではないかというふうに思

っております。私は、この経済危機の中で、解雇、失業などによって困っている町民がい

ると思われるので、相談窓口を設けて実態調査を行い、吉岡町では今回のこの事業により

どのような対応ができるかを検討するべきであったと思います。私は、６月の議会では、

そのような相談窓口を設けて実態調査をすべきだというふうに質問しましたけれども、こ

れには回答がありませんでした。

私が思うには、群馬県の市町村の採択状況が新聞報道にありました。吉岡町はこの事業

を行っていない数少ない町に該当していました。これではいかんということで、そこで、

それこそ本当に町は緊急に考えて提出をしたものだというふうに思っておりますけれども、

これはいかがだったでしょうか。確認をしておきたいと思います。

そして、今回の一般会計補正予算で６４５万円となっております、事業採択されている

わけでありますけれども、県は、最低、町村においては１，５００万円の雇用創出を考え

てほしいというふうに言っております。我が町は今回それの半分にも届かない数字であり

ますけれども、これはどういうことであったのかということをまずお尋ねをし、確認をし

たいと思います。私は、この現状にかんがみまして、少なくとも３，０００万円ぐらいは

十分に考えられるというふうに思うのでありますけれども、これについて、今後、町がど

のように、終わったわけではありませんから、本当に考えればそのようになると思います

けれども、どう考えているかお尋ねをするものであります。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 小池議員に答弁させていただきます。

雇用創出基金事業の２基金のうち、ふるさと雇用再生特別基金事業について、その対象

となる事業の開拓を検討いたしてきたところでございますが、対象条件に見合う事業がな

く、要望するまでは至りませんでした。また、緊急雇用創出基金事業につきましても、同

じく対象条件に見合う事業について開拓検討してきたところでもあります。過日の新聞報

道において、群馬県における市町村の二つの基金についての採択状況で、吉岡町はその時

点で対象条件に見合う事業が開拓できずにおったところでございますが、このたび、１０

人の雇用を確保できる計画、体制が整ったところでもございます。そして、予算措置につ

きましても、補正予算で対応すべく９月議会に計上させていただいているところでもござ

います。

県は、年度内には、市は最低３，０００万円、町村につきましては１，５００万円の雇
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用創出を考えてほしいという目標値を示しておりますが、雇用創出事業について、今後も

対象条件に見合う事業が開拓できるのであれば、これを機に引き続き取り組んでまいりた

いと考えております。

詳細につきましては、担当課長より補足答弁をさせます。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、町長の方の、若干でございますが、補足答弁の方をさせて

いただきます。

先ほど町長答弁でありました緊急雇用創出基金事業につきまして、今回１０人の雇用を

確保する体制が整いまして、広報あるいは町のホームページで希望者の募集を行っておる

ところでございます。応募対象者につきましては、会社の業績悪化等によりまして離職を

余儀なくされ失業の状態にある人でございます。今回、道路の除草作業、そして水路の泥

上げなどの維持管理作業、明治・駒寄小学校の校内見回り指導員ということで、３事業を

計画したところでございます。今後、関係各課にも問い合わせまして、対象条件に見合う

事業が開拓できるのであれば引き続き取り組んでまいりたいと考えておるところでござい

ます。

以上、補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） まず、お尋ねをしますけれども、先ほども第１質問でしましたけれども、

ちょうどこのときには確かに三つの事業があったんです。これは皆さん、混同もあったの

ではないかと思うんですけれども、地域活性化・経済危機対策臨時交付金事務事業があっ

て、そのほかに緊急雇用創出事業というので、緊急雇用創出事業臨時特例基金というのが

あって、それとふるさと雇用再生特別交付金といって、これはその後からついてきたもの

なんですけれども、これは２０年度の補正であったんですよね。補正であって、そしてま

た２１年度に新しくまた出た基金もあるんですけれども、私はそのときの町の認識が全く

薄かったと、三つもあったものですから、認識としてしっかりとらえていなかったのでは

ないかというふうに思っているんですよ。確かに、県からの照会もあったかもしれないけ

れども、やっぱりアンテナが低くてわからなかったという部分があるんじゃないかと思う

んですけれども、実際、どうですか。もう一度確認しますけれども。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 三つのそういった雇用創出の事業があったということでございますが、
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産業建設課の方で、その担当窓口の方をさせていただいているわけなんですが、雇用創出

事業につきまして、各課に雇用創出に対しての事業、何か開拓できるかと問い合わせをし

たところでございますが、なかなか対象事業に見合う条件がないということで要望があり

ませんでしたので、県の方には要望を見合わせておったわけでございます。

議 長（岩幸夫君） 小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） 私は６月議会の中で話したんですけれども、町長、質問の中で、アメリカ

のサブプライムローンに端を発して、日本国じゅう相当な人数の派遣切りがあったり、首

になったり、要するに雇用破壊があったわけですよ。これは吉岡町の企業では少なかった

という回答は得たんですけれども、当然、これは日本じゅうであるわけですから、吉岡町

の町民が渋川へ行ったり、前橋へ行ったり、高崎、いろいろなところに勤めているけれど

も、そこで派遣切りに遭ったりして雇用の機会が奪われた人は必ずいるわけですから、私

はその調査をすべきだというふうに言ったんですけれども、これも全くしなかったんです

よ。この調査をしていれば、どういう人たちがどのような形で失業しているかという実態

がつかめて、そうしたら、その人たちに対してどういう手が打てるのかと、初めてそこで

出てくるんですよ。

でも、さっきの課長の回答を聞いていると、そういう制度があるというので、いろいろ

なところに流したと。じゃあ、その流された人たちというのが、このふるさと雇用の再生

特別交付金あるいは緊急雇用創出基金事業というものがどういうものなんだと。そして、

今のこの吉岡町、これは日本全体ですけれども、吉岡町の状況を見ても、そういうことで

仕事にあぶれている人がいるのではないかと、何とかしてあげたいという差し迫った緊張

が役場全体になかったんじゃないですか。あればそんな間の抜けたような、みんなに聞い

たけれどもありませんでした。そんなばかげたことはないんですよ。

どうですか。だれが答えてもいいけれども。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 今、小池議員の方から町に、調査して、今言った失業した人を調べて、こ

ういう事業がありますから、やればよかったんだというご指摘を受けましたけれども、町

として、調査をするということをしなかったのは事実でございます。そういった中におき

まして、今言った、今失業率が５．何％だとか言っておりますけれども、町の方にいろい

ろな情報を寄せてくれる、各課に一応命令はしておったんですけれども、そういったこと

が一つも入ってきていなかったということが事実ではあります。そういったことで、町が、

今言った仕事をしなかったと言われればそのようなことでしょうけれども、結果的にはそ
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ういうことで判断されればそういったことになろうかと思いますけれども、町は町として、

そのときの時点ではやったということでございます。ご理解をいただきたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） 町長、この時点で、隣の榛東村は４月の予算のときで申請しているんです

よね。それでも、その時点で四つの事業を採択しているんですよ。四つの事業を採択して

いる。それぞれの市町村がありますけれども、この時点で、７月の状況が新聞報道であっ

たわけですけれども、渋川市で６，４００万円、榛東村で８８０万円ですよ。吉岡は今回、

遅くなって、６月、新聞に出てから慌ててやったんでしょうけれども、慌ててやったら出

てきたわけですけれども、甘楽町でも２，９００万円、これは玉村でも２，９００万円、

水上町でも２，９００万円、板倉町でも２，５００万円というふうに、お隣の渋川市だっ

て事業採択１０件ですよ。それで、吉岡町はこの時点でゼロなんですよ。

真剣に取り組んだところはどういうふうに取り組んだかというと、本当に地域の市町村

それぞれの自治体のやっぱりそこに在住する、派遣切りというのは日本じゅうであったわ

けですから、吉岡にはなかったわけじゃないですから。吉岡から表へ出ている人はそうい

う方もいるわけなんですよ。今、吉岡町でハローワークに行っている人が一人もいないな

んて、そんなことはあり得ないので。それぞれの自治体が、一人でも多くの雇用を生み出

そうと、職員が全体で仕事探しをしたと。どういうことがあるかなと。一生懸命やったと

ころはそういうふうにやったんですよ。

だから、吉岡町で、今回のこの二つのふるさと雇用再生特別基金というのはこういうも

のだ、そしてまた緊急雇用創出事業はこういうものですと、そういう失業した人たちのた

めにこういう仕事が何かあるんじゃないかというので、皆さんがどういう書類を回したか

知りませんけれども、この中身をみんなが、職員がそれぞれ承知をして、そして本当に庁

舎の職員が一丸となって失業者のために一生懸命やったかどうかということを私は問うて

いるんですよ。本当にそういう危機意識を持った上でやったかどうかということを言って

いるんですよ。どうですか。担当の課長でしょうから。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） ただいまの小池議員さんのご質問に対しまして、改めて認識が甘いと

ころがあったという事実は否めないところでございます。今後、雇用創出に関しましては、

認識を改めまして積極的に取り組んでまいりたいと、このように担当窓口の課長としまし

て考えておるところでございます。

議 長（岩幸夫君） 小池議員。
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〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） 今回、６４５万円という数字は補正で出てきましたけれども、やはり実に

少ない数字だと思うんですよね、一生懸命この基金の中で活用しているところから見ると。

ここは、吉岡は割に少ないんじゃなかいと思う人もいるかもしれませんけれども、前橋で

は１億８，０００万円という額ですよね。渋川市で６，４００万円ですから。お隣の榛東

村だって８８４万１，０００円の事業を採択しています、これはその時点で。もしかした

ら今はもっとふえているかもしれません。この件は、全く金は国から来る金ですから、町

で持ち出す分というのはないわけですから。そういう意味では、そして、県でも、市町村

は１，５００万円、でっかい町もあれば小さい町もある、でっかい村もあれば小さい村も

ある。そういう中で、これは事業が多ければ多いほど、臨時的でありますけれども、今、

職を失っている人は助かるわけですから、私はぜひとも、今、課長からそういう前向きな

答弁はありましたけれども、少なくとも、割り当てられた１，５００万円じゃなくて、３，

０００万円ぐらいを目途に、これは吉岡にすぐ失業している人たちに雇用の場を与えるわ

けですから、そんなに難しい条件じゃないですから。そのぐらいの努力はしてみようと、

頑張ってみようと、全体の奉仕者として。職員というのは、公務員というのは奉仕者です

から、町民に対して奉仕者ですから。困っている人がいるから、そういう人たちのために、

よその町村でも１人分でも多くの雇用を生み出そうと全職員が一生懸命探したというとこ

ろもあるんですから。まだ期間はありますから、そういう人たちの立場に立って、役場に

いる職員全体でもみんなで考えて何とかしたいというふうに、努力をしてみたいというふ

うに思いますか、どうですか。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） 今後、雇用創出、いかにしたら生み出せるか、担当課長としまして、

一応努力はしてまいりたいと思います。そして、今回、６４５万円という雇用創出、開拓

させていただいたところでございますが、そして３事業、１０人の雇用創出ということで

ありまして、ちょっと私個人的な考えでは、ちょっと今までゼロだったものが６００何万

円、ちょっと前進したかなと。さらに前進するために今後努力してまいりたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） 私、努力しようというふうに、そういう気持ちになってくれるんですけれ

ども、それでも、なかったものが６４５万円になったんだから、いいんじゃないかという、

そういう考えを聞くから黙っていられなくなるんですよ。お隣の榛東村でさえも当初予算

の時点で８８０万円も出ているわけだから。吉岡にないということはないんですよ。そう
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いうふうに見てください。お隣の渋川市では６，４００万円ですから。町が持ち出す金は

ないんですから。そっくり来る金ですから。そういうふうに思えば、だって、いろいろ考

えるんですよ。これは職業訓練なんかもあって、今、失業者がいて、職業訓練をするとい

うための金も出るんですよ、職業訓練でも。そういう制度ですから、活用次第でどうにで

も活用できるという制度ですから、もう一度、先進地事例を学んでやっていただきたいと

いうことをお願いをしておきます。

続きまして、２点目であります。

２点目につきましては、町内業者の育成の立場で分離発注も考えられますか。あるいは

参加資格要件などを改善緩和すべきだと思うが。ということで通告をしておきました。

決算特別委員会でも指摘がありましたけれども、景気低迷によりまして民間事業も公共

事業も減ってきております。町内業者は出てくれば間違いなく税金というものは町に支払

う、このことは皆さんご承知のことだと思います。景気のよいときならいざ知らず、１０

０年に一度と言われる経済不況の中で、企業の努力は言うまでもありませんけれども、町

の業者を守り育てていくのは一つ行政の責任でもあります。さまざまな改善の方法があり

ますけれども、指名参加要件の緩和であるとか、一抜け方式というようなものもあるよう

ですけれども、さまざま、そういう立場に立てば考えられるのではないかというふうに思

います。

町長も決算の中では、そういうことは何とか考えてみたいというようなことを言ってお

りましたけれども、ぜひとも、今本当に町の業者、困っている人もたくさんいると思いま

す。そういう中で、町の公共事業がよその町村から来てみんな持っていかれるということ

はなるべく避けたい。でも、今ある条件の中だとそういうことも可能になわけですから、

しかし、法を犯してまでそうすべきだという考えはありませんけれども。その中で工夫を

して、何とか町内業者、地元の業者が仕事を確保できるような制度改善をしていただきた

いというふうに思っています。

それは言ったからすぐできるというものとは思いませんけれども、こういう時代だから

こそ、皆さんがぜひとも知恵を絞って、そういう形を見いだしていただきたいというふう

に思いますので、その決意を示していただければいいかと思いますけれども。また、方法

があれば方法も示していただきますけれども。そういう決意を示していただければと思い

ますけれども、町長、いかがでしょうか。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 小池議員さんの質問にお答えをいたします。ちょっと長くなろうかと思い

ますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
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景気低迷による民間・公共事業が減る中、町内業者育成の立場で請負契約入札制度の改

善をすべきということでございますが、地方自治法第２０３条により、契約は一般競争入

札を原則としております。指名競争入札、随意契約または競り売りは、地方自治法施行令

第１６７条等で定める場合に限り行うことができるものであります。本町の入札について

は、吉岡町条件付き一般競争入札実施要綱、吉岡町建設工事請負契約業者選定要綱などに

より実施することにより、競争性、透明性の確保が図られ、町民の理解が得られてきたと

思っておりますけれども、景気悪化による雇用不安等がある中で、町内業者育成を図るべ

く、要綱の改正及び参加資格要件の改善、緩和を行っております。

ことし６月には、業者選定要綱の一部改正を行い、区分等級Ｃランクの業者へは発注金

額で１，０００万円未満の請負工事であったものを、発注金額１，５００万円未満と引き

上げてございます。また、吉岡町建設工事にかかわる共同企業体取扱要綱の一部改正を行

い、特定建設工事共同企業体の対象工事規模の額を、建築一式工事では入札制度審査委員

会委員長が必要と認めた場合でも２億５，０００万円以上であったものを、特別な理由に

あると認めた場合には１億５，０００万円に満たない工事でも共同企業体を組めるように

するなど、町内業者が以前より入札に参加しやすいようにいたしました。

これにより、ことし８月６日入札、駒寄学童保育施設工事、道の駅「よしおか温泉」新

設工事など、共同企業体での参加ができるものです。なお、参加要件も緩和し、総合査定

値も低く設定しております。

また、分離発注は１件の建設物の工事を工種の違いによって一定の工種ごとに行う発注

であり、例えば一つの建設工事を電気・空調の設備関係と具体部分の工事を分けて発注す

る場合などもあります。分離して発注することにより、設計金額も下がり、指名参加の要

件も緩和され、受注期間もふえると思っております。町内業者の育成の観点からの分離分

割発注等も検討しております。道路改良工事、配水管布設替え工事等で延長が長くなった

ことにより、設計金額が上がった場合など、分割して発注すれば中小町内業者の受注機会

もふえることになるので、検討したいと思っております。

また、一抜け方式というものでございまして、町では、平成２１年度の吉岡町ごみ収集

運搬業務委託は西部地区と東部地区に分割して入札を行い、初めの入札で落札した業者は、

次の入札に参加できない取り決めとしておきました。この一抜け方式を例えれば、道路改

良工事等で工事が重複しており、限られた工事期限内の施工を実施する工事で、複数の工

事が同時発注となる競争入札につきましては検討してまいりたいと考えております。

入札制度につきましては、競争性の確保、透明性の向上に努め、かつ町政に対する信頼

も確保しなくてはらなりませんが、この経済不況の中でありますので、今後も町内業者の

育成と町の経済活性化に向けて取り組んでいきたいと思っております。そうすることによ
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って、ひいては町税の増収にもつながると考えております。

議 長（岩幸夫君） 小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） 大変、町も考えてよい方向に進んでいるんだということが確認をできまし

たけれども、ぜひともそんなような形でやっていだたいてほしいのと、やっぱり、町がそ

ういう改善をしましたよというと、またその改善されたということが一定の力を持ってい

る業者等はあるんでしょうけれども、また割に力のない小さい業者等、改善されたところ

という部分が、今までもうだめだというふうに思っていた人が、そういう人たちも可能性

が出てきたという部分もあるわけですから。そういうこともぜひとも周知できるような方

法をぜひともしていただきたいということをお願いをしておきたいと思います。

続きまして、３番目でありますけれども、都市公園的整備というふうに出しておきまし

たけれども、吉岡町には公園の数が少ないというのが現実だと思います。町長のマニフェ

ストの中にも、ミニ公園の整備とかというのがあったというふうに思うんですけれども。

私はぜひとも、人口が３，０００人から５，０００人くらいで、そのくらいで１カ所ぐら

い、そして日常的に老いも若きも利用できるような公園、そしていざ災害があったときに

はそこが避難場所になれるような公園がやっぱり望ましいのかなというふうに思っている

んです。

都市計画なんてすると、割り出された、前橋の方によくありますよね、一定の面積を持

った公園があるんですけれども、あんなのがやっぱりいいんじゃないかなと。ああいうと

ころというのは、防災機能、避難場所なんかの指定もされていますよね。お金のかかるこ

となんですけれども、年次計画で、その地域、地域に小さい公園も必要なんでしょうけれ

ども、町にはそういう形での公園がないですよね。上野田ですか、小井戸住宅の上にある

のと、役場のここにあったり、あとは河川敷、公園と言っている何かわかりませんけれど

も、そういう感じなところになってしまうものですから。ぜひともそういうものを年次計

画で、これは多額な金を要しますから、言ってすぐできるものじゃありませんけれども、

やっぱり、年次計画で町の方向性としてそういうものをつくっていくんだというようなこ

とを考えていくべきだというふうに思いますけれども、それについての町長のまずは見解

を伺いたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 答弁させていただきます。

吉岡町には公園の数が少ないと思う。１，０００平米程度の公園を整備すべきと思うと

いう見解だと思います。



162

都市公園の整備ということでございますが、地域住民の憩いの場として、また触れ合い

の場として、子供たちの遊び場となるような身近な公園、ミニ公園の設置につきましては、

私のローカルマニフェストにも掲げておるところでございます。

先般、６月、７月にかけて開催させていただきました町政懇談会におきましても、子供

たちの遊び場となるような身近な公園の設置要望がございました。しかしながら、都市公

園としての技術的な基準に適合するような身近な公園は、現在のところ町にはございませ

ん。ミニ公園と言えば、設置にはまとまった面積の土地が必要であり、そして整備に要す

る費用も、財政が厳しいなどなかなか思うようにいかない状況でもありますが、都市計画

マスタープランの公園、緑地の整備方針でも、身近な公園、緑地の整備を図ることを示さ

れております。地域住民の触れ合いの場として、子供たちの遊び場となるような身近な公

園を整備していくことについて検討する必要は感じておるところではございます。

詳細につきましては、担当課長より補足答弁させます。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、ただいまのミニ公園の整備ということで、町長の補足答弁

の方をさせていただきます。

平成２０年１０月に開催いたしました吉岡町の総合計画アンケート設問設定にかかわる

住民のワークショップでございますが、７班編成で、そのうち５班においてミニ公園、身

近な公園の設置要望がございました。また、同年の１２月に実施しました吉岡町総合計画

アンケートにおきましても、生活環境の満足度と重要度の設問で、町政座談会の方でも説

明させていただいたところでありますが、身近な公園の整備の不満率が３７．１％と４番

目に高い値を示しておりました。このような身近な公園の設置要望が多いわけでございま

すが、町長答弁にもありましたが、現在、町には都市公園というものは設置されてござい

ません。

都市公園法によります身近な公園は、ちょっと専門的になってしまうんですが、住区基

幹公園の中の街区公園と近隣公園であると思われます。これらの都市公園の技術的基準で

ございますが、主として街区内、自治体内と申しましょうか、吉岡版にかえれば、自治会

内と申しましょうか、及び近隣に居住するものが容易に利用できるように配置し、その面

積はそれぞれ０．２５ヘクタール（２，５００平米）、２ヘクタール（２万平米）を標準

として定めることとされております。また、双方の公園とも、小池議員ご指摘のとおり、

防火、避難等、災害の防止に資するよう考慮することとしておるわけでございます。

また、地域住民の触れ合いの場として、子供たちの遊び場となるような、そして災害時

の避難場所としても利用できる身近な公園を都市的公園として整備することについて検討
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の必要性は感じておるところでございますが、まず公園及び公園類似施設、吉岡町には数

カ所あるわけなんですが、その実態調査と、都市計画マスタープランに基づきます公園等

の整備方針の確立が必要ではないかと思っておるわけでございます。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） ２番小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） ぜひとも、人口もふえていますし、「これから住むなら吉岡」と言われる

ような町にするには、やはり公園というのはどうしても欠かせないものであると思います

ので、引き続き公園の整備にはそういう意識を持って取り組んでいっていただきたいとい

うことを要望しておきます。

続きまして、最後になりますけれども、４問目の保育園の待機児童問題であります。

３月議会で質問しているわけでありますけれども、その後、どうなっているかと。改善

結果と現状の取り組みはどうなっているか、今後の方針を伺いたいということで質問を出

しております。この件について質問し、そしてまた、さきの決算委員会でも「待機児童は

ゼロです」との回答でした。本人の都合もありましょうが、町で対応し切れず、管外で措

置をされている人が３０名近くいるようであります。

現在は、本来の定数定員に対しまして、緊急避難ということで１２５％というのがプラ

ス、たしか国が１２５％というものを認めております。これは決して、緊急避難ですから、

本来の姿ではありません。それでも全国には現在２万５，０００人の待機児童がいるとい

うふうに言われておりまして、大きな社会問題にもなっております。

３月議会の中で、町は第六保育園の建設を視野に入れた検討を現在しているという回答

がありました。これは本当にどのような検討がなされたのか。そして、その検討結果はど

うなっているのか。そして、町の今後の進むべき対応策、これはどうなっているか。とい

うのは、先ほど言いましたように、あくまでも１２５％というのは緊急避難ですから、本

来は吉岡町には、これまで町長が回答しておりますけれども、定員は４５０人だと。そし

て、国が１２５％までいいよというふうに言われて、それが５６１人だということですか

ら。やはり、この数字から見れば１２５％、最大緊急避難だから今間に合っているんです

けれども、本来の定数から見れば、全然、１００何十人か足りないのは事実なんですよ。

それはやっぱり何とか解消しなければならない。そういう中で、町がそういう回答をした

のではないかというふうに思いますけれども。非常に今心配しているところは、会議録を

見てもらえればわかりますよ、ことしの３月に斉木課長が「そのことは６番目の保育園の

建設も視野に入れて検討を現在しております」という回答をしていますから。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。



164

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 小池議員さんから、保育園の待機児童の問題についてですが、３月議会以

降の改善状況と、そしてまた、ただいま第６園の検討はどうなっているんだということで

ございます。

吉岡町では、若者の定住が増加している傾向から、新生児の増加率が高いと説明してき

たわけでありますが、過去のような高い増加率より陰りが見えてきたような気がいたしま

す。そうした中、保育の現状を申し上げますと、ただいま議員さんがおっしゃったとおり、

現在、町内には５園が運営しており、定員では延べ４５０人となっておりますが、保育室

の認可面積等に余裕がある場合は最大で１２５％まで受け入れる許可がなっております。

８月現在５４６名が入園しております。その他、近隣市町村にも保育の委託をしておりま

す。これは園児の送迎等の都合により、保護者の勤め先の近くまたは実家の近くの保育園

などを希望したためでもあります。こうした方が約２３名おります。問題の待機児童は改

善され、現在のところはありません。そういった中におきまして、今、第６園ということ

ではございますが、今のところ検討はしておりません。

以上です。

小池議員さんのご質問に対して、健康福祉課長より補足答弁をさせます。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） 小池議員さんの質問に町長の補足答弁をさせていただきます。

児童数の推移なんですが、平成２１年４月１日現在のゼロ歳児の前年対比は２１０名に

対して今年度は１８３名です。率でいいますと８７．１％でございます。ゼロ歳児から５

歳までの対比は、前年１，３１３名に対して１，２７５名で、率で９７．１％でございま

す。先ほど町長が申されたように、過去のような大幅な増加が続くようなことはないよう

に思われます。そうした中でありますが、許可の範囲でありますが、大幅に定員を超えて

入園している現状でありますので、現在、大久保の第５保育園が定員は６０名であります

が、これを３０名増員することで具体的に検討を行っているところでございます。

大変雑駁ですが、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） 小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） 先ほど、町長から検討はしていないという話だったんですけれども、これ

は３月の時点で斉木課長が長期的展望の対応では６番目の保育園の建設も視野に入れた検

討を現在しているんだと、こういうふうに答えているんですよ。だって、そういうふうに

答えている。現在検討しているというのだから、だけれども、していないという話になる
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と、ちょっと話が全然違ってきてしまう話なので。じゃあ、本来は検討もしていないのに

現在検討していると、うその答えをしたんですか。そんなことはないと思うんですけれど

も。第６の保育園を検討している。それで人口もふえているし、ということも言っていま

したし。今は緊急避難だと。だから、当然足りないんだということを言いながら、そうい

う回答をしているんですよ。

私がなぜ今こんな質問をするかというと、ご存じだと思うんですけれども、国は今待機

児童ゼロ作戦というものをやっているんですよ。これは補助率も高くなっているんですよ

ね。国が待機児童ゼロ作戦というものを立てて、そして今度は県に安心こども基金という

ものを創設して、ここから金を出しますよと。これが２分の１補助なんですよ。だから、

今するのが、今がチャンスですからというので私はそういう質問をしたら、課長はそうい

う答弁をしたんですよ。それがまた、検討はしていませんという話になってしまうと、全

然話にならない話になってしまうんだけれども。ちょっとまとまった話をしてください、

わかる話を。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） ３月定例会のときにはいろいろな面で子供の伸び率が大分ふえてきたと。

平成１３年度から毎年４％の伸びがあったということでございます。平成１８年、１９年

度は横ばい状況になったということでございます。平成２０年度はまた４％の伸びになり

ましたが、どこまで伸びるかわからない不透明さがありました。そういった中におきまし

て、ここにきて幾らか伸び率が削減されてきているのかなというようなことの中におきま

しては、今、第５園のところで３０名ほどの増員を予定した新築工事を予定しております。

そういった中におきましては、そういったことができることによって、６園は検討すると

ころにも入らないかなというようなことで、今のところは推移を見ながら慎重に審議して

いくということで、今のところは審議していないというところが現状でございます。

議 長（岩幸夫君） 小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） 町長、つい半年前ですから。３月だから、今９月、ちょうど半年前なんで

すよ。そのときに斉木課長は、平成２０年度に一つの保育園の定数を、今言われたように、

３０人増員してきましたと。引き続き、現在でも一応保育園の定数を増員するように協議

を重ねているところでありますと。この３０人をやって、それからまた、もう一つまた、

定数を増員する協議をしている、また一個つくるという話をしているんですよ。そして、

長期的展望の対応では６番目の保育園の建設も視野に入れた検討を現在しておりますと言

っている。ただいま町長言ったことは、平成２０年にやったのは、それは事実として押さ
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えて、そしてことしはまた新たしい教室をふやして対応していますと。それでもまた足り

なくなるので、今また第６の保育園の建設を視野に入れた検討をしていると、こういうふ

うに言っているんですよ。

だから、斉木課長が勝手な思いつきで言った話ではないと思うんですよね。きっと、恐

らくちゃんとその中で話をした中で出てきたから、私は、だから今はこういうチャンスだ

し、だから先ほども言いましたけれども、吉岡町は、子供は減っていないんですよね、人

口がふえていますから。それで、今が緊急避難なんですよ、２５％というのは。先ほども

課長言いましたけれども、５４６人でしょう。でも、吉岡町の定数というのは４５０人で

すから。大幅に１００人以上、上回っているんですよ。無理やり突っ込んでいるんですよ。

だけれども、無理やり突っ込んで、それこそいっぱい突っ込んで、だけれども、いっぱい

詰め込んだんだから保育料幾らか安くなるかと思ったら別に安くなるわけじゃないんです

よ、いっぱい詰め込んだって。

だから、本来の姿にそれを戻すという意味で、そういうお金もある、国も用意している

んだから、それを使えば私はできると思うんですよ。それはやっぱり何とか、町長、本来

の、緊急避難が、揮発油税の暫定税率じゃないけれども、暫定がそれこそそういうふうに

３０年も４０年も続いていってしまうというのはやっぱりおかしな話なので。緊急避難と

いうのは緊急的ですから。一時避難というわけにはいかないので。それはやっぱりその解

消のために、私は人口がまたどんどんどんどん、右肩下がりで減っている町村であればそ

ういうことも考えられるでしょうけれども。吉岡町はありがたいことに人口ふえています

から。そして、住む人たちが希望を持って、吉岡の保育園だったら本当にゆとりを持って

預けられますよという保育園も必要ですし、これも今、日本全体的な景気低迷によりまし

て、子供を預けるところがないので働きに出られないという人も大変多くいるようです。

そういう人の立場に立てば、やっぱりそれはその方向でやっていくべきと思うんですよ。

緊急避難じゃなくてね。完全に現状でも１００人以上足りないんですから、それを押し込

んでいるわけですから。これの改善というのは、だから国がそれを改善しますと。今回の

政党もそうですよね。ありとあらゆることを考えて、子育てママの支援もしますよと、待

機児童の解消もしますというふうに言っているんですから。私はやっぱり話をもとに戻し

て、このとき斉木課長が言ったように、やっぱり本当に検討を始めてそういう方向に進む

べきだというふうに思うんですけれども。これも最後になると町長の見解ですよね、いか

がでしょうか。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） ３月議会での第６の保育園については、３月議会で答弁しておりますが、
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今後の園児の増加の動向が不透明ということに相なりますと慎重に対応していかなければ

ならないと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） 町長、慎重ということは大事なんですけれども、今がだって、町長、六つ

の保育園に１００名も。１００人、これを１２５％で皆さん押し詰めているわけですよ。

少なくともこの改善をしなくてはならないでしょう。これはがくんと減るということであ

れば。でも、今の考えですと、１２５％のまんま、定数をそのまんまで、何とかだましな

がらいくべという考えに見えるんですけれども。やはり本来の、緊急措置じゃなくて、定

数に見合った、その中に何とかしていこうというふうにやっぱりしていくべきじゃないん

ですかね。私はやっぱり、１２５％、国が認めているからいいんだと、そんなんじゃなく

て、やっぱりその中で吉岡町はやっていくというのが、やっぱり親御さんたちが安心をし

て子育てができる町だというふうになると思いますので、ぜひともその辺を検討していた

だきたいと思いますけれども、どうですか。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） この園のことについては、吉岡会というような会もございます。そういっ

た会ともいろいろな面で相談しながらまた調査研究をしていきたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 小池議員。

〔２番 小池春雄君発言〕

２ 番（小池春雄君） 私もそれ以上の押し問答をする気はございませんから、町長のマニフェス

トにもありました。やはり、住民との契約というのは、これは大変大事なことですから、

そういう立場に立ちまして、ぜひともそういうお母さんたちの要望にこたえられるような、

町長、こたえられるような政策をぜひともお願いしまして、私の質問を終わります。

議 長（岩幸夫君） 以上をもちまして、小池春雄議員の一般質問が終わりました。

ここで昼食休憩に入ります。再開は午後１時です。

午前１１時５６分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後 １時００分再開

議 長（岩幸夫君） 昼食休憩前に引き続き会議を再開いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議 長（岩幸夫君） ６番田中俊之議員を指名いたします。

〔６番 田中俊之登壇〕
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６ 番（田中俊之君） ６番田中です。議長の通告により一般質問をいたします。

最初に、駒寄インターのアクセス道路の早期着工についてです。

駒寄スマートインターは、平成１６年から、普通車、軽自動車のみのＥＴＣ（イーテッ

ク）登載車両が２４時間利用できるインターとなりました。平成１８年より全国初の１０

０万台を超え、現在では１日平均５，０００台の利用台数があり、日本一の実績を保って

きております。駒寄インターを利用する主な原因は、東京、新座料金所まで１００キロ以

内となる好立地条件の地域にあり、通勤、商用、観光等々、人や物流のための利用車両が

多く、前橋インターや渋川インターを利用するよりは利便性が高いことであります。また、

平成２２年４月に開通予定の国道１７号前橋渋川バイパスも着工されており、さらに利用

台数が増加することも予想されます。現在、土日・祭日は１回１，０００円の通行料金制

度も開始しているように、通行車両もふえております。

一日も早く大型車が通行できるインターを望みます。インター周辺道路を整備し、アク

セス道路の整備着工と完成が期待されます。特に隣接地の榛東村においては、自衛隊の駐

屯地があります。天災による災害復旧への派遣対応やテロ等による有事に即応するために

も、駒寄インターを利用し、隊員や車両、物資等々を現地に送り、人命や財産を守るため

にも駒寄インターを利用しての活動は時間短縮の点においても有効であり、駒寄インター

周辺道路の整備やアクセス道の早期着工が必要であります。しかし、現在では、駐屯地の

正門から前橋インターまでは１１．５キロあり、渋川インターへは９．１キロあります。

駒寄インターへのアクセス道が未着工のため、関越自動車道の狭い側道を通ると７．２キ

ロもあるのが現実です。どのインターまでも道路が狭い上、通行車両が多く苦慮する点も

多々考えられます。

これらの点から考えても、駒寄インターは早期に大型車が利用できるように着手する必

要があります。町は地権者への説明や土地買収の交渉、そして駒寄インター周辺の土地活

用への計画はどのように進捗しているのでしょうか。町長にお伺いします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 駒寄ＩＣの大型車利用の早期実現について答弁をさせていただきます。

田中議員の質問にお答えをいたします。

駒寄スマートインターの大型車利用の早期実現に向けて周辺道路の整備やアクセス道路

の早期着工が望まれておるところですが、インター周辺の土地活用の計画はどのように進

捗しているかとのことでありますが、周辺道路、アクセス道路の整備につきましては、町

の事業として大久保南下線、道城原中線の２路線について整備を行っており、県道事業と

して、南新井前橋線パイパスを整備中でもあります。また、インター周辺の土地活用の計
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画につきましては、吉岡町総合計画に基づき吉岡町都市計画マスタープランに沿って進め

ておるところでございます。

詳細につきましては、担当課長より補足答弁をさせます。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、ただいまの町長の補足答弁の方をさせていただきます。

駒寄インターの周辺道路あるいはアクセス道路の整備につきましては、町長答弁にもあ

りましたように、吉岡町におきましては、まちづくり交付金事業で大久保南下線を吉岡バ

イパスより駒寄パーキングまでの間６７０メートルを整備いたしました。この大久保南下

線につきましては、平成２０年度、整備の方を完了しております。そしてまた、道城原中

線、関越側道と通称呼んでおりますが、平成２１年度、完成いたしまして、約５５０メー

トルを整備中でございます。これは８月に発注させていただいて、先般、議会の方の議決

をいただきまして施工しておるところでございます。

また、県道事業といたしまして、一般県道南新井前橋線バイパスを主要地方道の前橋渋

川線、通称吉岡バイパスからでありますが、主要地方道高崎渋川線まで約１．８キロメー

トルの区間を平成１９年度に事業化いたしまして、吉岡バイパスから関越自動車道交差部

西午王頭川までを第１期工区とし、県渋川土木事務所にて施工中でございます。そして、

この事業につきましては、平成２４年度完成を目指して整備中でございます。その後、第

２期工区でございますが、関越自動車道の交差部西午王頭川から主要地方道高崎渋川線ま

での間１．０４メートルを整備していく予定で進めておりますが、この２期工事分につき

ましては前橋土木事務所管内になろうかと思います。それにつきましても、関係地権者な

どへの説明会等のスケジュールにつきましては、１期、今やっております工区の事業進捗

状況を見ながら行う予定でありますので、まだ具体的な日程の方は未定でございます。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 田中議員。

〔６番 田中俊之君発言〕

６ 番（田中俊之君） ぜひ積極的な推進をお願いします。

さらには、平成２１年の７月に高崎、前橋、渋川の３市長と吉岡、榛東の各町村長によ

る関越自動車道インター設置及び関連自動車道路建設推進期成同盟では、大澤知事等に要

望書を提出されましたが、県等の対応はどのように進捗しているのでしょうか、お伺いし

ます。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕
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町 長（石関 昭君） お答えいたします。

要望に対する県の対応の進捗はということですが、さらには駒寄スマートインターの大

型化対応への改修の考えはということであると思いますが、関越自動車道ＩＣ設置及び関

連道路建設促進期成同盟会総会が去る７月２３日に開催されたところでもありますが、本

期成同盟会では、一般県道南新井前橋線バイパスの整備促進を初めとして、群馬県知事及

び群馬県議会議長あてに何点か要望を上げさせていただいたところでもあります。そして、

本期成同盟会の要望に対する県の対応のことでありますが、配慮していただけるものと、

吉岡町はもちろん、本期成同盟会としても当然期待しておるところでございますが、進捗

状況については、南新井前橋線の事業に着手することなど、徐々に進んでいるものと認識

をしているところでもあります。要望書が単なる要望に終わることでないように、今後も

引き続き進捗状況を見守っていきたいと思うところでもございます。

次に、駒寄スマートインターの大型化への改修に対する考えはということでございます

が、駒寄スマートインターの大型車両の通行可能な改修の件につきましては、関越自動車

道ＩＣ設置及び関連道路建設促進期成同盟会でも、県に協力支援を要望したところでござ

います。スマートインターチェンジ制度実施要綱が平成２１年２月に改正され、改正点の

一つに、事業区分の変更に伴う自治体負担の事業費が軽減され、やりやすくなったという

ことは認識しております。駒寄スマートインター大型化への改修につきましては、今後、

大型化を進めていく上で新たな用地が必要となると考えるところでありますが、現在、そ

の周辺道路、アクセス道路を整備中でもございます。国は高速道路において効率的にイン

ターチェンジの整備を図り、その中にスマートインターチェンジの整備を位置づけ、この

たび３，０００億円の予算化を図りましたが、このことも念頭に置き、今後、大型化への

改修を進めていきたいと思うところでございます。

詳細につきましては、担当課長より答弁させます。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、ただいまの町長の答弁の補足をさせていただきたいところ

でございます。

スマートインターチェンジの制度実施要綱が平成２１年の２月に改正されたところでご

ざいますが、主な改正点といたしましては、先ほどの町長答弁にもありましたように、事

業区分の変更に伴う自治体負担の事業費の軽減、これが大きなものであると考えておりま

す。その他主なものといたしまして、広域的な検討が必要であること。そして、地域住民

に対する公聴、意見聴取の手続を明記、これは地域合意の観点からでございます。そして、

本格運用に先駆けて実施してきた社会実験が、今回、廃止されて、インターチェンジ設置
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に関しては、社会実験が廃止されました。あと、本格運用インターチェンジの改築にも適

用ということでございます。あと、費用便益費、Ｂ／Ｃと言っておりますが、この費用便

益費の変更等が必要になってまいります。今後、駒寄スマートインター大型化への改修を

進めていく上に当たりましては、現在、周辺道路あるいはアクセス道路の整備で、これも

先ほど申し上げましたとおりでございますが、まずこの費用対効果、費用便益費の検討が

必要になってまいるということでございます。そして、一番大切なのは、何といっても地

元の盛り上がりが必要であると考えておるところでございます。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 田中議員。

〔６番 田中俊之君発言〕

６ 番（田中俊之君） 今お話がありましたように、確かに法案が改正されました。それで、今ま

で本町では全国一の車両通過台数、５，０００台あるということに対して非常に自信を持

ってやってきたわけですが、しかしこれも単なる、これからは参考資料として活用される

んだというような方向が見えているようです。また、これから新しい法案に沿って、公益

性、住民の声等を聞く方法を主としてインターを設置していくということも聞いておりま

す。また、国の予算では３，０００億円という予算化が図られておりますが、予算額に上

限がある以上、一日も早く計画書の作成や土地買収をしていく必要があります。小林議員

と重複する部分がありますが、さらにこの辺を具体的にどう進めていくのか、お伺いをし

ます。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 先ほども申し上げたとおり、このたび３，０００億円の予算を国でつけた

ということに相なっております。そういった中におきましては、そういったことがいち早

くキャッチできたわけでございますので、一日も早く大型車通行のインターができるよう

努力をしていくつもりでございます。

議 長（岩幸夫君） 田中議員。

〔６番 田中俊之君発言〕

６ 番（田中俊之君） ぜひ積極的に推進をしていただきたいと思います。

次の質問に移ります。

平成２２年の４月には国道１７号前橋渋川バイパスの開通に向けて工事も着々と進んで

いるところであります。また、近い将来においては、高崎渋川バイパスも開通される予定

です。さらに駒寄インターも、大型車も利用できるインターとしていかなければならない

と思っております。新しい道路の完成や道路整備が整っていれば、利便性の高いその地域
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には人おのずから集まってきます。

このよい例が昭和村の工場誘致です。近くにインターがあり、大型車も利用でき、周辺

道路も整備されています。最初は大手メーカーの１社でしたが、現在は数社の工場ができ

稼働しています。東京や名阪神工業地帯にも遠い山間地であり、吉岡町よりははるかに条

件はよくありませんが、それでも企業誘致がなされております。

現在の日本経済は厳しい中にありますが、必ずや景気も回復してくると思います。吉岡

町のホームページで、吉岡には駒寄インター、国道１７号沿線地を中心として、工業誘致、

積極的に勧誘している旨の内容をぜひ紹介していただきたいと思います。企業誘致に力を

入れ、好景気時には吉岡町の地を活用して活力あるまちづくりをしていくお考えがあるで

しょうか。町長にお伺いします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 工場誘致の取り組みについてでございますが、企業誘致計画については、

過去にも多くの議員さんから一般質問が出されておるところでございます。田中議員さん

の企業誘致に力を入れないかとの質問ですが、優良企業の誘致は活力あるまちづくりにも

通じるものと思うところでございます。しかしながら、景気は上向いているとはいうもの

の、７月の完全失業率は５．７％、そして有効求人倍率は過去最悪を更新したと新聞に報

道されたところでございます。このような経済状況での企業誘致は非常に難しいものがあ

ると感じておりますが、町では都市計画マスタープランに基づき開発が進む中、農業振興

と産業振興の両面から、土地利用方針との整合性を考慮しつつ、優良な企業を誘致できれ

ばと考えておるところでもあります。課題も多くございますが、田中議員さんがご指摘の

とおり、もっとホームページなどを利用してさらに吉岡町のＰＲに努めることが、今後、

誘致活動をする上での効果的なものではないかと考えております。

議 長（岩幸夫君） 田中議員。

〔６番 田中俊之君発言〕

６ 番（田中俊之君） ぜひホームページで紹介しておいて、やはり吉岡というのはこういう利便

性のいい土地、そして環境のいい土地にあるんだということを全国の皆さんが知っていた

だければ、景気回復の折には本当にこの町をうまく活用していただけるものと信じます。

次に、道の駅とまちおこしのことについて質問をいたします。

岩手県の藤沢市や隣接市では山海の絶景に感嘆したり、北海道の大樹町では広大な土地

と新鮮な海産物に触れる視察をしてきました。吉岡町では、平成２２年４月から開通予定

の１７号国道とあわせて、道の駅と物産館も開業していく予定になっています。地場産の

農産物の販売はもちろんのことですが、吉岡町にとって入手しづらいものに新鮮な魚介類
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や加工品の海産物があります。道の駅、物産館開業に合わせて新鮮な海産物の販売ができ

れば、テレビや新聞のマスコミを通してのＰＲ、来客者による口コミのＰＲ等々で吉岡町

の東玄関としての一つの役目も果たせる要因の一つではないでしょうか。そのためには、

姉妹都市交流に取り組み、交流都市からの新鮮な海産物を契約して、来客者に年間を通し

て提供できれば、客の安定化が図られ持続していけるものと思います。

そこで、吉岡町として、姉妹都市交流をしていくことと、新鮮な海産物の販売、ふるさ

と祭りの交流等々、今後取り組んでいくお考えがあるでしょうか、お伺いします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 道の駅とまちおこしについて、まず物産館の活用についてお答えいたしま

す。

来年４月、前橋渋川バイパスの開通に合わせてオープンを予定しております道の駅「よ

しおか温泉」に開設いたします物産館は、地域における新鮮、安心、安価な地場産農産物

等の販売並びに町内外から訪れるお客様と地域の生産者との交流の場となって、地場産製

品の消費拡大として吉岡町の農産物、特産物の一端に触れることにより、いろいろなアイ

デアを持ち寄っていただき、その中から吉岡ブランドが生れる。それが地域経済の活性化

につながることと期待しておるところでございます。

また、姉妹都市交流についてでありますが、物産館の開設と合わせて、新鮮な海産物の

販売等ができるよう、至急姉妹都市交流をする考え方があるかとのご質問にお答えいたし

ます。

最初に姉妹都市交流、友好都市交流について、現時点ではその相手方と考えられるのは、

ことし中旬に議会全員による視察研修を行った北海道大樹町であると言えます。そこで、

視察後の７月２７日付で大樹町視察に対しての報告、これは議長から町長あてに届いてお

りますが、それには視察先において、町及び議会挙げての盛大なる歓迎を受け、議会全員

喜んで帰町したとのこと。今後、大樹町との交流は議会全員が賛成しているとのこと。そ

して、交流内容としては、質問の大樹町の農産物、特産物を本町の道の駅オープンに間に

合うように交流を進めてはとの意見が多数あったとの報告を受けました。

本町としては、大樹町とは昨年から、非公式ながら相互交流や、ことし議会全員と事務

局の視察研修の実施及びその報告を受けまして、今後も人的、物的交流を続けていく必要

性を強く感じているところでもあります。そして、初期の目的としては、交流を段階的に

深める中で、双方の気運の高まりとともに、災害時の総合支援の締結等を含めた姉妹都市

等の締結を行いたいと考えております。その交流事業の一環として、９月２０日に開催さ

れる大樹町の柏林公園まつりに参加する町内関係団体の代表者５人に、本議会の一般会計
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補正予算に友好都市交流調査補助金を計上し、人的、物的交流を推進する立場から、参加

者に対する一部ではありますが、支援策を講じさせていただきました。なお、参加者代表

には、大樹町訪問前に町の考え方を伝え、祭りでの交流はもちろんのこと、来年４月、道

の駅オープンに合わせ、特産物、海産物の販売の可能性の調査依頼を行い、帰町後には報

告をしていただくことを考えております。

また、ふるさと祭りの方については、今年度は無理でありますが、今後交流を進める中

で、時期を見て前向きに検討していきたいと考えております。

議 長（岩幸夫君） 田中議員。

〔６番 田中俊之君発言〕

６ 番（田中俊之君） ぜひ今後は積極的に推進していただきたいと思います。

次に、観光開発について質問いたします。

吉岡町では、今計画されている道の駅の開設や駒寄インターの大型車の通行利用も可能

となると、今後吉岡町を訪れる人も増加してくると思います。この時期に合わせて、吉岡

町の顔としての観光開発をしていく必要を感じます。

過日、台風８号やその前後の大雨の影響で被害が出ていないか、河川敷や貯水池、そし

て船尾滝周辺を見てきました。河川敷や貯水池には被害がなかったのですが、船尾滝の遊

歩道では大小さまざまな落石があり、歩道上や側溝では落石や流木がふさいでいました。

また、今にも崩れ落ちそうな石も数多く見受けられました。そんな危険な状態の中にもか

かわらず、平日、個人で、またグループで落石や流木を避け避け、船尾滝を見物に来た人

の姿を多く見受けました。

船尾滝周辺の山は、火山灰と石で覆われており、もろく崩れやすいので、防護対策、治

山事業も消極的になるとのご答弁をいただいたこともありました。私の考えは、崩れやす

くもろい山だからこそ、積極的にストーンガードや丸太または防護ネット、コンクリート

壁、鉄柱等々による防護対策をすべきであると思います。

船尾滝と同じように、崩れやすい山に、近県では埼玉県の寄居町と秩父市にまたがる箕

山公園があります。ストーンガードや丸太を積み重ねての防護対策がとられ、人も車も安

心して通ることができ、春には桜、夏には緑、秋にはもみじ、そして冬になるとハイキン

グ等で四季の自然を満喫していました。また、新潟県の六日町にある三国ダムでは、コン

クリート壁と防護ネットで対応しており、豪雪後の崩落地では即対応しておりました。

県内を見ますと、みどり市の草木湖ダムでは、コンクリート壁と大きな落石を利用して

の対策がとられておりました。さらには、四万温泉の四万湖ダムも防護ネットや間伐材の

板で同様な対策がとられていました。このように、各地において積極的な対策がとられて

おります。
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船尾滝周辺では、台風８号以後の数日後には、山の防護対策で落石や流木で埋めつくさ

れていた遊歩道も今は片づけられており、整備された道路を親子づれや多くの見物者が行

き来していました。やっと、いつもの笑顔で明るいあいさつをしている光景が戻ってきま

した。このように、山や歩道を保護や整備で早い対策をとれば、吉岡の自然が取り戻せま

す。これからも船尾滝の観光に力を注いでほしいと思います。

今後も治山事業に着手し、落石や流木の落下防止対策を積極的に取り組んでいくお考え

があるでしょうか、お伺いします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） お答えいたします。

観光開発における船尾滝周辺の災害防止対策に積極的に取り組んでいく考えはとのこと

ですが、田中議員さんが大雨の影響で吉岡町内に被害が出ていないか、河川敷や貯水池な

ど、そして船尾滝周辺を調査していただいたということでありますが、その中でも、船尾

滝の遊歩道での大小さまざまな落石や今にも崩れ落ちそうな箇所も数多く見受けられたと

のこと。大変ご苦労さまでございました。

さて、船尾滝周辺の整備については、過去にも議会の一般質問でも出ているところでご

ざいます。また、６月、７月に開催いたしました町政座談会においても、船尾滝について

の整備の要望等いろいろなご意見を伺っておりまして、改めて船尾滝に対する皆様の注目

の度合いの高さを再認識しているところでございます。

さて、近年の異常気象により集中豪雨が発生した遊歩道の林道と滝の周辺が荒れてしま

い、その都度緊急補修をしておりますが、思うような管理ができない状態でもあります。

しかしながら、船尾滝周辺は緑豊かな自然を誇り、町を代表する名勝地でもあります。船

尾滝を訪れる方々が安全に自然を楽しんでいただけるように、この恵まれた自然環境を災

害から守るために、積極的に安全の確保に努めていきたいと考えております。

詳細につきましては、担当課長より補足させますので、よろしくお願い申し上げます。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、ただいまの町長の補足答弁の方をさせていただきます。

この船尾滝に登ります林道につきましても、大雨などが降りますと町の方で一応調査し

ているところでございます。

さて、船尾滝周辺の災害対策につきまして、環境森林事務所が過去に砂防えん堤を整備、

さらには県の治山事業などを用いまして谷止工を整備したり、また落石危険場所には、防

護ネットやコンクリートの礎石などを実施しまして、その対策を今まで講じてきたところ
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でございます。

本地区におきましては、火山の影響を受けているため、砂地層が多く、崩壊しやすい地

質状況となっております。もう一雨降れば崩れてもおかしくないような箇所もございます。

このような箇所につきましては注意を促すような措置はとらせていただいているところで

ございますが、県の方にも、過日、現場を見ていただいたところでございます。崩落箇所、

また危険箇所を、今後どのような工法で対策を講じていけばよいのか、相談させていただ

いた経緯もございます。今、その内容について取りまとめているところでございます。

今後、一気にというわけにはいきませんが、先ほどの町長答弁にもござましたように、

船尾滝の周辺におきましては町を代表する名勝地でありまして、ここを訪れる方々が安全

に自然を楽しんでいただけるよう災害防止に向けて対策を今後講じてまいりたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 田中議員。

〔６番 田中俊之君発言〕

６ 番（田中俊之君） 非常に治山工事というのは本当に大変な事業なんだなとしみじみ思ってお

ります。でも、やはり手を差し伸べていただければ、そこを訪れた人たちは本当に安心し

てこの自然を満喫していくことができますので、ぜひ積極的な防護対策に力を入れていっ

ていただきたいと思います。

次に、ケイマンゴルフ場の活用について質問します。

河川敷グラウンドの中にケイマンゴルフ場があります。広さは７．４ヘクタールあり、

年間利用者数は２，６８１人で、広さはパターゴルフの２倍、グランドゴルフ場の７倍あ

りますが、利用者は４分の１です。ケイマンゴルフ場は、土地も平らで、芝生の手入れも

行き届いております。利用者減の主な原因は、ボールの製造が中止になったことも影響し

ていることと思います。今後、このケイマンゴルフ場を存続して運営していくのか、ほか

の施設やグラウンドにかえて活用していくのか、お伺いします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 田中議員の質問についてお答えをいたします。

町ではケイマンゴルフ場をそのまま存続していくのか、他の施設、グラウンドにかえて

いくのかとの質問でございますが、田中議員がおっしゃったとおり、ケイマンゴルフ場に

つきましては、月例大会のときこそ１日３０名以上の方が利用しておりますけれども、１

日平均７人程度の利用となっております。ケイマンゴルフ場につきましては、指定管理者

であります吉岡町振興公社とも協議をし、ケイマンゴルフ場利用者の推移を見ながら結論
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を出したいと考えております。

また、詳細につきましては、財務課長をして補足答弁させます。

議 長（岩幸夫君） 堤財務課長。

〔財務課長 堤 辰巳君発言〕

財務課長（堤 辰巳君） 田中議員さんに町長の補足答弁をさせていただきます。

指定管理者であります株式会社吉岡町振興公社では、利用者増のため利用者の掘り起こ

し等を行いましたが、思うような結果が出ず、２，６８１人と横ばい状態でございます。

利用者が伸びない原因といたしましては、ルールやマナーは一般のゴルフと同じですけ

れども、普通のゴルフと比較して飛距離も半分程度であり、本格的なボールの打球感やプ

レー感はいま一つで、ショートホールコースなどに取ってかわるまでには至っていない状

況があるようでございます。それと、景気の不況等によりまして、一般のゴルフ場の利用

料金が安くなっていることも影響していると思われます。利用料金面で見ますと、ケイマ

ンゴルフ場の年間利用料収入は４８６万８，７００円となり、緑地運動公園の収入の３４．

１３％となり、重要な収入となっております。

株式会社吉岡町振興公社では、平成２１年度の事業計画で、ケイマンゴルフコースにパ

ークゴルフコースを併設して、両方の使用可能日時、曜日等を限定したシェアリング利用

を前提としたケイマン・パーク併用コース化を試行することといたしております。

また、ケイマンゴルフボールの在庫は平成２３年３月ごろまでとのことですので、速や

かに指定管理者であります吉岡町振興公社とも協議していきたいというふうに思っており

ます。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 田中議員。

〔６番 田中俊之君発言〕

６ 番（田中俊之君） 河川敷の中にあり、景勝地でもありますし、非常に立地条件のよいゴルフ

場でもありますので、今後さらに活用していただけるような施策をとっていただければ、

なお利用者の方も利用しやすくなるのかなというふうに思います。

最後になりますが、河川敷の桜並木の里親制度について質問します。

利根川河川敷にある桜並木は、サイクリングロードに沿って２キロメートルの中に１２

９本のしだれ桜が植えられています。里親は７０名で、桜の木を見守り、桜の木の下の草

刈りをして美化に努めています。桜の木を植林したころの里親は働き盛りで体力も十分あ

りましたが、１５年を経過した今では、高齢化も進み体力も衰えてきております。春と秋

の年２回、里親の桜の木の下草刈りをしていますが、特に夏には月２回ぐらいの草刈りを

しないと草に負けてしまいます。暑さの中での草刈りは高齢者にとってはかなりの重労働
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です。年を追うごとに、くしの歯が欠けるように、作業に出られない人も出てきています。

そこで、高齢化した里親のかわりに里子の育成を図るとともに、桜の木を育てるボランテ

ィア活動のできる人を募り、里子として活躍できる人を町のホームページで照会していた

だきたいと思います。

また、桜の木を植林した当時は手袋やかまなどが支給されていましたが、現在はその補

助もなくなり、年２回の作業時の弁当代にも役員は苦労しています。作業途中に飲むお茶

も自前で処理しています。町から草刈り機の燃料代の費用や運営費の一部を補助していた

だけないものか、伺います。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 河川敷桜並木の里親制度について答弁させていただきます。

里親の高齢化に伴う里子育成制度の新設についてでございますが、利根川河川敷にある

桜並木は平成５年に群馬県の人口が２００万人に達成したのを記念し、県がしだれ桜の苗

木を植栽したものでございます。そして、維持管理については、当時初めてという里親制

度を取り入れ、きょうまで里親となった有志皆様には定期的に年２回の管理と日常的な草

刈りなど管理作業を行ってきていただいたと聞いております。里親の会が平成７年に発足

し１５年経過いたしまして、毎年立派な花を咲かせ私たちの目を楽しませていただいてお

ります。

さて、発足から１５年経過した里親の皆様の高齢化も進み、維持管理に支障を来してい

るところでありますが、維持管理をしていただく上で、この伝統ある桜並木里親の会のか

わりを求めるものではなく、里親として今後も管理を継続していただきたいと考えておる

ところでもございます。そのためには、後継者を育成しなければならないとの問題もござ

いますが、町としても桜並木の維持管理面において、できる協力はしていきたいと考えて

おるところでもございます。

詳細につきましては、担当課長より補足答弁させます。

議 長（岩幸夫君） 栗田産業建設課長。

〔産業建設課長 栗田一俊君発言〕

産業建設課長（栗田一俊君） それでは、町長の補足答弁の方をさせていただきます。

吉岡町は、県と渋川玉村自転車道につきましては維持管理協定を結んでいます。この維

持管理協定は、トイレの施設、桜並木を主とします樹木や植え込みがあるわけなんですけ

れども、その管理協定に基づき管理しておるわけなんですが、ここ２カ年、何かアメリカ

シロヒトリの発生が非常に多いということで、その部分については県という管轄の中で、

県の方にもお願いしまして、渋川土木事務所の方で消毒や剪定をしていただき積極的な協
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力をいただいておるところでございます。町といたしましても、この維持管理協定に基づ

きまして、県にお願いしている部分につきましては、今後も積極的な働きかけを行ってま

いりたいと思います。

町長答弁にもありましたように、里親制度は残していただきまして、今後も管理を継続

していただきたいと考えておるところでございます。

また、里親の会も、作業活動に対する助成、お願いしたいということでございますが、

平成１９年度から２３年度につきましては、農地・水・環境保全対策事業というものがご

ざいます。この中で、漆原みどり保全協議会の里親の会は構成員になっておりますので、

里親の会に対して弁当、お茶代を助成しているかと思います。草刈り機の燃料などはちょ

っと今のところ、そういった実績はないようなんですが、協議会の方にご相談してみては

いかがかと思っているところでございます。

以上、町長の補足答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岩幸夫君） 田中議員。

〔６番 田中俊之君発言〕

６ 番（田中俊之君） １５年たって、本当に桜もきれいになってきました。やはり、国道１７号

はあいたのと同時に、町の一つの環境ということも非常にお手伝いさせてもらっているの

ではないかと思います。今後も里親制度として持続していきたいとは思いますが、何せ高

齢者でございますので、その辺、ぜひ町としても積極的なホームページの照会をして援助

していただければ非常にありがたいことであるなと、そんなふうに思います。

以上、時間、少々残しておりますが、私の一般質問は以上で終わらせていただきます。

議 長（岩幸夫君） 以上をもちまして、田中俊之議員の一般質問が終わりました。

次に、１１番福田敏夫議員を指名いたします。

〔１１番 福田敏夫君登壇〕

１ １ 番（福田敏夫君） １１番福田敏夫です。議長指名により、一般質問を行います。

質問事項は、定住自立圏構想の推進についてでありますが、この定住自立圏構想という

言葉につきましては、町民の皆様にもまだ非常に耳なれない段階であろうと思います。同

時に、町の取り組みについても私は初めて質問をするのでありまして、この質問につきま

して、私なりに調査研究をしたことを質問し展開をして進めさせていただきたいと存じま

す。

最初の質問要旨は、定住自立圏構想の基本的なとらえ方についてであります。

まず、広域行政圏施策の廃止並びに市町村の合併特例等に関する法律の終了についてで

あります。平成の市町村大合併で、まだ吉岡町は合併しませんでした。群馬県内での市町

村合併は今のところ、高崎市と吉井町の合併が最後となっております。最近になって、中
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之条町と六合村の合併協議の話題が急浮上しておりますが、定かな情報はありませんので、

そういう動きもあるようでございます。

これまで、県知事が圏域を設定して行政機能の分担等を推進してきた広域行政圏施策に

基づいて、吉岡町は渋川地区広域市町村圏振興整備組合の構成市町村として、夜間急患診

療所、火葬場や斎場、ごみ処理、し尿処理、広域消防などの行政サービス事務を共同で推

進してまいりました。この渋川広域行政事務については、今後とも継続していく必要があ

ると考えます。

一方、隣接の前橋広域市町村圏振興整備組合は、構成市町村が大合併したため、振興整

備組合は不要となり既になくなっております。このような状況を踏まえて、県の広域行政

圏施策は当初の役割を終えたものと考えられることから、広域行政圏施策は前年度をもっ

て廃止すると市町村に通達されていたようであります。また、国の基本立法であるところ

の市町村の合併特例等に関する法律も来年３月３１日をもって終了します。

ここで、町長にお尋ねをいたします。石関町長は、現在、吉岡町行政の最高執行責任者

でありますが、ご就任直前は、私たち議会の先輩議員として、特に議長のときに町村合併

に向かって大変ご努力されたのでありますが、合併は成立しませんでした。そのとき以来、

吉岡町は自立の道を選んだとしておりますが、私は吉岡町行政の自立はできていないと考

えております。我が町は今後とも渋川地区広域市町村圏振興整備組合に所属して広域行政

事務のお世話にならなければならないことと同時に、地方分権の受け皿づくりに乏しい行

政機能の状態であると考えているからであります。広域行政事務経営の均等割負担方法に

ついて、先般、榛東村と協議の上で広域組合に改善を要望しましたが、容易には受け入れ

られません。今後とも周辺町村の要望、理事長を支える渋川市は容易に受け入れないと考

えられます。

渋川市は今や１市５町村が力を合わせて合併して地方分権による市民の定住自立のまち

づくりに邁進しており、広域行政事務の中心市としてプライドを持っていると存じます。

かつて、旧渋川市は我が吉岡町にも合併を呼びかけてきたのではなかろうかと推測します

が、ときの首脳の先輩方は、町民の声を聞きながら、それを避けてきた経緯があるのでは

ないでしょうか。私たちはそのような渋川市との経緯経過をしっかりと踏まえておかなけ

ればならないと存じます。中核市として新発足した県都前橋市は富士見村の吸収合併も完

了、前橋市広域市町村圏振興整備組合、広域行政事務は不要となり、市民は安心、安全、

安定した暮らしを目指して、市民の市民による市民のための地方分権による市民の定住自

立に向かって強いまちづくりに大きく動き出しております。

今、県の広域行政圏施策の廃止と市町村合併特例法の終了を目前にして、時の流れの中

で、町長としてどのような信条をお持ちなのか、お聞かせいただきたいと存じます。よろ
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しくお願いします。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 定住自立圏構想の推進についての質問にお答えいたします。

県の広域行政圏施策の廃止と市町村合併特例法の終了を前にして、時の流れの中で町長

としてどのような考えを持っているかとのご質問でございます。

日本の人口構造が大きく変化していく中で、経済社会の広域化、生活圏の拡大化が進み、

市町村は基礎自治体として地域における包括的な役割を果たしていくことがこれまで以上

に期待されており、定住自立圏構想は、自立的発展のために地域間において補完性の原理

を働かせてそれぞれの自治体が役割を分担することを想定したものと思っております。合

併特例法の終了は、定住自立圏構想によって合併以外の地域連携のあり方を地方に与えた

ものと思っております。

議 長（岩幸夫君） 福田議員。

〔１１番 福田敏夫君発言〕

１ １番（福田敏夫君） 次に、定住自立圏形成協定は、中心市宣言を行った中心市と周辺市町村が

１対１の協定締結で成り立つ。少子高齢で今後の人口減少と地方分権推進の中で、周辺市

町村は中心市と協定することにより、住民の定住自立行政サービスの資質向上と経費節減

や経済的効果が図られるので、市町村は自主的、主体的に見直すよう示唆した重要課題で

あると基本的にとらえるべきではないかについてであります。

先日、８月３０日に衆議院選挙が執行され、その結果は、政権与党であった自民党は惨

敗、民主党が政権与党として過半数以上の議席を獲得して圧勝しました。

さて、衆議院選挙真っただ中の８月２０日、読売新聞の地方分権の寄稿の中で、地方財

政審議会長の東大名誉教授神野直彦さんは、何のために地方分権を進めるのか、地方分権

によって、社会全体をどのようにしていくかについて、次のように述べております。

「行政改革のための分権、小さな政府を実現するための分権という議論がある。だが、

地方分権の気運が世界的に拡大しているのはそんな理由ではない。男性中心の重化学工業

型から、女性も働く知識集約型・サービス型へと産業構造が転換し、先進国が追い求めて

きた『福祉国家』の政策が機能しなくなり、新たな仕組みで国民生活を保障しなければな

らなくなったからだ。女性が家庭で担ってきた介護や子育てなどを社会で補う必要が生ま

れた。労働政策でも失業保険だけではなく、人々の再教育・再訓練が大切になった。従来

のように、国が集権的に現金を給付するだけでなく、子育てや就労支援などに向けた具体

的な行政サービスをセットで供給しなければ国民生活を保障できなくなった。そうしたサ

ービスは地域の実情をもとに地域で決める必要がある。そこで、サービスの供給主体にな
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る地方自治体に権限と税源を与える地方分権が必要になったわけだ。どのような行政サー

ビスで互いの生活を支え合うか。それを国民が身近なところで決められるように、自治体

に権限と税源を与えるのが地方分権の目的である。大きな政府ではなく、小さな政府に戻

るのでもなく、地方分権によって福祉国家をつくり直すのである。現金給付とサービス給

付のセットを目指して、サービス給付を充実するために分権が必要なのである」と、述べ

ておられます。

定住自立圏構想は、中心市宣言を行った中心市と周辺市町村が１対１の協定締結で成り

立つとありますが、構想のねらいは地方分権によって福祉国家をつくり直すため、住民の

身近な行政サービス給付を充実することが必要でありましょう。中心市に指定される都市

は独自のまさに市民が定住自立するための行政サービス機能を充実することができる行政

機能を備えているからだと存じます。

問題は、中心市に指定されていない周辺市町村では住民の定住自立行政サービスが賄え

ないものがあるのではないでしょうか。少子高齢で今後の人口減少と地方分権推進の中で、

周辺市町村は行政サービス機能のすぐれた中心市と協定することにより、周辺市町村住民

の定住自立行政サービスの資質向上と経費節減や経済的効果が図れるので、市町村は自主

的、主体的に見直すよう示唆した重要課題であると基本的にとらえるべきではないでしょ

うか。

ここで、所管課長に質問をいたします。

定住自立圏構想を考える上で大切な行政コストについてお尋ねします。我が吉岡町周辺

で国や県が中心市を指定しているのは、前橋市と高崎市と渋川市であります。中心市の必

要性について考えてみますと、地方分権を推進するには税源移譲の推進も必要です。そし

て、地方分権の目的であるところの住民への行政サービス給付をしっかり推進できる機能

を備えた地方自治体、なおかつ行政コストの安い都市でないと、大切な税金の効率的・効

果的な使い方ができないために、総合力を備えている都市を中心市として指定しているの

でありましょう。

そこで、住民１人当たりの地方自治体の行政コストについてでありますが、人口規模別

の行政コストの全国平均値を、一つは吉岡町規模、二つ目は渋川市規模、三つ目は中核市

規模の三つの行政コストの比較について、所管課長にご答弁をお願いしたいと思います。

お願いします。

議 長（岩幸夫君） 大沢総務政策課長。

〔総務政策課長 大沢 清君発言〕

総務政策課長（大沢 清君） それでは、福田議員さんからいただきました住民１人当たりの地方自

治体の行政コストについて、吉岡町規模あるいは渋川規模、それと中核市規模の人口規模



183

別における全国平均の行政コストについてのご質問がございましたので、それにつきまし

てお答えをさせていただきます。

行政コスト計算につきましては、民間企業で言う損益計算書に当たるものということで

ありますが、企業と異なり、行政は利益を目的としていません。１年間に提供した行政サ

ービスに要した社会保障の給付費あるいは物件費、人件費、あるいは支払い利息など合計

した費用と、税、使用料、手数料などの収入財源を明らかにするものでございまして、建

設事業費など資産形成に係る投資を除いたものとされておるものでございます。

そこで、お尋ねの吉岡規模、渋川規模、中核市規模など、規模別における１人当たりの

行政コストにつきましては、総務省が公表しておりますのでその資料によって説明をさせ

ていただきたいというふうに思いますが、吉岡規模の人口１万から２万人程度ですと３８

万１，０００円、それから渋川規模の１０万人未満ですと３８万７，０００円、それから

２０万から３０万程度の中核市、これよりちょっと多くなるかというふうに思いますけれ

ども、その程度でいきますと３３万７，０００円となっております。

また、地方制度調査会の資料もございまして、ここで人口１万人未満ですと１人当たり

７０万円程度となっておりまして、人口が増加することによってコストが減少するという

ような傾向があるようでございます。そこで、人口３０万から４０万規模で最も少なく、

１人当たり３０万程度となっているようでございます。また、これより人口がふえると再

び１人当たりの歳出、コストが増加するというようなデータが示されております。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） 福田議員。

〔１１番 福田敏夫君発言〕

１ １番（福田敏夫君） ただいま所管課長からご答弁いただきました行政コストでありますが、私

も実は総務省を中心に国が地方分権をどのように進めるのか、その計画書があるわけでご

ざいますが、その中を調べてまいりましたら、ただいま所管課長から伺いましたコストと

全く同じものを私もつかんでおりますので、この数値を使わせていただきまして、私なり

にちょっと計算をしてみました。

まず、人口１人当たり行政コストの平成１９年度の人口規模別の全国平均値で、吉岡町

規模では３８万１，０００円です。これをベースに、吉岡町人口を約２万人として単純に

計算しますと、渋川市規模のコストは３８万７，０００円ですから、差額は、吉岡町規模

よりも６，０００円コスト高であります。中核市規模の行政コストは３３万７，０００円

ですから、吉岡町規模との差額は吉岡町規模よりも４万４，０００円コスト安となります。

この４万４，０００円×２万円は年間の歳出額で約８億８，０００万円、中核市規模で

やった場合には削減できるというふうな数字になるわけでございます。ですから、吉岡町
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規模でやっている行政サービスを中核市規模でやった場合には年間歳出額を８億８，００

０万円も軽減することができるわけです。１０年間では８８億円の歳出額節減が見込める

ことになるわけであります。渋川市規模よりも中核市規模の方が行政コストが安いだけで

はなく、定住自立のためのきめ細かな、しかも、多様な行政サービス給付が可能となるわ

けでございます。

先ほど所管課長は、ちなみに、じゃあ１万人未満の人口の場合はどうかということも触

れていただきました。１万人以下といいますと、名指しではいけないかもしれませんが、

北海道や東北ですとか、人口が減少しつつある町村あるいは離島などの場合であろうと思

いますが、７０万円から、正式には７０万９，０００円というふうになっておるわけであ

りますが、吉岡規模を差し引きます。１人当たりの差が何と３１万８，０００円にもなる

わけです。これを５，０００人の町といたしますと、何と５，０００人で３億９，０００

万円も吉岡規模でやる行政よりそれだけ多くかかる。言いかえると、国は地方交付税をそ

れだけ出さなければならない。こういうことが言えるわけであろうと思います。

そこで、私たち町民はまちづくりを真剣に考えると同時に、国民として大所高所から、

今後少子超高齢化が進み、厳しい財政事情を踏まえて、我が国が地方分権と税源移譲をど

のように推進するべきかをしっかり見据える必要があると私は考えます。

次に、質問要旨の２でありますが、生活機能の強化、結びつきやネットワークの強化、

圏域マネジメント能力の強化から眺めた町行政の定住自立サービスを見直すべき具体的事

項についてであります。

前橋市は、４月１日から県内初の中核市として新たなスタートをしました。前橋市は、

市民の皆さんに身近な行政を身近な市役所で展開し、より充実したサービスを提供してい

るとホームページでＰＲしています。行政サービスの新設や変更となった事務担当課、窓

口業務などを参考にしながら行政サービス給付の基本的事項について質問を展開したいと

思います。

まず、具体的事項の保健医療についてであります。

保健医療行政計画は各都道府県が担当しております。群馬県は群馬県保健医療計画に基

づいて推進されております。命を守り、県民の健康を支える地域区分という計画で保健医

療圏を１次、２次、３次という区分に分けております。

１次保健医療圏の区域は市町村であります。県民の日常生活に密着した保健サービスの

提供と、プライマリーケア、いわゆるかかりつけ医による初期医療を行うため最も基礎的

な圏域ということであります。

２次保健医療圏につきましては、県内を１０圏域に分けているようであります。高度な、

しかも特殊な医療を除く一般的な入院医療であります。リハビリテーション及び比較的専
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門性の高い保健医療サービスの提供を行う圏域で、主にこの圏域を単位として保健医療サ

ービスを提供するための施設、医師や看護師等の従事者の適正配置及び保健医療提供体制

の体系化を図っているようであります。

３次保健医療圏は、区域を県全域としております。高度でしかも特殊な医療や、より広

域的に実施すべき保健医療サービスの提供と確保を行う圏域であります。

前橋市は、中核市移行に伴い前橋市保健所が開設され、今まで県前橋保健福祉事務所で

行っていた保健業務は、４月１日移行は市の保健所で担当しています。保健所の中に新設

された保健総務課では、保健所の運営管理、医療従事者などの免許、人口動態統計と保健

衛生統計、検便の受け付け、また病院や診療所、助産所、施術所の認可や届け出、薬局の

開設許可、毒物・劇物販売業の登録。健康増進課では、健康増進事業としてがん検診など

を推進しておられます。成人保健事業といたしましては、生活習慣病の予防と指導に当た

っておられます。また、新設された衛生検査課では、興行場や旅館業、公衆浴場の営業許

可、理容や美容所、クリーニング所の開設届、犬の登録、予防接種、動物愛護、スズメバ

チの駆除、飲食店や食品製造業の営業許可、食品の監視指導、結核感染症の予防、エイズ

肝炎の相談・検査、予防接種、感染症、食品の検査など、市民に密着したきめ細かな保健

医療行政サービスを推進しております。

また、前橋市には１次のクリニックから３次の高度特殊医療まで可能な総合病院までが

存在します。前橋市の３０万人クラスの都市では、全国３位にランクされているようであ

ります。医療機関に恵まれた資源や、少子高齢化をマイナスではなく変革のチャンスとと

らえ、健康と医療のまち前橋のまちづくりを市と前橋商工会議所が進めております。

参考に、国立長寿医療センターの総長、大島伸一さんは、８月８日の読売新聞の「長寿

革命 支える力」の寄稿で次のように述べておられます。

「医療は、独立して存在するものではなく、人の生活の中にある医療者と介護者、行政、

企業、住民らが役割分担し連携して高齢者を地域で支える、治す医療から支える医療への

転換が必要です。国民の意識改革も欠かせません。国立長寿医療センターには世界各地か

ら医療者や政府関係者らが視察に訪れます。これほどの長寿社会をつくり上げた日本がこ

れからどこへ進むのか。今こそ日本は新しい医療の姿を世界に示す責任がある。超高齢化

をマイナスではなく、変革のチャンスととらえるべきではないでしょうか」と、保健医療

の住民総参加の行政サービス給付の必要性を説いています。

ここで、所管課長に質問をいたします。

町民が医療を受けている１次から３次までを含めて、町外の医療機関の所在地を、１．

前橋市、２．渋川市、３．その他としての最近の受診者傾向による、受診地の傾向がわか

りましたらお願いをいたします。ただ、ご答弁は私の質問が終わった後でお願いをいたし
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ます。私の質問時間の関係で、そういうふうにご協力をお願い申し上げます。

次の具体的事項に進ませていただきます。

福祉についてであります。

中核市となった前橋市では「民生行政」と言っておりますが、これが福祉行政だと思い

ます。その主な事務でありますが、社会福祉課では、社会福祉法人の設立認可、社会福祉

審議会の設置、民生委員の定数の決定、新設されたこども課では、母子、各福祉資金の貸

し付けは県前橋保健福祉事務所から市の子供課になりました。母子家庭と就業自立支援セ

ンター事業、母子生活支援施設、授産施設の設置認可、保育課では、保育所の設置認可、

届け出事務、許可、許可外保育施設の各種届け出、高齢福祉課では、社会福祉法人が設置

する特別養護老人ホームなどの設置認可、新設の障害福祉課では、身体障害者手帳の交付、

育成医療、これは自立支援医療であります。また、新設された指導監査室では、社会福祉

法人などの指導監査など、市民に密着したきめ細かな民生行政サービスを実施しています。

重度な認知症の方の介護施設はグループホームでありますが、要介護者所在地の市区町

村が地域密着形介護施設を設置して介護サービスを行わなければなりません。昨年８・９

月ころ、我が町には入所希望者が２人おりましたが、町にはあきがありません。重度認知

症の方がいる家庭は専従の介護者が必要であり、家族が専従の場合は、経済的な減収の問

題が発生して家族の崩壊が起こる危険性があるため、一刻も早く行政の対応が必要なので

あります。これを見かねたケアマネジャーの方が隣接市のあきを調べて橋渡しの労をとっ

てくださったので、緊急対策として隣接市と町の関係者がそれぞれ協議して、善処方の対

応をしました。私の住む陣場の大手病院グループが経営するグループホームの一つを前橋

市池端町に設置、陣場の方も入所しております。ところが、その後の平成１８年に地域密

着形介護施設はその施設の所在する住民でないと入所できなくなってしまいました。改正

前の陣場の入所者は優先入所権があり、そのまま入所しておりますが、改正後は前橋市民

でなければ入所できません。病院長は、「吉岡の方のために施設をつくったのですが、改

正で入所いただけなくなり残念です」と言っておられます。

町行政でグループホーム、これは小規模多機能型居宅介護施設というふうな名称で設置

してくれる法人を公募しましたが、応募がないようでありました。原因は小規模な介護施

設ではありますが、町の人口が２万人程度でありますと、施設を設置しても満室になるに

は数年かかる。経営が成り立たないので、応募者がないようであります。

こうした問題の打開案として、仮に隣接の前橋市と協定いたしたとします。吉岡から前

橋の施設に入所ができたり、前橋から吉岡にも施設をつくっていただいて、そこに吉岡の

施設にも入所いただくというようなことで、効率的な介護施設経営が成り立つのではない

でしょうか。



187

ここで、所管課長に質問をいたします。

現在、町にはグループホーム入所待ちの要介護者がおられるのかどうか。また、昨年の

秋以降に要介護者の発生状況と、発生者がいたとしたらその対処はどのようにしておられ

るのか、お聞かせいただきたいと思います。

ここでも私の質問の時間の関係上、ご答弁は私の質問が終わった後でお願いをいたしま

す。

次の具体的事項は、教育についてであります。

中核市となった前橋市教育委員会トップページには、学校では今少人数指導、不登校対

策などきめ細かな対応をしています。校舎の耐震化は県内１２市中トップなのです。図書

館、これは図書室も含むようでありますが、各家庭から３キロ以内にはすべて管理がして

いるということでございます。また、こども図書館においては日本一ですと発表しており

ます。保護者などを対象とした相談機能が充実していて、利用者からは相談してよかった

という好評を得ているようであります。また、幼稚園の就学支援や就学援助があるので、

これも利用者からは本当に助かるというふうな声が寄せられておるようであります。また、

シックハウス症候群など、子供たちの健康対策も進めておられます。学校支援寺子屋、ウ

ォーキングバスなど、地域と学校のつながりが強固です。などのＰＲをしています。

また、中核市発足に向けた、平成２１年度教育行政方針「県都前橋教育のまち」実現に

向けて、昨年１２月１１日、前橋市教育委員会は、群馬大学教育学部、共愛学園前橋国際

大学、前橋工科大学と前橋市長立ち会いのもと教育提携に関する覚書の調印式が行われた

ようであります。この目的は、群馬大学等の大学と前橋市教育委員会が効果的に連携協力

し、それぞれの有する教育力を相互に活用することにより、前橋市の教育及び文化の充実

発展を図るとともに「県都前橋教育のまち」の実現を目指した地域づくりに資するとあり

ます。平成２１年度教育行政方針「県都前橋教育のまち」実現に向けて教育行政の細部施

策が練られ、教育委員会で決定し、教育行政サービスの実施推進がなされております。詳

細についてはホームページに掲載されておりますので、ごらんになられるようお勧めをい

たします。

また、前橋市幼児教育センターでは、幼稚園、保育園、小学校が連携して教育研修会が

展開されております。

また、平成１６年度から導入された学校選択制の見直しが必要となり、これらにつきま

してもすべて準備が整い、平成２３年度から導入をされるようであります。

生涯学習も多様な市民講座が開催され、「それいけ！まえばし出前講座」とともに好評

のようです。

男性で職場を失った方や職種を変えたい方、女性も働く知識集約型やサービス型へと産
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業構造の転換に沿って対応したい方、また女性が家庭で担ってきた介護や子育てなどを社

会で補う必要が生まれており、労働政策でも、失業保険だけではなく、人々の再教育・再

訓練が大切になっています。従来のように、国が集権的に現金を給付するだけではなく、

子育てや就労支援などに向けた具体的な行政サービスをセットで供給しなければ住民生活

を保障できなくなっております。そのためには、新たな仕組みで住民生活を保障しなけれ

ばならないと存じます。そうしたサービスは、地域の実情をもとに地域で決める必要があ

ります。

そこで、サービスの供給主体になる地方自治体の権限と税源を与える地方分権が必要に

なりました。どのような行政サービスで互いの生活を支え合うか、それを住民が身近なと

ころで決められるように、自治体に権限と税源を与えるのが地方分権の目的でありましょ

う。

今や多種多様な生涯教育と学習は極めて重要な教育行政サービス給付となっています。

教育行政サービス給付の推進と行政コストを考慮する必要があります。例えば市民講座の

ある講座への受講希望者が１万人に１人くらい程度である場合、潜在人口が２万人程度で

は２人の受講者きり見込めません。でも、潜在人口が３０万人の都市では約３０人の受講

者が集まり、立派な講座が成立され、コストは安く済み、同時に受講者も講師や主催者側

もやる気が起きて学習効果が高まり、そうした学習者は相互の親睦を図るグループをつく

ったり、しかもグループの中には、学習したことを生かすために行政サービス給付推進に

協力するＮＰＯ法人の出現なども期待されると存じます。教育行政全般にわたるサービス

給付を充実させる努力が必要であります。

ここで、教育長にお尋ねします。公立小中学校の学校教職員の任免は現在県教育委員会

が実施していると存じますが、文部科学省は、地方分権推進の一環として、中核市以上の

大都市には学校教職員の任免権を権限移譲する方針であると存じます。その後の動向はい

かがなのか、わかりましたらお聞かせいただきたいと思います。

ここでもまことに申しわけございませんが、私の質問時間の関係で、私の質問の終わっ

た後でお願いをしたいと思います。

次の具体的事項に入る前に、ここで一般質問通告書に記載の土地利用と産業振興の具体

的事項は関連がありますので一括して質問します。ご了承いただきたいと存じます。

土地利用と産業振興についてであります。

我が吉岡町は、駒寄スマートインターチェンジの大型車利用に向けた周辺道路の整備、

前橋渋川バイパス、高崎渋川バイパスなど幹線道路網の建設促進に伴い、町全般のインフ

ラ整備も並行して進んでおります。同時に、幹線道路網を生かした土地利用を考えねばな

りません。
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ここで、私の質問時間の関係上、一つの具体的例題に絞って質問をさせていただきます。

駒寄スマートインターチェンジの大型車利用に向けた周辺道路の整備を例題といたしま

す。駒寄スマートインターチェンジの利用者は、県都前橋市の方や前橋市に来られる方々

の利用が過半数以上であり、駒寄スマートインターチェンジは吉岡町にとりましては表玄

関でありますが、前橋市にしてみれば北玄関でありましょう。大型車の利用者は一般住民

よりも経済産業界や各種団体などの大型車でありましょう。駒寄スマートインターチェン

ジの大型車乗り入れの接続道路、前橋市池端町を通過予定の榛名山方面への幹線道路の実

施計画がまだ公表されておりません。道路建設事業主体の県への促進の働きかけは吉岡町

単独ではうまくいかないと考えます。それには利用者の最も多い県都前橋市に中心になっ

ていただいて促進活動をお願いする必要があると私は考えます。

駒寄スマートインターチェンジを核とする産業振興については、現在、経済産業界の団

体である前橋商工会議所にも前橋市とともに協力をお願いすることが望ましいと考えます。

先日、前橋商工会議所の企画室長さんに、駒寄スマートインターチェンジの大型車の利用

見込みと駒寄スマートインターチェンジを核とする広域的な産業振興についてお話を伺い

ました。

大型車の利用見込みについては、企画室は、前橋トラック協会と観光バス協会で聞き取

り調査をされたようであります。前橋市に出入りする大型トラックは前橋南インターチェ

ンジの利用が多いので、駒寄スマートインターチェンジの大型車利用は新潟方面の利用で

あり、利用台数は余り期待できないというふうに調査結果が出たようでございます。一方、

観光バスはどうかといいますと、赤城方面、榛名方面への最短インターチェンジなので、

大型バスの利用は多いと見込んでいるということでございます。駒寄スマートインターチ

ェンジを核とする広域的な産業振興について、大型観光バスの利用が見込めるので、一般

車両も含めて、駒寄スマートインターチェンジにいかに人が集まるようにするかが計画の

キーワードであると話してくれました。

そして、一つのヒントをお聞きしました。それは、スマートインターチェンジにいかに

人におりていただくかというふうなことについては、「ららん藤岡」のような構想を考え

られてはいかがでしょうかと、こういうふうなヒントが与えられました。私もそれはなか

なかいい考えではあるが、さて、それを具体的に構想を練り訴えていくにはどうしたらい

いだろうかというふうなことも考えてみました。私なりに、ない頭をちょこっと絞ったわ

けですが、二つの大きな目的を持たせることが必要なんじゃないかということを申し上げ

たいと思います。

一つには、関越自動車道の上り車線側で、東京方面に帰られる方、あるいは東京方面に

行かれる方におりていただいて、ららん藤岡と同じような形態で、高速道路の道の駅とし
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ての役割を持っていただく。そこで、いろいろな情報発信や、あるいは前橋などの広域の

行政圏、あるいは榛名東麓の広域圏も含めた地場の産業あるいは地場の物産品等のＰＲや、

あるいは販売促進も行っていく。そして、消費者、もちろん消費者にもご利用いただくわ

けでございますが、生産者との交流やそこでいろいろの情報交換等をする。一般車両や大

型観光バスについてはここで休憩をしていただくというふうなことであります。

二つ目の大きな役割を持たせる必要がありますのは、災害時などの有事が発生した場合

に、特に支援物資の集荷と配送の拠点とするために、１２旅団等による役割が必要なので

はなかろうか。特に災害時等におきまして、１２旅団は首都圏に特に有事の発生した場合

には一大拠点として活躍が期待されている場所でもありますので、そのように、有事の場

合の支援物資の集荷と配達の役割をこの道の駅でやっていただく。そのような構想を打ち

出してみたらどうかというふうな気がいたしますので、ご検討を賜りたいと思います。

ＪＡまえばしでは、前橋の野菜のブランドで首都圏への消費拡大に努力したり、前橋商

工会議所では、地場産豚肉の消費拡大を目指して、「ＴＯＮＴＯＮ料理のまちまえばし」

の名物料理づくりに励んでいます。吉岡も前橋と連携して、力を合わせて産業振興を図っ

たらいかがかと存じます。吉岡町に存在する温泉利用の拡大や産物の消費拡大にも、消費

者の多い前橋との連携で地産地消などの産業振興はいかがでしょうか。

ＪＲ上越線に（仮称）吉岡駅誘致の要望・陳情書が本議会に提出されております。吉岡

駅誘致は町民の長年の念願でありますから、これを実現させるにはそれなりの構想を打た

なければならないと考えます。仮に吉岡駅ができた場合、利用者がどうすればたくさん集

まるか。まず、そうした構想を練ることから初めなければならないと存じます。それには、

人口の多い、特に前橋市北部住民の利用、特に前橋渋川バイパスの橋ができて、非常に今

構想されているところが近くなるわけでありますから、前橋市に協力を求めて、前橋行政

圏の定住自立構想として大所高所から考えて推進することが早道なのではなかろうかとい

うふうな気がするわけでございます。土地利用と産業振興については、前橋市の行政協力

を求めて、県都前橋の行政圏計画に取り組んでいただいて申請すること望ましいと私は考

えます。

ここで町長にお願いですが、土地利用と産業振興の町長のご所見をいただきたいところ

でありますが、時間の関係上、私の質問の終わった後に、最後の質問に含めてご答弁をい

ただけたらありがたいと存じます。

質問要旨の３は、吉岡町の定住自立圏構想推進への取り組みについて町長の見解を問う

であります。

定住自立圏構想の推進は、第５次吉岡町総合計画にもかかわる重要課題であると存じま

す。私は、今後の我が吉岡町民の定住自立を目指すために、保健医療、福祉、教育、土地
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利用、産業振興の五つの具体的事項は、いずれを考えても地方分権によって福祉社会をつ

くり直すための具体的事項であり、分権には現金給付とサービス給付のセットが必要であ

りますが、特に五つの具体的事項は住民に直結して、サービス給付を実践し充実すること

ができるのは一定規模以上の行政サービス給付金を備えた中心市でないと、行政コスト上

からも地方分権を推進することができないと考えられるからであります。

前橋市の高木市長さんは、全国中核市長会に参画して中心市の発展のために尽力されて

おり、国も中核市以上の大都市には行政サービス給付推進をするため、大幅な権限と財源

移譲のシステム構築がなされているようであります。

ここで、吉岡町が中心市としてお世話になる中核市の県都前橋市が望ましいと私は考え

ますが、それにはまず、相手に中心市になってくださるよう申し入れて、相手に十分ご検

討いただかなければなりません。その上で、相手が中心市として国に対して中心市の名乗

りを上げてくださらねばどうにもなりません。それだけに相手の立場には十二分配慮した

上で臨まなければ失礼になりますので、町側の揺るぎない意志確認の上で、町行政最高執

行責任者の町長の裁量にゆだねなければ推進することができません。町長の定住自立圏構

想推進への取り組みについてご所見をお伺いいたします。

先ほどからお待ちいただいております、ここで所管課長さんのご答弁をお願いいたしま

す。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） 保健医療の関係で、福田議員さんのご質問に、吉岡町で調査可能の範

囲内で答弁させていただきます。

町で調査可能といいますと、国民健康保険の加入者の２１年度の直近が６月分になりま

す。この受診者の受診地をお答えいたします。１、前橋市ですが、１，１８８名です。２

の渋川市１，０２０名です。３のその他２，３７７名でございます。合計で４，５８５名

でありました。せっかくの機会でありますので、町村別に多い順にお答えしたいと思いま

す。一番多いのは吉岡町で１，８０１名、２番目が前橋市１，１８８名。３番目が渋川市

１，０２０名、４番目が高崎市で４９３名、５番目が榛東村で２４名でございます。

続きまして、福祉の関係についてお答えいたします。

グループホームの入所待ちと昨年の秋以降の要介護者の発生状況とその対処についてお

答えいたします。

３名の方の入所希望がありましたが、３名の方が退所いたしまして、全員の方の入所が

決まりましたので、現在のところ待機者はおりません。

以上、大変雑駁な説明ですが、答弁とさせていただきます。
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議 長（岩幸夫君） 佐藤教育長。

〔教育長 佐藤武男君発言〕

教育長（佐藤武男君） 公立小中学校の教職員の任免に関するご質問にお答えいたします。

ご指摘のとおり、公立小中学校教職員の任免、すなわち県費負担教職員の人事権につい

てでありますが、これは給与負担も合わせまして基本的には都道府県に権限があります。

しかし、現在、地方分権の大きな流れの中で、政令指定都市に人事権、中核都市に人事権

のうち、研修に関する実施義務が都道府県から移譲されております。少しさかのぼります

けれども、平成１７年１０月の中央教育審議会の答申において、県費負担教職員の人事権

につきましては、中核市と一定規模の地方公共団体に移譲し、あわせて給与負担も適切に

見直すことが提言されておりました。また、学級編制や教職員定数についても、学校や市

区町村教育委員会の権限と責任を拡大することが提言されておりました。こうした提言を

受けて、さらに権限移譲が進められる方向で検討されているものと承知しております。

具体的には、国では、平成２０年度に県費負担教職員の人事権等のあり方に関する協議

会を設置して、県費負担教職員の人事権の移譲に関連しまして、すべての市町村において

一定水準の人材確保を図ることができるよう、小規模市町村の行政体制の整備の状況を踏

まえつつ、広域での人事調整の仕組みや給与負担、学級編制、教職員定数のあり方などと

あわせて検討を進めているところであります。公教育につきましては、言うまでもありま

せんが、教育の機会均等と教育水準の維持向上のための措置が大変重要になるわけでござ

います。このための仕組みはどのように整備されるか、大いに注目しているところでござ

います。

以上です。

議 長（岩幸夫君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） 吉岡町の定住自立圏構想推進への取り組みについて、定住自立圏構想は今

後発生した町単独で解決できない課題を解決するために必要となる連携手法でありまして、

当町で想定されている事業としては、住民の健康管理、福祉の分野などがまず考えられま

す。定住自立圏構想は、中心となる市が中心市宣言を行わなければならず、周辺市町村と

の両方の同意が必要となるものです。全国の２４市２２圏域がありまして、群馬県では、

まだ圏域はありませんが、先行実施団体の連携の内容を見ると、医療、交通、産業振興、

そして教育等が主なものとなっております。権限移譲等によって増加する行政需要に対し

てサービスの低下を招かないよう周辺市町村と十分協議を行ってまいりたいと考えており

ます。

先ほど、質問の中でありました駒寄インター周辺の開発について、大変いい意見をいた
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だきました。いろいろな面におきまして参考にいたしまして、これから町の行政に役立て

ばというように思っております。

以上です。

議 長（岩幸夫君） 福田議員。

〔１１番 福田敏夫君発言〕

１ １番（福田敏夫君） まだ少し時間がありますので、ごく簡単なことなんですが、健康福祉課長

にちょっとお尋ねします。

先ほど、グループホームの、昨年秋以降に３名の方が発生して、入所は、手当ては済ん

だということでございますが、その施設は町内の施設か町外の施設なのか、その辺ちょっ

とお答えいただきたいと思います。

議 長（岩幸夫君） 大友健康福祉課長。

〔健康福祉課長 大友幾男君発言〕

健康福祉課長（大友幾男君） 福田議員さんの先ほどのお話にありましたように、１８年度以降は、

町内の方が町内の施設と、そういうことになっております。町内の方は町内の施設に入所

が決まりました。

以上です。よろしくお願いします。

議 長（岩幸夫君） 福田議員。

〔１１番 福田敏夫君発言〕

１ １（福田敏夫君） 以上で、時間を６分残しておりますが、私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。

議 長（岩幸夫君） 福田敏夫議員の一般質問が終わりました。

これをもちまして今議会に予定されていました一般質問はすべて終了しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

散 会

議 長（岩幸夫君） 本日はこれをもって散会といたします。

ご苦労さまでした。

午後２時４１分散会
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平成２１年第３回吉岡町議会定例会会議録第３号

平成２１年９月１４日（月曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第３号

平成２１年９月１４日（月曜日）午前９時開議

日程第 １ 委員会議案審査報告（委員長報告・同報告に対する質疑）

日程第 ２ 議案第４５号 公益法人等への吉岡町職員の派遣等に関する条例の制定

（討論・表決）

日程第 ３ 議案第４６号 吉岡町情報公開条例の全部を改正する条例

（討論・表決）

日程第 ４ 議案第４７号 吉岡町個人情報保護条例の全部を改正する条例

（討論・表決）

日程第 ５ 議案第４８号 吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例

（討論・表決）

日程第 ６ 議案第４９号 吉岡町国民健康保険条例の一部を改正する条例

（討論・表決）

日程第 ７ 議案第５２号 平成２０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第 ８ 議案第５３号 平成２０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第 ９ 議案第５４号 平成２０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第１０ 議案第５５号 平成２０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

（討論・表決）

日程第１１ 議案第５６号 平成２０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

（討論・表決）

日程第１２ 議案第５７号 平成２０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について

（討論・表決）
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日程第１３ 議案第５８号 平成２０年度吉岡町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第１４ 議案第５９号 平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第１５ 議案第６０号 平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

（討論・表決）

日程第１６ 議案第６１号 平成２０年度吉岡町水道事業会計歳入歳出決算認定について

（討論・表決）

日程第１７ 議案第６２号 平成２１年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

（討論・表決）

日程第１８ 議案第６３号 平成２１年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第１９ 議案第６４号 平成２１年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

（討論・表決）

日程第２０ 議案第６５号 平成２１年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第２１ 議案第６６号 平成２１年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第２２ 議案第６７号 平成２１年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第２３ 議案第６８号 平成２１年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第２４ 議案第７４号 平成２１年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第２５ 議案第７５号 平成２１年度まちづくり交付金事業吉岡町立明治小学校プール新築工事

請負契約の締結について

（討論・表決）

日程第２６ 議案第７７号 平成２１年度吉岡町老人保健事業特別会計補正予算（第１号）

（討論・表決）

日程第２７ 請願・陳情審査報告

日程第２８ 請願第 １号 義務教育費国庫負担制度の国負担率２分の１復元と教育予算の拡充を求

める意見書の採択に関する請願書
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（討論・表決）

日程第２９ 陳情第 ２号 核も戦争もない平和な21世紀を築くための2009年非核平和行進要請書

（討論・表決）

日程第３０ 陳情第 ３号 ＪＲ上越線に吉岡駅「仮称」設置構想実現に向けての陳情書

（討論・表決）

日程第３１ 陳情第 ４号 地区要望

（討論・表決）

日程第３２ 陳情第 ５号 駒寄ＰＡに大型車まで乗り入れのできるＥＴＣ専用インターチェンジの

早期実現に向けての陳情書

（討論・表決）

日程第３３ 発議第 ２号 義務教育費国庫負担制度の国負担率２分の１復元と教育予算の拡充を求

める意見書

（提案・質疑・討論・表決）

日程第３４ 議員派遣について

日程第３５ 総務常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第３６ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第３７ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第３８ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１５人）

１番 坂 田 一 広 君 ２番 小 池 春 雄 君

３番 岸 祐 次 君 ４番 長 光 子 君

５番 近 藤 保 君 ６番 田 中 俊 之 君

７番 小 林 一 喜 君 ８番 神 宮 隆 君

９番 齋 木 輝 彦 君 １１番 福 田 敏 夫 君

１２番 宿 谷 忍 君 １３番 栗 原 近 儀 君

１４番 栗 田 政 行 君 １５番 南 雲 吉 雄 君

１６番 岩  幸 夫 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 石 関 昭 君 副 町 長 堤 壽 登 君

教 育 長 佐 藤 武 男 君 総 務 政 策 課 長 大 沢 清 君

財 務 課 長 堤 辰 巳 君 町 民 生 活 課 長 斉 木 静 夫 君

健 康 福 祉 課 長 大 友 幾 男 君 産 業 建 設 課 長 栗 田 一 俊 君

会 計 課 長 高 橋 和 雄 君 上 下 水 道 課 長 岸 幸 一 君

教育委員会事務局長 森 田 潔 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

事 務 局 職 員 出 席 者

事 務 局 長 樺 澤 秋 信 主 任 廣 橋 美 和



199

開 議

午前９時開議

議 長（岩幸夫君） 皆さん、おはようございます。

平成２１年第３回吉岡町議会定例会が最終日を迎えました。連日の議会活動に対し、厚

く御礼申し上げます。

ただいまの出席議員は１５名で、定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

議事日程第３号により会議を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 委員会議案審査報告

議 長（岩幸夫君） 日程第１、委員会議案審査報告を議題とします。

委員会報告を求めます。

最初に、総務常任委員会福田委員長、お願いします。

〔総務常任委員会委員長 福田敏夫君登壇〕

総務常任委員長（福田敏夫君） おはようございます。１１番福田敏夫です。

総務常任委員会は、議長より付託されました議案６件につきまして、９月７日、全委員

５名並びに議長、行政からは町長、副町長、教育長、所管の課長並びに局長及び室長のご

出席をいただきまして慎重に審査をいたしましたので、結果を報告いたします。

議案第４５号 公益法人等への吉岡町職員の派遣等に関する条例の制定につきましては、

原案適正と認め、全会一致で可決でございます。

議案第４６号 吉岡町情報公開条例の全部を改正する条例につきましては、原案適正と

認め、全会一致で可決でございます。

議案第４７号 吉岡町個人情報保護条例の全部を改正する条例につきましては、原案適

正と認め、全会一致で可決でございます。

議案第４８号 吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例につきましては、原案適正と認め、全会一致で可決でございます。

議案第５７号 平成２０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

につきましては、原案適正と認め、全会一致で決算認定でございます。

議案第６２号 平成２１年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）につきましては、原案

適正と認め、全会一致で可決でございます。

以上、付託議案審査６件の結果報告といたします。

議 長（岩幸夫君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長さん、ご苦労さまでした。

続きまして、文教厚生常任委員会宿谷委員長、お願いします。

〔文教厚生常任委員会委員長 宿谷 忍君登壇〕

文教厚生常任委員長（宿谷 忍君） 皆さん、おはようございます。

文教厚生常任委員会の審査報告をいたします。

文教厚生常任委員会は、９月８日９時より、全委員出席のもと、執行より町長、副町長、

教育長、所管の課長、局長、室長の出席をいただきまして、付託されました１２議案を審

査いたしました。

議案第４９号 吉岡町国民健康保険条例の一部を改正する条例については、適正と認め、

原案のとおり全会一致で可決であります。

議案第５３号 平成２０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定について、

適正と認め、原案のとおり全会一致、決算認定であります。

議案第５５号 平成２０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、適正と認め、原案のとおり全会一致、決算認定であります。審査の中で多く出された

ことは悪化している国保税の収納率でございまして、この滞納防止対策、収納率向上策な

どを多くの議員が聞かれました。そしてまた、一般会計からの繰入金、前年度対比３０

９％についての多くの質問もありました。

議案第５８号 平成２０年度吉岡町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について、

適正と認め、原案のとおり全会一致、決算認定であります。

議案第５９号 平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

適正と認め、原案のとおり全会一致、決算認定であります。

議案第６０号 平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、適正と認め、原案のとおり全会一致、決算認定であります。

議案第６３号 平成２１年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１号）について、

適正と認め、原案のとおり全会一致、可決であります。

議案第６５号 平成２１年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて、適正と認め、原案のとおり全会一致、可決であります。

議案第６７号 平成２１年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について、

適正と認め、原案のとおり全会一致、可決であります。

議案第７４号 平成２１年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、適正と認め、原案のとおり全会一致、可決です。
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議案第７５号 平成２１年度まちづくり交付金事業吉岡町立明治小学校プール新築工事

請負契約の締結について、適正と認め、原案のとおり全会一致、可決です。

議案第７７号 平成２１年度吉岡町老人保健事業特別会計補正予算（第１号）について、

適正と認め、原案のとおり全会一致、可決であります。

以上、１２件、報告を終わります。

議 長（岩幸夫君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長さん、ご苦労さまでした。

続きまして、産業建設常任委員会南雲委員長、お願いします。

〔産業建設常任委員会委員長 南雲吉雄君登壇〕

産業建設常任委員長（南雲吉雄君） 産業建設常任委員会の審査報告を行います。

去る９月２日、議会開会日に議長より付託をされました議案６件について、１０日午前

９時より産業建設常任委員会を開催し、委員全員、執行側より町長、副町長、関係課長及

び室長の出席を求め、慎重審査を行いました。その結果を報告します。

議案第５４号 平成２０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、

質問等もありましたので、その点についても少し述べたいと思います。分担金及び負担金

で５１１万９，７２０円、使用料及び手数料で５５１万６，３７８円の未収金があり、滞

納繰越分と現年度分の収納方法についての質問があり、答弁者からは、滞納繰越分を先に

収納し、現年度分については、景気悪化で厳しい状況でありますが収納に努力をしたいと

いう答弁であります。滞納繰越金について滞納延滞金を過料しているのかという質問であ

りますけれども、下水道料金については延滞金の過料はしていないと。未接続家庭がある

かとの質問でありますけれども、接続率は今８１％で２，５６３戸となっており、今後も

推進を図っていきたいという答弁であります。審査の結果、原案適正と認め、全会一致で

認定であります。

議案第５６号 平成２０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てであります。汚水処理についての質問に対し、渋川広域清掃センターに汚泥処理負担金

２５２万５，７００円を支払い処理をしていると。また、炭化施設についての質問であり

ます。現在試験中で、窒素・燐酸成分は高いが、カリの成分は低いとの答弁であり、今後

は農地に改良剤として活用していきたいという答弁であります。以上、審査の結果、原案

どおり全会一致で認定であります。

議案第６１号 平成２０年度吉岡町水道事業会計歳入歳出決算認定について、収益的収
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入及び支出で８０５万２，１２１円の赤字決算であるが、今後の見通しについてとの質問

であります。時間外勤務を民間に委託したこと、景気低迷による給水量の減が主な原因で

あるが、直ちに値上げをする考えはないというような答弁であります。原案適正と認め、

認定であります。

議案第６４号 平成２１年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）、審査

の結果、原案適正と認め、全会一致で可決であります。

議案第６６号 平成２１年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて、議案審査の結果、原案適正と認め、全会一致で可決であります。

議案第６８号 平成２１年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）について、審査の

結果、全会一致で可決であります。

以上、報告といたします。

議 長（岩幸夫君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長さん、ご苦労さまでした。

次に、決算特別委員会小池委員長、お願いします。

〔決算特別委員会委員長 小池春雄君登壇〕

決算特別委員長（小池春雄君） 報告いたします。

決算特別委員会に付託されました議案第５２号 平成２０年度吉岡町一般会計歳入歳出

決算書の審査を、９月３日午前９時より４日までの２日間にかけ、町長、副町長、教育長、

関係課長、職員の出席を求め、議長出席のもと委員全員の出席により開催いたしました。

歳入歳出とも、項ごとに慎重に審査をしました。

歳入では、１款１項、２項、３項、いわゆる町税の確保に質問が多く出ました。税の滞

納と不納欠損に対するものです。回答では、専門徴収員を置いて取り組み、その成果は上

がっているが、昨年からの景気低迷により、その影響を受けているとのことでありました。

また、滞納者の実態調査・分析はしているか、すべきではとの問いに、収納率向上のため

に検討したいとの回答でした。滞納徴収のための専門部署の設置は考えられないかとの問

いに、限られた人数でやらねばならず、帰宅が遅くなり現実不可能との回答でした。財産

の差し押さえをしている実態があるが、差し押さえ処分で税が最優先をすると思われるが

との問いに、金融機関などの先の抵当権などが優先され、残りは望めないとの回答でした。

役場も遠く、特に高齢者は納税に大変であり、税、料金などのコンビニ納入は考えられな

いかとの問いに対しては、費用は５、６百万円、手数料では５、６０円かかるが検討した
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いとの回答でした。また、定額給付金では何％給付が支給できたかとの問いに、８月末で

９６．５％の回答がありました。

続きまして歳出ですが、２款総務費、広報印刷費で、広報に企業広告は考えられないか

との問いに、対象が少なく難しいとの回答でした。３款民生費では、温泉施設利用料で広

報が配布されない実態や、１件の世帯に違いがあり公平が確保されない状況にあり、改善

の意見がありましたが、検討したいとの回答でした。４款衛生費では、フッ素塗布で６０

人の予定でしたが１７人にとどまり、影響問題が指摘をされました。９款消防費では、無

線放送で聞こえない地域の改善を求めました。

以上、歳入歳出で出されましたおもだった質疑、意見です。

質疑終了後、当委員会で改善、要望として取りまとめをしました。

一つ、税、料の徴収に努力していただくとともに、コンビニでの納入を実施していただ

きたい。

一つ、町内業者の育成の観点から、入札制度の改善を図っていただきたい。

一つ、温泉施設利用招待券では、町民平等になるよう改善されたい。

一つ、防災無線の難聴地域の改善に取り組んでいただきたい。

以上要望し、採決の結果、適正と認め、全員の賛成にて本議案は認定、可決されました。

議 長（岩幸夫君） 委員長報告は終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長さん、ご苦労さまでした。

以上をもちまして、委員長報告を終わります。

これより議案審査に入ります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 議案第４５号 公益法人等への吉岡町職員の派遣等に関する条例の制定

議 長（岩幸夫君） 日程第２、議案第４５号 公益法人等への吉岡町職員の派遣等に関する条

例の制定を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４５号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４５号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 議案第４６号 吉岡町情報公開条例の全部を改正する条例

議 長（岩幸夫君） 日程第３、議案第４６号 吉岡町情報公開条例の全部を改正する条例を議

題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４６号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４６号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 議案第４７号 吉岡町個人情報保護条例の全部を改正する条例

議 長（岩幸夫君） 日程第４、議案第４７号 吉岡町個人情報保護条例の全部を改正する条例

を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４７号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４７号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第４８号 吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例

議 長（岩幸夫君） 日程第５、議案第４８号 吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
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費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４８号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４８号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 議案第４９号 吉岡町国民健康保険条例の一部を改正する条例

議 長（岩幸夫君） 日程第６、議案第４９号 吉岡町国民健康保険条例の一部を改正する条例

を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本案に対する委員長の報告は可決です。

議案第４９号を委員長の報告のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第４９号は委員長の報告のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 議案第５２号 平成２０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定について

議 長（岩幸夫君） 日程第７、議案第５２号 平成２０年度吉岡町一般会計歳入歳出決算認定

についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第５２号を原案のとおり認定することに賛成の議員は起立を願います。
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〔賛成者起立〕

議 長（岩幸夫君） 起立多数です。

よって、議案第５２号は原案のとおり認定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 議案第５３号 平成２０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定

について

議 長（岩幸夫君） 日程第８、議案第５３号 平成２０年度吉岡町学校給食事業特別会計歳入

歳出決算認定についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第５３号を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５３号は原案のとおり認定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 議案第５４号 平成２０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について

議 長（岩幸夫君） 日程第９、議案第５４号 平成２０年度吉岡町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

これより採決に入ります。

お諮りします。

本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第５４号を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認め、よって、議案第５４号は原案のとおり認定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第１０ 議案第５５号 平成２０年度吉岡町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１０、議案第５５号 平成２０年度吉岡町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

２番小池議員。

〔２番 小池春雄君登壇〕

２ 番（小池春雄君） ただいま上程をされております議案第５５号 平成２０年度吉岡町国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算について、討論を行います。

予算のときにも指摘をしておりますが、国庫負担率の軽減により本会計は町民の支払え

る限度を超える負担額となり、生活を圧迫しています。このことは容認できません。会計

が赤字となったから、税を値上げして帳じり合わせをすればよいという考えであれば、町

に町長も議員も要りません。

当町は資格証の発行もせず、だれでもが安心して必要なときに医療を受けられるように

していることと、一般会計から１億７，０００万円を超す繰り入れを行い、町民の直接負

担を軽減している町長の姿勢は大きく評価できることであります。よって、本会計決算の

認定に賛成をするものであります。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第５５号を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５５号は原案のとおり認定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１１ 議案第５６号 平成２０年度吉岡町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１１、議案第５６号 平成２０年度吉岡町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第５６号を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５６号は原案のとおり認定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１２ 議案第５７号 平成２０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算認定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１２、議案第５７号 平成２０年度吉岡町住宅新築資金等貸付事業

特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第５７号を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５７号は原案のとおり認定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１３ 議案第５８号 平成２０年度吉岡町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認

定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１３、議案第５８号 平成２０年度吉岡町老人保健事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。
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お諮りします。

本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第５８号を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第５８号は原案のとおり認定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１４ 議案第５９号 平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１４、議案第５９号 平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

２番小池議員。

〔２番 小池春雄君登壇〕

２ 番（小池春雄君） 議案第５９号 平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定に対し、反対の立場で討論を行います。

介護保険制度は、創設以来、見直しのたびに介護基準を厳しくし、必要なときに必要な

介護が受けられない状況になっております。また、利用料負担が支払えず、介護を遠慮す

る事態も出ております。年金がわずか１万５，０００円以上の方から直接天引きをされる

ような制度であり、大幅な改善が図られなければなりません。

以上を申し上げ、反対討論といたします。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

小林議員。

〔７番 小林一喜君登壇〕

７ 番（小林一喜君） ７番小林です。議案第５９号 平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論をいたします。

介護保険事業の基本理念は、介護を社会全体で支え合うこととして、平成１２年より３

年を１期として、今年度は第３期事業運営期間の３年目となりますが、近年の社会情勢の

変化と経済状況の悪化等、憂慮すべき状況の中で、出生率はわずかに上向いたものの、依

然として高齢化が進み、要介護認定者もふえつつあり、核家族化とともに在宅介護も老老

介護を余儀なくされております。

この中で、決算の歳入は、保険料が前年度比１０２．５％の増額、国庫支出金１０８．

９％の増額、県支出金１１１．５％の増額、収納率は９８．４％でございます。
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次に、歳出は、歳出総額の９３．４％を占める保険給付費は前年度比１１２．７％の増

額、基金は１，７７３万７，６７６円を繰り入れ、１，２０３万５，２３４円を積み立て

て、年度末現在高は３，９３９万９，７６６円でした。寝たきりにならない介護予防のた

めの地域支援事業に１１５．３％の増額となりました。

平成２０年度吉岡町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、委員長報告の

とおり委員会では全会一致で原案のとおり認定をいたしました。議員皆様のご賛同をお願

いして、賛成討論といたします。

以上です。

議 長（岩幸夫君） ほかに討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。

これより採決に入ります。

お諮りします。

本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第５９号を原案のとおり認定することに賛成の議員は起立を願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岩幸夫君） 起立多数です。

よって、議案第５９号は原案のとおり認定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１５ 議案第６０号 平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算認定について

議 長（岩幸夫君） 日程第１５、議案第６０号 平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

２番小池議員。

〔２番 小池春雄君登壇〕

２ 番（小池春雄君） 議案第６０号 平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定に反対の立場で討論を行います。

本事業は、７５歳以上の高齢者に差別医療を持ち込み、高齢者はいずれ死が近いのだか

ら医療を制限するとのことでできた制度です。発足以来、国民の多くの反対があり、私は

政権が転覆するのではないかと指摘をしましたが、今回の衆議院選挙でも争点の一つとな

り、政権がかわりました。

近いうちに廃止されると思いますが、このように高齢者を差別する医療制度は廃止しか
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ないということを申し上げて、反対討論といたします。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

神宮議員。

〔８番 神宮 隆君登壇〕

８ 番（神宮 隆君） ８番神宮です。議案第６０号 平成２０年度吉岡町後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について、賛成の立場から討論します。

後期高齢者医療事業は、平成２０年４月から国会の医療制度改革の一つとして、今まで

の老人保健制度を改めて、７５歳以上は必ず加入、６５から７４歳の一定の障害がある方

は任意加入制度として始まったものであります。この制度は、県内すべての市町村で構成

される広域連合により運営され、市町村国民健康保険や健康保険組合等と同じ独立した医

療保険制度であります。

平成２０年度歳入総額は１億２，０５０万２，０００円で、主な内訳は、後期高齢者医

療保険料８，５５７万８，０００円、一般会計繰入金３，０６７万円です。収入未済額は

１２８万４，０００円で、収納率が低いので収納の努力が必要と認められます。歳出総額

は１億１，９７２万４，０００円で、内訳は、後期高齢者医療広域連合納付金１億１，３

３９万４，０００円、総務費６３２万９，０００円です。適正に執行されているものと認

められました。

医療給付の５割は公費、７４歳以下の支援金４割、高齢の保険料１割負担で７５歳以上

の高齢者の医療費を国民みんなで支えるという制度です。保険料も、所得額により軽減措

置や事情により徴収猶予や減免制度があります。民主党はマニフェストで後期高齢者医療

は廃止を掲げてありますので、今後変わる可能性はあると思います。

よって、委員長報告のとおり、この件については全会一致で認定しました。議員皆さん

のご賛同をお願いして、賛成討論といたします。

議 長（岩幸夫君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第６０号を原案のとおり認定することに賛成の議員は起立を願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岩幸夫君） 起立多数です。

よって、議案第６０号は原案のとおり認定されました。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１６ 議案第６１号 平成２０年度吉岡町水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て

議 長（岩幸夫君） 日程第１６、議案第６１号 平成２０年度吉岡町水道事業会計歳入歳出決

算認定についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

本案に対する委員長の報告は認定でございます。

議案第６１号を原案のとおり認定することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６１号は原案のとおり認定されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１７ 議案第６２号 平成２１年度吉岡町一般会計補正予算（第２号）

議 長（岩幸夫君） 日程第１７、議案第６２号 平成２１年度吉岡町一般会計補正予算（第２

号）を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

委員会は可決でございます。

議案第６２号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１８ 議案第６３号 平成２１年度吉岡町学校給食事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（岩幸夫君） 日程第１８、議案第６３号 平成２１年度吉岡町学校給食事業特別会計補
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正予算（第１号）を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

委員会は可決でございます。

議案第６３号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１９ 議案第６４号 平成２１年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）

議 長（岩幸夫君） 日程第１９、議案第６４号 平成２１年度吉岡町公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

委員会は可決でございます。

議案第６４号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２０ 議案第６５号 平成２１年度吉岡町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２０、議案第６５号 平成２１年度吉岡町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

委員会は可決でございます。

議案第６５号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２１ 議案第６６号 平成２１年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２１、議案第６６号 平成２１年度吉岡町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

委員会は可決でございます。

議案第６６号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２２ 議案第６７号 平成２１年度吉岡町介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２２、議案第６７号 平成２１年度吉岡町介護保険事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。
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委員会は可決でございます。

議案第６７号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２３ 議案第６８号 平成２１年度吉岡町水道事業会計補正予算（第１号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２３、議案第６８号 平成２１年度吉岡町水道事業会計補正予算

（第１号）を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

委員会は可決でございます。

議案第６８号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２４ 議案第７４号 平成２１年度吉岡町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２４、議案第７４号 平成２１年度吉岡町後期高齢者医療事業特別

会計補正予算（第１号）を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

委員会は可決でございます。

議案第７４号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。



216

よって、議案第７４号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２５ 議案第７５号 平成２１年度まちづくり交付金事業吉岡町立明治小学校プ

ール新築工事請負契約の締結について

議 長（岩幸夫君） 日程第２５、議案第７５号 平成２１年度まちづくり交付金事業吉岡町立

明治小学校プール新築工事請負契約の締結についてを議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

委員会は可決でございます。

議案第７５号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第７５号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２６ 議案第７７号 平成２１年度吉岡町老人保健事業特別会計補正予算（第１

号）

議 長（岩幸夫君） 日程第２６、議案第７７号 平成２１年度吉岡町老人保健事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

委員会は可決でございます。

議案第７７号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２７ 請願・陳情審査報告
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議 長（岩幸夫君） 日程第２７、請願・陳情審査報告を議題とします。

委員会審査報告を求めます。

総務常任委員会福田委員長、お願いします。

〔総務常任委員会委員長 福田敏夫君登壇〕

総務常任委員長（福田敏夫君） １１番福田敏夫です。

総務常任委員会は、議長より付託されました陳情２件につきまして議案審査終了後に慎

重に審査をいたしましたので、結果を報告いたします。

陳情第２号 核も戦争もない平和な２１世紀を築くための２００９年非核平和行進要請

書の審査結果は、全会一致で趣旨採択でございます。

陳情第３号 ＪＲ上越線に吉岡駅「仮称」設置構想実現に向けての陳情書の審査結果は、

全会一致で願意妥当と認め、採択でございます。

以上、陳情審査２件の結果報告といたします。

議 長（岩幸夫君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長さん、ご苦労さまでした。

次に、文教厚生常任委員会宿谷委員長、お願いいたします。

〔文教厚生常任委員会委員長 宿谷 忍君登壇〕

文教厚生常任委員長（宿谷 忍君） 請願の審査結果報告をいたします。

文教厚生常任委員会では、議長より付託されました請願１件を議案審査終了後に審査を

行いました。

請願第１号 義務教育費国庫負担制度の国負担率２分の１復元と教育予算の拡充を求め

る意見書の採択に関する請願につきまして、全会一致、採択でございます。

以上、報告を終わります。

議 長（岩幸夫君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長さん、ご苦労さまでした。

次に、産業建設常任委員会南雲委員長、お願いいたします。

〔産業建設常任委員会委員長 南雲吉雄君登壇〕

産業建設常任委員長（南雲吉雄君） 報告を行います。
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産業建設常任委員会では、議案審査後、陳情第４号について審査を行いました。その結

果を報告いたします。

陳情第４号、漆原東自治会長柴﨑 博さん、新田地区栗田俊彦さんから出された陳情書

ですけれども、地区要望ということで現地視察を行い慎重審査を行った結果、願意妥当と

認め、全会一致で採択であります。

以上、報告といたします。

議 長（岩幸夫君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長さん、ご苦労さまでした。

次に、インター及び周辺整備推進特別委員会齋木委員長、お願いいたします。

〔インター及び周辺整備推進特別委員会委員長 齋木輝彦君登壇〕

インター及び周辺整備推進特別委員会委員長（齋木輝彦君） 報告いたします。

インター及び周辺整備推進特別委員会は、去る９月１０日１５時３０分から委員全員、

関係課長出席のもとに審議をいたしまして、採択ということでございます。なお、委員会

としては、この議会も町を挙げて推進する問題と認識を強くいたしました。

以上、報告を終わります。

議 長（岩幸夫君） 委員長報告が終わりました。

委員長報告に対し質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

委員長さん、ご苦労さまでした。

以上をもちまして、委員長報告を終わります。

ここで休憩をとりたいと思います。１０時１０分に再開したいと思います。

午前 ９時５３分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午前１０時１０分再開

議 長（岩幸夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２８ 請願第１号 義務教育費国庫負担制度の国負担率２分の１復元と教育予算

の拡充を求める意見書の採択に関する請願書

議 長（岩幸夫君） 日程第２８、請願第１号 義務教育費国庫負担制度の国負担率２分の１復
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元と教育予算の拡充を求める意見書の採択に関する請願書を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本件に対する委員長報告は採択です。

お諮りします。

請願第１号を採択とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、請願第１号は委員長の報告のとおり採択されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２９ 陳情第２号 核も戦争もない平和な２１世紀を築くための２００９年非核

平和行進要請書

議 長（岩幸夫君） 日程第２９、陳情第２号 核も戦争もない平和な２１世紀を築くための２

００９年非核平和行進要請書を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本件に対する委員長報告は趣旨採択です。

お諮りします。

陳情第２号を趣旨採択とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、陳情第２号は委員長の報告のとおり趣旨採択とされました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３０ 陳情第３号 ＪＲ上越線に吉岡駅「仮称」設置構想実現に向けての陳情書

議 長（岩幸夫君） 日程第３０、陳情第３号 ＪＲ上越線に吉岡駅「仮称」設置構想実現に向

けての陳情書を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。
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これより採決に入ります。

本件に対する委員長報告は採択です。

お諮りします。

陳情第３号を採択とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、陳情第３号は委員長の報告のとおり採択とされました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３１ 陳情第４号 地区要望

議 長（岩幸夫君） 日程第３１、陳情第４号 地区要望を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本件に対する委員長報告は採択です。

お諮りします。

陳情第４号を採択することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、陳情第４号は委員長の報告のとおり採択とされました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３２ 陳情第５号 駒寄ＰＡに大型車まで乗り入れのできるＥＴＣ専用インター

チェンジの早期実現に向けての陳情書

議 長（岩幸夫君） 日程第３２、陳情第５号 駒寄ＰＡに大型車まで乗り入れのできるＥＴＣ

専用インターチェンジの早期実現に向けての陳情書を議題とします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

本件に対する委員長報告は採択です。

お諮りします。

陳情第５号を採択とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕
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議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、陳情第５号は委員長の報告のとおり採択とされました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３３ 発議第２号 義務教育費国庫負担制度の国負担率２分の１復元と教育予算

の拡充を求める意見書

議 長（岩幸夫君） 日程第３３、発議第２号 義務教育費国庫負担制度の国負担率２分の１復

元と教育予算の拡充を求める意見書を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

１２番宿谷議員。

〔１２番 宿谷 忍君登壇〕

１ ２ 番（宿谷 忍君） 発議第２号、平成２１年９月１４日、吉岡町議会議長岩・幸夫様。提出者、

町議会議員宿谷 忍、賛成者、町議会議員小林一喜。義務教育費国庫負担制度の国負担率

２分の１復元と教育予算の拡充を求める意見書。上記の議案を、会議規則第１３条の規定

により、別紙のとおり提出します。

記、提案理由、義務教育の水準確保と地方教育行政の充実を図るため。

以下、朗読をもって説明にかえさせていただきます。

義務教育費国庫負担制度の国負担率２分の１復元と教育予算の拡充を求める意見書。

義務教育費国庫負担制度は、昭和６０年度以降、旅費・教材費・恩給費・共済追加費用

等の一般財源化、平成１６年度には中学校教職員給与費相当分が暫定的に一般財源化され、

平成１８年度からは、国の負担率が２分の１から３分の１に変更された。

この制度は、義務教育の機会均等とその水準の維持・向上及び地方財政の安定のため、

国が必要な財源を保障するとの趣旨で確立されたものであり、これまで我が国の義務教育

の水準向上に大きな役割を果たしてきた。しかしながら、義務教育費国庫負担金の負担率

が３分の１に縮小されたことや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、

地方自治体において教育予算の確保が困難となっており、義務教育の円滑な推進に重大な

影響を及ぼしてきている。

さらには、多くの地方自治体で財政が逼迫する中、少人数教育の推進、学校施設、旅

費・教材費、就学援助・奨学金制度など教育条件の自治体間格差が拡がってきている。さ

らに、教職員の「子どもと向き合う時間の確保」のための施策の実施が喫緊の課題となっ

ている。一方、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化が

進んでおり、家計の所得の違いが教育格差につながってきている。

自治体の財政力や保護者の所得の違いによって、子どもたちが受ける「教育水準」に格

差があってはならない。義務教育の水準確保と地方教育行政の充実を図るためには、一人
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ひとりの子どもたちにきめ細かな教育とよりよい教育環境を保障するための教育予算の一

層の拡充が必要である。

よって、吉岡町議会は、政府、衆参両院議長に対し、義務教育費国庫負担制度の国負担

率２分の１復元と教育予算の拡充に向け下記の事項を実現されるよう強く要望する。

記、１、教育の自治体間格差を生じさせないために、義務教育費国庫負担制度について、

国負担率を２分の１に復元することを含め制度を堅持すること。２、学校施設整備費、教

材費、図書費、旅費、学校・通学路の安全対策など、教育予算の充実のため、地方交付税

を含む国の予算を拡充すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。平成２１年９月１４日。群

馬県北群馬郡吉岡町議会、議長岩・幸夫。内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学

大臣、衆議院議長、参議院議長様。

以上でございます。

議 長（岩幸夫君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

宿谷議員、ご苦労さまでした。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより採決に入ります。

お諮りします。

発議第２号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３４ 議員派遣について

議 長（岩幸夫君） 日程第３４、議員派遣についてを議題とします。

お諮りします。

お手元に配付されたとおり、議員研修のため、議員派遣することにご異議ございません

か。

〔「異議なし」の声あり〕
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議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、配付のとおり議員派遣することに決定しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３５ 総務常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第３６ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査について

日程第３７ 産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について

議 長（岩幸夫君） 日程第３５、３６、３７、各常任委員会の閉会中の継続調査についてを一

括議題にいたします。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。よって一括議題と決しました。

日程第３５、３６、３７、各常任委員会の閉会中の継続調査についてを一括議題といた

します。

総務常任委員長、文教厚生常任委員長、産業建設常任委員長から、所管事務のうち、吉

岡町議会規則第７１条の規定により、お手元に配りました所管事務の調査事項について閉

会中の継続調査の申し出がありました。

お諮りいたします。

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認めます。

よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３８ 議会運営委員会の閉会中の継続調査について

議 長（岩幸夫君） 日程第３８、議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたし

ます。

議会運営委員長から、所管事務のうち、会議規則第７１条の規定により、お手元に配り

ました所管事務の調査事項について閉会中の継続調査の申し出がありました。

お諮りします。

委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岩幸夫君） 異議なしと認め、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことに決しました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議長あいさつ
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議 長（岩幸夫君） 以上をもちまして、平成２１年第３回定例会の日程をすべて終了いたしま

した。

閉会に当たりまして、一言あいさつを申し上げます。

秋の気配が濃くなるこのごろ、９月２日に開会されました本議会は、ここにすべての案

件を議了いたしました。

町長を初めとする執行各位におかれましては、審議に当たり誠意をもって対応いただき

ましたことに対し、深く敬意をあらわすものであります。

この定例会において議員各位から寄せられた数々の貴重な意見等が、今後の予算執行並

びに新年度の予算編成に反映され、厳しい財政状況のもとですが、町民の教育や福祉の向

上に貢献することを切望するものでございます。

議員並びに執行各位におかれましては、今後ともご自愛の上、町の発展にご尽力を賜り

ますようお願い申し上げ、閉会のあいさつといたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

町長あいさつ

議 長（岩幸夫君） 町長のあいさつの申し入れを許可します。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 閉会に当たりまして、一言御礼のあいさつを申し上げます。

第３回定例会におきましては、９月２日開会以来１３日間、本議会に始まりまして、決

算特別委員会を初めといたしまして各常任委員会等で長きにわたり審議を賜り、厚く御礼

を申し上げます。

上程いたしました議案２７件、同意１件、諮問１件、報告１件、すべての議案を慎重審

議をしていただき、原案どおり認定、可決くださいましたことに対し、厚く御礼を申し上

げます。また、一般質問はもとより、平成２０年度決算でありましたが、審議の中でのご

指摘、そしてまたご意見等を賜りましたことを真摯に受けとめ、これからの行財政運営に

生かしていきたいと考えております。

最後になりましたが、季節の変わり目でもありますので、健康には十分ご自愛の上、吉

岡町発展のためご尽力をいただきますようお願い申し上げまして、閉会に当たりましての

御礼のごあいさつとさせていただきます。大変お世話になりました。ありがとうございま

した。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

閉 会

議 長（岩幸夫君） 以上をもちまして平成２１年第３回吉岡町議会定例会を閉会します。
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ご苦労さまでした。

午前１０時２７分閉会
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